
 

補足説明資料－３ 

 

 

 

 

 

津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応 

に係る保安規定添付２の記載内容について 
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１． 保安規定添付２の記載内容について 
設置変更許可申請書で津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る運用

上の要求事項を定めている事項については、保安規定添付２に運用を定める。具体的な記

載については次のとおりである。 
津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る運用事項について、設置変

更許可申請書の補足説明資料にて記載している内容を踏まえ、保安規定に規定する運用お

よび社内標準にて規定する運用について、２章に整理する。 
また、設置変更許可時に後段規制において確認することとしていた漂流物になるおそれ

のある車両の駐車禁止措置及び退避運用について、３章にて説明する。 
なお、取水路及び取水路防潮ゲートの保全計画に係る保守作業については、補足説明資

料－２にて整理する。 
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添付２ 火災、内部溢水、火山影響等、自然災害 

および有毒ガス発生時の対応に係る実施基準 

（第１８条、第１８条の２、第１８条の２の２、第１８条の３ 
および第１８条の３の２関連） 

 
（中略） 

５ 津 波 
安全・防災室長は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制

の整備として、次の５．１項から５．４項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。
また、各課（室）長は、計画に基づき、津波発生時における原子炉施設の保全のため
の活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

（中略） 
５．２ 教育訓練の実施 
(1) 安全・防災室長は、全所員に対して、津波防護の運用管理に関する教育訓練を
定期的に実施する。また、安全・防災室長は、全所員に対して、津波発生時におけ
る車両退避等の訓練を定期的に実施する。 

（中略） 
５．４ 手順書の整備 
(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、津波発生時における原子炉施設の保全の
ための活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを
社内標準に定める。 

（中略） 
ｄ．車両の管理 

安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの
外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について、漂流物とならな
い管理を実施する。 

ｅ．発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合の対応 
(a)当直課長は、原則として１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポン

プを停止（プラント停止）する。また、Ａ中央制御室から取水路防潮ゲートを
閉止するとともに、原子炉の冷却操作を実施する。 
ただし、以下の場合はその限りではない。 
ア 大津波警報が誤報であった場合 
イ 遠方で発生した地震に伴う津波であって、発電所を含む地域に、到達す
るまでの時間経過で、大津波警報が見直された場合 

(b) 原子燃料課長および放射線管理課長は、燃料等輸送船に関し、津波警報等
が発表された場合、荷役作業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避に
関する措置を実施する。 

(c) 放射線管理課長は、燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合、
荷役作業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避に関する措置ならびに
漂流物化防止対策を実施する。 

（中略） 
(f) 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲート

の外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について津波の影響
を受けない場所へ退避することにより漂流物とならない措置を実施する。 
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（中略） 
ｈ．津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応 

(a) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認※した場合の対応 
ア 当直課長は、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポンプを停
止（プラント停止）する。また、Ａ中央制御室から取水路防潮ゲートを閉
止するとともに、原子炉の冷却操作を実施する。 

イ 当直課長は、津波監視カメラおよび潮位計による津波の襲来状況の監視
を実施する。 

※：「潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位がいず
れも 10 分以内に 0.5 m 以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内
に 0.5 m 以上上昇すること、または 10 分以内に 0.5 m 以上上昇し、そ
の後、最高潮位から 10 分以内に 0.5 m 以上下降すること、ならびに発
電所構外において、遡上波の地上部からの到達、流入および取水路、放水
路等の経路からの流入（以下、「敷地への遡上」という。）ならびに水位
の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、
その後、潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位
がいずれも 10 分以内に 0.5 m 以上下降すること、または 10 分以内に 
0.5 m 以上上昇すること。」を１号炉および２号炉を担当する当直課長と
３号炉および４号炉を担当する当直課長の潮位観測システム（防護用）
のうち衛星電話（津波防護用）を用いた連携により確認（この条件の成立
確認を「取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認」という。以下、同
じ。） 

(b) 発電所構外において津波と想定される潮位の変動を観測した場合の対応 
ア 当直課長は、速やかにゲート落下機構の電源系および制御系に異常がな
いことを確認する。また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実
施する。 

イ 当直課長は、津波監視カメラによる津波の襲来状況の監視を実施する。
また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

ウ 土木建築課長は、取水路防潮ゲート保守作業の中断に係る措置を行う。
また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

エ 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲー
トの外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について津波の影
響を受けない場所へ退避することにより漂流物とならない措置を実施す
る。また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

オ 原子燃料課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷役作業を中断し、陸
側作業員および輸送物の退避に関する措置を実施するとともに、係留強化
する船側と情報連絡を行う。 

カ 放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷役作業を中断し、
陸側作業員および輸送物の退避に関する措置ならびに漂流物化防止対策
を実施するとともに、係留強化する船側と情報連絡を行う。なお、荷役作
業中は、発電所構外における潮位の観測を実施する。 

キ 原子燃料課長および放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中以外の場
合、緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う。 

(c) 動作可能な潮位計が２台未満となった場合の対応 
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ア 当直課長は、発電所構外の観測潮位により津波の襲来状況を継続監視す
る。また、動作可能な潮位計１台にて、取水路防潮ゲートの閉止判断基準
に係る潮位変動を確認すれば、取水路防潮ゲートを閉止する。 

イ 安全・防災室長は、作業の中断、所員と車両の退避に係る措置を実施す
る。 

(d) 動作可能な衛星電話（津波防護用）が４台未満となった場合、かつ、衛星
電話（津波防護用）または代替手段を速やかに確保できない場合の対応 
ア 当直課長は、衛星電話（津波防護用）または代替手段以外の通信手段に
よる中央制御室間の連携を維持する。 

イ 安全・防災室長は、作業の中断、所員と車両の退避に係る措置を実施す
る。 

(e) 取水路防潮ゲート閉止判断基準には到達しない平常時とは異なる潮位変
動を確認した場合（台風等の異常時の潮位変動を除く）の対応 

ア 計装保修課長は、監視モニタと手計算の潮位変化量が整合していること
を確認する。 

ｉ．津波発生時の原子炉施設への影響確認 
各課（室）長は、発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合または取

水 路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認した場合は、事象収束後、原子炉施設
の損傷の有無を確認するとともに、その結果を所長および原子炉主任技術者に
報告する。 

ｊ．施設管理、点検 
各課（室）長は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備および津波影

響軽減施設の要求機能を維持するため、ならびに特重施設の代替設備に対して
基準津波高さを一定程度超える津波を想定した津波高さを考慮した水密性を
維持するため、施設管理計画に基づき適切に施設管理、点検を実施するととも
に、必要に応じ補修を行う。 
なお、取水路防潮ゲートの遠隔閉止信号を停止する場合は、現地の手動操作

により敷地への遡上および水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれが
ある潮位に至る前にゲートを落下できるよう、発電所構外の観測潮位に通常の
潮汐とは異なる潮位変動や故障を示す指示変動がないことを確認し、資機材を
確保するとともに体制を確保し、維持する。 
 

（以下略） 
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及

び
４

号
炉

当
直

課
長

は
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

補
助

用
）
か

ら
警

報
が

発
信

し
た

時
点

で
、
他

号
炉

の
観

測
潮

位
の

動
向

を
把

握
す

る
。（

(b
)

か
ら

(d
)も

同
様

）
 

(b
) 
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

潮
位

計
が

10
分

以
内

に
0.

5m
以

上
下

降
、
又

は
上

昇
し

た
時

点
の

警
報

発

信
（

２
台

目
）

 
・

２
台

目
の

潮
位

計
に

お
い

て
観

測
潮

位
が

10
分

以
内

に
0.

5m
以

上
下

降
、

又
は

上
昇

し
た

時
点

で
１

号
及

び
２

号

炉
中

央
制

御
室

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
警

報
が

発
信

す
る

。
 

・
こ

の
時

点
で

１
号

及
び

２
号

炉
運

転
員

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
運

転
員

は
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

又
は

３
号

及

び
４

号
炉

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

は
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

、
他

方
の

中
央

制
御

室
の

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
並

び
に

３
号

及
び

４
号

炉
運

転
員

は
そ

れ
ぞ

れ
の

中
央

制
御

室
の

潮
位

計
の

潮
位

変
化

量

や
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フ

を
継

続
的

に
目

視
確

認
し

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
に

速
や

か
に

状
況

を
報

告
す

る
。

 
(c

) (
a)
又

は
(b

)で
警

報
発

信
し

た
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

潮
位

計
が

、
そ

の
後

最
低

潮
位

か
ら

10
分

以
内

に
0.

5m
以

上
上

昇
、

又
は

最
高

潮
位

か
ら

10
分

以
内

に
0.

5m
以

上
下

降
し

た
時

点
の

警
報

発
信

（
１

台
目

）
 

・
１

台
目

又
は

２
台

目
の

潮
位

計
に

お
い

て
観

測
潮

位
が

10
分

以
内

に
0.

5m
以

上
上

昇
、

又
は

下
降

し
た

時
点

で
１

号
及

び
２

号
炉

中
央

制
御

室
又

は
３

号
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

警
報

が
発

信
す

る
。

 
・

こ
の

時
点

で
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
又

は
３

号
及

び
４

号
炉

運
転

員
は

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
又

は
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断
（

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

及
び

プ

ラ
ン

ト
停

止
判

断
を

含
む

）
に

つ
い

て
、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

 添
付

２
 火

災
、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対

応
 

(a
) 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 当
直

課
長

は
、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

（
中

略
）

 
※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上

下
降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0 

分
以

内
に

 
0
.
5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、「
敷

地
へ

の
遡

上
」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」

を
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い

う
。

以
下

、
同

じ
。
）

 

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
（

ト
リ

ガ
ー

）
の

到
達

を
確

認
す

る
ま

で
の

対
応

お
よ

び
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
対

応
に

つ

て
は

、
社

内
標

準
に

記
載

す
る

。
 

さ
ら

に
実

運
用

と
し

て
、

上
記

手
順

に
加

え
、

津
波

防
護

施
設

で
は

な
い

が
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
補

助
用

）
を

活
用

す
る

手

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

具
体

的
に

は
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
補

助
用

）
を

用
い

て
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
は

、

他
号

炉
の

観
測

潮
位

の
動

向
を

把
握

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に

定

め
る

。
 

詳
細

は
、
参

考
資

料
「

警
報

な
し

津
波

に
係

る
社

内
標

準
（

案
）
」

参
照

）
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設
置

変
更

許
可

申
請

書
 

補
足

説
明

資
料

 
保

安
規

定
に

規
定

 
社

内
標

準
で

規
定

 
・

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
は

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

、
他

方
の

中
央

制
御

室
の

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
並

び
に

３
号

及
び

４
号

炉
運

転
員

は
そ

れ
ぞ

れ
の

中
央

制
御

室
の

潮
位

計
の

潮
位

変
化

量

や
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フ

を
継

続
的

に
目

視
確

認
し

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
に

速
や

か
に

状
況

を
報

告
す

る
。

 
(d

) 
(a

)又
は

(b
)で

警
報

発
信

し
た

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

潮
位

計
が

、
そ

の
後

最
低

潮
位

か
ら

10
分

以

内
に

0.
5m

以
上

上
昇

、
又

は
最

高
潮

位
か

ら
10

分
以

内
に

0.
5m

以
上

下
降

し
た

時
点

の
警

報
発

信
（

２
台

目
）
、

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断
（

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

及
び

プ
ラ

ン
ト

停
止

判
断

を
含

む
）

 
・

(c
)の

潮
位

計
に

引
き

続
き

、
も

う
１

台
の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
10

分
以

内
に

0.
5m

以
上

上
昇

、
又

は
下

降
し

た

時
点

で
、

１
号

及
び

２
号

炉
中

央
制

御
室

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
警

報
が

発
信

す
る

。
 

・
こ

の
時

点
で

１
号

及
び

２
号

炉
運

転
員

又
は

３
号

及
び

４
号

炉
運

転
員

は
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

又
は

３
号

及

び
４

号
炉

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

は
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

、
他

方
の

中
央

制
御

室
の

当
直

課
長

へ
警

報
発

信
し

た
こ

と
を

報
告

す
る

。
 

・
こ

の
時

点
で

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
は

１
号

炉
か

ら
４

号
炉

の
全

て
の

観
測

潮
位

を
確

認
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準
（

ト
リ

ガ
ー

）
に

到
達

し
た

こ
と

、
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
を

判
断

し
、
１

号

及
び

２
号

炉
運

転
員

に
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)を

指
示

す
る

。
 

・
合

わ
せ

て
、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

は
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

に
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

（
ト

リ
ガ

ー
）
に

到
達

し
た

こ
と

、
並

び
に

１
号

及
び

２
号

炉
運

転
員

に
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)を

指

示
し

た
こ

と
を

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
て

報
告

す
る

。
 

・
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

は
、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

の
報

告
を

受
け

、
３

号
及

び
４

号
炉

運
転

員
に

循
環

水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)を

指
示

す
る

。
 

 (
e)
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

 
・
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
並

び
に

３
号

及
び

４
号

炉
運

転
員

は
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)操

作
が

完
了

す

れ
ば

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

に
報

告
す

る
。

 
・
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

は
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

に
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
(プ

ラ
ン

ト
停

止
)操

作
が

完
了

し

た
こ

と
を

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
て

報
告

す
る

。
 

・
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

は
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
指

示
し

、
１

号
及

び
２

号
炉

運
転

員
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
操

作
が

完
了

し
た

報
告

を
受

け
る

。
 

・
1
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
は

、
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

に
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
操

作
が

完
了

し
た

こ
と

を
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

て
報

告
す

る
。
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第
２
表
 

発
電
所
構

外
の

観
測
潮

位
を
用
い
た
対

応
の
運
用
事

項
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
 

補
足

説
明

資
料

 
保

安
規
定
に
規

定
 

社
内

標
準
で
規

定
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
 

補
足

説
明

資
料

 
第

３
編

（
耐

津
波

設
計

方
針

の
検

討
経

緯
）

 
１

０
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

津
波

に
可

能
な

限
り

早
期

に
対

応
す

る
た

め
の

運
用

 
１

０
．

１
 

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

を
用

い
た

運
用

 
１

０
．

１
．

３
 

検
討

結
果

 
（

中
略

）
 

（
５

）
津

居
山

地
点

に
お

け
る

観
測

潮
位

活
用

の
ま

と
め

 
（

１
）
～
（

４
）
に

示
し

た
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
の

活
用

検
討

に
基

づ
い

た
、
津

居
山

地
点

で
の
「

プ
ラ

ン
ト

影

響
の

あ
る

津
波

」
※

１
高

さ
、
津

居
山

地
点

で
の
「

プ
ラ

ン
ト

影
響

の
可

能
性

あ
る

津
波

」
※
２
高

さ
及

び
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
の

活
用

に
よ

る
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
時

間
の

短
縮

効
果

を
図

１
１

に
示

す
。

 
図

１
１

に
示

す
通

り
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

に
お

い
て

、「
プ

ラ
ン

ト
影

響
の

あ
る

津
波

」
高

さ
を

確
認

し
た

場

合
は

、
構

内
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
に

お
い

て
、

2
台

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

10
分

以
内

に
0.

5m
以

上

の
下

げ
（

上
げ

）
の

み
で

判
断

を
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
よ

り
早

期
の

対
応

を
行

う
も

の
と

す
る

。
短

縮
時

間
の

効
果

と
し

て
は

約
4
分

の
短

縮
効

果
が

あ
る

と
考

え
て

い
る

。
 

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
に

お
い

て
、「

プ
ラ

ン
ト

影
響

の
可

能
性

あ
る

津
波

」
高

さ
を

確
認

し
た

場
合

は
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

落
下

機
構

の
健

全
性

確
認

な
ど

(取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
保

守
作

業
の

中
止

、
構

内
の

一
般

車
両

の

退
避

、
輸

送
船

の
退

避
、

輸
送

車
両

等
の

退
避

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
監

視
)を

実
施

し
津

波
襲

来
に

備
え

る
。

 
                   

         

図
１
１
 
津
居
山
地
点
に
お
け
る

観
測
潮
位
の
活

用
 

 
警

報
が

発
表

さ
れ

な
い

津
波

に
可

能
な

限
り

早
期

対
応

す
る

た

め
の

運
用

の
う

ち
、
設

置
許

可
申

請
書

に
記

載
す

る
運

用
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
添

付
２

に
記

載
す

る
。

 
 添

付
２

 火
災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有

毒
ガ

ス
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

 
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２

関
連

）
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対

応
 

 (
a)

 取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 当
直

課
長

は
、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も

に
、

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
実

施
す

る
。

 

（
中

略
）

 
※
：「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上

下
降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0 

分
以

内
に

 
0
.
5
 m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、

遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
お

よ
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、「
敷

地
へ

の
遡

上
」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」

を
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い

う
。

以
下

、
同

じ
。
）

 

 

警
報

が
発

表
さ

れ
な

い
津

波
に

可
能

な
限

り
早

期
対

応
す

る
た

め
の

運
用

の
う

ち
、

自
主

的
な

運
用

に
つ

い
て

、
社

内
標

準
に

以

下
の

停
止

判
断

基
準

を
記

載
す

る
。

 

・
敷

地
外

潮
位

計
に

お
い

て
 
1
0
分

以
内

に
1
.
0m

以
上

の
下

降

も
し

く
は

上
昇

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

で

有
意

な
津

波
の

前
兆

を
確

認
し

た
場

合
 

    

発
電

所
構

内
の

観
測

潮
位

で
あ

る
海

水
ポ

ン
プ

ウ
ェ

ル
潮

位

計
変

化
量

注
意

の
警

報
が

発
信

し
た

場
合

又
は

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

の
対

応
の

う
ち

、
津

波
監

視
強

化
の

条
件

及
び

津
波

監
視

強
化

解
除

の
基

準
に

つ
い

て
、

社
内

標
準

に
記

載
す

る
。

 

 

【
津

波
監

視
強

化
】

 

以
下

の
条

件
に

よ
り

監
視

強
化

す
る

。
 

・
指

示
変

動
が

明
ら

か
な

誤
検

知
及

び
計

器
故

障
で

な
い

場
合

 

 【
津

波
監

視
強

化
解

除
】

 

以
下

の
い

ず
れ

か
の

条
件

に
よ

り
監

視
強

化
を

解
除

す
る

。
 

・
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
で

あ
る

津
居

山
に

て
プ

ラ
ン

ト
影

響

の
可

能
性

が
あ

る
津

波
を

検
知

後
、

約
３

０
分

間
※

１
は

監
視

強
化

体
制

を
継

続
し

、
そ

の
後

、
 
構

外
の

観
測

潮
位

と
海

水

ポ
ン

プ
室

潮
位

計
に

て
通

常
の

潮
汐

の
変

動
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

れ
ば

体
制

を
解

除
す

る
。

 

 ・
発

電
所

構
内

の
観

測
潮

位
で

あ
る

海
水

ポ
ン

プ
ウ

ェ
ル

潮
位

計

変
化

量
注

意
の

警
報

が
発

信
し

た
場

合
、

最
低

(最
高

)潮
位

到

達
後

、
構

外
の

観
測

潮
位

と
海

水
ポ

ン
プ

ウ
ェ

ル
潮

位
計

に
て

通
常

の
潮

位
変

動
と

な
っ

た
こ

と
を

確
認

※
２
す

れ
ば

体
制

を

解
除

す
る

。
 

 ※
１

：
津

居
山

に
て

0
.
5m

下
降

(
上

昇
）

を
検

知
し

た
波

が
高

浜

発
電

所
の

取
水

口
前

に
到

達
す

る
時

間
の

う
ち

、
最

も
遅

い
も

の
は

約
2
0
分

後
で

あ
り

、
そ

の
後

海
水

ポ
ン

プ
室

潮
位

計
に

て
1
0
分

間
で

0
.
5
ｍ

以
上

の
下

降
(
上

昇
）

を

検
知

す
る

た
め

に
必

要
な

時
間

 

※
２

：
少

な
く

と
も

1
0
分

間
は

潮
位

変
動

を
確

認
す

る
。

 

 
※

１
：

保
安

規
定

及
び

社
内

標
準

に
お

い
て

は
、
「
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

」
と

記
載

。（
以

下
、

同
じ

）
 

※
２

：
保

安
規

定
及

び
社

内
標

準
に

お
い

て
は

、
「

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
」

と
記

載
。
（

以
下

、
同

じ
）
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第
３
表
 

構
外
の
観
測
潮

位
欠
測

時
の

運
用
事
項

 
設

置
変

更
許

可
申

請
書

 
補

足
説

明
資

料
 

保
安
規
定
に
規

定
 

社
内

標
準
で
規

定
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
 

補
足

説
明

資
料

 
第

３
編

（
耐

津
波

設
計

方
針

の
検

討
経

緯
）

 
１

０
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

津
波

に
可

能
な

限
り

早
期

に
対

応
す

る
た

め
の

運
用

 
１

０
．

３
 

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
の

対
応

 
１

０
．

３
．

２
 

検
討

条
件

 
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
は

、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
に

対
し

て
、
可

能
な

限
り

早
期

に

対
応

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
一

時
的

に
津

居
山

地
点

で
の

観
測

潮
位

を
用

い
ず

と
も

津
波

対
応

上
の

問
題

が
な

い
と

評

価
で

き
る

場
合

は
「

欠
測

時
の

運
用

を
除

外
(①

)」
す

る
。

ま
た

、
津

波
対

応
上

の
問

題
が

あ
る

が
、

津
波

襲
来

を
判

断

し
た

際
と

同
等

の
対

応
が

可
能

な
場

合
は

、「
津

波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同
等

の
対

応
を

実
施

(②
)」

す
る

。
津

波
襲

来

を
判

断
し

た
際

と
同

等
の

対
応

が
で

き
な

い
も

の
は

、
「

個
別

に
代

替
手

法
を

検
討

(③
)」

す
る

。
 

以
上

の
検

討
内

容
を

図
１

４
の

検
討

フ
ロ

ー
に

示
す

。
 

な
お

、
こ

こ
で

、
「

津
波

襲
来

を
判

断
し

た
際

」
と

は
、

構
外

の
観

測
潮

位
に

て
「

プ
ラ

ン
ト

影
響

の
あ

る
津

波
（

津

居
山

検
潮

所
に

て
、

10
分

以
内

に
潮

位
1m

上
昇
（

も
し

く
は

下
降

）
を

観
測

）」
と
「

プ
ラ

ン
ト

影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
（

津
居

山
検

潮
所

に
て

10
分

以
内

に
潮

位
0.

5m
の

上
昇

（
も

し
く

は
下

降
）

を
観

測
）
」

し
た

場
合

を
指

す
。

 
                   

図
１

４
 

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
の

対
応

 
 １

０
．

３
．

３
 

評
価

結
果

 
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
を

活
用

し
た

対
応

項
目

に
関

し
て

、
観

測
潮

位
欠

測
時

の
対

応
を

図
１

４
の

検
討

フ
ロ

ー
に

基
づ

い
て

整
理

し
た

結
果

を
表

７
に

示
す

。
 

 
「

プ
ラ

ン
ト

影
響

の
あ

る
津

波
」
を

確
認

し
た

際
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

判
断

の
早

期
化

に
つ

い
て

は
、
構

内
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

後
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
場

合
で

も
、
最

も
時

間
余

裕
が

厳
し

い
津

波
に

対
し

て
約

９
分

の
余

裕
時

間
を

も
っ

て
施

設
影

響
の

生
じ

る
ケ

ー

ス
を

防
護

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
仮

に
構

外
の

観
測

潮
位

が
欠

測
し

た
場

合
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
判

断
の

早

期
化

に
係

る
対

応
を

除
外

す
る

。
 

「
プ

ラ
ン

ト
影

響
の

可
能

性
が

あ
る

津
波

」
を

確
認

し
た

際
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

保
守

作
業

の
中

断
に

つ
い

て
は

、

保
守

的
に

欠
測

と
同

時
に

津
居

山
地

点
に

津
波

が
襲

来
し

た
場

合
を

想
定

し
て

も
、
津

波
を

確
認

し
た

際
と

同
様

の
対

応

を
欠

測
と

同
時

に
行

う
こ

と
で

、
発

電
所

に
津

波
が

襲
来

す
る

ま
で

に
保

守
作

業
を

中
断

し
、
ゲ

ー
ト

の
復

旧
が

可
能

で

あ
る

こ
と

か
ら

、
欠

測
時

は
津

波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

「
プ

ラ
ン

ト
影

響
の

可
能

性
が

あ
る

津
波

」
を

確
認

し
た

際
の

構
内

の
一

般
車

両
の

退
避

に
つ

い
て

は
、
保

守
的

に
欠

測
と

同
時

に
津

居
山

地
点

に
津

波
が

襲
来

し
た

場
合

を
想

定
し

て
も

、
津

波
襲

来
を

判
断

し
た

際
と

同
様

の
対

応
を

欠
測

と
同

時
に

行
う

こ
と

で
、
発

電
所

へ
津

波
が

襲
来

す
る

ま
で

に
退

避
が

可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
欠

測
時

は
津

波
襲

来
を

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
の

対
応

の
う

ち
、

基
準

適
合

上
、

必
須

と
な

る
事

項
に

つ
い

て
は

設
置

許
可

申
請

書
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記
載

す

る
運

用
に

つ
い

て
は

、
保

安
規

定
添

付
２

に
記

載
す

る
。
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付
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災

、
内

部
溢

水
、
火

山
影

響
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然
災

害
お

よ
び

有

毒
ガ
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生
時
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対

応
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係
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基
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（

第
１

８
条
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１
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条
の

２
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８
条
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２
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２
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８
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お
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．
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波
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津
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対
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構
外

に
お

い
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波
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れ
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潮
位
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動
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測
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場

合
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長
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落
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外
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潮
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。
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作
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す

る
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②
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検
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し
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す
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況
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位

置
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設
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置
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踏
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波
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影
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船
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船
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流
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際
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場
合
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輸

送
車

両
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退

避
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て
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輸
送
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業
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作
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と
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測
時

の
輸

送
車

両
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の
退

避
に
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業
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工
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と
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業
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居
山

地
点
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、
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居
山

地
点

か
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の
潮

位
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た

場
合

に
は

、
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地
に
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搬
型
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に
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位
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、
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位
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観
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よ
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る

。
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ラ
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影

響
の

可
能

性
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あ
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際
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水
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ー
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下
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て
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潮
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、
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に
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来

を
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し
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と
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等
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を
実
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す

る
。
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、
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。
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３． 漂流物になるおそれのある車両の駐車禁止措置及び退避運用について 
（１） はじめに 

放水口側防潮堤より外側の津波遡上範囲に位置する物揚岸壁においては、燃料等

輸送作業時に燃料輸送車両及び LLW 輸送車両が存在する。これに対して、津波時に

「漂流物とならないこと」、「津波波力及び滑動により津波防護施設へ衝突しないこ

と」を確認しているが、発電所構外において津波と想定される潮位の変動を観測し

た場合は、より安全性を高めるために可能な範囲で津波が到達しない場所へ退避す

る方針としている。これにならい、放水口側防潮堤及び取水路防潮ゲートより外側

の津波遡上範囲に存在する燃料輸送車両及び LLW 輸送車両以外の車両については、

津波時（基準津波３及び基準津波４襲来時）における漂流物の津波防護施設への影

響を低減することを目的に、燃料輸送車両及び LLW 輸送車両と同様に退避すること

としており、以降にて、その成立性及び運用の詳細について検討を行った。 

 

（２） 退避運用の成立性について 

a. 基本方針 

津波遡上範囲（放水口側防潮堤及び取水路防潮ゲートより外側）は、原則駐車

禁止とする。ただし、当該エリアに作業で入域する等の発電所運営上必要な場合

を停車可とし、この場合においても運転手が車両付近に常駐※し、直ちに車両を移

動させることが可能な体制をとる。なお、当該エリアでの車両を用いた作業は、

事前許可制とし、放水口側防潮堤の外側及び取水路防潮ゲートの外側それぞれに

おいて、退避する作業車両が１０台以下となるよう管理する。   

（※：車両を離れる場合は、別の者を運転手に指定する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 津波遡上範囲（灰色部） 
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b. 基本方針を踏まえた退避運用の成立性について 

(a) 退避場所 

津波遡上範囲は、原則駐車禁止とするが、作業車両及び緊急車両は除くため、こ

れらの車両に対する退避場所を以下の図２のとおり選定する。放水口側防潮堤より

外側の津波遡上範囲は、大きく図２のＡ～Ｃのエリアとなるため、これらのエリア

から最寄りの津波の影響を受けない場所を退避場所として選定し、エリアＡに停

車・通行している場合は①（高台）に、エリアＢに停車・通行している場合は②（放

水口側防潮堤の内側）に、エリアＣに停車・通行している場合は③（高台）もしく

は④（高台）へ退避することとする。また、取水路防潮ゲートより外側の津波遡上

範囲は、図２のＤのエリアとなるため、⑤（取水路防潮ゲートの内側）へ退避する

こととする。 

また、退避ルートの矢視図を図３、矢視に該当する現場写真を図４に示す。退避

ルートの道路幅は５～１０ｍ程度、傾斜は３～１０％程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 車両退避場所 
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図３ 退避ルート矢視図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 現場写真(1/3) 
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図４ 現場写真(2/3)  
  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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図４ 現場写真(3/3) 

 

(b) 基準津波３及び基準津波４襲来時の時系列 

   基準津波３及び基準津波４の放水口前面及び取水口前面の時刻歴波形及び時

系列を図５に示す。発電所構外の津居山地点への基準津波３及び基準津波４到達

を起点（０分）とすると、約４分後に津居山地点において 0.5m の潮位変動を観

測（図６参照）し、この時点で中央制御室にて警報が発信する。その約１分後に

中央制御室から運転指令装置による構内一斉放送を行う。その約１６分後に高浜

発電所の物揚岸壁が浸水する。また、基準津波３の放水口前面における最高水位

は、T.P.+3.85m（朔望平均満潮位及び潮位のバラツキを含む）、取水口前面にお

ける最高水位は、T.P.+3.55m（朔望平均満潮位及び潮位のバラツキを含む）とな

る。基準津波４の放水口前面における最高水位は、T.P.+3.85m（朔望平均満潮位

及び潮位のバラツキを含む）、取水口前面における最高水位は、T.P.+3.15m（朔

望平均満潮位及び潮位のバラツキを含む）となる。 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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図５ 基準津波３及び基準津波４の放水口前面及び取水口前面の時刻歴波形及び時系列 
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        （基準津波３）            （基準津波４） 

図６ 基準津波３及び基準津波４の津居山地点における時刻歴波形 

 

(c) 津波遡上範囲に停車する車両への対応 

基準津波３及び基準津波４襲来時においては、中央制御室からの周知後、最短

約１６分で敷地が浸水する。作業状況によっては、１６分以内に退避できない可

能性が想定されるため、車種に応じ、車両退避するのか、作業員のみ退避するの

かを分類する。作業員のみ退避する場合は、作業エリアの敷地高さと基準津波３

及び基準津波４の最高水位の差の浸水高さにより、車両が漂流物化及び滑動しな

いことを確認する。 

津波遡上範囲に停車する車両について抽出し、図７に示すフローにより、「①

車両退避」するのか、「②作業員のみ退避」するのかに分類する。分類結果（車種

ごとの代表例）を表１に示す。 

「②作業員のみ退避」とした場合に、車両が漂流物化しないかの評価について

は、放水口側の作業エリアにおける敷地高さが放水口付近（T.P.+4.5m エリア）、

放水口付近（T.P.+3.5m エリア）及び物揚岸壁（T.P.+2.0m エリア）に対し、津波

高さ T.P.+3.85m であることから、放水口付近で 0.35m、物揚岸壁で 1.85m の浸水

を想定し、車両重量がこの浸水における浮力を上回り、漂流物とならないことを

確認する。また、イスバッシュ式※を準用し評価した対象物が水の流れによって

動かない最大流速（以下、「安定流速」という。）が放水口前面の最大流速 1.1m/s

を上回り、滑動しないことを確認する。 

また、取水口側については作業エリアにおける敷地高さが取水口付近

（T.P.+3.0m エリア）に対し、津波高さが T.P.+3.55m であることから、0.55m の

浸水を想定し、車両重量がこの浸水における浮力を上回り、漂流物とならないこ

とを確認する。また、イスバッシュ式※を準用し評価した安定流速が取水口前面

の最大流速 2.7m/s を上回り、滑動しないことを確認する。各作業エリアの敷地

高さを図８に示す。 
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表１より、高所作業車、橋梁点検車、軽自動車、乗用車、トラック及びユニッ

クは基準津波３及び基準津波４が敷地に浸水する１６分以内に退避可能である

ことから、車両退避することとし、その他の車両については、作業状況によって

は基準津波３及び基準津波４が敷地に浸水する１６分以内に退避できない可能

性があることから、作業員のみ退避することとするが、車両が漂流物化及び滑動

しないことを確認した。 

 

※：「港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会、平成１９年７月）」参照 

  

図７ 津波遡上範囲の車両の分類フロー 

 

津波遡上範囲の⾞両

基準津波３及び基準津波４が
敷地に浸水するまでに退避可能か

（中央制御室からの周知後、16分以内
に退避可能か）

駐停⾞禁⽌発電所運営上必要なものか

YES

NO

NO

YES

①⾞両退避

②作業員のみ退避※

※︓⾞両が漂流物化及び
滑動しないことを確認する。

放水口前面の最高水位T.P+3.85m、取水口前面の最高水位は、T.P+3.55mで
あることから、作業エリアにより、浸水高さを以下とし、漂流物化及び滑動の有無を確認。
・放水口付近（T.P.+4.5mエリア）︓浸水しない
・放水口付近（T.P.+3.5mエリア）︓0.35m浸水
・物揚岸壁（T.P.+2.0mエリア）︓1.85m浸水
・取水口付近（T.P.+3.0mエリア）︓0.55m浸水

「②作業員のみ退避」とした⾞両で漂流物化及び滑動するも
のがないことを確認。
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図８ 各作業エリアの敷地高さ 

 

表１ 津波遡上範囲に停車する車両の分類結果（車種ごとの代表例） 

 
 

 

(d) 退避手順及び退避運用の成立性 

      「①車両退避」と分類した車両（高所作業車、橋梁点検車、軽自動車、乗用車、

トラック及びユニック（以下、クレーン以外の車両という。））は、以下の①～④

の４ステップで退避を行う。また、「車両退避フロー」及び「津居山地点への津

波到達を起点とした場合の各ステップ完了までに要する時間」を図９に、津居山

地点への津波到達からの基準津波３が敷地に浸水するまでの時系列を図１０に

示す。 

以下の評価結果より、津居山地点に津波が到達後、約２１分で高浜発電所の敷

地（物揚岸壁）が浸水し始めるが、車両退避は、津居山地点に津波が到達後約１

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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１分、作業員は、津居山地点に津波が到達後約１０分で退避可能であり、退避運

用は成立することを確認した。また、模擬訓練を実施し、下記の評価時間内に収

まることを確認した。模擬訓練の結果を参考に示す。 

【車両退避に係る退避手順】 

 ①発電所構外において津波と想定される潮位の変動（津居山地点においては、

１０分以内に０．５ｍの上昇（もしくは下降））を観測した場合に、中央制

御室において警報が発信する。（津居山地点の津波到達を起点とすると、約

４分後） 

②この時点で中央制御室から運転指令設備による構内一斉放送（異常時であ

ることが分かるようサイレン音が鳴る仕様とし、退避開始の遅れを防ぐこ

ととする。）を行い、津波遡上範囲にいるクレーン以外の車両に対し、退避

場所への退避及び津波遡上範囲以外の場所にいる車両に対し、津波遡上範

囲への進入禁止を周知する。また、この時点で作業員は退避を開始する。

（津居山地点の津波到達を起点とすると、約５分後） 

 （時間根拠）：構内一斉放送に要する時間は４０秒程度であるが、余裕を持

たせ、約１分と算定 

③中央制御室からの周知によりクレーン以外の車両が退避準備を実施する。

（津居山地点の津波到達を起点とすると、約８分後） 

（時間根拠）：保守的な想定として、ユニックの荷揚中を想定した場合、荷

下ろし、フック巻取り、ブーム格納、アウトリガー格納、乗車までに要す

る時間は２分程度（実測）であるが、余裕を持たせ、約３分と算定。 

      ④作業員の退避が完了する。（津居山地点の津波到達を起点とすると、約１０

分後） 

       （時間根拠）：津波の到達しない場所（図２の黒点線）から最も遠い場所か

らの退避を想定した場合、距離は５００ｍ程度であり、速度１００ｍ／ｍ

ｉｎとすると、約５分で退避可能 

⑤車両が退避完了する。（津居山地点の津波到達を起点とすると、約１４分後） 

（時間根拠）：「(a) 基本方針」の管理を行うことから、保守的な想定とし

て、退避場所（図２の赤点線）から最も遠い場所を起点として１０台※1 の

作業車両が順次、退避する場合を想定する（図１１参照）。まず、１０台の

車両が１０秒おき※2 に出発したとすると、全車両の出発までに２分程度要

する。また、最も遠いところからの退避を想定した場合、距離は１ｋｍ程

度※3 かつ最大勾配が６．５％程度であり、これを考慮した車両走行速度を

１５ｋｍ／ｈ（２５０ｍ／ｍｉｎ）※4 とすると、車両の退避に４分程度要

する。したがって、最後に出発した車両の退避に要する時間を約４分と算

定。 

（※1：当該箇所は道路幅６ｍ程度であり、１０台の作業車両が同一箇所で
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作業することはないが、保守的に同一箇所での作業を想定。 

※2：一般的に車間距離４０ｍ以下（１ｋｍあたりの車両台数が２５台程

度）になった際に渋滞が発生しやすいことから、車間距離４０ｍ以

上確保可能な１０秒おきの出発を想定。 

※3：津波が到達しない高さまでの距離は５００ｍ程度であるが、保守的

に退避場所までの距離１ｋｍにて評価。 

※4：構内速度制限 30km/h より保守的に設定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 車両退避フロー 

津居山地点に津波が到達

①中央制御室 に警報発信（「プラント影響の可能性のある津波」を確認）
（津居山津波到達後、約4分）

②中央制御室より運転指令設備による構内一⻫放送実施
（津居山津波到達後、約5分） 

⑤⾞両退避完了
（津居山津波到達後、約14分 ） 

クレーン以外の⾞両か

④作業員退避完了
（津居山津波到達後、約10分）

NO

YES

③退避準備
（津居山津波到達後、約8分）
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図１０ 津居山地点への津波到達からの基準津波３が敷地に浸水するまでの時系列 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 車両退避ルートのうち、最も時間の要するルートについて 

 

 

（３） 退避手順及び退避場所に係る教育方法 

新規入構者に対しては、入所時教育において、退避手順及び退避場所の教育を

実施する。また、実際に津波遡上範囲に入域する作業等がある場合においては、

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 

150149



 

 24 / 34 
 

安全作業指示書※に退避に対する注意事項を明記した上で作業を実施することによ

り周知徹底を図る。（図１２参照） 

  （※：当日の作業実績及び翌日以降の作業予定について、請負者は本書を提出し、記

載内容について当社工事担当課と十分打ち合わせた上で確認を受ける必要があ

る。） 

 

 
図１２ 津波遡上範囲で作業を実施する際の安全作業指示書への記載イメージ 
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津波時の車両退避に係る模擬訓練について 

 

【模擬訓練内容】 

  発電所構外の観測潮位が津波と想定される潮位(津居山地点において10分以内に0.5m

の上昇若しくは下降)になり、中央制御室より運転指令装置による構内一斉放送がなされた

と仮定し、退避完了までの時間を以下の条件にて実測。実測の結果、机上評価に包含され

ることを確認した。なお、実測においては１台目の車両が出発し、２台目以降の車両が間

隔を置かず出発しているが、渋滞は発生しなかった。距離が１ｋｍ程度、車両台数が１０

台であり、渋滞が発生する環境ではないことが要因と考えられる。 

 

○訓練条件 

 ・退避開始地点：指定退避場所(参考図１の赤点線)から最も遠い場所を退避開始地点と

する。(参考図１緑丸) 

 ・退避ルート：退避ルートのうち、最も時間を要するルートとする。(参考第 3-1-1 図

の緑ルート) 

 ・退避台数：前述の評価において「①車両退避」とした作業車両を 10 台に制限するこ

とから 10 台とする。(当該箇所は道路幅 6m であり、10 台の作業車両が同

一箇所で作業することはないが、保守的に同一箇所での作業を仮定) 

 ・車両の配置：参考第 3-1-1 図の車両配置イメージに示すとおり、出発地点に固めて配

置し、出発の順番は各車両の運転手が判断する。 

 ・車両の操作：ユニックの荷揚中を想定し、ブームを伸ばした状態でスタートし、退避

指示を受けて、荷物を下ろす想定として、フックを地面まで下ろした後、

フック巻取り、ブーム格納、アウトリガー格納を行い、乗車して退避す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図１ 車両退避ルートのうち、最も時間の要するルート 

 

 

参考 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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○訓練結果 

（ａ）退避準備（ブーム、アウトリガー格納等）に要する時間 

    1 回目は 2分 23 秒、2回目は 1分 33 秒という結果であり、机上評価(約 3分)に包

含されることを確認した。2回目は 1回目の訓練で操作に慣れたことにより時間短縮

となっているものと考えられる。 

（ｂ）1台目出発から 10 台目出発までの時間 

   1 回目は 1分 10 秒、2回目は 49 秒という結果であり、机上評価(約 2分)に包含さ

れることを確認した。10 台の車両が間隔を置かずに出発したにもかかわらず、出発

に相当の時間を要した理由として、今回の訓練では 10 台の車両を固めて配置し（順

番に並べていない）、また出発の順番も各運転手に委ねて実施したため、各運転手が

他車両の動向を伺いながら出発を判断した結果、時間がかかったものと考えられる。 

（ｃ）10 台目出発から 10 台目退避完了までの時間 

   1 回目は 3分 9秒、2回目は 3分 16 秒という結果であり、机上評価(約 4分)に包含

されることを確認した。仮に、構内制限速度(30km/h)で走行した場合、2分程度で退

避完了となるが、本訓練においては、事前に構内制限速度(30km/h)を順守した上で走

行するよう運転手に伝達していたことから、1回目及び 2回目ともに約 4分弱の時間

を要したものと考えられる。 

 

参考表１ 模擬訓練における実測結果 

 

 
 
 
 
 
 
  

参考図２ 模擬訓練の様子 
 

 

(a)退避準備(ブーム、アウトリガー格納等)に
要する時間

(b)1台目出発から10台目
出発までの時間

(c)10台目出発から10台目
退避完了までの時間

中央制御室からの周知後、退避完了まで
に要する時間((a)+(b)+(c))

模擬訓練１回目 2分23秒 1分10秒 3分9秒 計 6分42秒
模擬訓練２回目 1分33秒 49秒 3分16秒 計 5分38秒

(参考)机上評価における算定 約3分 約2分 約4分 計 約9分

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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添付－1－1 

設置変更許可申請書（抜粋） 
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添付－1－2 

設置変更許可申請書（抜粋） 
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添付－1－3 

設置変更許可申請書（抜粋） 
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添付－1－4 

設置変更許可申請書（抜粋） 

 4 / 34 
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添付－1－5 

設置変更許可申請書（抜粋） 

 5 / 34 
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添付－2－1 

輸送物および輸送車両の退避に関する評価（抜粋） 

 1 / 34 
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添付－2－2 

輸送物および輸送車両の退避に関する評価（抜粋） 

 2 / 34 
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添付－2－3 

輸送物および輸送車両の退避に関する評価（抜粋） 

 3 / 36 
 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津波警報等が発表されない可能性のある 
津波への対応に係る社内標準（案） 

【事故時操作所則】 
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A－5（1u） 
 

A－5 地震・津波(1/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

改正 

A 

フロー(2/2)へ 

※1     内はフローが完了するまでの間、津波情報の有無を常時監視し、 
情報に応じた対応に移行することを意味している。 

※2 津波情報とは、遠方で発生した地震等で、(一財)日本気象協会の地震情報が

ない場合でも、津波注意報または津波警報が発令している場合を含む。 

ユニット 
運転中 

 

Y 

N 

N N 

N 

N 

N 

Y 

Y 

N 

Y 

Y 

Y 

Y 

N 

津波対応操作 「添付－１ 地震発生時
の点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

ユニット 
運転継続可能 

 

発電機出力 
25%以下 

 

タービンまたは原子炉 
手動トリップ 

最大負荷降下率 
(5%/分)で負荷降下 

外部電源 
なし 

 

完 

｢B－3－(1) 外部電源喪
失(単独運転失敗)｣  
 の項に従う。

循環水ポンプ 
停止確認 

取水路防潮 
ゲート閉止 

ユニット 
トリップ 

 

他号炉が地震加
速度高トリップ 
していない※5 

構外潮位計 1(2) 
故障復旧 

「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

津波警報 
発令※4 

 

津波警報 
発令※4 

 

循環水ポンプ 
停止操作 

「添付－1 地震発生時の
点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

地震・津波発生 

津波情報 ※2 

福井県と京都府のいずれ
かの津波予報区で大津波

警報が発令※3 

完 

循環水ポンプ 
停止操作 

原子炉 
手動トリップ 

「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

緊急濃縮操作 

完 

完 

※1 

Y 

N 

Y N 

Y 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

N 

Y 

津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号機海水ポンプウェル潮位計化量注意」 
または 

津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計 1(2)変化量注意」警報発信 

N 

Y 

※3 日本海を震源とする地震により、福井県と京都府のいずれかの津波予報区

で大津波警報が発令された場合 
※4 日本海を震源とする地震により、福井県と京都府のいずれかの津波予報区

で津波警報が発令された場合 
※5 他号炉とは 2・3・4 号炉のことをいう。 

構外潮位計故障時の対応 

N 

Y 

津波監視装置構外潮位モニタ 
「構外潮位計 1・2」故障 

事象収束後の点検 

緊急濃縮操作 

A・B ディーゼル発電機室 
冷却ファン起動操作 

B 

フロー(2/2)へ 

完 

C 

C 
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A－5（1u） 
 

A－5 地震・津波(2/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正 

A 

フロー(1/2)より 

津波対策 

取水路防潮ゲート 
閉止準備 

いずれかの取水路防潮
ゲート閉止判断基準判
断基準に達したか 

循環水ポンプ停止操作 
原子炉手動トリップ 

循環水ポンプ停止確認 

取水路防潮ゲート閉止 

海水ポンプ運転状態確認 

緊急濃縮操作 

監視計器の指示
が通常の潮位変
動となった場合 

完 

N 

Y N 

Y 

指示変動が誤検知 
および計器故障でない 完 

Y 

N 

フロー(1/2)より 

B 

完 

事象収束後の点検 

津 波 監 視 装 置 潮 位 モ ニ タ

「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル

潮位計」のうち、2 台の観測潮

位がいずれも 10 分以内に

0.45m 以上下降(上昇)し、その

後、最低(最高)潮位から 10 分

以内に 0.45m 以上上昇(下降)
した場合 

津 波 監 視 装 置 潮 位 モ ニ タ

「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル

潮位計」のうち、2 台の観測潮

位がいずれも 10 分以内に

0.45m 以上上昇(下降)した場合 

津波監視カメラで有意な津波

の前兆を確認した場合 

N 

Y 

循環水ポンプ 
停止操作 

「添付－1 地震発生時の
点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

緊急濃縮操作 

N 

Y 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

原子炉 
手動トリップ 

津波警報 
発令※4 

 

Y 

N 津波監視装置構外潮位モ
ニタ「構外潮位計 1(2)」
が 10 分以内に 0.95m 
以上下降(上昇)した 

【取水路防潮ゲートの閉止判断基準】 
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A－5－17（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
 【海底地すべりによる津波発生を検知した場合】 

1 課長 海底地すべりによる津波発生の徴候を検知

すれば、海底地すべりによる津波発生時の

対応操作を行うよう全員に指示する。 

  

2 課長 
班長 
制御 
主機 

 津波監視装置潮位モニタ「1(2)号海水ポンプウ

ェル潮位計」、津波監視装置構外潮位モニタ「構

外潮位計1(2)」の指示変動が誤検知および計器

故障でないことを次により確認する。 

 

計器の故障と判断した場合は、計装保修課長に

連絡する。 
 

     運転操作、作業に伴う潮位変動でない。  

     明らかな計器故障でない。  

     複数の監視計器のうち、１つの監視計器が

単独で指示変動していない。 
 

3 課長 1号機または2号機津波監視装置潮位モニタで警報が

発信した場合は、B中央制御室当直課長に衛星電話(津

波防護用)を使用して警報が発信したことを連絡する。 

  

4  所内一斉ページングにより避難指示を行

う。 
  

 課長 (1) 海岸付近から全員避難するよう所内一

斉ページングを行う。 
ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併する。 
 

 課長 (2) 放水口付近の作業員に対し車両に乗車

し高所に避難するよう所内一斉ページ

ングにより指示する 

ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併し、B中央制御室にて1・2号－3・4号
を合併した後、B中央制御室、A中央制御室の順

で所内一斉ページングを実施する。 

 

 全員 (3) 海岸付近から全員避難する。   

5 課長 津波と想定される潮位を観測したことを、

関連各課長に連絡する。 
  安全・防災室課長 
  土木建築課長 
  原子燃料課長 
  放射線管理課長 

 

   平日夜間・休日は、現場調整当番者に連絡する。  

6 補機 取水路防潮ゲートに移動する。   

7 主機 
補機 

 取水路防潮ゲート落下機構の電源系および制御

系に異常がないことを確認する。 
 

     現場操作者は、確認後高台で待機する。  

     遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止

操作を行う。 

 

  

改正 

164



A－5－18（1u） 
 

 

順序 担当 操   作 確認および注意 関連 
画面 

8 班長 津波情報の収集に努め、結果を当直課長に

報告する。 
  

9 班長 海底地すべり津波発生に伴い、関連パラメ

ータの監視を強化する。 
  

 主機 (1) 津波監視設備 次の各パラメータ等を確認する。  

   a. 津波監視カメラ（放水口側）  

   b. 津波監視カメラ（取水口側）  

   c. 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水

ポンプウェル潮位計」 
 

   各潮位計の指示および津波監視装置潮位モニタ

で発信した警報は、A中央制御室当直課長とB中

央制御室当直課長が連携し、衛星電話(津波防護

用)を使用して情報共有を行う。 

 

   d. 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計

1・2」 
 

 主機 (2) 取水口潮位 次の各パラメータを汎用トレンド等で確認す

る。 
 

   a. ロータリースクリーン下流側水位 JW-1 

   b. 取水口潮位 JW-1 

 主機 (3) ロータリスクリーン下流側水位が低い

場合は、循環水ポンプ出口圧力および

海水ヘッダ圧力の監視を強化する。 

a. 津波による人身災害を防止するため、中央

制御室計器により監視する。 
JW-1 

SW-1 

 b. ロータリスクリーン下流側水位が海水ポ

ンプ、循環水ポンプの許容量最低水位以下

に低下する場合は、【添付－5】「潮位異常

低下時の処置」の処置を並行して行う。 

 

 主機 
補機 

(4) タービン建屋等の窓、扉、シャッタの

点検・閉鎖を行う。 
屋外操作は実施しない。  

 班長  (5) 水密扉監視設備の警報監視により、水密扉

の閉止状態を確認する。 
 

    開放されている場合は、所内一斉ページン

グ等により扉開放者に閉止するよう連絡

する。 

 

  

改正 
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A－5－19（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
10 課長 津波監視装置潮位計が次のいずれかの状態

となり、海底地すべり津波によるプラント

停止を判断すれば、対応操作を行うよう全

員に指示する。 

B中央制御室当直課長と衛星電話(津波防護用)
を使用して情報共有を行う。 

 

   指示変動が誤検知および計器故障でないことを

次により確認する。 
 

     運転操作、作業に伴う潮位変動ではない。  

     明らかな計器故障ではない。  

     複数の監視計器のうち、1つの監視計器が

単独で指示変動していない。 
 

  (1) 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号
海水ポンプウェル潮位計」のうち、2台
の観測潮位がいずれも10分以内に

0.45m以上下降し、その後、最低潮位か

ら10分以内に0.45m以上上昇するこ

と、または10分以内に0.45m以上上昇

し、その後、最高潮位から10分以内に

0.45m以上下降することを観測した場

合 

  

  (2) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮

位計1(2)」において10分以内に0.95m
以上の下降もしくは上昇を観測し、そ

の後、1(2)(3)(4)号海水ポンプウェル潮

位計において2台の観測潮位がいずれ

も10分以内に0.45m以上下降した、ま

たは10分以内に0.45m以上上昇した場

合 

  

  (3) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮

位計計 1(2)」において 10分以内に

0.95m以上の下降もしくは上昇を観測

し、その後、津波監視カメラで有意な

津波の前兆を観測した場合 

  

11 班長 ユニット停止することを需給運用グループ

に連絡する。 
  

12 主機 運転している循環水ポンプの操作器を「停

止」とし、停止操作を開始する。 
運転操作所則(タービン関係) 
「Ⅱ－33 循環水ポンプ」の項に従う。 

JW-1 

   “順序13”と並行操作で行う。  

   プラント停止判断後5分以内に停止を完了させ

る。 
 

  

改正 
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A－5－20（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
13 制御 (1) 原子炉を｢手動｣トリップさせる。   

 班長 
制御 
主機 

(2) ユニットトリップ時の処置を行う。 「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

 

14 主機 A/Bディーゼル発電機室冷却ファン中央制

御室操作盤で次の操作を行う。 
  

  (1) 切替スイッチを「通常」から「切替」に

する。 
a. 切替表示灯「白」点灯  

   b. 表示灯「緑」点灯  

   c. 津波が到達するまでに「切替」にし、ディ

ーゼル発電機制御盤を切り離す。 
 

  (2) A・Bディーゼル発電機室冷却ファン

(VS－37A・B)を起動する。 
表示灯「緑」→「赤」  

15 主機  循環水ポンプの停止を確認する。 JW-1 

16 課長 B中央制御室から3・4号機のユニット停止

および循環水ポンプ停止完了の連絡があれ

ば、取水路防潮ゲートを閉止するよう指示

する。 

  

17 主機 
補機 

中央制御室遠隔操作盤(機械式)または中央

制御室遠隔操作盤(電磁式)で全ての取水路

防潮ゲートを閉止する。 <(1)～(2)> 

遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止する。 
保守作業等にて遠隔閉止できない場合は作業責

任者へ閉止依頼する。 

 

  (1) 中央制御室遠隔操作盤(機械式)で閉止

する場合 
  

  a. A(B)ゲート電源CSを「電源入」位置

にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート自重降下モータ電

源表示灯 ............................... 「電源」点灯 
 

   (b) A(B)ゲート自重降下モータ操作可表示灯 
 ......................................... 「操作可」点灯 

 

  
b. A(B)ゲート自重降下CSを「自重降

下」位置にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート電動復帰LS ON表

示灯 .................................. 「LS ON」消灯 
 

  
 (b) A1・A2(B1・B2)ゲート自重降下LS ON表

示灯 .................................. 「LS ON」点灯 
 

  
 (c) A(B)ゲート中間開度表示灯 

 ........................... 「中間開度」点灯後消灯 
 

   (d) A(B)ゲート全閉表示灯 ......... 「全閉」点灯  

  

改正 
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A－5－21（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 

  
(2) 中央制御室遠隔操作盤(電磁式)で閉止

する場合 
 

 

  a. A(B)ゲート電源CSを「電源入」位置

にする。 
A1・A2(B1・B2)ゲート電磁クラッチ電源表示灯 
 ..................................................... 「電源」点灯 

 

  b. A(B)ゲート電磁クラッチCSを「電磁

クラッチ入」位置にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート電磁クラッチ表示

灯 ............................... 「クラッチ入」点灯 
 

   (b) A(B)ゲート中間開度表示灯 
 ........................... 「中間開度」点灯後消灯 

 

   (c) A(B)ゲート全閉表示灯 ......... 「全閉」点灯  

18 課長 取水路防潮ゲートが閉止したことをB中央

制御室に連絡する。 
  

19 班長  水密扉監視設備の警報監視により、水密扉の閉

止状態を確認する。 
 

   開放されている場合は、所内一斉ページング等

により扉開放者に閉止するよう連絡する。 
 

20 制御 
補機 

 潮位低下による海水ポンプの運転状態に異常が

ないことを確認する。 
SW-1 

   運転操作所則(タービン関係) 
「Ⅱ－31 海水ポンプ」の項に従う。 

 

21 全員 モード3(高温停止状態)への移行操作を開

始する。 
運転操作所則(原子炉関係 上) 
「Ⅲ－3－(1) 原子炉停止(モード1からモード

3)」の項に従う。 

 

22 制御 緊急濃縮を行う。 「D－15 緊急濃縮」の項に従う。 CS-2 

 [点  検] 
23 課長 事象収束後の点検を指示する。 事象収束後の点検は次のとおり行う。 

(1) 中央制御室点検(添付－2) 
(2) 巡回点検表 

 

24 全員 事象収束後の点検を実施し、点検結果を当

直課長に報告する。 
  

25 課長 (1) 点検結果により機器等に異常が発生し

ていれば、その処置を行うよう全員に

指示する。 

  

(2) プラント各パラメータの監視を続ける

よう全員に指示する。 
  

(3) 系統・機器の点検結果等を第一発電室

長に報告する。 
第一発電室長より所長および原子炉主任技術者

に報告する。 
 

 
  

改正 
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A－5－22（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
【構外潮位計欠測時の処置】 

1 課長 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計

1・2」が欠測した場合、海底地すべりによ

る津波発生時と同様の対応操作を行うよう

全員に指示する。 

  

2 課長 構外潮位計が欠測したことを関連各課長に

連絡する。 
  安全・防災室課長 
  土木建築課長 

 

   平日夜間・休日は、現場調整当番者に連絡する。  

3 補機 取水路防潮ゲートに移動する。   

4 主機 
補機 

 取水路防潮ゲート落下機構の電源系および制御

系に異常がないことを確認する。 
 

     現場操作者は、確認後高台で待機する。  

     遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止

操作を行う。 

 

5 班長 関連パラメータの監視を強化する。   

 主機 (1) 津波監視設備 次の各パラメータ等を確認する。  

   a. 津波監視カメラ（放水口側）  

   b. 津波監視カメラ（取水口側）  

   c. 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水

ポンプウェル潮位計」 
 

   各潮位計の指示および津波監視装置で発信した

警報は、A中央制御室当直課長とB中央制御室当

直課長が連携し、情報共有を行う。 

 

 主機 (2) 取水口潮位 次の各パラメータを汎用トレンド等で確認す

る。 
 

   a. ロータリースクリーン下流側水位 JW-1 

   b. 取水口潮位 JW-1 

6 課長 所内一斉ページングにより避難指示を行

う。 
  

  (1) 海岸付近から全員避難するよう所内一

斉ページングを行う。 
ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併する。 
 

  (2) 放水口付近の作業員に対し車両に乗車

し高所に避難するよう所内一斉ページ

ングにより指示する 

ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併し、B中央制御室にて1・2号－3・4号
を合併した後、B中央制御室、A中央制御室の順

で所内一斉ページングを実施する。 

 

  

改正 
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A－5－23（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
7 全員 構外潮位計欠測時において、次の徴候を検

知した場合、【海底地すべりによる津波発

生を検知した場合】に移行する。 

指示変動が誤検知および計器故障でないことを

次により確認する。 
  運転操作、作業に伴う潮位変動ではない。 
  明らかな計器故障ではない。 
  複数の監視計器のうち、1つの監視計器が

単独で指示変動していない。 

 

  (1) 1(2)号機津波監視装置潮位モニタの

「海水ポンプウェル潮位計変化量注意

(引き波)」もしくは「海水ポンプウェル

潮位計変化量注意(押し波)」警報のい

ずれかが発信した場合 

  

  (2) 3(4)号機津波監視装置潮位モニタの

「海水ポンプウェル潮位計変化量注意

(引き波)」もしくは「海水ポンプウェル

潮位計変化量注意(押し波)」警報のい

ずれかが発信した場合 

3(4)号機津波監視装置潮位モニタの警報発信

は、B中央制御室当直課長より衛星電話(津波防

護用)を使用して連絡される。 

 

8 課長 構外潮位計1(2)の故障が復旧すれば【構外

潮位計欠測時の処置】を解除する。 
  

改正 
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A－5－36（1u） 
 

 
【参考資料】 

地震・津波による事故の特徴と収束 
 

1. 事故の特徴 
(1) 地震が発生した場合は、配管・タンク等の破断による漏えいの可能性があり、特に2次系での油類または

薬品等の流出および1次系での放射性物質の環境への放出に注意する必要がある。 
(2) 地震の規模が大きく振動レベルが原子炉トリップ設定値に達すれば、原子炉が自動トリップする。 
(3) 海底地すべりによる津波が発生した場合は、津波警報等が発信される可能性は低いが発電所構内に設置

されている海水ポンプウェル潮位計および、構外に設置されている潮位計の挙動を監視することで検知

が可能である。 
 

2. 事故の収束 
(1) 地震が発生すれば、ユニット各パラメータの中央監視を強化するとともに、震度3以上で所内各所を巡回

点検し、漏えい等の異常がないことを確認する。 
また、地震の規模に応じて制御棒作動試験、格納容器内点検等を「添付－3 健全性確認－1」「添付－4 
健全性確認－2」に従い実施する。 

(2) 原子炉が自動トリップすれば、ユニットトリップ時の処置を行うとともに、各系統・機器に異常がない

ことを確認する。 
(3)  地震が発生した場合に、廃棄物処理建屋(固体廃棄物処理建屋および固体廃棄物固型化処理建屋)内でサン

プ検知による警報が発信した場合は、溢水と判断し漏えいによる影響が大きい消火水系統を優先した隔

離を行う。 
(4) 海底地すべりによる津波が発生し、構外潮位、1号海水ポンプウェル潮位、2号海水ポンプウェル潮位、3

号海水ポンプウェル潮位、4号海水ポンプウェル潮位の急な変化を検知すれば、その監視計器等の監視を

強化するとともに、取水路防潮ゲート閉止判断基準に到達すれば、次の操作を速やかに実施する。 
a. 運転中のすべての循環水ポンプ停止 
b. 原子炉手動トリップ 
c. 取水路防潮ゲート閉止（a.およびb.完了後） 
なお、A中央制御室に設置されている潮位観測システム(補助用)の3号海水ポンプウェル潮位および4号海

水ポンプウェル潮位は潮位監視として活用し、取水路防潮ゲート閉止判断はB中央制御室に設置されて

いる潮位観測システム(防護用)の3号海水ポンプウェル潮位および4号海水ポンプウェル潮位を使用する。

潮位監視システムの概念図を図－1に示す。 
(5) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計1・2」が欠測すれば、海底地すべりによる津波発生時と同様

の初期対応を行い、津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水ポンプウェル潮位計」等の監視計器によ

る監視を強化する。 
(6) 衛星電話(津波防護用)の補助設備として運転指令設備、保安電話(固定)、保安電話(携帯)を活用する。 
(7) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計1(2)変化量注意」警報発信後、約30分間は監視強化体制を継続

し、その後、構外の観測潮位と海水ポンプ室潮位計にて通常の潮位変動となったことを確認すれば体制

を解除する。 
  

改正 
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A－5－37 / E（1u） 
 

 
(8) 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル潮位計変化量注意(引き波)(押し波)」警報発信後、

監視強化体制を確立し、最低(最高)潮位到達後、構外の観測潮位と海水ポンプウェル潮位計にて通常の潮

位変動となったことを確認すれば体制を解除する。 
 

3. 弾性設計用地震動Sd以上の地震により自動停止した場合は、安全確保上重要な設備において機能確認試験 
 が必要となる。 

(1) 非常用炉心冷却系機能検査 
(2) 非常用予備発電装置機能検査 
(3) 淡水タンク水位確認およびディーゼル消火ポンプ・電動消火ポンプ起動試験 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 潮位観測システム（防護用）、潮位計および潮位観測システム（補助用）概念図 
 
 

改正 

送受信ユニット 送受信ユニット

無線送受信 

B 中央制御室 A 中央制御室 

監視モニタ 監視モニタ 

1 号機 
海水ポンプ室

2 号機 
海水ポンプ室

3,4 号機 
海水ポンプ室

3,4 号機 
海水ポンプ室 

当直課長間の連携 

監視モニタ 監視モニタ 衛星電話 
（津波防護用） 

衛星電話 
（津波防護用） 

実線：1,2,3,4 号機潮位観測システム（防護用） 
点線：1,2,3,4 号機潮位観測システム（補助用） 

1,2 号機 潮位計 3,4 号機 潮位計 

監視モニタ 監視モニタ 

① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 

① ② ③ ④ 

①1 号機海水ポンプ室潮位 
②2 号機海水ポンプ室潮位 

③3,4 号機海水ポンプ室潮位 
④3,4 号機海水ポンプ室潮位 
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津波警報等が発表されない可能性のある津波発生時の 

情報連絡について 
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１． はじめに 
本資料において、津波警報等が発表されない可能性のある津波が発生した場合の社内

および社外の情報連絡の詳細について、津波襲来の判断基準（トリガー）に係る警報発

信から循環水ポンプ停止（プラント停止）までを「２．プラント停止までの情報連絡」

にて、循環水ポンプ停止（プラント停止）後を「３．プラント停止後の情報連絡」によ

り説明する。 
 

２． プラント停止までの情報連絡【社内情報連絡】  
保安規定添付２に記載する対応の情報連絡は、以下の通り実施することとし、津波の

襲来までの時間が短いことも踏まえ、社内関係箇所への連絡を確実に実施し、津波警報

等が発表されない可能性のある津波発生時の対応操作、退避指示および作業関係課への

連絡等を講じることに万全を期すこととする。 
（１）構外又は構内の潮位計で 10 分以内 0.5m 以上下降、又は上昇を確認した時点 
・当直課長は中央制御室の津波監視装置他に警報発信したことを確認し、他方の中央制

御室の当直課長に警報が発信したことを報告する。 
・当直課長は、ただちに該当する社内標準に定められた操作等、必要な処置を講じるよ

う当直員を指揮し、発電室長（夜間・休日の場合は当番者）に報告する。 
・発電室長（または当番者）は、所内関係者へ遅滞なく連絡し、連絡を受信した関係者

はプラント停止の可能性に備え、社外への情報発信等に向けて社内関係者の体制確立

を行う。 
・引き続き、当直課長は所内一斉ページングによる退避指示や津波と想定される潮位を

観測したことを作業関係課へ連絡する。 
（２）（１）の後、2 台目の潮位計が 10 分以内に 0.5m 以上下降、又は上昇した時点で警

報が発信した中央制御室の当直課長は、他方の中央制御室の当直課長に警報が発信し

たことを報告する。 
（３）（１）で警報発信した潮位計が、その後最低潮位から 10 分以内に 0.5m 以上上昇す

ること、又は最高潮位から 10 分以内に 0.5m 以上下降した時点で警報が発信した中

央制御室の当直課長は、他方の中央制御室の当直課長に警報が発信したことを報告す

る。 
（４）（２）で警報発信した潮位計が、その後最低潮位から 10 分以内に 0.5m 以上上昇す

ること、又は最高潮位から 10 分以内に 0.5m 以上下降した時点で警報が発信した中

央制御室の当直課長は、他方の中央制御室の当直課長に警報が発信したことを報告す

る。 
（５）この時点で１号及び２号炉当直課長は取水路防潮ゲートの閉止判断基準に到達して

いることを確認すれば、１号及び２号炉の循環水ポンプを停止（プラント停止）す

る。また、取水路防潮ゲートの閉止判断基準に到達し、１号及び２号炉の循環水ポン

プ（プラント停止）したことを３号及び４号炉当直課長に連絡する。 
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（６）３号及び４号炉当直課長は循環水ポンプ停止（プラント停止）し、１号及び２号炉

当直課長へ報告する。報告を受けた１号及び２号炉当直課長は取水路防潮ゲートを閉

止する。 
（７）当直課長は、原子炉トリップを所内一斉ページングするとともに発電室長に連絡す

る。 
 
３． プラント停止後の情報連絡【社内および社外情報連絡】 
（１）社内情報連絡 

保安規定第 134 条※に基づき、保安規定第 91 条に規定する異常（手動原子炉トリッ

プを含む）が発生した場合、所長、原子炉主任技術者および経営責任者（社長）へ報告

することを規定しており、津波警報等が発表されない可能性のある津波によりプラント

停止した場合も、同条に基づき報告を行う。 
※：保安規定に基づく対応については、参考資料１，２参照 

 
（２）社外情報連絡 

立地地域の安全協定に基づき報告が必要な事象であり、社内標準に基づき情報発信す

る仕組みを整備している。具体的には、2 項にて確立した体制（夜間・休日は通報連絡

の当番体制）にて津波の襲来により発電停止したことを直ちに対外連絡（発電所→事業

本部→社内各拠点。それぞれの拠点より役割分担に応じて地元や周辺自治体、関係機関

等の社外へ口頭による速報および、書面による連絡を実施）すると共に、準備整い次

第、即時公表を行うこととしており、トラブル発生に相当する体制・スピードで対外的

な情報発信を行う。 
なお、原子炉施設の故障によらない自然現象に由来した計画外の運転停止事象につい

ては、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 134 条に基づき報告が必要な事

象には該当しない。 
  
４．その他 

大津波警報の発表時においては、「大規模自然災害発生時等における原子力規制委員

会への情報提供について」（平成 28 年 7 月 27 日）に基づき異常の有無を報告すること

としている。（参考資料３参照） 
 

以 上 
 
参考資料１：保安規定第 126 条、第 134 条の記載について 
参考資料２：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 134 条について 
参考資料３：その他の情報連絡について 
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別添：関連社内標準（抜粋） 
 

 参考資料１ 
 

保安規定第 126 条、第 134 条の記載について 
 

（１）保安規定に基づく情報連絡 
  プラント停止に係る通報、報告については、保安規定 第 126 条（通報）、第 134 条

（報告）において規定しており、津波警報等が発表されない可能性のある津波が発生し

た場合のプラント停止に係る情報連絡は第 134 条（報告）に基づき実施される。 
 
a. 保安規定第 126 条（通報） 

保安規定第 126 条には、警戒事象（ＡＬ）、特定事象等（ＳＥ、ＧＥ）が発生

した場合の経路および通報について規定しているが、津波警報等が発表されない

可能性のある津波を確認した場合は、「高浜発電所原子力事業者防災業務計画」に

て規定している通報(報告)すべき事象に該当しないため、通報対象とはならな

い。 
 

保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 保安規定記載 

実用炉規則第 92

条第 1 項第 15 号 

【非常の場合に

講ずべき措置】 

３．緊急事態発生時

は定められた通報

経路に従い、関係

機関に通報するこ

とが定められてい

ること。  

 

第 124 条 通報経路 （通報経路） 

第１２４条 安全・防災室長は、警戒事象が発生した場合、ま

たは特定事象等が発生した場合の社内および国、県、町等の

社外関係機関との連絡経路または通報経路を定めるにあた

り、所長の承認を得る。 

第 126 条 通 報 （通 報） 

第１２６条 各課（室）長は、警戒事象が発生した場合、また

は特定事象等が発生した場合は、第１２４条に定める経路に

従って所長に報告する。 

２．所長は、警戒事象の発生、または特定事象等の発生につい

て報告を受け、もしくは自ら発見した場合は、第１２４条に

定める経路に従って社内および社外関係機関に連絡または

通報する。 

 
b. 保安規定第 134 条（報告） 

保安規定第 134 条には、保安規定第 91 条に規定する異常が発生した場合、所

長、原子炉主任技術者および経営責任者（社長）への報告について規定してお

り、津波警報等が発表されない可能性のある津波が発生した場合における原子炉

停止についても、同様の対応を行う。 
なお、津波警報等が発表されない可能性のある津波が発生した場合における原

子炉停止は、発電用原子炉施設以外の原因によるものであり、実用炉規則 第

134 条（事故故障等の報告）第２号の発電用原子炉施設の故障による運転の停止

又は出力変化に該当しないため、保安規定第 134 条１項（５）の実用炉規則第

134 条第２号から第１４号に定める報告事象には該当しない。（参考資料２参照） 
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保安規定審査基準（実用炉） 

（H25.6.19 制定、R1.12.25 最終改正） 
保安規定条文 保安規定記載 

実用炉規則第 92 条第 1 項

第 17 号 

【記録及び報告】 

３．発電所長及び発電

用原子炉主任技術

者に報告すべき事

項が定められてい

ること。  

 

第 134 条 報告 （報告） 

第１３４条 各課（室）長は、次に定める事項について、直ちに所長

および原子炉主任技術者に報告する。 

(1) 運転上の制限を満足していないと判断した場合（実用炉規則第

８７条第９号に定める事象が生じた場合）（第８８条関連） 

(2) 第９１条に定める異常が発生した場合 

(3) 放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物について放出管理目

標値を超えて放出した場合（第１０１条または第１０２条関連） 

(4) 外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第１

１４条関連） 

(5) 実用炉規則第１３４条第２号から第１４号に定める報告事象が

生じた場合 

２．前項に定める事項が発生した場合は、その旨を社長に報告する。 

３．第 1 項(1)に定める事項が発生した場合は、その旨を直ちに原子

力規制委員会へ報告する。 

第 10 条 原子炉主任

技術者の職

務等 

（原子炉主任技術者の職務等） 

第 １０ 条 原子炉主任技術者は、原子炉施設の運転に関し保安の

監督を誠実に、かつ、最優先に行うことを任務とし、次の職務を遂

行する。 

(1) 原子炉施設の運転に関し保安上必要な場合は、運転に従事する

者（所長を含む。以下、本条において同じ。）へ指示する。 

(2) 表１０－１に定める事項について、所長の承認に先立ち確認す

る。 

(3) 表１０－２に定める事項について、各課（室）長からの報告内

容等を確認する。 

(4) 表１０－３に示す記録の内容を確認する。 

(5) その他原子炉施設の運転に関し保安の監督に必要な職務を行

う。 

２．原子炉主任技術者は次の場合において原子力事業本部長に報告

を行う。 

(1) 前項(1)の職務を遂行すべき状況が生じた場合 

(2) 第１３４条第１項(1)から(5)の報告を受けた場合 

３．原子炉施設の運転に従事する者は、原子炉主任技術者がその保

安のためにする指示に従う。 

４．原子炉主任技術者、電気主任技術者およびボイラー・タービン主

任技術者は、相互の職務について情報共有を行い、意思疎通を図

る。 

４．特に、実用炉規則

第 134 条各号に掲

げる事故故障等の

事象及びこれらに

準ずるものが発生

した場合において

は、経営責任者に

確実に報告がなさ

れる体制が構築さ

れてい ること な

ど、安全確保に関

する経営責任者の

強い関与が明記さ

れていること。  

 

第 134 条 報告 （報告） 

第１３４条 各課（室）長は、次に定める事項について、直ちに所長

および原子炉主任技術者に報告する。 

(1) 運転上の制限を満足していないと判断した場合（実用炉規則第

８７条第９号に定める事象が生じた場合）（第８８条関連） 

(2) 第９１条に定める異常が発生した場合 

(3) 放射性液体廃棄物または放射性気体廃棄物について放出管理目

標値を超えて放出した場合（第１０１条または第１０２条関連） 

(4) 外部放射線に係る線量当量率等に異常が認められた場合（第１

１４条関連） 

(5) 実用炉規則第１３４条第２号から第１４号に定める報告事象が

生じた場合 

２．前項に定める事項が発生した場合は、その旨を社長に報告する。 

３．第 1 項(1)に定める事項が発生した場合は、その旨を直ちに原

子力規制委員会へ報告する。 

５．当該事故故障等の

事象に準ずる重大

な事象について、

具体的に明記され

ていること。  

 

第 134 条 報告 

同上 
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〇保安規定（抜粋） 
（異常時の基本的な対応） 

第 ９１ 条 当直課長は、原子炉施設が次の各号に該当する場合、発電室長に報告する。なお、本節における異常とは、次の各号に

該当する場合および第２項に該当する場合のことをいう。 

(1) 原子炉の自動トリップ信号が発信した場合※１ 

(2) 原子炉が自動トリップすべき事態が発生したと判断されるにもかかわらず、自動トリップ信号が発信しない場合 

(3) 原子炉を手動トリップした場合※１ 

２．当直課長は、使用済燃料ピットにおいて燃料集合体の落下が発生した場合、発電室長に報告する。 

３．発電室長は、第１項または第２項の報告を受けた場合、関係する各課（室）長に、その原因調査および対応措置を依頼するとと

もに、所長および原子炉主任技術者に報告する。 

４．関係する各課（室）長は、第３項の依頼を受けた場合、原因調査および対応措置を実施するとともに、その結果を発電室長に連

絡する。 

５．発電室長は、第４項の連絡を受けた場合、原因および対応措置について、所長および原子炉主任技術者に報告するとともに、当

直課長に連絡※２する。 

６．第１項に定める異常の原因が、第９３条第３項に該当する場合は、第３項から第５項を省略することができる。 

 

※１：予定された検査または確認による場合を除く。 

※２：この場合の当直課長への連絡は、その時点での当直業務を担当している当直課長への連絡をいう。 

 
〇高浜発電所原子力事業者防災業務計画（抜粋） 
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参考資料２ 
 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 134 条について 
 
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条においては、発電用原子炉施

設の故障を原因とする発電用原子炉の運転の停止又は出力変化については、当該故障が安

全に影響を及ぼすものである可能性があることから、報告を求めるものであり、発電用原

子炉施設以外の原因による運転の停止若しくは出力変化は、報告の対象外としている。 
 
以下、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１３４条及び研究開発段階発

電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１２９条の運用について（訓令）の制定につい

て」（平成25年7月8日）の抜粋を示す。 
 

 
１．目的 

発電用原子炉施設の故障を原因とする発電用原子炉の運転の停止又は出力変化については、当該故障が

安全に影響を及ぼすものである可能性があることから、報告を求めるものである。 

 

２．語句・文章の解釈 

① 「発電用原子炉の運転」：発電用原子炉が臨界の状態にあることをいい、通常の運転のほか試運転及

び調整運転が含まれる。 

② 「発電用原子炉施設」：実用炉規則第３条第１項第２号ハからヌ又は研究開発段階炉規 

則第３条第１項第２号ハからヌに該当する施設をいう。 

 

（参考）「発電用原子炉施設」に含まれる主要施設 

・原子炉本体 

・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

・原子炉冷却系統施設 

・計測制御系統施設 

・放射性廃棄物の廃棄施設 

・放射線管理施設 
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・原子炉格納施設 

・その他原子炉の附属施設（非常用電源設備、常用電源設備等） 

原子炉本体からタービン系統までの設備及び原子炉建屋、原子炉補助建屋、タービン建屋、廃棄物 

処理建屋及び海水熱交換器建屋等の建屋を含む。 

③ 「発電用原子炉施設の故障」：発電用原子炉施設が当該施設を構成する機器又はその部品の損傷若し

くは破壊、又は当該施設を構成する機器の誤動作若しくは誤操作による異常状態にある状況をいう。 

 

（参考）適切にサーベランスが行われなかったことなどにより、発電用原子炉施設の状況を適切に把握    

   できなかった場合も含む。なお、機器の誤操作等があっても、本号本文に規定する発電用原子炉

の出力の変動等が発生しなかった場合には本号の適用は受けない。 

④ 「５パーセント」：定格熱出力に対する値とする。 

 

３． 運用上の留意点 

① 公表は運転の停止若しくは出力変化を行う時期までに行われるものをいう。ただし、自動停止した場

合、又は安全確保のために速やかに手動停止若しくは出力変化を行う必要がある場合は、事後速やかに

公表されるものを含む。 

② ただし書イ～ハについては、以下のとおり。 

ただし書イ：定期事業者検査中の調整運転における、発電用原子炉の起動前に試運転ができない設備の

故障による運転の停止若しくは出力変化した場合をいう。 

ただし書ロ：運転上の制限（以下「ＬＣＯ」という。）の逸脱がなく、監視の結果、故障の進展の状況

が一定若しくは極めて緩やかである場合（下記の例参照）における、当該故障設備の点検

による運転の停止若しくは出力変化した場合をいう。 

 

（例）原子炉再循環ポンプのメカニカルシールにおけるリーク等が長時間（数日から数週間以上）か

けて徐々に進展するような場合。なお、機器の漏えい等の事象に対し隔離等を行うことにより

一時的に故障の状況に変化がなくなったような場合は該当しない。 

ただし書ハ：保安規定に出力変化がＬＣＯとして定められている場合における、当該出力変化した場合

をいう。 

③ 発電用原子炉施設の故障による運転の停止又は出力変化に該当しないのは、以下のものとする。 

・停電、地震、台風、海洋生物等の発電用原子炉施設以外の原因による運転の停止若しくは出力変化。 

ただし、これらの原因により発電用原子炉施設の故障が発生し、それにより運転の停止又は出力変

化した場合は、本号の適用を受ける。 

・他の発電用原子炉施設で発生した故障に関連した、予防保全措置としての点検のための運転の停止若

しくは出力変化。 

・予備機を持つ機器が故障した際及び復旧した際に、故障した機器とその予備機との切替え、又は発電

用原子炉の運転に係る作業の安全確保に伴う運転の停止若しくは出力変化。 
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参考資料３ 

 
その他の情報連絡について 

 
「大規模自然災害発生時等における原子力規制委員会への情報提供について」（平成

28年7月27日）に基づき、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第134条に

規定する内容以外についても情報提供を実施することとしている。 
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A－5－17（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
 【海底地すべりによる津波発生を検知した場合】 

1 課長 海底地すべりによる津波発生の徴候を検知

すれば、海底地すべりによる津波発生時の

対応操作を行うよう全員に指示する。 

  

2 課長 
班長 
制御 
主機 

 津波監視装置潮位モニタ「1(2)号海水ポンプウ

ェル潮位計」、津波監視装置構外潮位モニタ「構

外潮位計1(2)」の指示変動が誤検知および計器

故障でないことを次により確認する。 

 

計器の故障と判断した場合は、計装保修課長に

連絡する。 
 

     運転操作、作業に伴う潮位変動でない。  

     明らかな計器故障でない。  

     複数の監視計器のうち、１つの監視計器が

単独で指示変動していない。 
 

3 課長 1号機または2号機津波監視装置潮位モニタで警報が

発信した場合は、B中央制御室当直課長に衛星電話(津

波防護用)を使用して警報が発信したことを連絡する。 

  

4  所内一斉ページングにより避難指示を行

う。 
  

 課長 (1) 海岸付近から全員避難するよう所内一

斉ページングを行う。 
ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併する。 
 

 課長 (2) 放水口付近の作業員に対し車両に乗車

し高所に避難するよう所内一斉ページ

ングにより指示する 

ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併し、B中央制御室にて1・2号－3・4号
を合併した後、B中央制御室、A中央制御室の順

で所内一斉ページングを実施する。 

 

 全員 (3) 海岸付近から全員避難する。   

5 課長 津波と想定される潮位を観測したことを、

関連各課長に連絡する。 
  安全・防災室課長 
  土木建築課長 
  原子燃料課長 
  放射線管理課長 

 

   平日夜間・休日は、現場調整当番者に連絡する。  

6 補機 取水路防潮ゲートに移動する。   

7 主機 
補機 

 取水路防潮ゲート落下機構の電源系および制御

系に異常がないことを確認する。 
 

     現場操作者は、確認後高台で待機する。  

     遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止

操作を行う。 

 

  

改正 

182

プラント停止までの情報連絡【社内情報連絡のみ】
事故時操作所則（抜粋）



A－5－18（1u） 
 

 

順序 担当 操   作 確認および注意 関連 
画面 

8 班長 津波情報の収集に努め、結果を当直課長に

報告する。 
  

9 班長 海底地すべり津波発生に伴い、関連パラメ

ータの監視を強化する。 
  

 主機 (1) 津波監視設備 次の各パラメータ等を確認する。  

   a. 津波監視カメラ（放水口側）  

   b. 津波監視カメラ（取水口側）  

   c. 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水

ポンプウェル潮位計」 
 

   各潮位計の指示および津波監視装置潮位モニタ

で発信した警報は、A中央制御室当直課長とB中

央制御室当直課長が連携し、衛星電話(津波防護

用)を使用して情報共有を行う。 

 

   d. 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計

1・2」 
 

 主機 (2) 取水口潮位 次の各パラメータを汎用トレンド等で確認す

る。 
 

   a. ロータリースクリーン下流側水位 JW-1 

   b. 取水口潮位 JW-1 

 主機 (3) ロータリスクリーン下流側水位が低い

場合は、循環水ポンプ出口圧力および

海水ヘッダ圧力の監視を強化する。 

a. 津波による人身災害を防止するため、中央

制御室計器により監視する。 
JW-1 

SW-1 

 b. ロータリスクリーン下流側水位が海水ポ

ンプ、循環水ポンプの許容量最低水位以下

に低下する場合は、【添付－5】「潮位異常

低下時の処置」の処置を並行して行う。 

 

 主機 
補機 

(4) タービン建屋等の窓、扉、シャッタの

点検・閉鎖を行う。 
屋外操作は実施しない。  

 班長  (5) 水密扉監視設備の警報監視により、水密扉

の閉止状態を確認する。 
 

    開放されている場合は、所内一斉ページン

グ等により扉開放者に閉止するよう連絡

する。 

 

  

改正 
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A－5－19（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
10 課長 津波監視装置潮位計が次のいずれかの状態

となり、海底地すべり津波によるプラント

停止を判断すれば、対応操作を行うよう全

員に指示する。 

B中央制御室当直課長と衛星電話(津波防護用)
を使用して情報共有を行う。 

 

   指示変動が誤検知および計器故障でないことを

次により確認する。 
 

     運転操作、作業に伴う潮位変動ではない。  

     明らかな計器故障ではない。  

     複数の監視計器のうち、1つの監視計器が

単独で指示変動していない。 
 

  (1) 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号
海水ポンプウェル潮位計」のうち、2台
の観測潮位がいずれも10分以内に

0.45m以上下降し、その後、最低潮位か

ら10分以内に0.45m以上上昇するこ

と、または10分以内に0.45m以上上昇

し、その後、最高潮位から10分以内に

0.45m以上下降することを観測した場

合 

  

  (2) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮

位計1(2)」において10分以内に0.95m
以上の下降もしくは上昇を観測し、そ

の後、1(2)(3)(4)号海水ポンプウェル潮

位計において2台の観測潮位がいずれ

も10分以内に0.45m以上下降した、ま

たは10分以内に0.45m以上上昇した場

合 

  

  (3) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮

位計計 1(2)」において 10分以内に

0.95m以上の下降もしくは上昇を観測

し、その後、津波監視カメラで有意な

津波の前兆を観測した場合 

  

11 班長 ユニット停止することを需給運用グループ

に連絡する。 
  

12 主機 運転している循環水ポンプの操作器を「停

止」とし、停止操作を開始する。 
運転操作所則(タービン関係) 
「Ⅱ－33 循環水ポンプ」の項に従う。 

JW-1 

   “順序13”と並行操作で行う。  

   プラント停止判断後5分以内に停止を完了させ

る。 
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A－5－20（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
13 制御 (1) 原子炉を｢手動｣トリップさせる。   

 班長 
制御 
主機 

(2) ユニットトリップ時の処置を行う。 「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

 

14 主機 A/Bディーゼル発電機室冷却ファン中央制

御室操作盤で次の操作を行う。 
  

  (1) 切替スイッチを「通常」から「切替」に

する。 
a. 切替表示灯「白」点灯  

   b. 表示灯「緑」点灯  

   c. 津波が到達するまでに「切替」にし、ディ

ーゼル発電機制御盤を切り離す。 
 

  (2) A・Bディーゼル発電機室冷却ファン

(VS－37A・B)を起動する。 
表示灯「緑」→「赤」  

15 主機  循環水ポンプの停止を確認する。 JW-1 

16 課長 B中央制御室から3・4号機のユニット停止

および循環水ポンプ停止完了の連絡があれ

ば、取水路防潮ゲートを閉止するよう指示

する。 

  

17 主機 
補機 

中央制御室遠隔操作盤(機械式)または中央

制御室遠隔操作盤(電磁式)で全ての取水路

防潮ゲートを閉止する。 <(1)～(2)> 

遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止する。 
保守作業等にて遠隔閉止できない場合は作業責

任者へ閉止依頼する。 

 

  (1) 中央制御室遠隔操作盤(機械式)で閉止

する場合 
  

  a. A(B)ゲート電源CSを「電源入」位置

にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート自重降下モータ電

源表示灯 ............................... 「電源」点灯 
 

   (b) A(B)ゲート自重降下モータ操作可表示灯 
 ......................................... 「操作可」点灯 

 

  
b. A(B)ゲート自重降下CSを「自重降

下」位置にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート電動復帰LS ON表

示灯 .................................. 「LS ON」消灯 
 

  
 (b) A1・A2(B1・B2)ゲート自重降下LS ON表

示灯 .................................. 「LS ON」点灯 
 

  
 (c) A(B)ゲート中間開度表示灯 

 ........................... 「中間開度」点灯後消灯 
 

   (d) A(B)ゲート全閉表示灯 ......... 「全閉」点灯  
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A－5－21（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 

  
(2) 中央制御室遠隔操作盤(電磁式)で閉止

する場合 
 

 

  a. A(B)ゲート電源CSを「電源入」位置

にする。 
A1・A2(B1・B2)ゲート電磁クラッチ電源表示灯 
 ..................................................... 「電源」点灯 

 

  b. A(B)ゲート電磁クラッチCSを「電磁

クラッチ入」位置にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート電磁クラッチ表示

灯 ............................... 「クラッチ入」点灯 
 

   (b) A(B)ゲート中間開度表示灯 
 ........................... 「中間開度」点灯後消灯 

 

   (c) A(B)ゲート全閉表示灯 ......... 「全閉」点灯  

18 課長 取水路防潮ゲートが閉止したことをB中央

制御室に連絡する。 
  

19 班長  水密扉監視設備の警報監視により、水密扉の閉

止状態を確認する。 
 

   開放されている場合は、所内一斉ページング等

により扉開放者に閉止するよう連絡する。 
 

20 制御 
補機 

 潮位低下による海水ポンプの運転状態に異常が

ないことを確認する。 
SW-1 

   運転操作所則(タービン関係) 
「Ⅱ－31 海水ポンプ」の項に従う。 

 

21 全員 モード3(高温停止状態)への移行操作を開

始する。 
運転操作所則(原子炉関係 上) 
「Ⅲ－3－(1) 原子炉停止(モード1からモード

3)」の項に従う。 

 

22 制御 緊急濃縮を行う。 「D－15 緊急濃縮」の項に従う。 CS-2 

 [点  検] 
23 課長 事象収束後の点検を指示する。 事象収束後の点検は次のとおり行う。 

(1) 中央制御室点検(添付－2) 
(2) 巡回点検表 

 

24 全員 事象収束後の点検を実施し、点検結果を当

直課長に報告する。 
  

25 課長 (1) 点検結果により機器等に異常が発生し

ていれば、その処置を行うよう全員に

指示する。 

  

(2) プラント各パラメータの監視を続ける

よう全員に指示する。 
  

(3) 系統・機器の点検結果等を第一発電室

長に報告する。 
第一発電室長より所長および原子炉主任技術者

に報告する。 
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高浜発電所 第二発電室業務所則 

13－1 
 

第 13 章 警報時対応業務 
1. 総 則 

1.1 目 的 
本章は、原子炉施設に係る警報発信時等の対応内容を定めることにより、迅速な対応を行い、安全の確

保を図ることを目的とする。 
1.2 適用範囲 

原子炉施設に係る警報発信時等の処置に適用する。 
 
2. 業務内容 

本業務内容は、「警報時対応業務」業務フロー図(別図－1)に示す。 
次の処置を実施することにより、原子炉施設の運用を円滑にするとともに、事故および事故の拡大防止に

努める。 
(1) 当直課長は、警報発信または徴候発生の報告を受けた場合、ただちに本所則および「警報時操作所則」

に定められた操作等必要な処置を講じるよう当直員を指揮し、必要に応じて発電室長に報告する。 
(2) 当直主任は、警報発信時には、保安管理の立場から、当直課長を補佐する。 
(3) 発電室長は、当直課長から報告を受けた場合、その原因を調査するための必要な関係者へ連絡する。 
(4) 当直課長は、警報装置の故障により警報が発信しないと判断すれば、以下の処置を実施する。 

a. 故障範囲が特定できない場合、故障範囲を特定するために、次の対応を実施する。 
(a) 中央制御室の場合は、中央制御室内のすべての制御盤の警報テストを実施する。 
(b) 現場の場合は、当該制御盤の警報テストを実施する。 

b. 故障範囲に応じて、必要により作業を中断する。 
c. 代替監視手段を設定し、運転パラメータ等の監視強化を行う。 

(a) プロセス計算機による確認 
(b) 中央制御室または現場の指示計・記録計等による確認 
(c) 中央制御室または現場の関連警報・表示ランプ等による確認 
(d) その他方法(格納容器内監視TVや目視等)による確認 

d. 設備所管課に故障した警報装置の点検依頼を行うとともに、発電室長に報告する。 
e. 警報装置故障によるプラント運転への影響、代替監視の継続性(要員配置・期間)、復旧見込みを総合

的に勘案し、関係各所と警報装置復旧までの対応を協議し決定する。(必要によりプラント停止判断に

ついても協議を行う。) 
 
 

添付資料 
 別図－1：「警報時対応業務」業務フロー図 

改正 H31.2.25 
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D－1－1 [全16頁] 
 

D－1 原子炉トリップ 
 

(注) 本章では次の略称を使用する。 
  中性子源領域中性子束 ： SR 
  中間領域中性子束 ： IR 
  出力領域中性子束 ： PR 
  1次冷却材平均温度 ： Tavg 
  1次冷却材ポンプ ： RCP 
  蒸気発生器 ： S/G 
  制御棒位置指示装置 ： DRPI 
  炉外核計装装置 ： NIS 
  蒸気発生器ブローダウン水モニタ ： R－55 
  1次冷却材系統 ： RCS 
  運転時の異常な過渡変化時に原子炉 
  トリップできない事象 ： ATWS 
  共通要因故障 ： CCF 

 
1. 原  因 

番号 内        容 

1 各原因については、 
警報時操作所則「R－38 原子炉盤ファーストアウト(F2)」の項参照 

2 共通要因故障対策設備(安全保護アナログ盤)による原子炉トリップ 
警報時操作所則「R－5－D5 安全保護アナログ盤作動」の項参照 

 
【参 考】 原子炉トリップ信号 【 】は保安規定値 

番号 内        容 

1 原子炉手動トリップ 

2 次の原因による自動トリップ 
 (1) SR 中性子束高 1×105cps 【2×105cps 以下】 

 (2) IR 中性子束高 定格出力の 25%相当電流値 【定格出力の 30%以下】 

 (3) PR 低設定中性子束高 定格出力の 25% 【定格出力の 27%以下】 

 (4) PR 高設定中性子束高 定格出力の 109% 【定格出力の 111%以下】 

 
(5) PR 中性子束変化率高 増加 ＋10%出力(時定数 1 秒) 【11%定格出力ステップ以下】 

           減少 －7%出力(時定数 1 秒) 【8%定格出力ステップ以下】 
 
 

改正 H27.10.13 
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D－1－2 
 

 
番号 内        容 

 (6) 過大温度ΔT 119.9%補償値 
ΔTSP＝K1－K2      (Tavg－302.3)＋K3(P－157.2)－f(Δq) 
 

 (7) 過大出力ΔT 108.1%補償値 
ΔTSP＝K4－K5      Tavg－K6(Tavg－302.3)－f(Δq) 
 

 (8) 加圧器圧力高 16.45MPa 【16.61MPa 以下】 

 (9) 加圧器圧力低 12.87MPa(P－7 と一致) 【12.73MPa 以上】 

 (10) 加圧器水位高 92%水位(P－7 と一致) 【計器スパンの 94%以下】 

 (11) 1 次冷却材流量低 90%(P－7 または P－8 と一致) 【定格流量の 87%以上】 

 (12) RCP しゃ断器「開」 (P－7 または P－8 と一致) 

 (13) RCP 母線電圧低 70%(P－7 と一致) 【定格電圧の 65%以上】 

 (14) RCP 母線周波数低 57.5Hz(P－7 と一致) 【57.0Hz 以上】 

 (15) S/G 水位異常低狭域 13%水位 【計器スパンの 11%以上】 

 (16) S/G 水位低と蒸気/給水流量不一致の一致 
 狭域 25%水位、定格流量の 40%(695t/h)【計器スパンの 23%以上、定格流量の 50%以下】 

 (17) 地震加速度トリップ 水 平 上部階：245Gal 【270Gal 以下】 
  下部階：145Gal 【160Gal 以下】 
 鉛 直 下部階：72Gal 【80Gal 以下】 

 (18) タービントリップ主蒸気止め弁「全閉」 
非常しゃ断油圧 6.9MPa(P－7 と一致)【非常しゃ断油圧 6.4MPa 以上、主蒸気止め弁「全閉」】 

 (19) 安全注入信号 

 (20) 原子炉安全保護盤異常 
 
  

改正 H22.11.19 
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D－1－3 
 

2. 処  置 
順序 担 当 操   作 確認および注意 

1 制御員  (1) 原子炉盤ファーストアウト警報を確認す

る。 
「原子炉トリップ」の事故一斉放送が自

動作動する。 

  (2) 原子炉盤ファーストアウト警報の発信を

当直課長に報告する。 
 

2 当直課長 全員に「ユニットトリップ」時の処置を行うよ

う指示する。 
 

[原子炉トリップ確認] 
3 制御員  (1) 次の事項で、原子炉トリップを確認する。 
   a. 原子炉トリップしゃ断器表示灯「緑」点

灯 
   b. パーミッシブ表示灯 

「Aトレイン原子炉トリップ(P－4)」 
「Bトレイン原子炉トリップ(P－4)」 
 点灯 

   c. DRPI炉底表示灯全数「赤」点灯 
   d. NIS指示の低下 
   (a) 出力領域中性子束指示計 

 NI－41B・42B・43B・44B 
   (b) 中間領域中性子束指示計 

 NI－35B・36B 
   (c) 中間領域起動率計 

 NI－35D・36D 
   (d) 中性子束記録計 

 NR－45 

  (2) 原子炉トリップする条件になっても自動トリップし

ない場合は、当直課長の指示でただちに「手動」でト

リップさせる。 

「自動」による原子炉トリップに成功しない場合は、 

事故時操作所則(第2部)「A－1 未臨界の維持(1)」の項に移

行する。 

   「安全保護アナログ盤作動」の警報が発信している場合は、

CCF対策設備(ATWS緩和設備含む)が作動するので、 

事故時操作所則(第2部)「A－1 未臨界の維持(1)」の項にて

対応する。 

  (3) 完全挿入されていない制御棒が2本以上ある場合は、

「緊急濃縮」を開始する。 

「D－15 緊急濃縮」の項に従う。 

4 主機員 
補機員 

 (1) タービンがトリップしたことを確認す

る。 

  (2) 「タービントリップ」時の処置を行う。 「C－1 タービントリップ」の項に従う。 
 
  

改正 2019.7.17 
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D－1－4 
 

 
順序 担 当 操   作 確認および注意 

5 当直班長 
補機員 

 (1) タービントリップ30秒後に、発電機がト

リップすることを確認する。 

  (2) 「発電機トリップ」時の処置を行う。 「B－1 発電機トリップ」の項に従う。 

  (3) ユニットトリップしたことを、A中央制御

室を介して基幹系統給電所および需給運

用グループに連絡する。 

 

6 制御員 
主機員 

 必要があればCRT表示を行う。 

 EM－1(プラントトリップステータス) 

 EM－10(タービン発電機停止モニタ) 

 MO－3(NISトレンド) 

7 当直課長 ユニットトリップしたことを第二発電室長に

報告する。 
 

[S/Gによる除熱の確認] 
8 制御員 

主機員 
 (1) タービンバイパス弁が正常に作動してい

ることを確認する。 <(1)～(4)> 

   a. モニタライト表示灯 
   b. 1次冷却材平均温度計、記録計 

 TI－412A・422A・432A 
 TR－408 

   c. 蒸気発生器圧力計、記録計 
 A：PI－464・465A・466P・467P 
 B：PI－474・475・476P・477P 
 C：PI－484・485・486P・487P 
 PR－466 

   (2) 復水器真空度を確認する。 
復水器真空度計、記録計 
 PI－5060、ZR－5546 

  (3) タービンバイパス弁が使用不可能な場合は、次の操作

を行う。 

 

   a. 主蒸気逃がし弁(PCV－3610・3620・3630)が正常に

作動していることを確認する。 

 ......................................... 表示灯「緑」「赤」点灯 

  b. 制御状態が安定すれば、主蒸気逃がし弁制御器(PK

－ 3610C ・ 3620C ・ 3630C) の 圧 力 セッ ト を

「7.14MPa」から「6.93MPa」に変更する。 

 

  c. タービンバイパス制御モード選択スイッチを

「TAVG」から「蒸気圧力」に切替える。 

 

  d. 主蒸気ヘッダ圧力制御器(PK－504C)を「自動」か

ら「手動」に切替え、制御信号を「0%」にする。 

 

  

改正 2019.9.3 
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別表７．１ 

社内外関係者へ連絡が必要な主なリスト 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７－９ 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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補足説明資料－５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構外の観測潮位を活用した運用に係る補足説明資料 
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１． 構外の観測潮位を活用した運用 

 

１．１ 背景 

構外の観測潮位の活用については、可能な限り早期に津波に対応するための運用と

して、保安規定以下に記載し、高浜発電所１，２号機の再稼働までに津居山地点の既

往観測潮位を活用する方針である。 

また、安全性向上に係る取り組みとして、津居山地点への当社潮位計の設置や、他

地点への潮位計の設置等を検討することとしている。 

本章においては、津居山地点の既往観測潮位の活用に係る運用を保安規定以下に記

載するに当たり、その具体的な設備構成と、安全性向上に係る取り組みのうち、至近

に実施可能な津居山地点への当社潮位計の設置について説明する。 

 

 

１．２ 構外の観測潮位の活用に係る設備構成 

津居山地点の既往観測潮位および至近に実施可能な津居山地点への当社潮位計の

設置に係る設備構成のイメージを図１に示す。 

具体的な設備構成は以下のとおり。 

 

 
図１ 安全性向上の取り組みに係る設備構成のイメージ 

 

 

  

安全性向上の取り組み 
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１．２．１ 津居山地点の既往観測潮位の活用に係る設備構成 

（１）設備構成 

    津居山地点の既往観測潮位については、津居山地点の既往潮位計、発電所内外の

データ伝送ラインおよび中央制御室の監視モニタ（構外の観測潮位表示用）で構成

している。既往観測潮位の全体構成図を図２に示す。 

 
図２ 既往観測潮位の全体構成図 

 

（２）潮位計の仕様 

津居山地点の既往観測潮位では、フロート式水位計を採用しており、フロートの

浮き沈みによりワイヤが上下し、歯車で水位の変動を検知する。潮位計の概要図（イ

メージ）を図３に示す。 
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図３ 潮位計の概要図（イメージ） 

 

（３）データ伝送ラインの仕様 

    津居山地点の既往観測潮位データは、通信事業者の光専用回線を２回線使用して

高浜発電所に伝送する。 

 

（４）監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の仕様 

    監視モニタ（構外の観測潮位表示用）は、潮位変化量およびトレンドグラフを表

示するとともに、警報発信可能な設計とする。 

具体的には、「発電所構外において津波と想定される潮位の変動を観測（10 分以

内に 0.5m の水位が下降（上昇））」した場合、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）

に「変化量注意」の警報が発信する。また、「発電所構外において、遡上波の地上

部からの到達、流入および取水路、放水路等の経路からの流入ならびに水位の低下

による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測（10 分以内に 1.0m の

水位が下降（上昇））」した場合、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）に「変化量

警報」の警報が発信し、これらの警報を監視モニタ（構外の観測潮位表示用）に識

別して表示する。 

 

（５）計装誤差を踏まえた情報発信基準 

津居山地点での観測潮位が「10 分以内に 0.5m の水位が下降（上昇）した場合」

を、津居山地点の潮位を計測する計装設備の情報発信基準とし、１号および２号機

中央制御室並びに３号および４号機中央制御室に情報発信を行う。 

なお、情報発信基準のセット値は、構内の潮位観測システム（防護用）による取

水路防潮ゲートの閉止判断基準（トリガー）のセット値の考え方を踏まえ、計装誤

差を考慮し「10分以内に 0.45m」とする。津居山地点の観測潮位を用いた情報発信

基準を図４に示す。なお、「10 分以内に 1.0m の水位が下降（上昇））した場合」、同

様に計装誤差を考慮し、「10分以内に 0.95m」とする。 
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図４ 津居山地点の観測潮位を用いた情報発信基準 

 

 

 

（６）津居山地点の既往観測潮位の信頼性確保 

    津居山地点の既往観測潮位検出器は 1台構成であるが、基本的に伝送ラインは２

回線を使用しており、可能な限り多重化を図っている。 

また、伝送ライン１回線故障時においても、他の 1 回線にて伝送を継続すること

ができる。 

さらに、構外伝送ラインの保守については、通信事業者が 24 時間 365 日の監視

対応をしており、故障時において速やかな対応が可能である。 

    

（７）津居山地点の既往観測潮位の故障検知 

津居山検潮所の既往観測潮位計については、フロート式潮位計を採用しており、

フロートの浮き沈みによりワイヤが上下し、歯車で水位の変動を検知することによ

り、想定される故障モード、故障した場合に想定される監視モニタ（構外の観測潮

位表示用）の指示変動および指示変動に伴う故障確認は表１のとおり。 

想定される故障モードによって、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の指示は、

指示固定、スケールダウンまたはスケールオーバーとなる。 

指示固定した場合は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）に「信号不信頼」、ス

ケールダウンまたはスケールオーバーした場合は、監視モニタ（構外の観測潮位表

示用）に「故障」の警報が発信する設計としている。なお、指示固定とは３０秒間

潮位指示に変化がない場合をいう。 

中央制御室において、運転員は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の警報音

が発信したことを把握し、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面上で警報名

称および潮位のトレンドグラフを目視確認することにより、即座に故障を確認でき

る。 

 

 

なお、2018 年 1 月から 2019 年 10 月までの津居山の既往観測潮位データ分析結

果を表１－２に示す。 

当該期間の欠測 28 件のうち、計画外は 15件、計画内は 13件であった。 

計画外の欠測理由は、データ収録エラー及び現地潮位電源断によるものであり、
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いずれの故障についても前述の故障モードに包含されるため、中央制御室において、

運転員は、監視モニタの警報音が発信したことを把握し、監視モニタの画面上で警

報名称及び潮位のトレンドグラフを目視確認することにより、即座に故障を確認で

きる。また、故障により欠測が発生した場合、直ちに復旧に努めるとともに、兵庫

県所管設備の故障の状況、復旧見込み等を兵庫県より速やかに連絡を受ける運用と

する。 

次に、計画内の欠測理由は、計画停電及び各種点検によるものであり、いずれの

場合についても、兵庫県より事前連絡を受ける運用とする。なお、「１．３ 構外

潮位計の運用について」に示すとおり、津居山地点の既往観測潮位及び当社潮位計

の 2 台による運用とし、それぞれの潮位計の点検時期の輻輳により、同時に 2 台の

潮位計が欠測しない運用とする。 

 

表１－１ フロート式潮位計の故障モード等の整理表 

 
※1：津居山既往観測潮位にて電源断およびデータ収録エラーによる故障実績あり 

※2：各指示変動のイメージを示す。 

 
        指示固定      スケールダウン      スケールオーバー 
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表１－２ 津居山の既往潮位データ分析結果 

    
 

（８）津居山地点の既往観測潮位の点検 

    津居山地点の既往観測潮位は、定期的（プラント１サイクル毎）に以下の点検を

実施する。 

 

   【点検内容】 

    ・各機器の目視確認・清掃 

各機器の目視確認・清掃を行い、致命的な損傷がないことを確認す 

る。 

・ソフトウェア照合 

演算装置プログラムのマスターソフトウェアとのソフトウェア照合 

を行い、不整合がないことを確認する。(これにより計測範囲、警 

報設定値の不整合も合わせて確認できる) 

・入出力動作確認 

津居山検潮所のデータ収集装置へ模擬入力し、発電所構内のデータ 

収集装置、演算装置および監視モニタ（構外の観測潮位表示用）への出力を

確認する。 

・機能確認試験 

演算装置に模擬入力を印加し、プログラム通りの設定値で警報が動 

作をしているか確認する。  

計 画 内
No データ欠測開始時刻 欠測時間 欠測理由

1 2018/2/17 8:21 9時間40分 計画停電

2 2018/3/22 9:41 1時間20分 定期点検

3 2018/3/28 11:00 1分 風向風速計交換

4 2018/3/28 12:11 1時間 風向風速計交換

5 2018/8/2 13:01 3時間40分 現地詳細点検

6 2018/8/3 9:01 50分 現地詳細点検

7 2018/8/31 13:31 10時間29分 計画停電

8 2018/11/2 17:51 1日 15時間30分 計画停電

9 2018/11/9 17:51 2日 2時間30分 計画停電

10 2018/11/14 9:51 50分 定期点検

11 2018/11/16 19:11 2日 14時間 計画停電

12 2019/9/5 12:21 3時間40分 現地詳細点検

13 2019/9/6 9:01 1時間40分 現地詳細点検

計 画 外
No データ欠測開始時刻 欠測時間 欠測理由

1 2018/11/22 11:31 10分 データ収録エラー

2 2019/1/6 0:59 2日 11時間 現地潮位電源断

3 2019/4/4 23:02 15時間4分 現地潮位電源断

4 2019/5/8 9:38 13分 現地潮位電源断

5 2019/5/9 0:02 10時間11分 現地潮位電源断

6 2019/5/31 12:41 10分 データ収録エラー

7 2019/7/12 10:01 10分 データ収録エラー

8 2019/10/4 1:21 10分 データ収録エラー

9 2019/10/4 22:21 10分 データ収録エラー

10 2019/10/5 0:41 10分 データ収録エラー

11 2019/10/5 3:21 10分 データ収録エラー

12 2019/10/5 9:11 10分 データ収録エラー

13 2019/10/5 12:01 10分 データ収録エラー

14 2019/10/5 15:11 10分 データ収録エラー

15 2019/10/5 19:21 10分 データ収録エラー

16 2019/10/12 15:41 3日 1時間20分 停電
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１．２．２ 津居山地点の当社潮位計の設備構成 

（１）設備構成 

津居山地点の当社潮位計を用いた観測潮位については、津居山地点の潮位計、発

電所内外のデータ伝送ラインおよび中央制御室の監視モニタ（構外の観測潮位表示

用）で構成している。当社潮位計を用いた観測潮位の全体構成図を図５に示す。 

 

 
図５ 当社潮位計を用いた観測潮位の全体構成図 
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（２）潮位計の仕様 

   津居山地点の当社潮位計は、差圧式の潮位計を採用する。差圧式潮位計の外形図を

図６に、差圧式潮位計の取付図を図７に示す。 

 

             
図６ 差圧式潮位計の外形図 

 

 
図７－１ 差圧式潮位計の取付図（平面図） 
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図７－２ 差圧式潮位計の取付図（A-A 矢視図） 

 

 

（３）データ伝送ラインの仕様 

   １．２．１（３）と同様。 

 

（４）監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の仕様 

   １．２．１（４）と同様。 

 

（５）計装誤差を踏まえた情報発信基準 

津居山地点での当社潮位計の観測潮位が「10分以内に 0.5m の水位が下降（上昇）

した場合」を、津居山地点の潮位を計測する計装設備の情報発信基準とし、１号お

よび２号機中央制御室並びに３号および４号機中央制御室に情報発信を行う。 

なお、情報発信基準のセット値は、構内の潮位観測システム（防護用）による取

水路防潮ゲートの閉止判断基準（トリガー）のセット値の考え方を踏まえ、計装誤

差を考慮し「10分以内に 0.45m」とする。津居山地点の観測潮位を用いた情報発信

基準を図８に示す。なお、「10 分以内に 1.0m の水位が下降（上昇））した場合」、同

様に計装誤差を考慮し、「10分以内に 0.95m」とする。 
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図８ 当社潮位計の観測潮位を用いた情報発信基準 

 

（６）津居山地点の当社潮位計の信頼性確保 

１．２．１（６）と同様。 

 

（７）津居山地点の当社潮位計の故障検知 

津居山検潮所にて当社が新たに設置する潮位計については、差圧式潮位計を採用

しており、水頭圧を測定することで水位の変動を検知することにより、想定される

故障モード、故障した場合に想定される監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の指

示変動および指示変動に伴う故障確認は下表のとおり。想定される故障モードによ

って、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の指示は、指示固定、スケールダウン

またはスケールオーバーとなる。 

指示固定した場合は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）に「信号不信頼」、ス

ケールダウンまたはスケールオーバーした場合は、監視モニタ（構外の観測潮位表

示用）に「故障」の警報が発信する設計としている。なお、指示固定とは３０秒間

潮位指示に変化がない場合をいう。 

中央制御室において、運転員は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の警報音

が発信したことを把握し、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面上で警報名

称および潮位のトレンドグラフを目視確認することにより、即座に故障を確認でき

る。 

 

表２ 差圧式潮位計の故障モード等の整理表 
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（８）津居山地点の当社潮位計の点検 

    津居山地点の当社潮位計は、定期的（プラント１サイクル毎）に以下の点検を実

施する。 

 

   【点検内容】 

    ・各機器の目視確認・清掃 

各機器の目視確認・清掃を行い、致命的な損傷がないことを確認す 

る。 

・機器単体確認・動作検証 

機器の単体検査および動作検証を行い、健全性を確認する。 

・ソフトウェア照合 

演算装置プログラムのマスターソフトウェアとのソフトウェア照合 

を行い、不整合がないことを確認する。(これにより計測範囲、警 

報設定値の不整合も合わせて確認できる) 

・入出力動作確認 

津居山検潮所のデータ収集装置へ模擬入力し、発電所構内のデータ 

収集装置、演算装置および監視モニタ（構外の観測潮位表示用）への出力を

確認する。 

・機能確認試験 

演算装置に模擬入力を印加し、プログラム通りの設定値で警報が動 

作をしているか確認する。 

 

１．２．３ 津居山地点の観測潮位の健全性 

   津居山地点の既往観測潮位および当社潮位計は、１．２．１（８）および１．

２．２（８）に示すとおり、定期的な点検により機能に異常がないことを確認して

いる。 

   また、仮に、故障により観測潮位を欠測した場合においても、１．２．１（７）

および１．２．２（７）に示すとおり、想定される故障モード、故障した場合に想

定される監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の指示変動および指示変動に伴う故

障確認により、中央制御室において、運転員は、監視モニタ（構外の観測潮位表示

用）の警報音が発信したことを把握し、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画

面上で警報名称および潮位のトレンドグラフを目視確認することにより、即座に故

障を確認できる。 

これらを踏まえ、津居山地点の既往観測潮位および当社潮位計は、健全性を担保

することが可能である。  
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１．３ 構外潮位計の運用について 

１．３．１ 運用開始時期 

当社設置の津居山地点の構外潮位計については、２０２１年１月に運用開始で

きるよう対応を進めている。 

 

１．３．２ 運用方針 

     津居山地点の既往観測潮位及び当社潮位計の 2 台による運用を２０２１年１

月に開始予定であり、本運用開始を前提として保安規定・社内標準用を施行する

ものとする。 

運用開始に当たっては、構外の観測潮位の観測データ数が増えることによって、

保安規定に記載する「発電所構外において、遡上波の地上部からの到達、流入及

び取水路、放水路等の経路からの流入並びに水位の低下による海水ポンプへの影

響のおそれがある潮位の変動を観測した場合の対応」、「発電所構外において津波

と想定される潮位の変動を観測した場合の対応」及び「発電所構外の観測潮位欠

測時の対応」（図９，１０参照）に変更は生じない。 

このため、今後検討する他地点への潮位計設置を含む更なる安全性向上に係る

取り組みの運用の詳細は社内標準以下に定めることとする。 

なお、他地点への潮位計設置などの更なる安全性向上に係る取り組みの検討状

況については今後、安全性向上評価届出書等にてご確認いただける。 

 

  

207



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図９ 発電所構内で取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を 

確認した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１０ 発電所外で津波と想定される潮位の変動を観測した場合 

（発電所構外の観測潮位欠測時）の対応  

５ 津 波 

安全・防災室長は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の５．１項から５．４

項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、各課（室）長は、計画に基づき、津波発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

（中略） 

５．４ 手順書の整備 

(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備

として、以下の活動を実施することを社内標準に定める。 

（中略） 

ｈ．津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応 

(a) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認※した場合の対応 

ア 当直課長は、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポンプを停止（プラント停止）する。また、Ａ中央制御

室から取水路防潮ゲートを閉止するとともに、原子炉の冷却操作を実施する。 

イ 当直課長は、津波監視カメラおよび潮位計による津波の襲来状況の監視を実施する。 

※：「潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位がいずれも 10 分以内に 0.5 m 以上下降し、

その後、最低潮位から 10 分以内に 0.5 m 以上上昇すること、または 10 分以内に 0.5 m 以上上昇し、その後、

最高潮位から 10 分以内に 0.5 m 以上下降すること、ならびに発電所構外において、遡上波の地上部からの到

達、流入および取水路、放水路等の経路からの流入（以下、「敷地への遡上」という。）ならびに水位の低下に

よる海水ポンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、その後、潮位観測システム（防護用）のうち、 2 

台の潮位計の観測潮位がいずれも 10 分以内に 0.5 m 以上下降すること、または 10 分以内に 0.5 m 以上上昇

すること。」を１号炉および２号炉を担当する当直課長と３号炉および４号炉を担当する当直課長の潮位観測シ

ステム（防護用）のうち衛星電話（津波防護用）を用いた連携により確認（この条件の成立確認を「取水路防潮

ゲートの閉止判断基準等を確認」という。以下、同じ。） 

 

５ 津 波 

安全・防災室長は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の５．１項から５．４

項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、各課（室）長は、計画に基づき、津波発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

（中略） 

５．４ 手順書の整備 

(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備と

して、以下の活動を実施することを社内標準に定める。 

（中略） 

ｄ．車両の管理 

安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのあ

る車両について、漂流物とならない管理を実施する。 

ｈ．津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応 

（中略） 

 (b) 発電所構外において津波と想定される潮位の変動を観測した場合の対応 

ア 当直課長は、速やかにゲート落下機構の電源系および制御系に異常がないことを確認する。また、発電所構外の観

測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

イ 当直課長は、津波監視カメラによる津波の襲来状況の監視を実施する。また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等

の対応を実施する。 

ウ 土木建築課長は、取水路防潮ゲート保守作業の中断に係る措置を行う。また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等

の対応を実施する。 

エ 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの外側に存在し、かつ漂流物になるおそ

れのある車両について津波の影響を受けない場所へ退避することにより漂流物とならない措置を実施する。また、発

電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

オ 原子燃料課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷役作業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避に関する措置

を実施するとともに、係留強化する船側と情報連絡を行う。 

カ 放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷役作業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避に関する措

置ならびに漂流物化防止対策を実施するとともに、係留強化する船側と情報連絡を行う。なお、荷役作業中は、発電

所構外における潮位の観測を実施する。 

キ 原子燃料課長および放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中以外の場合、緊急離岸する船側と退避状況に関する

情報連絡を行う。 
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１．３．３ 運用方法 

（１）通常時及び１台故障時の運用 

津居山地点の既往観測潮位及び当社潮位計による詳細運用を表３に示す。 

通常時は、既往観測潮位計又は当社潮位計のいずれか 1台が検知すれば判断（1 

out of 2）する。 

また、1台故障時は、故障した潮位計を除外し、故障した潮位計を復旧するま

での間、健全な 1 台で継続監視し、検知すれば判断（1 out of 1）する。 

なお、「構外潮位 故障」又は「構外潮位 信号不信頼」の警報が発信した場合、

運転員は、監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の警報が発信したことを把握し、

監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面上で警報名称及び既往観測潮位計又

は当社潮位計のいずれか 1台の潮位データがスケールダウン、スケールオーバー

又は指示固定した状態を継続していること、及び他方の潮位データが通常潮位を

示していることを目視確認することにより、即座に故障を確認できる。 

 

 

    表３ 津居山地点の既往観測潮位及び当社潮位計による詳細運用 

    

 
 

（２）２台故障時の運用 

    通常運転中、潮位計の故障により中央制御室に警報発信した場合、運転員が監視

モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面を確認し、潮位計の故障を確認後、故障し

た潮位計を除外し、健全な 1台で継続監視する。仮に、2台が同時に故障し、中央

制御室に警報発信した場合、運転員が監視モニタ（構外の観測潮位表示用）の画面

を目視確認し、2 台の故障を確認すれば、保守的に構外潮位計の全台欠測を津波襲

来検知とみなして対応する。 

具体的には、１号及び２号機中央制御室又は３号及び４号機中央制御室の当直課

長は、構外潮位計の全台欠測を確認後、構内一斉放送にて構外潮位の全台欠測を構

内全域に周知する。 

表４に示すとおり、構外潮位計全台欠測時は、プラント影響の可能性がある津波

（津居山で 10 分以内 0.5m 上昇（下降））を検知した場合と同様、運転員、保修課

員又は作業員は、構内一斉放送にて構外潮位の検知を把握すれば、速やかに取水路

防潮ゲート保守作業の中断、構内の一般車両の退避、ゲート落下機能の確認及び津

波監視カメラによる監視を行う。 
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表４ 構外潮位計全台欠測時の対応 

構外で津波を検

知した時の対応 

構外潮位計 

全台欠測時の対応 
構外潮位計欠測時の対応に係る評価 

構内潮位計 2

台、10分以内

0.5m以上の「変

動」でゲート閉

止判断 

＜構外で津波を検知した時

と異なる対応＞ 

構内潮位計2台、10分以内

0.5m以上の「上下変動」で

ゲート閉止判断 

構内潮位計2台、10分以内0.5m以上の「上下変動」でのゲー

ト閉止にて、最も時間余裕が厳しい津波に対し、約９分の余裕

時間をもって、施設影響のある津波を防護可能 

ゲート保守作業

の中断 

＜構外で津波を検知した時

と同様の対応＞ 

ゲート保守作業の中断 

保守的に欠測と同時に構外に津波が襲来した場合を想定して

も、発電所へ津波が襲来するまでに復旧が可能であり、上段の

対応により施設影響のある津波を防護可能 

 ※なお、構外での津波検知時及び欠測時は、速やかに中央制

御室より連絡が入る体制を構築する。 

構内の一般車両

の退避 

＜構外で津波を検知した時

と同様の対応＞ 

構内の一般車両の退避 

保守的に欠測と同時に構外に津波が襲来した場合を想定して

も、発電所へ津波が襲来するまでに退避が可能 

燃

料

等

輸

送 

（荷役中以

外の場合） 

 輸送船の

退避 

＜構外で津波を検知した時

と異なる対応＞ 

対応操作なし 

 

海底地すべり津波の最大流速、最高・最低水位に対し輸送船の

係留が維持できること、輸送船が岸壁に乗り上がらないこと、

着底や座礁等により航行不能にならないことを確認しており、

漂流物とならない。 

（荷役中の

場合） 

 輸送車両

等の退避 

＜構外で津波を検知した時

と異なる対応＞ 

（荷役中の場合） 

現地における潮位監視によ

り作業継続 

 

作業は年間数日程度であり、夜間作業がないこと、欠測時の輸

送車両等の退避による作業中断は、輸送工程への影響が大きい

ことから、作業時は構外潮位計設置箇所へ人を配置し、仮に構

外潮位計の潮位伝送に異常が生じた場合には、現地にて潮位を

確認し、構外潮位の監視が途切れないよう対応 

ゲート落下機構

の確認 

＜構外で津波を検知した時

と同様の対応＞ 

ゲート落下機構の確認 

ゲート閉止の前提条件であるため、欠測時は同等の対応を実

施。 

津波監視カメラ

による監視 

＜構外で津波を検知した時

と同様の対応＞ 

津波監視カメラによる監視 

津波対応の前提条件であるため、欠測時は同等の対応を実施。 

 

 

（３）構外の観測潮位に異常がないことの確認について 

  予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合等において、「構外の観測潮位に通

常の潮汐とは異なる潮位変動や故障を示す指示変動がないこと」を確認したうえで、作

業を実施することとしている。  

具体的には、作業責任者又は運転員は、作業実施前にＡ，Ｂ中央制御室に設置してい

る潮位計の監視モニタ（構外の観測潮位表示用）を目視確認し、通常の潮汐とは異なる

潮位変動及び設備故障がないことをそれぞれ以下の手順により確認し、各種点検・保修

に着手する。 

 

（ａ）通常の潮汐とは異なる潮位変動の確認手順 

図１１に示すとおり、津居山地点における過去の潮位データを踏まえ、平常時
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の短時間の潮位変動は 10 分間で最大約 0.1m であるのに対して、台風などの異常

時の潮位変動は 10 分間で最大 0.27m 程度であることより、通常の潮汐とは異な

る潮位変動を確認する。 

 

（ｂ）設備故障の確認手順 

１．２．１（７）「津居山地点の既往観測潮位の故障検知」及び１．２．２（７）

「津居山地点の当社潮位計の故障検知」に示すとおり、故障が発生した場合、監

視モニタ（構外の観測潮位表示用）の警報が発信したことを把握し、監視モニタ

（構外の観測潮位表示用）の画面上で警報名称及び既往観測潮位計又は当社潮位

計のいずれか 1台の潮位データがスケールダウン、スケールオーバー又は指示固

定した状態を継続していること、及び他方の潮位データが通常潮位を示している

ことを目視確認することにより、設備故障を確認する。 

 

 
図１１ 津居山地点における過去の潮位データ 
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（４）LLW 輸送荷役作業中における構外潮位計全台欠測時の対応について 

 

（ａ）背景 

    作業は、年間数日程度であり、夜間作業がないこと、構外潮位計全台欠測時の輸

送車両等の退避による作業中断は、輸送工程への影響が大きいことから、荷役作業

中は構外潮位計設置箇所へ人を配置し、仮に構外潮位計の潮位伝送に異常が生じた

場合には、現地にて潮位を確認し、構外潮位の観測を行う。以下に具体的な資機材

及び運用方法について説明する。 

 

（ｂ）現地における潮位観測のための資機材について 

潮位観測のための資機材として、レーザー距離計を採用し、海水面に浮かせたフ

ロートにレーザーを照射することにより、潮位の変動を観測する。レーザー距離計

を含む資機材（以下、仮設潮位計という）の設置イメージを図１２、仕様等を表５

に示す。潮位の変動データについては、レーザー距離計から、現地設置のパソコン

に伝送し、現地監視人が測定結果を確認する。確認イメージについては図１３に示

す。 

 

 
 

図１２ 仮設潮位計の全体構成図 
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表５ 仮設潮位計の仕様等 

 

レーザー距離計 項目 仕様 

 
 
 
 

 
 

測定精度 ±2mm 

電源 単 4 アルカリ乾電池×2 本 

 

 

 
※10 分間の最大（最小）値と現時点での測定値を比較して、10 分変位（下降）及び（上

昇）を確認する。情報発信基準値（10 分以内に 0.45m）を超過した場合は警告として赤

色表示される。 

 

図１３ 測定結果の確認画面イメージ 

 

（ｃ）監視体制 

構外潮位計が全台欠測した場合、津居山地点に現地監視人（2 人）にて、仮設潮

位計で潮位観測を開始し、津波監視を行う。 

 

（ｄ）情報発信基準と通報連絡フロー 

津居山地点での観測潮位が「10 分以内に 0.5m の水位が下降（上昇）した場合」

を、津居山地点の潮位を計測する計装設備の情報発信基準とし、情報発信を行う。 

なお、情報発信基準のセット値は、構内の潮位観測システム（防護用）による取

水路防潮ゲートの閉止判断基準（トリガー）のセット値の考え方、津居山地点の既

往観測潮位計及び当社潮位計のセット値を踏まえ、「10分以内に 0.45m」とする。 

測定値
[ｍ]

2020年12月1日 6時31分50秒 0.76
2020年12月1日 6時32分00秒 0.77 + 0.00 − 0.01
2020年12月1日 6時33分10秒 0.78 + 0.00 − 0.02
2020年12月1日 6時33分20秒 0.77 + 0.01 − 0.01
2020年12月1日 6時33分30秒 0.77 + 0.01 − 0.01
2020年12月1日 6時33分40秒 0.77 + 0.01 − 0.00
2020年12月1日 6時42分20秒 1.02 + 0.00 − 0.26
2020年12月1日 6時42分30秒 1.10 + 0.00 − 0.34
2020年12月1日 6時42分40秒 1.13 + 0.00 − 0.37
2020年12月1日 6時42分50秒 1.15 + 0.00 − 0.39
2020年12月1日 6時43分00秒 1.21 + 0.00 − 0.45
2020年12月1日 6時43分10秒 1.25 + 0.00 − 0.48

− −

10分変位(上昇) 10分変位(下降)
日 付 時 刻

[ｍ] [ｍ]
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また、構外潮位計全台欠測時及び情報発信基準超過時の通報連絡フローを図１４

に示す。 

構外潮位計全台欠測時には、当社責任者である放射線管理課長から作業責任者に、

作業責任者は現地監視人に仮設潮位計による潮位観測を開始し、津波監視を行うよ

う指示を行う。情報発信基準超過時には、現地監視人から作業責任者に、作業責任

者は放射線管理課長に情報発信基準超過を連絡する。 

連絡手段については、携帯電話（2 台（予備 1 台を含む））にて、構外潮位計全台

欠測時点から、常時通話状態とし、通話ができないことを確認した時点で、保守的

に「（ｅ）構外潮位が観測できない場合の対応」を行うこととする。 

 

 
 

図１４ 構外潮位計全台欠測時及び情報発信基準超過時の通報連絡フロー 

 

（ｅ）構外潮位が観測できない場合の対応について 

構外潮位計及び仮設潮位計のいずれによっても、潮位が観測できない場合は、保

守的に、津居山地点に津波襲来を判断した際と同様に、荷役作業を中断し、陸側作

業員および輸送物の退避ならびに漂流物化防止対策を実施するとともに、係留強化

する船側と情報連絡を行う。 
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２． 構内の潮位計の確認・点検 

 

２．１ 日常確認 

構内の潮位計が動作可能※１であることを確認するために、１日に１回、以下の項目

を確認する。 

※１：中央制御室にて取水路防潮ゲートの閉止判断基準に係る潮位変動を確認でき

ること 

 

   【確認内容】 

    ・目視確認 

・監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）及び監視モニタ（３号及び４号

機中央制御室）の潮位表示値並びにトレンドグラフを目視確認し、指示が

正常であることを確認する。 

・監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）及び監視モニタ（３号及び４号

機中央制御室）の警報表示窓を目視確認し、警報が発信されていないこと

を確認する。 

 

２．２ 定期点検 

構内の潮位計は、定期的（プラント１サイクル毎）に以下の点検を実施する。 

   【点検内容】 

    ・各機器の目視確認・清掃 

各機器の目視確認・清掃を行い、致命的な損傷がないことを確認す 

る。 

・機器単体確認・動作検証 

機器の単体検査および動作検証を行い、健全性を確認する。 

・ソフトウェア照合※２ 

演算装置プログラムのマスターソフトウェアとのソフトウェア照合 

を行い、不整合がないことを確認する。(これにより計測範囲、警 

報設定値の不整合も合わせて確認できる) 

・入出力動作確認 

電源箱および演算装置へ模擬入力し、監視モニタ表示への出力を確認する。 

・機能確認試験 

演算装置に模擬入力を印加し、プログラム通りの設定値で警報が動 

作をしているか確認する。 

 

※２：構内の潮位計について論理回路はないが、取水路防潮ゲートの閉止判

断基準に係る潮位変動が発生した際に発信する警報はプログラムによ
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り構成されているため、そのプログラムが正常であることを確認す

る。 

 

２．３ 故障検知 

    高浜発電所の構内潮位計は、非接触式潮位計を採用しており、超音波や電波

が、液面から反射して戻ってくるまでの時間を測定することにより水位の変動を

検知する。今回申請の潮位計の構造図を図１５に示す。 
    想定される故障モード、故障した場合に想定される監視モニタ（１号及び２号

機中央制御室）及び監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）の指示変動並びに

指示変動に伴う判断方法は表６のとおり。想定される故障モードによって、監視

モニタ（１号及び２号機中央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機中央制御

室）の指示は、スケールダウン又はスケールオーバーとなる。 
スケールダウン又はスケールオーバーした場合は、監視モニタ（１号及び２号

機中央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）に「故障」の警報

が発信する設計としている。監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）又は監視

モニタ（３号及び４号機中央制御室）に「故障」の警報が発信した場合、運転員

は、監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機

中央制御室）の警報音が発信したことを把握し、監視モニタ（１号及び２号機中

央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）の画面上で警報名称及

び潮位データがスケールダウン又はスケールオーバーした状態が継続しているこ

と、及びそれ以外の 3 台の潮位データが通常潮位を示していることを目視確認す

ることにより、即座に故障した潮位計を除外するとともに、健全な 3 台で潮位監

視を継続し、2 台が津波を検知すれば取水路防潮ゲートを閉止判断できる。 
なお、スケールダウン又はスケールオーバーに至らない指示突変により、「変化

量注意」・「変化量警報」が同時に監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）又は

監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）に発信した場合、運転員は、監視モニ

タ（１号及び２号機中央制御室）又は監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）

の警報音が発信したことを把握し、監視モニタ（１号及び２号機中央制御室）又

は監視モニタ（３号及び４号機中央制御室）の画面上で警報名称及び潮位データ

の指示突変が発生していること、及びそれ以外の 3 台の潮位データと同様に通常

潮位を示していることを目視確認することにより、即座に故障した潮位計を除外

するとともに、健全な 3 台で潮位監視を継続し、2 台が津波を検知すれば取水路

防潮ゲートを閉止判断できる。  
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       2号機潮位計             3号機潮位計 

 
図１５ 今回申請の潮位計の構造図 

 
表６ 非接触式水位計の故障モード等の整理表 

 
※：各指示変動のイメージを示す。 

  
スケールダウン              スケールオーバー              指示突変 
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３．構外・構内潮位計の運用 
３．１ 動作可能及び動作不能の定義 
     既認可の保安規定第３４条（計測及び制御設備）では、動作可能及び動作不能

を「動作可能とは、当該計測及び制御設備に期待されている機能が達成される場

合をいう。また、動作不能とは、特に定めのある場合を除き、点検・修理のため

に当該チャンネルもしくは論理回路をバイパスする場合又は不動作の場合をい

う。」と定義している。 
     構外・構内潮位計の機能を踏まえると、「動作可能とは、監視モニタにて潮位

変化量の表示及び警報の発信ができる場合をいう。また、動作不能とは、点検・

修理のために当該チャンネルを除外する場合又は演算装置のハードウェア又は

ソフトウェアの故障等により、監視モニタにて潮位変化量を表示又は警報を発信

できない場合をいう。」と定義する。 
    
３．２ 演算装置の故障検知について 

演算装置のハードウェア及びソフトウェアの故障モード毎に速やかに異常を

検知する機能を有する設計としており、10 分 50cm の判断基準に影響を与えな

い設計となっていることを確認している。潮位観測システム（防護用）のうち、

潮位計は演算装置が組み込まれている。演算装置は、ハードウェアとソフトウェ

アという２つの大きな要素ブロックから構成されており、このうちハードウェア

については、ＣＰＵや入出力モジュール等が含まれ、これらの多くはランダム故

障の範囲と考えることができる。一方、ソフトウェアについては、設計過程、製

造過程等に直接関わり、これらの中で必然的に発生する決定論的原因故障の範囲

と考えることが妥当と考えられる。しかし、情報処理推進機構の公開文献「組込

みシステムの安全性向上の勧め（機能安全編）」に示されているとおり、近年の

組込みソフトウェアは複雑に進化しており、その発生の傾向としては限りなくラ

ンダム故障に近いものとして取り扱う必要がでてきていることを考慮し、以下に

ハードウェアに起因する異常及びソフトウェアに起因する異常への対応を説明

する。 
 

３．２．１ ハードウェアに起因する異常への対応 

ハードウェアに起因する異常については、中央制御室の監視モニタに警報が発

報され、速やかに異常を検知可能である。表７にハードウェアの故障モード及び

異常検知機能を示す。
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３．２．２ ソフトウェアに起因する異常への対応 

ソフトウェアに起因する異常については、情報処理推進機構の公開文献「組込

みソフトウェア開発における品質向上の勧め（バグ管理手法編）」を参照し、バグ

管理の目的、バグの定義を明確化するとともに、ソフトウェアライフサイクルプ

ロセスにおいて、どのような対応によりこれらのバグを検知し、どのような処置

を講ずるか整理する。 
 

(1) バグ管理の目的について 
ソフトウェアにおけるバグ管理は、以下の目的で行う。 

  バグの修正 
  残存するバグの有無の把握 
  バグの検出状況によるソフトウェアの品質の推定 
  バグの分析によるソフトウェアの品質改善 

バグ管理を行うことで、バグの発見、原因究明、修正、確認、承認等の一連の

バグ管理プロセスにより、対策漏れの防止や潜在バグの削減、対策の効率化と迅

速化を行い、ソフトウェアの品質向上を図ることができる。また、バグの発見か

ら解決まで、全てのライフサイクルを通じたバグ管理ができ、バグが未解決のま

ま残ったり、早期修正が必要なバグを見落としたりすることが無くなる効果を期

待できる。 
 

(2) バグの定義について 
 ソフトウェアに関しては、「ソフトウェアが故障した」という表現はあまり使わ

ず、「不具合」や「欠陥」、「バグ」等の言葉が一般的である。いわゆる、ソフトウ

ェアのバグは「障害（fault）」で、それが原因でソフトウェアが意図したとおりに

機能しない現象が「故障（failure）」であると捉えることができる。ただし、「バ

グ」という用語は標準規格では定義されていないが、「バグ」という言葉は、「障

害」そのものと、「障害」が原因となって起こる「故障」の両方を指すことがると

いう考え方が一般的である。 
 今回の潮位観測システム（防護用）に用いている演算装置のバグについては、

IEEE Std 982.1-2005「IEEE Standard Dictionary of Measures of the Software 
Aspects of Dependability.」の「欠陥（defect）」を参照し、「設計者や事業者の認

識の有無にかかわらず、すべての成果物において要件定義の誤り、仕様設計の誤

り、プログラミングの誤り、システム構築の誤り等により「期待される結果」と

乖離があるために、何かしらの対策・対応が必要と考えられる現象またはその原
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因。」と定義する。 
 

(3) バグ管理ついて 
 例えば、ソフトウェアの開発段階では、様々な要因によりバグの発生が考えら

れ、バグを漏らさず適切に処理し、再発を防ぐためには、バグに関する情報を記

録し、管理する必要がある。 
 バグの管理では、開発者や事業者が適切に対処できるよう、バグが発見されて

から、原因究明や処理が行われ、対応が完了したことが確認されるまでの一連の

活動「バグ管理プロセス」を行う。開発段階におけるバグ管理プロセスの基本フ

ローを図１６に示す。 
 

① 

→ 

② 

→ 

③ 

→ 

④ 

→ 

⑤ 

→ 

⑥ 
バ
グ
の
発
見
・
起
票 

担
当
者
の
割
り
当
て 

バ
グ
の
原
因
調
査 

バ
グ
の
修
正 

バ
グ
修
正
内
容
の
確
認 

バ
グ
の
修
正
完
了 

図１６ バグ管理プロセスの基本フロー 
 
① バグの発見・起票：発見されたバグは、帳票等に記録し関係者へ報告される。

報告の完了時にバグ票の状態は「起票済」となり、関係者に通知される。 
② 担当者の割り当て：起票された情報を確認し、適切な担当者を割り当てる。担

当者が割り当てられるとバグ票の状態は「担当者割当済」となり、担当者に通

知される。 
③ バグの原因調査：担当者は再現性の確認、バグの原因調査、修正方法の検討等

を行う。調査後、解決方法等の情報を合わせて記録し、バグ票の状態を「調査

済」とする。 
④ バグの修正：担当者は実際の修正作業を行う。バグを修正後、バグ票の状態を

「処置済」とし、報告は確認担当者などに通知される。 
⑤ バグ修正内容の確認：担当者は再テストを行い、修正が完了していることを確

認した上で、バグ票の状態を「検証済」とする。 
⑥ バグの修正完了：管理者は「検証済」となっているバグに対して内容を確認

し、バグ票の状態を「完了」に変更する。 
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 なお、実機供用段階においても、事業者はこれと同等の「バグ管理プロセス」

を行うことにより、全てのソフトウェアのライフサイクルプロセスにおいて適切

な管理活動を継続して実施し、ソフトウェアの品質向上を図ることができる。 
 

(4) バグ管理内容と管理項目について 
 バグ管理を行うために、バグに関するどのような情報を用いればよいかを、標

準的なバグ管理項目として設定する。管理主要項目一覧例を表８に示す。 
 

表８ 管理主要項目一覧例 
項目名 説 明 

管理番号 管理のための番号。 
概要 発生したバグに関する概要説明。 
重要度 バグが与える影響の度合いを分類する。 
ステータス 対応の状況を記述する。 

（例） 起票済（new）、担当者割当済（assigned）、調査済
（analyzed）、処置済（resolved）、検証済（verified）、完了
（closed） 

発見日時 バグの発見日時。 
完了日 処置内容の検証が終了し、処置完了した日付。 
内容 発生したバグに関する詳細な説明。問題動作だけでなく、本

来（仕様として）期待される動作も記述する。 
発見工程 バグを発見した工程。 
発生原因 バグ発生の原因分析結果。 
解決方法/処置内
容 

解決方法、修正内容あるいは対応方針。 

バグ区分 バグの分類。「第4－5－5表」を参照。 
作り込み工程 バグを作り込んだ工程。 
発見すべき工程 本来、バグを発見すべき工程。 
発見すべきｱｸﾃｨﾋﾞ
ﾃｨ 

本来、バグを発見すべきｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ（工程作業を、さらに分
割し、順序付けした作業要素）。 

 
 なお、管理項目のうちバグ区分については、バグ内の内容を分類した情報項目

で、バグの傾向分析を行ったり、改善ポイントを検討したりする際にこの情報を

用いることができる。バグ発生プロセス別に分類したバグ区分を表９に示す。 
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表９ バグ区分プロセス別に分類したバグ区分 
プロセ
ス 

種 別 説 明 

開発 
設計 

記述誤り ・ソフトウェア要求仕様書等における記述の間違い、
不明瞭、漏れなどによるもの。 
・設計書における上記種別以外の記述の間違い、不明
瞭、漏れなどによるもの。 

機能欠如 ・ソフトウェア要求仕様書等における記述で、要求さ
れている機能全体の抜けによるもの。 
・設計書における記述で、要求されている機能全体の
抜けによるもの。 

機能定義誤り ・ソフトウェア要求仕様書等における要求の定義が誤
っているもの。要求されていない機能が追加されてい
るものも含む。 
・設計書における機能の設計全体が誤っているもの。
要求されていない機能が追加されているものも含む。 

データ誤り データの取り扱いに関する誤りによるもの。 
演算誤り 演算方法に関する誤りによるもの。 
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ誤り ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ仕様（設計）関係の誤りによるもの。 

・システム間のデータ形式（構造、量）の誤り。 
・プログラム、タスク間のデータ形式の誤り。等 

ﾀｲﾐﾝｸﾞ誤り タスク間のﾀｲﾐﾝｸﾞ関係の誤り、設計不十分によるも
の。 
・タスク間の実行条件（処理順序や割り込み処理の優
先順位）の誤り。 

ｴﾗｰﾁｪｯｸ誤り ｴﾗｰﾁｪｯｸの抜けによるもの。 
・関数、メソッド呼び出しの戻り値の扱いの誤り（ｴﾗ
ｰﾁｪｯｸ抜け）、入力データのチェックの誤りなど。 

実装 データ誤り コードレベルでのデータの取り扱いの誤りによるも
の。 

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ誤り コードレベルでのｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ関係の誤りによるもの。 
・関数・メソッド呼び出しの引数の誤り。 
・他社製ソフトウェアの設定や呼び出し誤り。 

ﾀｲﾐﾝｸﾞ誤り コードレベルでのタスク間のﾀｲﾐﾝｸﾞ関係の誤りによる
もの。 
・タスク間の実行条件（処理順序や割り込み処理の優
先順位）の誤り。 

ｴﾗｰﾁｪｯｸ誤り コードレベルでのｴﾗｰﾁｪｯｸの抜けによるもの。 
機能欠如 コードの記述で、要求されている機能全体の抜けによ

るもの。 
機能実装誤り 上記以外で機能の実装が正しくないもの。要求されて

いない機能に対するコードが追加されているものも含
む。 
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(5) バグの検知方法について 
開発・設計段階においては、ベンダーの品質保証によりソフトウェアの不具合

が混入しない対策を講じており、ソフトウェア故障の可能性は十分低く抑えられ

ている。 
しかし、表９「バグ区分プロセス別に分類したバグ区分」に示すとおり、ソフ

トウェアのライフサイクルプロセスにおいて、何らかのバグが発生する可能性が

あることを否定できない。 
このため、より一層の信頼性向上の観点で、開発・設計段階においては、バグ

を検知するため複数の機能検査（メモリ検査、プログラム実行検査、通信検査、

リアルタイムクロック検査等）を実施するとともに、定周期処理、シングルタス

ク構成、割り込み処理なしの簡素なソフトウェア処理構造にするとともに、可視

化言語（ラダープログラム）を適用し、可能な限りバグを容易に検知できる措置

を講じる。また、実機供用後の運転・変更・廃止段階においては、事業者の定期

点検、設備保全等（マスターソフトウェアと実機に装荷したソフトウェアの照

合、演算装置に模擬入力を印加しプログラム通りの設定値で警報が動作をしてい

ることを確認する。また、取水路防潮ゲート閉止判断基準には到達しないが、平

常時とは異なる潮位変動を確認した場合（台風等の異常時の潮位変動を除く）、監

視モニタと手計算の潮位変化量が整合していることを確認する等）によりバグが

発生していないことを確認するとともに、バグを検知した場合は、ソフトウェア

のバージョンアップ等により正しいソフトウェアへ速やかに更新する。これらの

ソフトウェアライフサイクルプロセスの各段階における対応により、バグの検知

が可能である。表１０にソフトウェアライフサイクルプロセスにおけるソフトウ

ェア管理活動を示す。 
なお、演算装置は、4台のうち固定しない予備を設けること、各チャンネルが独

立していることから、1台ずつソフトウェアの更新ができる設計としている。この

ため、1台のソフトウェアが更新中の場合においても、3台による潮位監視が可能

であり、判断基準に影響を与えない設計としている。 
これらの開発・運用上の多層的な配慮により、ソフトウェアの高い信頼性を確

保している。
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参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津波警報等が発表されない可能性のある 
津波への対応に係る社内標準（案） 

【事故時操作所則】 
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A－5（1u） 
 

A－5 地震・津波(1/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

改正 

A 

フロー(2/2)へ 

※1     内はフローが完了するまでの間、津波情報の有無を常時監視し、 
情報に応じた対応に移行することを意味している。 

※2 津波情報とは、遠方で発生した地震等で、(一財)日本気象協会の地震情報が

ない場合でも、津波注意報または津波警報が発令している場合を含む。 

ユニット 
運転中 

 

Y 

N 

N N 

N 

N 

N 

Y 

Y 

N 

Y 

Y 

Y 

Y 

N 

津波対応操作 「添付－１ 地震発生時
の点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

ユニット 
運転継続可能 

 

発電機出力 
25%以下 

 

タービンまたは原子炉 
手動トリップ 

最大負荷降下率 
(5%/分)で負荷降下 

外部電源 
なし 

 

完 

｢B－3－(1) 外部電源喪
失(単独運転失敗)｣  
 の項に従う。

循環水ポンプ 
停止確認 

取水路防潮 
ゲート閉止 

ユニット 
トリップ 

 

他号炉が地震加
速度高トリップ 
していない※5 

構外潮位計 1(2) 
故障復旧 

「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

津波警報 
発令※4 

 

津波警報 
発令※4 

 

循環水ポンプ 
停止操作 

「添付－1 地震発生時の
点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

地震・津波発生 

津波情報 ※2 

福井県と京都府のいずれ
かの津波予報区で大津波

警報が発令※3 

完 

循環水ポンプ 
停止操作 

原子炉 
手動トリップ 

「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

緊急濃縮操作 

完 

完 

※1 

Y 

N 

Y N 

Y 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

N 

Y 

津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号機海水ポンプウェル潮位計化量注意」 
または 

津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計 1(2)変化量注意」警報発信 

N 

Y 

※3 日本海を震源とする地震により、福井県と京都府のいずれかの津波予報区

で大津波警報が発令された場合 
※4 日本海を震源とする地震により、福井県と京都府のいずれかの津波予報区

で津波警報が発令された場合 
※5 他号炉とは 2・3・4 号炉のことをいう。 

構外潮位計故障時の対応 

N 

Y 

津波監視装置構外潮位モニタ 
「構外潮位計 1・2」故障 

事象収束後の点検 

緊急濃縮操作 

A・B ディーゼル発電機室 
冷却ファン起動操作 

B 

フロー(2/2)へ 

完 

C 

C 
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A－5（1u） 
 

A－5 地震・津波(2/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改正 

A 

フロー(1/2)より 

津波対策 

取水路防潮ゲート 
閉止準備 

いずれかの取水路防潮
ゲート閉止判断基準判
断基準に達したか 

循環水ポンプ停止操作 
原子炉手動トリップ 

循環水ポンプ停止確認 

取水路防潮ゲート閉止 

海水ポンプ運転状態確認 

緊急濃縮操作 

監視計器の指示
が通常の潮位変
動となった場合 

完 

N 

Y N 

Y 

指示変動が誤検知 
および計器故障でない 完 

Y 

N 

フロー(1/2)より 

B 

完 

事象収束後の点検 

津 波 監 視 装 置 潮 位 モ ニ タ

「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル

潮位計」のうち、2 台の観測潮

位がいずれも 10 分以内に

0.45m 以上下降(上昇)し、その

後、最低(最高)潮位から 10 分

以内に 0.45m 以上上昇(下降)
した場合 

津 波 監 視 装 置 潮 位 モ ニ タ

「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル

潮位計」のうち、2 台の観測潮

位がいずれも 10 分以内に

0.45m 以上上昇(下降)した場合 

津波監視カメラで有意な津波

の前兆を確認した場合 

N 

Y 

循環水ポンプ 
停止操作 

「添付－1 地震発生時の
点検範囲」 参照 

各系統・機器 
に異常発生 

 

緊急濃縮操作 

N 

Y 

各系統・機器 
異常時の対応操作 

原子炉 
手動トリップ 

津波警報 
発令※4 

 

Y 

N 津波監視装置構外潮位モ
ニタ「構外潮位計 1(2)」
が 10 分以内に 0.95m 
以上下降(上昇)した 

【取水路防潮ゲートの閉止判断基準】 
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A－5－17（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
 【海底地すべりによる津波発生を検知した場合】 

1 課長 海底地すべりによる津波発生の徴候を検知

すれば、海底地すべりによる津波発生時の

対応操作を行うよう全員に指示する。 

  

2 課長 
班長 
制御 
主機 

 津波監視装置潮位モニタ「1(2)号海水ポンプウ

ェル潮位計」、津波監視装置構外潮位モニタ「構

外潮位計1(2)」の指示変動が誤検知および計器

故障でないことを次により確認する。 

 

計器の故障と判断した場合は、計装保修課長に

連絡する。 
 

     運転操作、作業に伴う潮位変動でない。  

     明らかな計器故障でない。  

     複数の監視計器のうち、１つの監視計器が

単独で指示変動していない。 
 

3 課長 1号機または2号機津波監視装置潮位モニタで警報が

発信した場合は、B中央制御室当直課長に衛星電話(津

波防護用)を使用して警報が発信したことを連絡する。 

  

4  所内一斉ページングにより避難指示を行

う。 
  

 課長 (1) 海岸付近から全員避難するよう所内一

斉ページングを行う。 
ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併する。 
 

 課長 (2) 放水口付近の作業員に対し車両に乗車

し高所に避難するよう所内一斉ページ

ングにより指示する 

ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併し、B中央制御室にて1・2号－3・4号
を合併した後、B中央制御室、A中央制御室の順

で所内一斉ページングを実施する。 

 

 全員 (3) 海岸付近から全員避難する。   

5 課長 津波と想定される潮位を観測したことを、

関連各課長に連絡する。 
  安全・防災室課長 
  土木建築課長 
  原子燃料課長 
  放射線管理課長 

 

   平日夜間・休日は、現場調整当番者に連絡する。  

6 補機 取水路防潮ゲートに移動する。   

7 主機 
補機 

 取水路防潮ゲート落下機構の電源系および制御

系に異常がないことを確認する。 
 

     現場操作者は、確認後高台で待機する。  

     遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止

操作を行う。 

 

  

改正 
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A－5－18（1u） 
 

 

順序 担当 操   作 確認および注意 関連 
画面 

8 班長 津波情報の収集に努め、結果を当直課長に

報告する。 
  

9 班長 海底地すべり津波発生に伴い、関連パラメ

ータの監視を強化する。 
  

 主機 (1) 津波監視設備 次の各パラメータ等を確認する。  

   a. 津波監視カメラ（放水口側）  

   b. 津波監視カメラ（取水口側）  

   c. 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水

ポンプウェル潮位計」 
 

   各潮位計の指示および津波監視装置潮位モニタ

で発信した警報は、A中央制御室当直課長とB中

央制御室当直課長が連携し、衛星電話(津波防護

用)を使用して情報共有を行う。 

 

   d. 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計

1・2」 
 

 主機 (2) 取水口潮位 次の各パラメータを汎用トレンド等で確認す

る。 
 

   a. ロータリースクリーン下流側水位 JW-1 

   b. 取水口潮位 JW-1 

 主機 (3) ロータリスクリーン下流側水位が低い

場合は、循環水ポンプ出口圧力および

海水ヘッダ圧力の監視を強化する。 

a. 津波による人身災害を防止するため、中央

制御室計器により監視する。 
JW-1 

SW-1 

 b. ロータリスクリーン下流側水位が海水ポ

ンプ、循環水ポンプの許容量最低水位以下

に低下する場合は、【添付－5】「潮位異常

低下時の処置」の処置を並行して行う。 

 

 主機 
補機 

(4) タービン建屋等の窓、扉、シャッタの

点検・閉鎖を行う。 
屋外操作は実施しない。  

 班長  (5) 水密扉監視設備の警報監視により、水密扉

の閉止状態を確認する。 
 

    開放されている場合は、所内一斉ページン

グ等により扉開放者に閉止するよう連絡

する。 

 

  

改正 
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A－5－19（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
10 課長 津波監視装置潮位計が次のいずれかの状態

となり、海底地すべり津波によるプラント

停止を判断すれば、対応操作を行うよう全

員に指示する。 

B中央制御室当直課長と衛星電話(津波防護用)
を使用して情報共有を行う。 

 

   指示変動が誤検知および計器故障でないことを

次により確認する。 
 

     運転操作、作業に伴う潮位変動ではない。  

     明らかな計器故障ではない。  

     複数の監視計器のうち、1つの監視計器が

単独で指示変動していない。 
 

  (1) 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号
海水ポンプウェル潮位計」のうち、2台
の観測潮位がいずれも10分以内に

0.45m以上下降し、その後、最低潮位か

ら10分以内に0.45m以上上昇するこ

と、または10分以内に0.45m以上上昇

し、その後、最高潮位から10分以内に

0.45m以上下降することを観測した場

合 

  

  (2) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮

位計1(2)」において10分以内に0.95m
以上の下降もしくは上昇を観測し、そ

の後、1(2)(3)(4)号海水ポンプウェル潮

位計において2台の観測潮位がいずれ

も10分以内に0.45m以上下降した、ま

たは10分以内に0.45m以上上昇した場

合 

  

  (3) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮

位計計 1(2)」において 10分以内に

0.95m以上の下降もしくは上昇を観測

し、その後、津波監視カメラで有意な

津波の前兆を観測した場合 

  

11 班長 ユニット停止することを需給運用グループ

に連絡する。 
  

12 主機 運転している循環水ポンプの操作器を「停

止」とし、停止操作を開始する。 
運転操作所則(タービン関係) 
「Ⅱ－33 循環水ポンプ」の項に従う。 

JW-1 

   “順序13”と並行操作で行う。  

   プラント停止判断後5分以内に停止を完了させ

る。 
 

  

改正 
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A－5－20（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
13 制御 (1) 原子炉を｢手動｣トリップさせる。   

 班長 
制御 
主機 

(2) ユニットトリップ時の処置を行う。 「B－1 発電機トリップ」 
「C－1 タービントリップ」 
「D－1 原子炉トリップ」 
 の項に従う。 

 

14 主機 A/Bディーゼル発電機室冷却ファン中央制

御室操作盤で次の操作を行う。 
  

  (1) 切替スイッチを「通常」から「切替」に

する。 
a. 切替表示灯「白」点灯  

   b. 表示灯「緑」点灯  

   c. 津波が到達するまでに「切替」にし、ディ

ーゼル発電機制御盤を切り離す。 
 

  (2) A・Bディーゼル発電機室冷却ファン

(VS－37A・B)を起動する。 
表示灯「緑」→「赤」  

15 主機  循環水ポンプの停止を確認する。 JW-1 

16 課長 B中央制御室から3・4号機のユニット停止

および循環水ポンプ停止完了の連絡があれ

ば、取水路防潮ゲートを閉止するよう指示

する。 

  

17 主機 
補機 

中央制御室遠隔操作盤(機械式)または中央

制御室遠隔操作盤(電磁式)で全ての取水路

防潮ゲートを閉止する。 <(1)～(2)> 

遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止する。 
保守作業等にて遠隔閉止できない場合は作業責

任者へ閉止依頼する。 

 

  (1) 中央制御室遠隔操作盤(機械式)で閉止

する場合 
  

  a. A(B)ゲート電源CSを「電源入」位置

にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート自重降下モータ電

源表示灯 ............................... 「電源」点灯 
 

   (b) A(B)ゲート自重降下モータ操作可表示灯 
 ......................................... 「操作可」点灯 

 

  
b. A(B)ゲート自重降下CSを「自重降

下」位置にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート電動復帰LS ON表

示灯 .................................. 「LS ON」消灯 
 

  
 (b) A1・A2(B1・B2)ゲート自重降下LS ON表

示灯 .................................. 「LS ON」点灯 
 

  
 (c) A(B)ゲート中間開度表示灯 

 ........................... 「中間開度」点灯後消灯 
 

   (d) A(B)ゲート全閉表示灯 ......... 「全閉」点灯  

  

改正 
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A－5－21（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 

  
(2) 中央制御室遠隔操作盤(電磁式)で閉止

する場合 
 

 

  a. A(B)ゲート電源CSを「電源入」位置

にする。 
A1・A2(B1・B2)ゲート電磁クラッチ電源表示灯 
 ..................................................... 「電源」点灯 

 

  b. A(B)ゲート電磁クラッチCSを「電磁

クラッチ入」位置にする。 
(a) A1・A2(B1・B2)ゲート電磁クラッチ表示

灯 ............................... 「クラッチ入」点灯 
 

   (b) A(B)ゲート中間開度表示灯 
 ........................... 「中間開度」点灯後消灯 

 

   (c) A(B)ゲート全閉表示灯 ......... 「全閉」点灯  

18 課長 取水路防潮ゲートが閉止したことをB中央

制御室に連絡する。 
  

19 班長  水密扉監視設備の警報監視により、水密扉の閉

止状態を確認する。 
 

   開放されている場合は、所内一斉ページング等

により扉開放者に閉止するよう連絡する。 
 

20 制御 
補機 

 潮位低下による海水ポンプの運転状態に異常が

ないことを確認する。 
SW-1 

   運転操作所則(タービン関係) 
「Ⅱ－31 海水ポンプ」の項に従う。 

 

21 全員 モード3(高温停止状態)への移行操作を開

始する。 
運転操作所則(原子炉関係 上) 
「Ⅲ－3－(1) 原子炉停止(モード1からモード

3)」の項に従う。 

 

22 制御 緊急濃縮を行う。 「D－15 緊急濃縮」の項に従う。 CS-2 

 [点  検] 
23 課長 事象収束後の点検を指示する。 事象収束後の点検は次のとおり行う。 

(1) 中央制御室点検(添付－2) 
(2) 巡回点検表 

 

24 全員 事象収束後の点検を実施し、点検結果を当

直課長に報告する。 
  

25 課長 (1) 点検結果により機器等に異常が発生し

ていれば、その処置を行うよう全員に

指示する。 

  

(2) プラント各パラメータの監視を続ける

よう全員に指示する。 
  

(3) 系統・機器の点検結果等を第一発電室

長に報告する。 
第一発電室長より所長および原子炉主任技術者

に報告する。 
 

 
  

改正 
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A－5－22（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
【構外潮位計欠測時の処置】 

1 課長 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計

1・2」が欠測した場合、海底地すべりによ

る津波発生時と同様の対応操作を行うよう

全員に指示する。 

  

2 課長 構外潮位計が欠測したことを関連各課長に

連絡する。 
  安全・防災室課長 
  土木建築課長 

 

   平日夜間・休日は、現場調整当番者に連絡する。  

3 補機 取水路防潮ゲートに移動する。   

4 主機 
補機 

 取水路防潮ゲート落下機構の電源系および制御

系に異常がないことを確認する。 
 

     現場操作者は、確認後高台で待機する。  

     遠隔操作で閉止できなければ現地で閉止

操作を行う。 

 

5 班長 関連パラメータの監視を強化する。   

 主機 (1) 津波監視設備 次の各パラメータ等を確認する。  

   a. 津波監視カメラ（放水口側）  

   b. 津波監視カメラ（取水口側）  

   c. 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水

ポンプウェル潮位計」 
 

   各潮位計の指示および津波監視装置で発信した

警報は、A中央制御室当直課長とB中央制御室当

直課長が連携し、情報共有を行う。 

 

 主機 (2) 取水口潮位 次の各パラメータを汎用トレンド等で確認す

る。 
 

   a. ロータリースクリーン下流側水位 JW-1 

   b. 取水口潮位 JW-1 

6 課長 所内一斉ページングにより避難指示を行

う。 
  

  (1) 海岸付近から全員避難するよう所内一

斉ページングを行う。 
ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併する。 
 

  (2) 放水口付近の作業員に対し車両に乗車

し高所に避難するよう所内一斉ページ

ングにより指示する 

ページングは、A中央制御室にて1・2号－アス固

化を合併し、B中央制御室にて1・2号－3・4号
を合併した後、B中央制御室、A中央制御室の順

で所内一斉ページングを実施する。 

 

  

改正 
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A－5－23（1u） 
 

 
順序 担当 操   作 確認および注意 関連 

画面 
7 全員 構外潮位計欠測時において、次の徴候を検

知した場合、【海底地すべりによる津波発

生を検知した場合】に移行する。 

指示変動が誤検知および計器故障でないことを

次により確認する。 
  運転操作、作業に伴う潮位変動ではない。 
  明らかな計器故障ではない。 
  複数の監視計器のうち、1つの監視計器が

単独で指示変動していない。 

 

  (1) 1(2)号機津波監視装置潮位モニタの

「海水ポンプウェル潮位計変化量注意

(引き波)」もしくは「海水ポンプウェル

潮位計変化量注意(押し波)」警報のい

ずれかが発信した場合 

  

  (2) 3(4)号機津波監視装置潮位モニタの

「海水ポンプウェル潮位計変化量注意

(引き波)」もしくは「海水ポンプウェル

潮位計変化量注意(押し波)」警報のい

ずれかが発信した場合 

3(4)号機津波監視装置潮位モニタの警報発信

は、B中央制御室当直課長より衛星電話(津波防

護用)を使用して連絡される。 

 

8 課長 構外潮位計1(2)の故障が復旧すれば【構外

潮位計欠測時の処置】を解除する。 
  

改正 

235



A－5－36（1u） 
 

 
【参考資料】 

地震・津波による事故の特徴と収束 
 

1. 事故の特徴 
(1) 地震が発生した場合は、配管・タンク等の破断による漏えいの可能性があり、特に2次系での油類または

薬品等の流出および1次系での放射性物質の環境への放出に注意する必要がある。 
(2) 地震の規模が大きく振動レベルが原子炉トリップ設定値に達すれば、原子炉が自動トリップする。 
(3) 海底地すべりによる津波が発生した場合は、津波警報等が発信される可能性は低いが発電所構内に設置

されている海水ポンプウェル潮位計および、構外に設置されている潮位計の挙動を監視することで検知

が可能である。 
 

2. 事故の収束 
(1) 地震が発生すれば、ユニット各パラメータの中央監視を強化するとともに、震度3以上で所内各所を巡回

点検し、漏えい等の異常がないことを確認する。 
また、地震の規模に応じて制御棒作動試験、格納容器内点検等を「添付－3 健全性確認－1」「添付－4 
健全性確認－2」に従い実施する。 

(2) 原子炉が自動トリップすれば、ユニットトリップ時の処置を行うとともに、各系統・機器に異常がない

ことを確認する。 
(3)  地震が発生した場合に、廃棄物処理建屋(固体廃棄物処理建屋および固体廃棄物固型化処理建屋)内でサン

プ検知による警報が発信した場合は、溢水と判断し漏えいによる影響が大きい消火水系統を優先した隔

離を行う。 
(4) 海底地すべりによる津波が発生し、構外潮位、1号海水ポンプウェル潮位、2号海水ポンプウェル潮位、3

号海水ポンプウェル潮位、4号海水ポンプウェル潮位の急な変化を検知すれば、その監視計器等の監視を

強化するとともに、取水路防潮ゲート閉止判断基準に到達すれば、次の操作を速やかに実施する。 
a. 運転中のすべての循環水ポンプ停止 
b. 原子炉手動トリップ 
c. 取水路防潮ゲート閉止（a.およびb.完了後） 
なお、A中央制御室に設置されている潮位観測システム(補助用)の3号海水ポンプウェル潮位および4号海

水ポンプウェル潮位は潮位監視として活用し、取水路防潮ゲート閉止判断はB中央制御室に設置されて

いる潮位観測システム(防護用)の3号海水ポンプウェル潮位および4号海水ポンプウェル潮位を使用する。

潮位監視システムの概念図を図－1に示す。 
(5) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計1・2」が欠測すれば、海底地すべりによる津波発生時と同様

の初期対応を行い、津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)号海水ポンプウェル潮位計」等の監視計器によ

る監視を強化する。 
(6) 衛星電話(津波防護用)の補助設備として運転指令設備、保安電話(固定)、保安電話(携帯)を活用する。 
(7) 津波監視装置構外潮位モニタ「構外潮位計1(2)変化量注意」警報発信後、約30分間は監視強化体制を継続

し、その後、構外の観測潮位と海水ポンプ室潮位計にて通常の潮位変動となったことを確認すれば体制

を解除する。 
  

改正 
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A－5－37 / E（1u） 
 

 
(8) 津波監視装置潮位モニタ「1(2)(3)(4)海水ポンプウェル潮位計変化量注意(引き波)(押し波)」警報発信後、

監視強化体制を確立し、最低(最高)潮位到達後、構外の観測潮位と海水ポンプウェル潮位計にて通常の潮

位変動となったことを確認すれば体制を解除する。 
 

3. 弾性設計用地震動Sd以上の地震により自動停止した場合は、安全確保上重要な設備において機能確認試験 
 が必要となる。 

(1) 非常用炉心冷却系機能検査 
(2) 非常用予備発電装置機能検査 
(3) 淡水タンク水位確認およびディーゼル消火ポンプ・電動消火ポンプ起動試験 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－1 潮位観測システム（防護用）、潮位計および潮位観測システム（補助用）概念図 
 
 

改正 

送受信ユニット 送受信ユニット

無線送受信 

B 中央制御室 A 中央制御室 

監視モニタ 監視モニタ 

1 号機 
海水ポンプ室

2 号機 
海水ポンプ室

3,4 号機 
海水ポンプ室

3,4 号機 
海水ポンプ室 

当直課長間の連携 

監視モニタ 監視モニタ 衛星電話 
（津波防護用） 

衛星電話 
（津波防護用） 

実線：1,2,3,4 号機潮位観測システム（防護用） 
点線：1,2,3,4 号機潮位観測システム（補助用） 

1,2 号機 潮位計 3,4 号機 潮位計 

監視モニタ 監視モニタ 

① ② ③ ④ ① ② ③ ④ 

① ② ③ ④ 

①1 号機海水ポンプ室潮位 
②2 号機海水ポンプ室潮位 

③3,4 号機海水ポンプ室潮位 
④3,4 号機海水ポンプ室潮位 
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補足説明資料－６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応にかかる 
保安規定の施行期日について 
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１．施行期日の規定方針 

津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る附則について、施行期日

の設定内容に関する説明を行う。 
 

２．施行期日の記載 

新規制基準適合のための１、２号保安規定申請（＝取水路防潮ゲート３門以上を開状

態とすることにつながる申請）の附則 5 項において、警報なし津波に係る内容を以下の

①、②の記載方針に基づき規定する。（附則の記載は参考資料１、取水路防潮ゲート３

門以上開の条件については参考資料２参照） 
＜附則 5 項＞ 

 
 
 

以  上 
 
 

 
 
 
 
 
上記の附則を適用する保安規定条文は、潮位観測システム（防護用）［潮位計、衛星

電話］等の使用前確認が必要な設備の運用を記載している、以下の津波警報等が発表さ

れない可能性のある津波に係る変更条文全てを対象としている。（詳細は参考資料３参

照） 
・第６８条の２ （津波防護施設）  

→運転上の制限等を規定 

・第８９条 （予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合）  

→予防保全を目的とした点検・保修作業を規定 

・添付２（火災、内部溢水、火山影響等、自然災害および有毒ガス発生時の対応に係る実施

基準） →津波に係る運用を規定 

・添付３ （重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準）  

→津波に係る運用を規定 

 
 

本規定施行の際、津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に関連する規

定（構外の観測潮位を用いた運用を含む）については、 

 ①１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の津波警報等が発表されない可能性のある津

波への対応に係る全ての工事が完了した時の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律第４３条の３の１１第３項の使用前確認完了日（構外の観測潮位

を用いた運用を含む）、 

 ②または、３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送

水車の導入等）に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終

了日 

のいずれか遅い日以降に適用することとし、それまでの間は従前の例による。 
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附則には本件申請の認可・施行から津波警報等が発表されない可能性のある津波の設

工認に対する使用前確認完了までの間は、「従前の例による」と規定しており、既認可

の保安規定添付２に以下のとおり記載していることから、取水路防潮ゲート２門常時閉

止状態が担保される。また、以下の規定については、従前の例として認可後の保安規定

完本の附則に明記のうえ周知することとしている。 
 

 

 

 

 

 

 
３．その他 

（１）１号炉、２号炉の警報なし津波に係る規定が新規制基準適合プラントに適用される

ことは、附則２項の「原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各

原子炉施設に係る使用前検査終了以降に適用」の記載により明確化されていると考

える。 

（２）現在審査中の高浜３，４号機の設計及び工事計画認可申請（中央制御室居住性評価

への１～４号機の同時被災の反映）（以下、「本設工認」という。）は、居住性評価に

おける被災の想定を１号機、２号機、３号機及び４号機の同時被災を想定すること

を明確にした上で、技術基準への適合性を確認するものであり、１，２号機の燃料

装荷までに対応が必要である。 

なお、本設工認の内容は運用の変更を伴わず、保安規定変更を伴わないため、技

術基準への適合性の確認を１，２号機の燃料装荷までに対応する旨を設工認の補足

説明資料に反映することとする。 

（３）新規制基準適合のための１、２号保安規定申請（＝取水路防潮ゲート３門以上を開

状態とすることにつながる申請）の附則第２項において、３、４号ＳＡ高度化（消

防ポンプから送水車への切り替え）の適用時期について、以下の記載方針に基づき

記載する。 
これにより、１１月２６日の審査会合でお約束した「ゲート２門開状態の間は（ゲ

ート３門以上を開状態とする条件が整うまでは）既工認で認可を得た消防ポンプを

ＳＡ時の給水手段として用いる（送水車へは切り替えない）」（参考資料４参照）こ

とを明確にする。 
 
本件は、保安規定変更認可申請の補正申請にて対応する。 

＜保安規定 添付２（抜粋）【既認可】＞ 

５ 津 波 

５．４ 手順書の整備 

ｄ．取水路防潮ゲートの管理 

(a) 取水路防潮ゲート４門のうち、片系列２門については、常時閉止運用とする。 
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＜附則 2 項＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）保安規定の審査結果については、社内標準（参考資料５）に基づく以下の仕組み

を整備しており、社内標準等へ反映することとしている。 
   保安規定附則に規定する各条文の適用時期や対象の条文についても、この仕組み

に従い社内標準の附則等に反映され管理される。 
〇申請時の対応 

・保安規定変更認可申請時、その内容を必要箇所に通知するとともに、関係標準

類の制改廃を社内関係箇所へ依頼する。 
〇審査中の対応 

・社内関係箇所は審査に関与するとともに、保安規定変更認可申請の審査を踏ま

えて最終的に整理された約束事項について、保安規定及び保安規定審査資料と

あわせて社内関係箇所へ共有される。 
〇社内標準の制定 

・社内関係箇所において、約束事項も踏まえた社内標準の制改廃案が作成され、

委員長（所長）と委員（炉主任、電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技

術者、各課（室）長および委員長が指名したもの）で構成された発電安全運営

委員会にて、審議のうえ制定される。 
 以 上 

 
参考資料 
１．使用前検査等に係る附則 
２．津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応手続きと取水路防潮ゲート３

門以上開の条件（11/26 審査会合資料（抜粋）） 
３．津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に関連する規定の整理 
４．取水路防潮ゲート３門以上開が可能となる対応について（11/26 審査会合資料（抜 

粋）） 
５．社内標準（抜粋） 

本規定施行の際、使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原

子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前

検査終了日（ただし、３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一

部変更（送水車の導入等）に係る使用前検査の対象となる規定については、工事の計

画に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日、かつ１号

炉、２号炉、３号炉および４号炉の津波警報等が発表されない可能性のある津波への

対応に係る全ての工事が完了した時の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律第４３条の３の１１第３項の使用前確認完了日（構外の観測潮位を用いた運

用を含む）以降に適用することとし、それまでの間、なお、従前の例による。 
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参考資料１ 
使用前検査等に係る附則 

・高浜３、４号炉の特重施設に係る附則の記載 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・高浜１，２号炉新規制基準適合に係る附則の記載 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜保安規定 附則（抜粋）【認可済み】＞ 

附 則（２０２０年１０月７日 平成２６原安管通達第３号－２６）  
（施行期日）  
２．本規定施行の際、使用前検査対象の特重施設に関連する規定および特重施設要員の確保に関

連する規定（特重施設要員の有毒ガス防護に関連する規定を含む）については、工事の計画

に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降に適用すること

とし、それまでの間は従前の例による。  
なお、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１７条第３号の規定に基づく使用の

承認を受ける場合は当該の承認日以降に適用することとし、それまでの間は従前の例による。 
３．本規定施行の際、使用前検査対象の蓄電池（３系統目）に関連する規定については、工事の

計画に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降に適用する

こととし、それまでの間は従前の例による。 

＜保安規定 附則（抜粋）【申請中】＞ 

附 則（平成  年  月  日 平成２６原安管通達第３号－  ）  
（施行期日）  
第 １ 条 この通達は、    年  月  日から施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原子炉に燃

料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日（ただ

し、３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送水車の導入等）

に係る使用前検査の対象となる規定については、工事の計画に係る全ての工事が完了した時

の各原子炉施設に係る使用前検査終了日、かつ１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の津波警

報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る全ての工事が完了した時の核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第３項の使用前確認完了日（構

外の観測潮位を用いた運用を含む）以降に適用することとし、それまでの間、なお、従前の例

による。ただし、上記検査がない設備については構造、強度または漏えいに係る検査終了日以

降に適用する。なお、第１３条（運転員等の確保）については、２号炉の原子炉に燃料体を挿

入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降に適用する

こととし、それまでの間のうち、１号炉の原子炉に燃料体を挿入することができる状態になっ

た時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日までは従前の例により、それ以降は別紙－１に

よる。 

３．第８５条（重大事故等対処設備）のうち、原子炉下部キャビティ水位計に係る規定について

は、原子炉の運転モード５の期間における使用前検査終了日以降に適用する。 

（中略） 

５．本規定施行の際、使用前事業者検査対象の津波警報等が発表されない可能性がある津波への

対応に関連する規定については、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の津波警報等が発表さ

れない可能性のある津波への対応に係る全ての工事が完了した時の核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第３項の使用前確認完了日（構外の観測

潮位を用いた運用を含む）、または３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段

の一部変更（送水車の導入等）に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検

査終了日のいずれか遅い日以降に適用することとし、それまでの間は従前の例による。 
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参考資料３ 

津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に関連する規定の整理 
 

保安規定に定める運用事項 必要な設備、手順等 

第６８条の２（津

波防護施設）   

表６８の２－１ (2) 潮位計３台が動作可能※３であること  

※３：動作可能とは、潮位検出器による潮位の観測、演算装置による潮位変化量の演算お

よび監視モニタによる潮位変化量の表示、警報の発信が正常にできることをいう（以

下、本条において同じ）。 

潮位観測システム（防

護用）（潮位計） 

(3) 衛星電話（津波防護用）４台※４※５が動作可能であること 

※４：衛星電話（津波防護用）４台とは、Ａ中央制御室およびＢ中央制御室に各々２台をい

う。また、衛星電話（津波防護用）には、衛星電話（固定）と兼用するものをＡ中央

制御室およびＢ中央制御室で各々１台含めることができる（以下、本条において同

じ）。 

※５：衛星電話（津波防護用）と兼用する衛星電話（固定）が動作不能時は、第８５条（表

８５－２０）の運転上の制限も確認する。 

潮位観測システム（防

護用）（衛星電話（津波

防護用）） 

衛星電話（固定） 

 

表６８の２－２ D.２台の潮位計が動作可

能である場合 

D.1 当直課長は、３台のうち動作不能となっている潮位計１台にて取水路防潮ゲートの閉

止判断基準に係る潮位変動※６を確認したとみなす。 

※６：取水路防潮ゲートの閉止判断基準に係る潮位変動とは、潮位計の観測潮位がいずれ

も 10 分以内に 0.5 m※７以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内に 0.5 m※７以

上上昇すること、または 10 分以内に 0.5 m※７以上上昇し、その後、最高潮位から 10 

分以内に 0.5 m※７以上下降することをいう。 

※７：潮位変動値の許容範囲（設定値）は 0.45m とする。（以下、同じ） 

潮位観測システム（防

護用）（潮位計） 

E.モード１、２、３およ

び４において動作可能

な潮位計が２台未満で

ある場合 

E.2 当直課長は、発電所構外の観測潮位に故障を示す指示変動や欠測がないことを確認す

る。 

発電所構外の観測潮位 

H.モード１、２、３，４

において動作可能な衛

星電話（津波防護用）

が４台未満である場合 

H.2 電気保修課長は、代替手段※８を確保する。 

※８：保安電話（携帯）、保安電話（固定）、運転指令設備および衛星電話（固定）のいずれ

かによる通信手段を確保する。 

保安電話（携帯） 

保安電話（固定） 

運転指令設備 

衛星電話（固定） 

I.条件Ｈの措置を完了時

間内に達成できない場

合 

I.1 電気保修課長は、衛星電話（津波防護用）または代替手段以外の通信手段※９を確保す

る。 

※９：加入電話および携行型通話装置のいずれかによる通信手段をいう（以下、本条にお

いて同じ）。 

加入電話 

携行型通話装置 

潮位観測システム（防

護用）（衛星電話（津波

防護用）） 

第８９条（予防保全を目的とした点検・

保修を実施する場合）  

表８９－１ ・点検対象設備：取水路防潮ゲート 

・点検時の措置：発電所構外の観測潮位に通常の潮汐とは異なる潮位変動や故障を示す指

示変動がないこと、現地の手動操作に必要な資機材が確保されていること、および現地

の手動操作によりゲートを落下できる体制が確立されていることを確認する。 

社内標準 

取水路防潮ゲート 

発電所構外の観測潮位 

添付２ ５ 津波 

5.2 教育訓練の実施 

(1) 安全・防災室長は、全所員に対して、津波防護の運用管理および津波発生時における

車両退避に関する教育訓練を定期的に実施する。また、安全・防災室長は、全所員に対

して、津波発生時における車両退避等の訓練を定期的に実施する。 

社内標準 

添付２ ５ 津波 

5.4 手順書の整備 

(1) 各課（室）長

（当直課長を除

く。）は、津波発

生時における原

子炉施設の保全

のための活動を

行うために必要

な体制の整備と

して、以下の活

動を実施するこ

とを社内標準に

定める。 

ｂ. 取水路防潮ゲートの

管理 

 (a) 取水路防潮ゲート 4門のうち、片系列 2門については、常時閉止運用とする。 

当直課長は、取水路防潮ゲートの両系列 4 門全てが閉止した場合、または 3 門が閉止し

た場合は、３号炉および４号炉の循環水ポンプを全台停止する。また、運転中の号炉につ

いては原子炉を停止する。 

社内標準 

取水路防潮ゲート 

ｄ．車両の管理 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの外側に存在

し、かつ漂流物になるおそれのある車両について、漂流物とならない管理を実施する。 

社内標準 

ｅ．発電所を含む地域に

大津波警報が発表さ

れた場合の対応 

(c) 放射線管理課長は、燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合、荷役作業を

中断し、陸側作業員および輸送物の退避に関する措置ならびに漂流物化防止対策を実施

する。 

(f) 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの外側に存

在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について津波の影響を受けない場所へ退避す

ることにより漂流物とならない措置を実施する。 

社内標準 

ｈ．津波警報等が発表さ

れない可能性のある

津波への対応 

(a) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認※した場合の対応  

ア 当直課長は、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポンプを停止（プラント停

止）する。また、Ａ中央制御室から取水路防潮ゲートを閉止するとともに、原子炉の冷

却操作を実施する。 

イ 当直課長は、津波監視カメラおよび潮位計による津波の襲来状況の監視を実施する。 

※：「潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位がいずれも 10 分以

内に 0.5 m 以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内に 0.5 m 以上上昇するこ

と、または 10 分以内に 0.5 m 以上上昇し、その後、最高潮位から 10 分以内に 0.5 

m 以上下降すること、ならびに発電所構外において、遡上波の地上部からの到達、流入

および取水路、放水路等の経路からの流入（以下、「敷地への遡上」という。）ならびに

水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、その後、

潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位がいずれも 10 分以内

に 0.5 m 以上下降すること、または 10 分以内に 0.5 m 以上上昇すること。」を１号

炉および２号炉を担当する当直課長と３号炉および４号炉を担当する当直課長の潮位

観測システム（防護用）のうち衛星電話（津波防護用）を用いた連携により確認（この

条件の成立確認を「取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認」という。以下、同じ。） 

社内標準 

潮位観測システム（防

護用）（潮位計） 

潮位観測システム（防

護用）（衛星電話（津波

防護用）） 

津波監視カメラ 

取水路防潮ゲート 

 

 (b) 発電所構外において津波と想定される潮位の変動を観測した場合の対応 

ア 当直課長は、速やかにゲート落下機構の電源系および制御系に異常がないことを確認す

る。また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

イ 当直課長は、津波監視カメラによる津波の襲来状況の監視を実施する。また、発電所構

外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

ウ 土木建築課長は、取水路防潮ゲート保守作業の中断に係る措置を行う。また、発電所構

外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

エ 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの外側に存在

し、かつ漂流物になるおそれのある車両について津波の影響を受けない場所へ退避する

ことにより漂流物とならない措置を実施する。また、発電所構外の観測潮位欠測時も同

等の対応を実施する。 

オ 原子燃料課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷役作業を中断し、陸側作業員および

輸送物の退避に関する措置を実施するとともに、係留強化する船側と情報連絡を行う。 

カ 放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷役作業を中断し、陸側作業員およ

び輸送物の退避に関する措置ならびに漂流物化防止対策を実施するとともに、係留強化

する船側と情報連絡を行う。なお、荷役作業中は、発電所構外における潮位の観測を実

施する。 

キ 原子燃料課長および放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中以外の場合、緊急離岸す

る船側と退避状況に関する情報連絡を行う。 

社内標準 

発電所構外の観測潮位 

取水路防潮ゲート 

津波監視カメラ 

 

(c) 動作可能な潮位計が２台未満となった場合の対応 

ア 当直課長は、発電所構外の観測潮位により津波の襲来状況を継続監視する。また、動作

可能な潮位計１台にて、取水路防潮ゲートの閉止判断基準に係る潮位変動を確認すれば、

社内標準 

発電所構外の観測潮位 

潮位観測システム（防
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保安規定に定める運用事項 必要な設備、手順等 

取水路防潮ゲートを閉止する。 

イ 安全・防災室長は、作業の中断、所員と車両の退避に係る措置を実施する。 

護用）（潮位計） 

 

(d) 動作可能な衛星電話（津波防護用）が４台未満となった場合、かつ、代替手段を速や

かに確保できない場合の対応 

ア 当直課長は、衛星電話（津波防護用）または代替手段以外の通信手段による中央制御室

間の連携を維持する。 

イ 安全・防災室長は、作業の中断、所員と車両の退避に係る措置を実施する。 

社内標準 

潮位観測システム（防

護用）（衛星電話（津波

防護用）） 

加入電話 

携行型通話装置 

 

(e) 取水路防潮ゲート閉止判断基準には到達しない平常時とは異なる潮位変動を確認した

場合（台風等の異常時の潮位変動を除く）の対応 

ア 計装保修課長は、監視モニタと手計算の潮位変化量が整合していることを確認する。 

社内標準 

潮位観測システム（防

護用）（潮位計） 

 

i．津波発生時の原子炉施

設への影響確認 

 

各課（室）長は、発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合または取水路防潮ゲー

トの閉止判断基準等を確認した場合は、事象収束後、原子炉施設の損傷の有無を確認する

とともに、その結果を所長および原子炉主任技術者に報告する。 

社内標準 

取水路防潮ゲート 

発電所構外の観測潮位 

j．施設管理、点検 各課（室）長は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備および津波影響軽減施設の

要求機能を維持するため、ならびに特重施設の代替設備に対して基準津波高さを一定程度

超える津波を想定した津波高さを考慮した水密性を維持するため、施設管理計画に基づき

適切に施設管理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。  

なお、取水路防潮ゲートの遠隔閉止信号を停止する場合は、現地の手動操作により敷地

への遡上および水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位に至る前にゲー

トを落下できるよう、発電所構外の観測潮位に通常の潮汐とは異なる潮位変動や故障を示

す指示変動がないことを確認し、資機材を確保するとともに体制を確保し、維持する。 

社内標準 

取水路防潮ゲート 

発電所構外の観測潮位 

 

添付２ ５ 津波 

5.4 その他関連する活動 

(1) 原子力技術部門統括（原子力技術）および原子力技術部門統括（土木建築）は、以下の

活動を実施することを社内標準に定める。 

ａ．新たな知見の収集、反映 

原子力技術部門統括（原子力技術）および原子力技術部門統括（土木建築）は、定期

的に新たな知見の確認を行い、新たな知見が得られた場合、耐津波安全性に関する評価

を行い、必要な事項を適切に反映する。 

社内標準 

 

添付２ ６ 竜巻 

6.4 手順書の整備  

 

(1) 各課（室）長

（当直課長を除

く。）は、竜巻発

生時における原

子炉施設の保全

のための活動を

行うために必要

な体制の整備と

して、以下の活動

を実施すること

を社内標準に定

める。 

ｆ．竜巻により原子炉施

設等が損傷した場合の

処置 

(e) 電気保修課長および計装保修課長は、潮位観測システム（防護用）に損傷を発見した

場合は、安全機能回復の応急処置を行う。 

社内標準 

潮位観測システム（防

護用）（潮位計、衛星電

話（津波防護用）） 

(f) 当直課長は、取水路防潮ゲートまたは潮位観測システム（防護用）の安全機能回復が

困難な場合、プラント停止操作を行う。 

社内標準 

潮位観測システム（防

護用）（潮位計、衛星電

話（津波防護用）） 

添付３ １重大事

故等対策 

1.3 手順書の整備 

(1) 各課（室）長

（当直課長を除

く。）は、重大事

故等発生時にお

いて、事象の種類

および事象の進

展に応じて、的確

かつ状況に応じ

て柔軟に対処す

るための内容を

社内標準に定め

る。 

また、重大事故

等の対処に関す

る事項について、

使用主体に応じ

た内容および重

大事故等対策に

用いる特重施設

に係る内容を社

内標準に定める。 

 

ク 各課（室）長は、前

兆事象として把握がで

きるか、重大事故を引

き起こす可能性がある

かを考慮して、設備の

安全機能の維持ならび

に事故の未然防止対策

をあらかじめ検討して

おき、前兆事象を確認

した時点で事前の対応

ができる体制および手

順を社内標準に定める 

(ｲ)安全・防災室長および発電室長は、取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認した場合、

循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートの閉止および原子炉の冷却操

作を行う手順、また、所員の高台への避難および水密扉の閉止を行い、津波監視カメラお

よび潮位計による津波の継続監視を行う手順を社内標準に定める。 

社内標準 

取水路防潮ゲート 

水密扉 

潮位観測システム（防

護用）（潮位計） 

潮位観測システム（防

護用）（衛星電話（津波

防護用）） 

津波監視カメラ 

潮位計 
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参考資料５ 

安全管理業務要綱（抜粋） 

 
（中略） 
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（２）ＬＣＯ、ＡＯＴ及びサーベイランスの設定 

別紙－２ 
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（２）－１ 保安規定第６８条の２ 津波防護施設の運転上の制限等について 

a 保安規定記載内容の説明 

 別添１：潮位計のＬＣＯ逸脱時の対応について 

別添２：衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応について 

別添３：潮位計と衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応の整合につ

いて 

  

b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

(2) 設計および工事計画認可申請書（設備仕様、設備リスト、配置図） 

     

c 参考資料 

     「保安規定変更に係る基本方針」との整合について 
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a 保安規定記載内容の説明 

津波防護施設のうち、潮位計および衛星電話（津波防護用）については設置変更許可

申請書並びに設計および工事計画認可申請書上の設計要求事項を踏まえて、表１の左欄

の赤文字記載のとおりＬＣＯ等を追加で設定する。また、設定の考え方については表１

の右欄に従前の防潮ゲートの設定の考え方に加え、青文字のとおり追加で記載する。  
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- 1
 - 

表
１

 
津

波
防
護

施
設
に

係
る
Ｌ

Ｃ
Ｏ
、

Ａ
Ｏ

Ｔ
お
よ

び
サ
ー

ベ
イ
ラ

ン
ス
設

定
の
考

え
方
 

保
安

規
定
記

載
方
針
 

説
明

等
 

（
津
波
防
護
施
設
）
 
 

第
６
８
条

の
２

 
モ
ー

ド
１

、
２
、

３
、
４

、
５

、
６
お

よ
び
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体
を
貯

蔵
し

て
い
る

期
間

に
お
い

て
、
津
波
防
護
施

設
は
、
表
６
８
の
２
－
１

で
定
め
る

事
項
を

運
転
上
の
制
限
と
す
る

。
①
 

２
．
津
波
防
護
施
設
が
前
項
で
定

め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
次
の
各
号

を
実
施
す
る
。
②

 

(
1)
 
計
装

保
修
課

長
は
、
定
期
事
業
者
検

査
時
に
潮
位

観
測
シ
ス
テ
ム
（
防
護

用
）
の

う
ち
潮
位
計
（
潮
位
検
出
器

、
監
視

モ
ニ
タ
（
モ
ニ
タ
、
電
源

箱
、
演

算
装
置
）
を
含
む
。
以
下
、
本
条
に

お
い
て
「
潮
位
計

」
と
い
う
。
）
の

設
定
値
確
認

お
よ
び
機
能
の
確
認
を
行

い
、
そ

の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。

 

(
2)
 
当
直

課
長
は

、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３

、
４
、
５
、

６
お
よ
び
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
に

お
い
て
、
１
日
に
１
回
、

ゲ
ー
ト

落
下
機
構
の
電
源
系
お
よ
び
制
御
系

に
異
常
が
な
い
こ

と
、
な
ら
び
に
潮

位
計
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。

 

(
3)
 
土
木

建
築
課

長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２

、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て

い
る
期

間
に
お
い
て
、
１
ヶ
月
に

１
回
、

開
放
し
て
い
る
取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト

の
外
観
点
検
を
行

い
、
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

(
4)
 
電
気

保
修
課

長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２

、
３
、
４
、

５
、
６
お
よ
び
使
用
済

燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て

い
る
期

間
に
お
い
て
、
１
ヶ
月
に

１
回
、

潮
位
観
測
シ
ス
テ
ム
（
防
護
用
）
の

う
ち
衛
星
電
話
（

津
波
防
護
用
）
（

以
下
、
本
条

に
お
い
て
「
衛
星
電
話
（

津
波
防

護
用
）
」
と
い
う
。
）
の
通
話
確
認

を
実
施
す
る
。
 

３
．
計
装

保
修

課
長
、

土
木

建
築
課

長
ま
た

は
電

気
保
修

課
長
は

、
津

波
防
護

施
設

が
第

１
項
で
定

め
る

運
転
上

の
制

限
を
満

足
し
て

い
な

い
と
判

断
し

た
場
合

、
当
直

課
長

に
通
知

す
る

。
当
直

課
長
は

、
通

知
を
受

け
た

場
合
、

ま
た
は

津
波

防
護
施

設
が
第

１
項

で
定
め

る
運

転
上
の

制
限
を

満
足

し
て
い

な
い

と
判
断

し
た
場

合
、

表
６
８

の
２

－
２
の

措
置
を

講
じ

る
と
と

も
に
照

射
済

燃
料
の

移
動

を
中
止

す
る
必

要
が

あ
る
場

合
は

、
原
子

燃
料
課

長
に

通
知
す

る
。

通
知
を

受
け
た

原
子

燃
料
課

長
は
、
同
表
の
措

置
を
講
じ
る
。
③

 

 表
６
８
の
２
－
１
 

項
 
目

 
運
転
上
の
制
限
 

津
波
防
護
施
設
 

(
1
) 
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト
が
２
系

統
※

１
の
ゲ
ー
ト
落
下

機
構
に
よ
り
動
作
可
能

※
２
で

あ
る
こ
と
 

(
2
) 
潮
位

計
３
台
が
動
作
可
能

※
３
で
あ
る
こ
と
 

(
3
) 
衛
星

電
話
（
津
波
防
護
用
）

４
台

※
４

※
５
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
 

※
１
：
２
系
統
と
は
機
械
式
ク
ラ

ッ
チ
お
よ
び
電
磁
式
ク
ラ
ッ
チ
の
ゲ

ー
ト
落
下
機
構
を

い
う
。
 

※
２
：
動
作
可
能
と
は
、
遠
隔
閉

止
信
号
に
よ
り
、
ゲ
ー
ト
が
落
下
で

き
る
こ
と
を
い
う

（
外
部
電
源
喪
 

失
時
も
含

む
）
。
な
お
、
閉
止
し

て
い
る

ゲ
ー
ト
に
つ

い
て
は
、
動
作
可
能
と

み
な
す
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て

同
じ
）
。
 

※
３
：
動
作
可
能
と
は
、
潮
位
検

出
器
に
よ
る
潮
位
の
観
測
、
演
算
装

置
に
よ
る
潮
位
変

化
量
の
演
算
お
よ

び
監
視

モ
ニ
タ
に

よ
る
潮
位
変
化
量

の
表
示

、
警
報
の
発
信
が

正
常
に
で
き
る
こ

と
を
い
う
（
以
下
、
本

条
に
お
い
て

同
じ
）
。
 

※
４
：
衛
星
電
話
（
津
波
防
護
用

）
４
台
と
は
、
Ａ
中
央
制
御
室
お
よ

び
Ｂ
中
央
制
御
室

の
各
々
２
台
を
い

う
。
ま
た
、
衛
星

電
話
（
津
波
防
護

用
）
に

は
、
衛
星
電
話
（

固
定
）
と
兼
用
す

る
も
の
を
Ａ
中
央
制
御

室
お
よ
び
Ｂ

中
央
制
御
室
で

各
々
１
台
含
め
る

こ
と
が

で
き
る
（
以
下
、

本
条
に
お
い
て
同

じ
）
。
 

※
５
：
衛
星
電
話
（
津
波
防
護
用

）
と
兼
用
す
る
衛
星
電
話
（
固
定
）

が
動
作
不
能
時
は

、
第
８
５
条
（
表

８
５
－
２
０
）
の

運
転
上
の
制
限
も

確
認
す

る
。

 

    

①
 
運
転

上
の
制

限
、
適
用
モ
ー
ド

 

・
津
波
防
護
施
設

は
、
炉

心
、
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
内
の
燃
料

に
対
す
る
安
全
機
能
を

有
す
る
設
計

基
準
対
象
施
設
、
重
大
事
故
等

対
処

施
設
を
防

護
す
る
た
め
、
そ
れ
ら

の
設
備

の
機
能
が
要

求
さ
れ
る
全
モ
ー
ド
に

お
い
て
機
能
を
要
求
す
る
。
 

・
津
波
防
護
施
設

の
う
ち

、
動
的
設
備
で
あ

り
、
Ｍ
Ｓ
－
１
相

当
と
し
て
い
る
取
水
路

防
潮
ゲ
ー
ト

に
加
え
、
潮
位
計
（
潮
位
検
出

器
、

監
視
モ
ニ

タ
（
モ
ニ
タ
、
電
源
箱

、
演
算

装
置
）
を
含

む
。
）
お
よ
び
衛
星
電

話
（
津
波
防
護
用
）
に
つ
い
て
新
た

に
運
転
上
の
制
限

を
設
定
す

る
。

 

・
取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
は

、
防
潮
壁
お
よ
び

ゲ
ー
ト
落
下
機
構

等
で
構
成
さ
れ
、
設
置

変
更
許
可
申

請
書
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
機

能
に

つ
い
て
、

運
転
上
の
制
限
と
し
て

設
定
す

る
。
 

・
動
的
機
器
で
あ

る
ゲ
ー

ト
落
下
機
構
の
ク

ラ
ッ
チ
お
よ
び
ゲ

ー
ト
落
下
機
構
（
電
源

系
お
よ
び
制

御
系
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は

、
多

重
性
ま
た

は
多
様
性
お
よ
び
独
立

性
を
確

保
し
た
設
計

と
し
て
お
り
、
２
系
統

を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

・
潮
位
計
の
動
作

可
能
と

は
、
潮
位
検
出
器

に
よ
る
潮
位
の
観

測
、
演
算
装
置
に
よ
る

潮
位
変
化
量

の
演
算
お
よ
び
監
視
モ
ニ
タ
に

よ
る

潮
位
変
化

量
の
表
示
、
警
報
の
発

信
が
正

常
に
で
き
る

こ
と
を
い
う
。
（
詳
細

は
、
補
足
説
明
資
料
５
「
３
．
１
」

参
照
）
 

・
潮
位
計
の
台
数
お
よ
び

停
止
ロ
ジ
ッ
ク
で

あ
る

2
 o
u
t
 o
f
 3

の
論
理
構
成

で
あ
る

点
を

踏
ま
え
、
３
台
を

運
転
上

の
制
限
と
す
る
。

（
参
考
１

参
照
）
 

・
衛
星
電
話
（
津

波
防
護

用
）
は
、
多
重
性

を
確
保
し
た
設
計

と
し
て
お
り
、
１
号
炉

お
よ
び
２
号

炉
の
中
央
制
御
室
で
２
台
、
３

号
炉

お
よ
び
４

号
炉
の
中
央
制
御
室
で

２
台
の

合
計
４
台
を

運
転
上
の
制
限
と
す
る

。
 

な
お
、
実
際
に
取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
の
閉
止

判
断
基
準
に
係
る

潮
位
変

動
を
確
認
し
た
場

合
に
お
い

て
は
、

中
央
制
御
室
間
の
連
携

の
容
易
性

の
観
点
か
ら
、
既
許
可

の
設
計

基
準
事
故
対

処
設
備
で
あ
る
補
助
設

備
（
保
安
電
話
（
携
帯
）
、
保
安
電

話
（
固
定
）
お
よ

び
運
転
指

令
設
備
）
を
優
先
的
に
活
用
す

る
旨
を
社
内

標
準
に
記
載
す
る
。
 

②
 
運
転
上
の
制

限
の
確
認
 

・
取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
は

、
フ
ェ
イ
ル
セ
ー

フ
の
設
計
と
し
て

、
遠
隔
操
作
機
能
が
２

系
統
（
機
械

式
ク
ラ
ッ
チ
、
電
磁
式
ク
ラ
ッ

チ
）

と
も
喪
失

し
た
場
合
、
自
動
閉
止

機
能
を

有
し
て
お
り

、
遠
隔
操
作
機
能
に
１

系
統
以
上
の
異
常
が
発
生
す
れ
ば
、

中
央
制
御
室
に
お

い
て
警
報

が
発
信
す
る
。
 

本
設
計
を
踏
ま
え
、
遠
隔

操
作
機
能
に
異
常

が
な
い
こ
と
を
１

日
に
１

回
、
警
報
の
確
認

に
よ
り
、

ゲ
ー
ト

落
下
機
構
の
電
源
系
お

よ
び
制
御

系
に
異
常
が
な
い
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

１
日
に
１
回
の
確
認
頻
度

は
、
異
常
の
有
無

を
常
時
監
視
し
て

い
る
設

備
の
サ
ー
ベ
ラ
ン

ス
頻
度
と

し
て
、

既
存
の
第
３
４
条
（
計

測
お
よ
び

制
御
設
備
）
の
「
動
作

不
能
で

な
い
こ
と
を

指
示
値
に
よ
り
確
認
す

る
。
（
１
日
に
１
回
）
」
を
参
考
と

し
て
設
定
す
る
。

 

・
取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
は

フ
ェ
イ
ル
セ
ー
フ

の
設
計
と
し
て
、

自
重
落
下
に
よ
り
閉
止

で
き
る
が
、

定
期
的
な
現
地
の
外
観
点
検
に

よ

り
、
自
重

落
下
に
よ
り
閉
止
で
き

る
機
能

を
阻
害
す
る

よ
う
な
異
常
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
。

 

１
ヶ
月
に
１
回
の
点
検
頻

度
は
、
既
存
の
常

設
設
備
の
サ
ー
ベ

ラ
ン
ス

頻
度
を
参
考
し
て

設
定
す
る

 

・
潮
位
計
の
設
定

値
確
認

お
よ
び
機
能
の
確

認
を
保
安
規
定
第

3
4
条
（
計
測

お
よ
び

制
御

設
備
）
の
各
チ
ャ

ン
ネ
ル
と
同
様
、
定
期
事

業

者
検
査
時

に
実
施
す
る
。
 

・
潮
位
計
の
異
常

の
有
無

の
監
視
と
し
て
、

既
存
の
第
３
４
条

（
計
測
お
よ
び
制
御
設

備
）
の
「
動

作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
値

に
よ

り
確
認
す

る
。
（
１
日
に
１
回
）

」
を
参

考
と
し
て
１

日
に
１
回
、
確
認
す
る

。
 

・
衛
星
電
話
（
津

波
防
護

用
）
の
異
常
の
有

無
の
監
視
と
し
て

、
事
故
時
監
視
計
器
お

よ
び
既
存
の

第
８
５
条
（
表
８
５
－
２
０
 

通
信

連
絡
を
行

う
た
め
に
必
要
な
設
備

）
を
参

考
と
し
て
通

話
確
認
を
１
ヶ
月
に
１

回
実
施
す
る
。
 
 
 

③
 
運
転

上
の
制

限
を
逸
脱
し
た
場
合
の

措
置
 

・
第
２
項
に
よ
り

サ
ー
ベ

イ
ラ
ン
ス
を
実
施

す
る
者
で
あ
る
計

装
保
修
課
長
お
よ
び
当

直
課
長
が
潮

位
計
の
機
能
喪
失
を
判
断
す
る

。
当

直
課
長
お

よ
び
原

子
燃
料
課
長
は
、
表
６

８
の
２
－
２

に
定
め
る
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
。
 

・
第
２
項
に
よ
り

サ
ー
ベ

イ
ラ
ン
ス
を
実
施

す
る
者
で
あ
る
土

木
建
築
課
長
お
よ
び
当

直
課
長
が
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
の
機
能
喪
失

を
判

断
す
る
。

当
直
課

長
お
よ
び
原
子
燃
料
課

長
は
、
表
６

８
の
２
－
２
に
定
め
る

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

・
第
２
項
に
よ
り

サ
ー
ベ

イ
ラ
ン
ス
を
実
施

す
る
者
で
あ
る
電

気
保
修
課
長
が
衛
星
電

話
（
津
波
防

護
用
）
の
機
能
喪
失
を
判
断
し

、
当

直
課
長
に

通
知
す
る
。
当
直
課
長

、
原
子

燃
料
課
長
お

よ
び
電
気
保
修
課
長
は

、
表
６
８
の
２
－
２
に
定
め
る
必
要

な
措
置
を
講
じ

る
。
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- 2
 - 

保
安

規
定
記

載
方
針
 

説
明

等
 

表
６
８
の
２
－
２
 

条
 
件
④
 

要
求
さ
れ
る
措
置
④

 
完
了
時
間
④

 

A
.
 取

水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
が
２
系

統
未
満

の
ゲ
ー
ト

落
下
機

構
に
よ
り

動
作
可

能
で
あ
る

場
合
 

A.
1
 
当
直
課
長

は
、
取
水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
２

系
統
の
ゲ
ー
ト
落
下
機
構

に
よ
り
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
。

 

お
よ
び

 

A.
2
 
当
直
課
長

は
、
残
り
の
系
統
の
ゲ

ー
ト
落

下
機
構
の
電
源
系
お
よ
び

制
御
系
に

異
常
が
な
い
こ
と
を
確

認
す
る

。
 

１
０
日

 

  ４
時
間

 

そ
の
後
８
時
間

に
１
回

 

B
.
 モ

ー
ド
１

、
２
、

３
お
よ
び

４
に
お

い
て
条
件

Ａ
の
措

置
を
完
了

時
間
内

に
達
成
で

き
な
い

場
合

 

B.
1
 
当
直
課
長

は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る

。
 

お
よ
び
 
 

B.
2
 
当
直
課
長

は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る

。
 

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

 

C
.
 モ

ー
ド
５

、
６
お

よ
び
使
用

済
燃
料

ピ
ッ
ト
に

燃
料
体

を
貯
蔵
し

て
い
る

期
間
に
お

い
て
条

件
Ａ
の
措

置
を
完

了
時
間
内

に
達
成

で
き
な
い

場
合
 

C.
1
 
原
子
燃
料

課
長
は
、
照
射
済
燃
料

移
動
中

の
場
合
は
、
照
射
済
燃
料

の
移
動
を

中
止
す
る
。

 

お
よ
び

 

C.
2
 
当
直
課
長

は
、
１
次
冷
却
材
中
の

ほ
う
素

濃
度
が
低
下
す
る
操
作
を

全
て
中
止

す
る
。
 

お
よ
び

 

C.
3
 当

直
課
長
は
、
１
次
冷
却

系
の
水
抜
き
操
作

を
行
っ
て
い
る
場

合

は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る

。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  

                      

④
 
条
件

、
要
求

さ
れ
る
措
置
お
よ
び
完

了
時
間
 

Ａ
．
取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト

の
運
転
上
の
制
限

が
、
「
２
系
統
の

ゲ
ー
ト
落
下
機
構
に
よ

り
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
か

ら
、

ゲ
ー
ト
落
下
機
構
の
動
作

可
否
、

ゲ
ー
ト
扉

体
の
動
作
可
否
の

組
み
合

わ
せ
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
整
理
す

る
 

条
件
 

ゲ
ー
ト
落
下
機
構

 

（
遠
隔
操

作
含
む

）
 

ゲ
ー
ト
扉
体

 
Ｌ
Ｃ
Ｏ

※
１
 

説
明

 

1
 

２
系
統
動
作
可
能

 
動
作
可
能

 
○
 

異
常
な
し

。
 

2
 

２
系
統
動
作
可
能

 
動
作
不
能

 
×
 

ゲ
ー
ト
扉

体
の
異

常
（
変
形
等
）
に
よ
り

、
落
下
で
き

な
い
と

判
断
し
た

場
合
、

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
 

3
 

１
系
統
動
作
可
能

 
動
作
可
能

 
×
 

ゲ
ー
ト
落

下
機
構

（
遠
隔
操
作
含
む
）
が

１
系
統
故
障

し
た
場

合
、
残
り

１
系
統

に
よ
り
閉
止
可
能
で
あ

る
が
、
2
系
統
要
求

を
満
た
さ

な
い
こ

と
か
ら
、
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱

 

4
 

１
系
統
動
作
可
能

 
動
作
不
能

 
×
 

ゲ
ー
ト
扉

体
の
異

常
（
変
形
等
）
に
よ
り

、
落
下
で
き

な
い
と

判
断
し
た

場
合
、

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
 

5
 

全
系
統
動
作
不
能

 
動
作
可
能

 
×
 

ゲ
ー
ト
落

下
機
構

（
遠
隔
操
作
含
む
）
が

全
系
統
故
障

し
た
場

合
、
Ｌ
Ｃ

Ｏ
逸
脱

。
 

な
お
、
フ

ェ
イ
ル

セ
ー
フ
設
計
に
よ
り
、

自
動
閉
止
す

る
。

 

6
 

全
系
統
動
作
不
能

 
動
作
不
能

 
×
 

ゲ
ー
ト
扉

体
の
異

常
（
変
形
等
）
に
よ
り

、
落
下
で
き

な
い
と

判
断
し
た

場
合
、

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
※
１
 
○
：
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱

で
は
な

い
 
×
：
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱

 

こ
の
整
理
の
う
ち

、
 

・
単
一
故
障
と
し

て
、
想

定
さ
れ
る
条
件
３

に
つ
い
て

は
、
表

６
８
の
２
－
２
に
記
載

し
、
条
件
Ａ

と
す
る
。
 

・
多
重
故

障
お
よ
び
現
地
の
ゲ
ー

ト
扉
体
の
動
作
不
能
（
条
件
２
、
４

～
６
）
は
、
通
常

で
考
え
ら
れ
る
故

障
状
態

で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
既
存
条
文
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時

の
措
置
（
２
系
統
故
障
時
の
措
置
）

と
同
様
に
、
本
表

に
は
記
載
せ
ず
、

第
８
８
条
第
５
項
に
基
づ

き
、
１
３
時
間
以
内
に
モ
ー
ド
３

、
３
７
時
間
以
内
に
モ
ー
ド
４
、
５

７
時
間
以
内
に
モ

ー
ド
５
へ
移
行
す

る
。
 

 Ｂ
．
モ
ー
ド
１
、

２
、
３

お
よ
び
４
に
お
い

て
条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場

合
は
、
原
子
炉
を
停
止
す
る
。

 

Ｃ
．
モ
ー
ド
５
，

６
お
よ

び
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に

お
い
て
条
件

A
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で

き
な
い
場

合
は
、

停
止
時

PR
A
に
お
い
て

最
も
リ
ス
ク

の
高
い
ミ
ッ
ド
ル
ー
プ

運
転
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
た
め
、

水
抜
き

中
の
場
合

は
速
や

か
に
水
抜
き
を
中
止
し

、
１
次
系
の

保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
行
う
。
 

             

既
認

可
部

分
 

取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
：
変

更
な

し
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保
安

規
定
記

載
方
針
 

説
明

等
 

表
６
８
の
２
－
２
（
続
き
）

 

条
 
件
 

要
求
さ
れ

る
措
置

 
完
了
時
間

 

D
.
２
台
の

潮
位
計
が
動
作
可
能
で

あ
る
場
合

 

 

 

D
.1
 
当
直

課
長
は

、
３
台
の
う
ち
動
作
不

能
と
な
っ
て

い
る
潮

位
計
１
台
に
て
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
の
閉

止
判
断
基
準

に

係
る
潮
位
変
動

※
６
を
確
認
し
た
と
み
な

す
。

 

お
よ
び
 

D
.2
 
当
直

課
長
は

、
動
作
不
能
と
な
っ
て

い
る
潮
位
計

を
動
作

可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

E
.
 モ

ー
ド
１
、
２
、
３

お
よ
び

４
に
お
い

て
動
作
可
能
な
潮

位
計
が
２

台
未
満

で
あ
る
場

合
 

E
.
1
 
当
直
課
長

は
、
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る

潮
位
計
を
動

作

可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す

る
。
 

お
よ
び

 

E
.
2
 当

直
課
長
は
、
発
電

所
構
外
の
観
測
潮

位
に
故
障
を
示
す

指
示
変
動

や
欠
測
が
な
い
こ
と
を

確
認
す

る
。
 

お
よ
び

 

E
.
3
 
当
直
課
長

は
、
E.
2
の
措
置
を

実
施
後
、
モ

ー
ド
３
に

す

る
。

 

お
よ
び
 
 

E
.
4
 
当
直
課
長

は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る

。
 

お
よ
び
 
 

E
.
5
 
当
直
課
長

は
、
モ
ー
ド
５
到
達
後
、
取
水

路
防
潮
ゲ
ー

ト

を
閉
止
す

る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

  ５
６
時
間
 

 速
や
か
に
 

 

F
.
 条

件
Ｅ
の
措
置
を
完

了
時
間

内
に
達
成

で
き
な

い
場
合
 

ま
た
は
 

 
 条

件
Ｅ
で
要
求
さ
れ

る
措
置

を
実
施
中

に
、
発

電
所
構
外

で
津
波
と

想
定
さ

れ
る
潮
位

の
変
動
を

観
測
し

た
場
合
も

し
く
は
発

電
所
構

外
の
観
測

潮
位
が
欠

測
し
た

場
合

 

F
.
1
 
当
直
課
長

は
、
取
水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
閉

止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

G
.
 モ

ー
ド
５
、
６
お
よ

び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
に

燃
料
体
を

貯
蔵
し
て

い
る
期

間
に
お
い

て
動
作
可

能
な
潮

位
計
が
２

台
未
満
で

あ
る
場

合
 

G
.
1
 
当
直
課
長

は
、
動
作
不
能
と
な
っ

て
い
る

潮
位
計
を
動
作

可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す

る
。
 

お
よ
び

 

G
.
2
 
原
子
燃
料

課
長
は
、
照
射
済
燃
料

移
動
中

の
場
合
は
、
照

射
済
燃
料

の
移
動
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び

 

G
.
3
 
当
直
課
長

は
、
１
次
冷
却
材
中
の

ほ
う
素

濃
度
が
低
下
す

る
操
作
を

全
て
中
止
す
る
。

 

お
よ
び

 

G
.
4
 
当
直
課
長

は
、
１
次
冷
却
系
の
水

抜
き
操

作
を
行
っ
て
い

る
場
合
は

、
水
抜
き
を
中
止
す
る

。
 

お
よ
び
 
 

G
.
5
 
当
直
課
長

は
、
取
水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
閉

止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

D.
～
G
．

潮
位
計

の
運
転
上
の
制
限
が
、

「
潮
位
計
３
台
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
」
よ
り

、
動
作
可
能
な
台

数
等
か
ら
次
の
と
お
り
整

理

す
る
。
 

・
D.
1
～
D
.
2 

潮
位
計
に

つ
い
て

、
下
表
の
整
理
の
と
お
り
２
台
が
動

作
可
能
な
場
合
は

、
３
台
の
う
ち
動

作
不
能
と
な
っ
て
い
る

潮
位

計
１
台
に
て
取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
の
閉
止
判

断
基
準
に
係
る
潮

位
変
動

を
確
認
し
た
と
み

な
し
た
う

え
で
速

や
か
に
動
作
不

能
と
な
っ
て
い
る
潮
位
計

を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措

置
を
開

始
す
る
。

 

こ
れ
は
、
動
作
可

能
な
潮
位
計
が
残
り
２

台
と
な
っ
た

場
合
に
、
故
障
に
よ
る
検
知
失

敗
の
可
能
性

を
低
減
し
、
３
台
中

２
台
の
検
知
に
よ
る
判
断

と
同
等

の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る

。
 
 
 
 

 

・
E.
1
～
E
.
5 
 

モ
ー
ド

１
～
４
に
お
い
て
、
潮
位
計
が
下
表
の
整
理
の
と
お
り

動
作
可
能
な
台
数
が

2
台
未
満
と
な

っ
た
場
合
は
設
計

条

件
を
満
た
さ
な
い
た
め
、

動
作
不
能
と
な
っ

て
い
る
潮
位
計
を

動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置

を
開
始

す
る
。
ま
た
、

取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
閉
止

ま
で
の
モ
ー
ド
移

行
中
は
津
波
防
護

機
能
が

喪
失
し
た
状
況
で

あ
る
こ
と

を
踏
ま

え
る
と
、
「
動

作
可
能
な
潮
位
計
が
２
台

未
満
」
と
い
う
状

況
で
も
構
外
の
観

測
潮
位

を
活
用
す
る
こ
と

と
し
、
発

電
所
構

外
の
観
測
潮
位

に
故
障
を
示
す
指
示
変
動

や
欠
測
が
な
い
こ

と
を
速
や
か
（
Ｌ

Ｃ
Ｏ
逸

脱
か
ら

10
分

以
内

）
に
確
認
し
た
後

、
モ
ー

ド
移
行

を
開
始
し
、
モ
ー
ド
５
到

達
後
速
や
か
に
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト

を
閉
止

す
る
。
（
別
添
１

参
照
）
 

・
F
.1
 
 
 
「

条
件
Ｅ
の
措
置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合

」
ま
た
は
「
条
件

Ｅ
で
要
求
さ
れ
る

措
置
を
実
施
中
に
、
発
電

所

構
外
で
津

波
と
想
定
さ
れ
る
潮
位

の
変
動

を
観
測
し
た
場
合
も
し
く
は

発
電
所

構
外
の
観
測
潮
位
が
欠
測
し
た
場
合

」
、
取

水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
を
速
や
か
に
閉

止
す
る

。
 

・
G
.1
～
G
.
5
  

モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体

を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
に
お
い
て
は

、
潮
位
計
が
下
表
の
整
理

の

と
お
り
動

作
可
能
な
台
数
が

2
台

未
満
と

な
っ
た
場
合
は
設
計
条
件
を

満
た
さ

な
い
た
め
、
潮
位
計
を
復
旧
す
る
措

置
の
開

始
お
よ
び

取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
を

閉
止
す

る
と
と
も
に
、
停
止
時

P
RA

に
お
い

て
最
も
リ
ス
ク
の
高
い
ミ
ッ
ド
ル
ー

プ
運
転

を
避
け
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
水

抜
き
中

の
場
合
は
速
や
か
に
水
抜
き

を
中
止

し
、
１
次
系
の
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を

行
う
と
と

も
に
取
水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
閉

止
す
る
。

 

 

条
件

 
動

作
可

能
な

 

台
数

 

閉
止

判
断

基
準

の
検

知
 

説
明
 

1
 

３
台

 
〇
 

異
常
な

し
。

 

2
 

２
台

 
〇
 

動
作
不

能
と

な
っ

て
い

る
潮
位

計
１

台
に
て

取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
の
閉

止
判

断
基
準

に
係

る
潮

位
変

動
を
確

認

し
た
と

み
な

し
、

残
り

の
動
作

可
能

な
２
台

の
う

ち
１
台

に
て

取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
に
係

る

潮
位
変

動
を

確
認

で
き

る
（
参

考
２

参
照
）

 

3
 

１
台

 
×
 

動
作
可

能
な

潮
位

計
が

１
台
で

あ
り

、
設
計

条
件

を
満
た

さ
な

い
た
め

、
原

子
炉
を

停
止

し
、

モ
ー

ド
５
到

達

後
速
や

か
に

取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
を

閉
止
す

る
。

 

4
 

０
台

 
×
 

動
作
可

能
な

潮
位

計
が

な
く
、

取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
の
閉

止
判

断
基
準

を
確

認
で
き

な
い

た
め

、
原

子
炉
を

停

止
し
、

モ
ー

ド
５

到
達

後
速
や

か
に

取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト

を
閉

止
す
る

。
 

＜
参
考
１
：
取
水

路
防
潮

ゲ
ー
ト
閉
止
判
断

方
法
と
イ
メ
ー
ジ

（
潮
位
計

3
台
が
動
作

可
能
な
場
合

）
＞
 

 

 ＜
参
考
２
：
取
水

路
防
潮

ゲ
ー
ト
閉
止
判
断

方
法
と
イ
メ
ー
ジ

（
潮
位
計

2
台
が
動
作

可
能
な
場
合

）
＞
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保
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規
定
記

載
方
針
 

説
明

等
 

表
６
８
の
２
－
２
（
続
き
）

 

条
 
件
④

 
要
求
さ
れ
る
措
置

④
 

完
了
時
間
④

 

H
.
 モ

ー
ド
１
、
２
、
３

 
お

よ
び
４
に

お
い
て

動
作
可

能
な
衛
星

電
話
（

津
波
防

護
用
）
が

４
台
未

満
で
あ

る
場
合
 

H
.
1 
電
気
保
修
課
長
は
、

動
作
不

能
と
な
っ
て
い
る
設
備
を
動

作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置

を
開
始

す
る
。
 

お
よ
び

 

H
.
2
 
電
気
保
修
課
長
は

、
代
替
手
段

※
８
を
確
保
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

I
.
 条

件
Ｈ
の
措
置
を
完

了
時

間
内
に
達

成
で
き

な
い
場

合
 

I
.
1 
電
気
保
修
課
長
は
、
衛
星
電

話
（
津
波
防
護
用
）
ま
た
は

代
替
手
段

以
外
の
通
信
手
段

※
９
を
確
保
す
る
。
 

お
よ
び

 

I
.
2
当
直
課
長
は
、
I
.
1
の
措
置
を
実
施
後
、
モ
ー
ド
３
に
す

る
。

 

お
よ
び
 
 

I
.
3
 
当
直
課
長
は
、
モ

ー
ド
５
に
す
る
。

 

お
よ
び
 
 

I
.
4
 
当
直
課
長
は
、
モ

ー
ド
５
到
達
後
、
取
水

路
防
潮
ゲ
ー

ト

を
閉
止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

  ５
６
時
間
 

 速
や
か
に
 

 

J
.
 条

件
Ｉ
の
措
置
を
完

了
時

間
内
に
達

成
で
き

な
い
場

合
 

ま
た
は
 

 
 条

件
Ｉ
で
要
求
さ
れ

る
措

置
を
実
施

中
に
、

衛
星
電

話
（
津
波

防
護
用

）
も
し

く
は
代
替

手
段
以

外
の
通

信
手
段
に

よ
る
中

央
制
御

室
間
の
連

携
が
で

き
な
く

な
っ
た
場

合
 

J
.
1
 
当
直
課
長
は
、
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
を
閉

止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

K
.
 モ

ー
ド
５

、
６
お
よ
び
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

に
燃
料

体
を
貯
蔵

し
て
い

る
期
間

に
お
い
て

動
作
可
能
な
衛

星
電
話
（

津
波
防

護
用
）

が
４
台
未

満
で
あ

る
場
合
 

K.
1
 
電
気
保
修
課

長
は
、

動
作
不
能
と
な
っ

て
い
る
設

備
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
措
置
を
開
始
す

る
。

 

お
よ
び

 

K
.
2
 
電
気
保
修

課
長
は
、
代
替
手
段
ま

た
は
代
替
手
段
以
外
の

通
信
手
段

を
確
保
す
る
。
 

お
よ
び

 

K
.
3
 
原
子
燃
料
課
長
は

、
照
射
済
燃
料
移
動
中

の
場
合
は
、

照

射
済
燃
料
の
移
動

を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び

 

K
.
4
 
当
直
課
長
は
、
１

次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度
が
低
下

す

る
操
作
を
全
て
中

止
す
る
。
 

お
よ
び

 

K
.
5
 
当
直
課
長
は
、
１

次
冷
却
系
の
水
抜
き
操

作
を
行
っ
て

い

る
場
合
は
、
水
抜

き
を
中
止
す
る
。

 

お
よ
び
 
 

K.
6
 当

直
課
長
は
、
取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止

す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

H.
～
K
.
 
衛
星
電

話
（
津

波
防
護
用
）
の
運

転
上
の
制
限
が
、

「
衛
星
電
話
（
津
波
防

護
用
）
４
台

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
よ

り
、

動
作
可
能
な
台
数

等
か
ら
次
の
と
お
り
整

理
す
る
。
 

【
動

作
可
能
お
よ

び
動
作
不
能
の
定
義
】
 

「
動
作
可
能
な
状
態
と
は

、
原
子
炉
施
設
の

安
全
機
能
を
維
持

す
る
う

え
で
、
各
系
統
・

設
備
に
期

待
さ
れ

て
い
る
機
能
を
達
成

で
き
る
状
態
」
と

定
義
し
て
い
る
。
【
原

子
炉
施
設
保

安
規
定
に
係
る
技
術
資
料
（
抜

粋
）
】
 

今
回
の
衛

星
電
話

（
津
波
防
護
用
）
に
期

待
さ
れ
て
い

る
機
能
を
踏
ま
え
る
と

、
動
作

可
能
な
状
態
と
は
、
「
当
該

電
話
機

を

用
い
て
通
話
に
よ

る
意
思
疎
通
が
で
き
る

場
合
」
を
い

う
。
 

ま
た
、
動

作
不
能

な
状
態
と
は
、
「
点
検

・
修
理
の
た

め
に
当
該
電
話
機
を
除

外
す
る

場
合
ま
た
は
衛
星
電
話
（
津

波
防
護

用
）
構
成
品
の
故

障
等
に
よ
り
、
通
話
に

よ
る
意
思
疎

通
が
で
き
な
い
場
合
」
を
い
う

。
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

・
H
.1
～
H
.
2
 
モ
ー
ド
１

～
４
に
お
い
て
動

作
可
能
な
衛
星
電

話
（
津
波
防
護
用
）
が

４
台
未
満
の

場
合
は
、
速
や
か
に
動

作
不
能

と

な
っ
て
い
る
設
備

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措

置
を
開

始
す
る
と
と
も
に
、
代

替
手
段
を
速

や
か
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱

か
ら

1
0
分
以
内
）
に
確
保
（
詳
細
は
別

添
２

参
照
）
す
る
。
 

 
 
 

 
 

 

・
I
.1
～
I
.
4
 
条
件
Ｈ
の

措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
は
、
速
や
か
（

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱

か
ら

1
0
分
以
内
）
に

代
替
手
段
以

外
の
通
信
手
段
を

確
保
（
詳
細
は
別
添
２
参

照
）
の
後

、
モ
ー

ド
移
行
を
開
始
し
、
モ

ー
ド
５
到
達

後
速
や
か
に
取
水
路

防
潮
ゲ
ー
ト
を
閉

止
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま

た
、
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト

閉
止
ま
で
の
モ
ー

ド
移
行
中
に
お
い
て
、

衛
星
電
話
（

津
波
防
護
用
）
、
代
替
手
段
お

よ

び
代
替
手
段
以
外

の
通
信
手
段
を
用
い
た
連

携
が
で
き

な
い
場

合
は
、
取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
を
速
や

か
に
閉
止
す
る
。

 

・
J
.1
 
 
 
「
条
件
Ｉ
の

措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な

い
場
合
」
ま
た
は
「
条

件
Ｉ
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を
実
施
中
に
、
衛

星
電

話
（
津
波

防
護
用
）
も
し
く
は
代

替
手
段

以
外
の
通
信
手
段
に
よ
る
中

央
制
御

室
間
の
連
携
が
で
き
な
く
な
っ
た
場

合
」
に

取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
速
や
か
に

閉
止
す

る
。
 

・
K
.1
～
K
.
6
 
モ
ー
ド
５

，
６
お
よ
び
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い

る
期
間
に
お

い
て
、
動
作
可
能
な
衛
星
電
話

（
津
波
防
護
用
）

が
４
台
未
満
の
場
合
は
、

速
や
か
に

動
作
不

能
と
な
っ
て
い
る
設
備

を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る

と
と
も
に
、
代
替
手
段
ま

た
は
代
替

手
段
以

外
の
通
信
手
段
を
速
や

か
に
確
保
（

詳
細
は
、
別
添
２
参

照
）
の
う
え
、
停

止
時

P
RA

に
お
い
て
最
も

リ
ス
ク
の

高
い
ミ

ッ
ド
ル
ー
プ
運
転
を
避

け
る
必
要
が

あ
る
た
め
、
水
抜
き

中
の
場
合
は
速
や

か
に
水
抜
き
を
中
止
し
、

１
次
系
の

保
有
水

を
回
復
す
る
措
置
を
行

う
と
と
も
に

取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト

を
閉
止
す
る
。
 

 【
潮
位
観
測
シ
ス
テ
ム
（
津
波
防

護
用

）
の
Ｌ
Ｃ
Ｏ
／
要
求
さ
れ
る
措
置
（
Ａ
Ｏ
Ｔ

）
の
考
え
方
】
 

 
 

津
波
警
報
等
が
発

表
さ

れ
な
い

可
能
性
の
あ
る
津

波
へ
の
対
応
と
し
て
、

監
視
機

能
（
潮
位
計
）
と
連
携
機
能

（
衛
星

電
話
）
の
ど

ち
ら
の
機
能
が
喪
失
し
て

も
潮
位

観
測
シ
ス
テ
ム
（
防
護
用
）
に
よ
る

津
波
防
護
機
能
が

達
成
で
き
な
い
こ

と
か
ら
、
潮
位
計
と
衛

星

電
話
（
津
波
防
護
用
）
の
両
方
に

対
し
て
個
別
に
Ｌ
Ｃ
Ｏ
・
Ａ
Ｏ
Ｔ
を

設
定
す
る
。

 

ま
た
、
要
求
さ
れ
る
措
置

（
Ａ
Ｏ

Ｔ
）
と
し

て
は
、
以
下
の
い

ず
れ
か

の
条
件
に
該
当
す

る
場
合
、
設
計
に

て
期
待
し
て
い
る
監
視

機
能
（
潮

位
計
）

ま
た
は
連
携
機
能
（
衛

星
電
話
）
の

機
能
が
喪
失
し
た
と
み

な
し
、
モ
ー
ド
移
行
後
に
取
水
路
防

潮
ゲ
ー

ト
を
閉
止

す
る
こ
と

と
し
て

い
る
。
（
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱

時
の
潮
位
計

と
衛
星
電
話
（
津
波
防

護
用
）
の
対
応
の
整
合
を
別
添
３
に

整
理
す

る
。
）
 

・
動
作
可
能
な
潮
位
計
が

２
台
未

満
 

・
動
作
可
能
な
衛
星
電
話

（
津
波
防
護
用
）

が
４
台
未
満
、
か

つ
、
代

替
手
段
を
速
や
か

に
確
保
で

き
な
い

場
合
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※
６
：
取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
の
閉

止
判
断
基
準
に
係
る
潮
位
変
動
と
は

、
潮
位
計
の
観
測

潮
位
が
 
1
0
 
分
以

内
に
 0
.
5 
m
※

７
以

上
下
降
し
、
そ
の

後
、
最

低
潮
位
か
ら
 
1
0
 
分
以
内
に
 
0
.
5 
m
※

７
以
上
上
昇
す
る
こ

と
、

ま
た
は
 
1
0
 
分
以

内
に
 
0
.
5 

m※
７
以
上
上
昇
し
、
そ
の
後
、

最
高
潮

位
か

ら
 
1
0 
分
以
内
に

  
0
.
5 
m
※

７
以
上
下
降
す

る
こ
と
を
い
う
。

 

※
７
：
潮
位
変
動
値
の
許
容
範
囲

（
設
定
値
）
は

0.
4
5
m 
と
す
る
。
（
以
下
、
同

じ
）

 

※
８
：
保
安
電
話
（
携
帯
）
、
保

安
電
話
（
固
定
）
、
運
転
指
令
設
備

お
よ
び
衛
星
電
話

（
固
定
）
の
い
ず

れ
か
に

よ
る
通
信

手
段
を
い
う
（
以

下
、
本

条
に
お
い
て
同
じ

）
。

 

※
９
：
加
入
電
話
お
よ
び
携
行
型

通
話
装
置
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
通
信

手
段
を
い
う
（
以

下
、
本
条
に
お
い

て
同
じ
）
。
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保

安
規

定
 
第

６
８

条
の

２
（

津
波
防

護
施

設
）

の
完

了
時

間
（

Ａ
Ｏ
Ｔ

）
の

考
え

方
に

つ
い
て
 

 

津
波

防
護

施
設

の
運

転
上

の
制

限
（

Ｌ
Ｃ
Ｏ

）
、

完
了

時
間

（
Ａ
Ｏ

Ｔ
）

等
に

つ
い

て
は

、
以

下
の
と

お
り

定
め

る
こ

と
と
し

て
い

る
。
 

表
６

８
の

２
－

２
に

追
加

し
た

右
欄

に
、
Ａ

Ｏ
Ｔ

に
つ

い
て

の
説
明

を
記

載
す

る
（

現
行

保
安

規
定
記

載
の

Ａ
Ｏ

Ｔ
の

根
拠
も

含
め

て
記

載
す

る
）

。
 

 
表
６

８
の
２

－
２
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
記
載

方
針
 

完
了
時
間
 

完
了
時
間
（
Ａ
Ｏ

Ｔ
）
の
設
定
の
考
え
方

 

A.
 
取
水

路
防
潮

ゲ
ー
ト
が

２
系
統
未
満
の
ゲ
ー
ト

落
下
機
構
に
よ
り
動
作

可
能
で
あ
る
場
合
 

A
.
1
 
当
直
課
長
は
、
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
を
２

系
統
の
ゲ
ー

ト
落
下
機
構
に

よ
り
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

お
よ
び

 

A
.
2
 
当
直
課
長
は
、
残

り
の
系
統
の
ゲ
ー
ト
落

下
機
構
の
電

源
系
お
よ
び
制

御
系
に
異
常
が
な

い
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
０
日

 

  ４
時
間

 

そ
の
後
８
時

間
に
１
回
 

こ
の
「
1
0
日
」
お
よ
び
「
４

時
間
そ
の
後
８
時
間
に
１
回
」
の

AO
T
は

、
現
状

の
保
安
規

定
の

DB
設
備
で
の

AO
T
設
定
の
考
え
方

「
多
重
性
お
よ
び
独
立
性

の
機
能

を
有
す
る
設
備
に
お
い
て
、
あ
る
単

一
系
統
の
健
全
性

が
損
な
わ
れ
た
場

合
、
直
ち
に
そ
の
機
能

が

失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
残
り
の
健

全
側
系
統
の
ア
ベ

イ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
を

保
証
す
る
た
め
、
残
り

の

１
系
統
が
動
作
不
能
と
な

っ
た
時

点
か
ら
４
時
間
以
内
に
健
全
側
系
統

の
動
作
確
認
を
行

い
、
そ
の
後
も

8 
時
間
毎
に

１
回
、
健
全

側
系
統
の
動
作
確
認
を
行

う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
健
全
側
系

統
の
ア
ベ
イ
ラ
ビ

リ
テ
ィ
を
確
保
し

て
い
る
こ
と
を
条
件
と

し

て
、
1
0
 
日
間
の

限
ら
れ

た
完
了
時
間
内
に
故
障
側
系
統
の
修
理
等
を
行
い
、
動

作
可
能
な
状
態
に
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
」
と

の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る

。
 

 

【
参
考
：
「
保

安
規
定
変
更

に
係

る
基
本

方
針

」
（
抜
粋
）

】
 

こ
の
設
計
基
準
事
故
対
処

設
備
の

A
O
T
 
は
、

平
成

1
2
 年

に
米
国

S
T
S 
を
参
考
に
、
日

本
の
運
転
経

験
に
基
づ
き
合
理
的
と

判
断
さ
れ

た
値
と

し
て
設
定
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
後

1
3
 
年
間

に
渡
る

運
転
経
験
に
お
い
て

LC
O
 
逸
脱
時

に
お
け
る

A
O
T
の

長
さ
に
係

る
不
具

合
等
は
発
生
し
て
い
な

い
実
績
の
あ

る
値
で
あ
る
。
 

重
大
事
故
防
止
設
備
が
参

考
と
す

る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て

、
E
C
CS
 
機
器
の

A
O
T
を
確
認
す

る
と
「
1
0 
日
間

」
が

多
く
設
定

さ
れ
、

一
部
（
事
故
時
監
視
計

装
）
に
つ
い

て
「
30

日
間
」
が
あ
り
、
こ
の
「

30
 
日
間

」
が
最
長
の

A
O
T 
と
し
て
設

定
さ
れ
て

い
る
こ

と
か
ら
、
重
大
事
故
等

対
処
設
備
の

A
O
T
 
の
上

限
は
「
3
0
 日

間
」
と
す
る
。
 

【
参
考
：
「
原

子
炉
施
設
保

安
規

定
に
係

る
技

術
資
料
」
（

PW
R
）
平
成

24
年
】
 

[逸
脱
時

の
措
置
]
 

高
圧
注
入
系
、
低
圧
注
入

系
は
多

重
性
お
よ
び
独
立
性
の
機
能
を
有
し

て
い
る
た
め
、
あ

る
単
一
系
統
の
健

全
性
が
損
な
わ
れ

た
場
合
、

直
ち
に

炉
心
冷
却
機
能
が
失
わ

れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場

合
、
残

り
の
健
全
側
系
統
の
ア
ベ
イ
ラ
ビ
リ

テ
ィ
を
保
証
す
る

た
め
、
高
圧
注
入

系
ま
た
は
低
圧
注

入
系
の

1 
系
統
が
動

作
不
能

と
な
っ
た
時
点
か
ら

4 
時
間
以
内
に
健
全
側
系
統
の

動
作
確
認
を
行
い

、
そ
の
後
も

8
 
時
間
毎
に

１
回
、
健

全
側
系

統
の
動
作
確
認
を
行
う

こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
ま
た
、
健
全

側
系
統

の
ア
ベ
イ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
を
確

保
し
て

い
る

こ
と
を
条

件
と
し

て
、
10
 
日
間

の
限
ら
れ
た

完
了
時
間
内
に
故

障
側
系
統
の
修
理
等
を

行
い
、
動
作

可
能
な
状
態
に
す
る
こ

と

が
求
め
ら

れ
る
。

1
0 
日
の
完
了

時
間
は
、
米

国
標
準
技
術
仕
様

書
を
参
考
に
、
我
が
国

で
の
運
転
経

験
に
基
づ
き
、
現
時
点

に

お
い
て
合

理
的
で

あ
る
と
し
て
設
定
さ
れ

た
も
の
で
あ

る
。

 

【
参
考
：
「
保

安
規
定
運
用

の
手

引
き
（

平
成

7
年
）
」
（
抜
粋
）
】
 

信
頼
度
は
時
間
故
障
率
と

試
験
頻

度
の
関
数
で
示
さ
れ
，
系
統
の
信
頼

度
は
試
験
頻
度
が

増
加
す
れ
ば
高
く

な
る
。
全
て
の
機

器
が
健
全

で
あ
る

場
合
の
信
頼
度
と
同
等

な
信
頼
度
を

あ
る
機
器
の
健
全
性
が

損
な
わ

れ
た
場
合
の
系
統
に
お
い
て

も
，
そ

の
系

統
の
試
験

頻
度
を

高
め
る
こ
と
に
よ
り
確

保
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
１
系
列
ま

た
は
１

基
が
作
動
不
能
な
措
置
と
し

て
試
験

頻
度

は
，
全
て

の
機
器

が
健
全
で
あ
る
と
し
た

場
合
と
信
頼

度
が
同
等
に
な
る
よ
う

考
慮
し

，
ポ
ン
プ
お
よ
び
フ
ァ
ン
に

つ
い
て

は
１

回
／
８
時

間
（
１

当
直
）
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
試

験
頻
度
で
試
験
を
実
施

す
る
限

り
，
故
障
機
器
の
保
修
期
間

に
制
限

を
設

け
る
必
要

は
な
い

が
，
工
学
的
安
全
施
設

の
多
重
設
計

の
思
想
等
か
ら
考
え
て

い
た
ず

ら
に
長
く
す
る
こ
と
は
好
ま

し
く
な

い
た

め
，
故
障

機
器
の

保
修
期
間
は

1
0
日
を
限
度

と
し
，
こ
れ
を
超

え
る
場
合
は
原
子
炉
を

停
止
す
る
こ

と
と
す
る
。

 

【
参
考
：
平
成

1
2
年
以
前
の
保
安
規

定
記
載
】
 

こ
の
場
合
（
L
C
O
逸
脱

時
）
、
残
り
１
台
の
起
動
試
験

を
直
ち
に
行
い
、
 
そ
の
後
８
時
間
ご
と
に
起

動
試
験
を
行
わ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い

。
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条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
記
載

方
針
 

完
了
時
間
 

完
了
時
間
（
Ａ
Ｏ

Ｔ
）
の
設
定
の
考
え
方

 

B.
 モ

ー
ド
１
、
２
、
３
お

よ
び
４
に
お
い
て
条
件

Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

B
.
1
 
当
直
課
長
は
、
モ

ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 
 

B
.
2
 
当
直
課
長
は
、
モ

ー
ド
５
に
す
る
。

 

 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

                                           

「
1
2
時
間
」
は
モ
ー
ド

3
へ

、
「
56

時
間
」

は
モ
ー
ド

5
へ
の

移
行
時
間
を
規
定
し
て
い

る
。
こ
れ

ら
の
時

間
は
、
通
常
の
手
順

に
よ
り
プ
ラ
ン
ト
の
各
系

統
に
無

理
な
負
荷
を
か
け
ず
に
、
定
格
出
力

状
態
か
ら
要
求
さ

れ
る
運
転
状
態
に

至
る
時
間
と
し
て
、
我

が

国
で
の
運
転
経
験
に
基
づ

き
設
定

し
て
い
る
。
 

 【
保
安
規
定
変

更
に
係
る
基

本
方

針
（
抜

粋
）

】
 

 
(
d
) 
モ
ー
ド
変

更
に
係
る

A
O
T
 

 
 
 
設

計
基
準

事
故
対
処
設
備
が

A
O
T 
内
に
復
旧
で
き
な
い
場
合
の

プ
ラ
ン
ト
停
止
等

の
モ
ー
ド
変
更
に

係
る

A
OT
 
は
、
日

本
の
運
転
経
験
に

基
づ
き
標
準
的
な
プ
ラ
ン

ト
停
止
操

作
に
必

要
な
時
間
と
し
て
設
定

し
た
も
の
で

あ
り
、
L
C
O 
逸
脱
時
に

お
け
る
プ
ラ
ン
ト

停
止
等
の
モ
ー
ド
変
更
時

に
お
い
て

A
OT

の
長
さ
に
係
る
不
具
合
等

は
発
生
し
て

い
な
い
実
績
の
あ
る
値

で
あ
る
。
（
中
略

）
 

ｄ
．
プ
ラ

ン
ト
停
止
等
の
モ
ー
ド

変
更
に
係
る

A
O
T 

モ
ー
ド
変
更

 
A
OT
 

モ
ー
ド
１
 
⇒
 

モ
ー
ド

３
 

１
２
時
間
 

モ
ー
ド
１
 
⇒
 

モ
ー
ド

４
 

３
６
時
間
 

モ
ー
ド
１
 
⇒
 

モ
ー
ド

５
 

５
６
時
間
 

 
【

「
原
子
炉
施

設
保
安
規
定

に
係

る
技
術

資
料

（
P
W
R
）
平
成

2
4
年

9
月
」
記

載
】
 

1
2
時
間
以
内

に
モ
ー
ド
３
に
し
、
5
6
時
間
以
内
に
モ
ー
ド

5
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
完
了
時
間
は
、

通
常
の

手
順
に
よ

り
プ
ラ

ン
ト
の
各
系
統
に
無
理

な
 
 
負
荷
を
か
け
ず
に
、

定
格
出

力
状
態
か
ら
要
求
さ
れ

る
運
転
状
態
に
至
る
時

間

と
し
て
、

米
国
標

準
技
術
仕
様
書
を
参
考

に
、
我
が
国

で
の
運
転
経
験
に
基
づ

き
、
現

時
点
に
お
い
て
合
理
的
で
あ

る
と
し

て
設

定
さ
れ
た

も
の
で

あ
る
。
 

 
 
（
参
考
）
「
米
国
標
準

技
術
仕

様
書
」
の
考
え
方

 

 
 
許
容
さ
れ
る
完
了
時

間
は
、

運
転
経
験
に
基
づ
い
て
お
り
、
所
定

の
方
法
に
従
っ
て

原
子
炉
ユ
ニ
ッ
ト

系
統
に
問
題
を
起
こ
す

こ

と
な
く
、
全
出
力

状
態
か
ら
要
求
さ
れ
る

ユ
ニ
ッ
ト
状

態
に
達
す
る
た
め
に
合
理
的
で

あ
る
。
(
米
国
標
準
技
術
仕

様
書
記
載
の
モ

ー
ド
移
行

A
OT
 
モ
ー
ド
１
→
３
：
6
時

間
、

モ
ー
ド
１
→
5
：
3
6
時
間
）
 

 【
保
安
規
定
に

モ
ー
ド
移
行

時
間

を
記
載

し
た

際
の
考
え
方

】
 

 
 
米
国
標
準

技
術
仕
様
書
を
参
考
と

し
、
保
安
規
定
の
充
実
を
図
っ

た
際
に
、
当
時
（

平
成

1
2
年
）
の
各
プ
ラ
ン
ト
の
定
期
検

査

に
係
る
停
止
時
間

(モ
ー
ド
移
行
)
の
平
均
的

な
時
間
に

対
し
て

余
裕
を
見
込
ん
で
設
定

し
た
。
 

 
 

 

 
（
参
考
）
至
近
の
プ
ラ

ン
ト
停

止
実
績
（
高
浜
４
号
機
 
2
0
2
0
年

1
0
月
）

 

モ
ー
ド
変
更

 
実
績
経
過

時
間

 

定
格
熱
出

力
一
定
運
転
→
電
気
出
力

1
0
0
%（

モ
ー
ド
１
）

 
0
時
間

1
6
分
 

電
気
出
力

 
 5
0
%
 

2
時
間

4
6
分
 

電
気
出
力

 
2
5
%
 

4
時
間

0
1
分
 

電
気
出
力

 
1
3
%
（
給
水

制
御
切
替
等
）
 

5
時
間

1
3
分
 

電
気
出
力

 
  
5
%
 

6
時
間

0
1
分
 

発
電
機
解

列
 

6
時
間

0
6
分
 

出
力
領
域

中
性
子
束

5
%（

モ
ー
ド

2
）

 
7
時
間

5
6
分
 

原
子
炉
停

止
（
モ
ー
ド

3
）
 

9
時
間

1
3
分
 

R
C
S
温
度

1
77
℃
（
モ
ー
ド

4
）

 
23

時
間

49
分
 

R
C
S
温
度

9
3℃

（
モ
ー
ド

5
）
 

34
時
間

03
分
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条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
記
載

方
針
 

完
了
時
間
 

完
了
時
間
（
Ａ
Ｏ

Ｔ
）
の
設
定
の
考
え
方

 

C.
 モ

ー
ド
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い

る
期
間
に
お
い
て
条
件

Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

C
.
1
 
原
子
燃
料
課
長
は

、
照
射
済
燃
料
移
動
中

の
場
合
は
、

照
射
済
燃
料
の

移
動
を
中
止
す
る

。
 

お
よ
び

 

C
.
2
 
当
直
課
長
は
、
１

次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度
が
低
下

す
る
操
作
を
全

て
中
止
す
る
。
 

お
よ
び

 

C
.
3
 
当
直
課
長
は
、
１

次
冷
却
系
の
水
抜
き
操

作
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す

る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

 

停
止
状
態
で
あ
っ

て
も
、
可
能
な
限
り
短

時
間
で
、
安

全
側
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
「
速
や
か

に
」
と

規
定
し
て
い
る
。
 

【
「
速
や
か
に

」
の
定
義
】
 

 
第

1
2
条
（
構
成
お
よ
び
定
義

）
第

2
項
(
2
)
に
お
い

て
、
「
第

3
節
に
お
い

て
「
速
や
か

に
」
と
は
、
可
能

な
限
り
短
時
間

で
実
施
す

る
も
の

で
あ
る
が
、
一
義
的
に

時
間
を
決
め

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り

、
意
図

的
に
遅
延
さ
せ
る
こ
と
な
く

行
う
こ

と

を
意
味
す

る
。
な

お
、
要
求
さ
れ
る
措
置

を
実
施
す
る

場
合
に
は
、
上
記
の
主

旨
を
踏

ま
え
た
上
で
、
組
織
的
に
実

施
す
る

準

備
※
が
整
い
次
第
行
う
活
動
を
意
味
す
る

。
ま
た
、
複

数
の
「
速
や
か
に
」
実

施
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
措
置
に

規
定
さ
れ
て

い
る
場
合

は
、
い

ず
れ
か
一
つ
の
要
求
さ

れ
る
措
置
を

「
速
や
か
に
」
実
施
し

、
引
き

続
き
遅
滞
な
く
、
残
り
の
要

求
さ
れ

る

措
置
を
実

施
す
る

。
」
と
定
義
し
て
い
る

。
 

※
：
関
係
者
へ
の

連
絡
、
各
運
転
員
へ
の

指
示
、
手
順

の
準
備
・
確
認
等
を
行
う
こ
と

。
 

D.
２
台
の
潮
位
計
が
動
作

可
能
で
あ
る
場
合
 

  

D.
1
 
当
直
課
長
は

、
３
台

の
う
ち
動
作
不
能

と
な
っ
て

い
る
潮

位
計
１
台
に

て
取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
の

閉
止
判
断
基
準
に

係
る
潮
位
変
動

※
６
を
確
認

し
た
と
み
な
す
。

 

 お
よ
び
 

D
.
2 
当
直
課
長
は
、
動
作

不
能
と

な
っ
て
い

る
潮
位
計
を
動
作

可
能
な

状
態

に
復
旧
す
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

 

潮
位
計
は
、
4
台
設
置
さ
れ
て
お
り
、

Ｌ
Ｃ

Ｏ
は

3
台
と
し
て

い
る
。

Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
時
の

措
置
の
条

件
「
2
台
の
潮
位
計

が
動
作

可

能
で
あ
る
場
合
」
に
お
い

て
、
故

障
に
よ
る
検
知
失
敗
の
可
能
性
を
低

減
し
、
３
台
中
２

台
の
検
知
に
よ
る

判
断
と
同
等
の
信
頼
性

を

確
保
す
る
た
め
に
、
故
障

し
た
１

台
を
潮
位
変
動
し
た
と
み
な
し
、
Ｌ

Ｃ
Ｏ
3
台
と

同
じ
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
を

可
能
な
限
り
短
時

間
で
行
う
こ
と
が
必
要
で

あ
る
こ

と
か
ら
「
速
や
か
に
」
と
規
定
し
て

い
る
。
 

 潮
位
計
の
機
能
と

し
て
は
、
上
記
対
応
に

よ
り
、
Ｌ
Ｃ

Ｏ
3
台
と
同
等
の
機

能
を
維
持
で

き
て
い
る

。
し
か

し
な
が
ら
、
復
旧
す
る

措
置
も
可
能
な
限
り
短
時

間
で
開

始
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
速

や
か
に
」
と
規
定

し
て
い
る
。

 

 

E.
 
モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お

よ
び
４
に
お
い
て
動
作

可
能
な
潮
位
計
が
２
台

未
満
で
あ
る
場
合
 

E
.
1
 
当
直
課
長
は
、
動

作
不
能
と
な
っ
て
い
る

潮
位
計
を
動

作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び

 

E
.
2 
当
直
課
長
は
、
発
電

所
構
外

の
観
測
潮
位
に
故
障
を
示
す
指
示
変

動
や

欠
測
が
な
い
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び

 

E
.
3
 
当
直
課
長
は
、
E
.
2
の
措
置
を

実
施
後

、
モ

ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 
 

E
.
4
 
当
直
課
長
は
、
モ

ー
ド
５
に
す
る
。

 

お
よ
び
 
 

E
.
5
 
当
直
課
長
は
、
モ

ー
ド
５
到
達
後
、
取
水

路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
閉
止
す

る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

 速
や
か
に
 

 

津
波
防
護
機
能
を

早
期
に
回
復
さ
せ
る
観

点
か
ら
、
機

能
喪
失
し
た
潮
位
計
を
可
能
な

限
り
短
時
間

で
復
旧
す
る
こ
と
が
重

要
と
考

え
、
動
作
不
能
と
な
っ
た

潮
位
計

を
速
や
か
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

 発
電
所
構
外
の
観

測
潮
位
の
健
全
性
を
早

期
に
確
認
す

る
た
め
に
、
故
障
を
示
す
指
示

変
動
や
欠
測

が
な
い
こ
と
を
「
速
や

か
」
に

確
認
す
る
。
こ
の
場
合
、

具
体
的

に
は
「
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸
脱
か
ら

1
0
分
以
内
」
に
実
施
す

る
。
 

 

「
12

時
間
」

は
モ
ー
ド

3
へ
、
「
5
6
時
間
」
は
モ
ー
ド

5
へ
の
移
行
時
間
を
規

定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
時
間
は
、

通
常
の
手
順
に

よ
り
プ
ラ
ン
ト
の
各
系
統

に
無
理

な
負
荷
を
か
け
ず
に
、
定
格
出
力
状

態
か
ら
要
求
さ
れ

る
運
転
状
態
に
至

る
時
間
と
し
て
、
我
が

国

で
の
運
転
経
験
に
基
づ
き

設
定
し

て
い
る
。
（
B
.1
、
B
.
2
同
様
）
 

 モ
ー
ド
５
到
達
後
に
、
可

能
な
限

り
短
時
間
で
、
防
潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止

す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
か
ら

「
速
や
か
に
」
と
規
定

し

て
い
る
。
 

F.
 
条
件

Ｅ
の
措

置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合

 

ま
た
は

 

 
 
条
件

Ｅ
で
要

求
さ
れ
る

措
置
を
実
施
中
に
、
発

電
所
構
外
で
津
波
と
想

定
さ
れ
る
潮
位
の
変
動

を
観
測
し
た
場
合
も
し

く
は
発
電
所
構
外
の
観

測
潮
位
が
欠
測
し
た
場

合
 

F
.
1
 
当
直
課
長
は
、
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
を
閉

止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

「
条
件
Ｅ
の
措
置
を
完
了

時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場
合
」
ま
た
は
「

条
件
Ｅ
で
要
求
さ

れ
る
措
置
を
実
施

中
に
、
発
電
所
構
外
で

津

波
と
想
定
さ
れ
る
潮
位
の

変
動
を

観
測
し
た
場
合
も
し
く
は
発
電
所
構

外
の
観
測
潮
位
が

欠
測
し
た
場
合
」

は
、
取
水
路
防
潮
ゲ
ー

ト

の
閉
止
が
必
要
な
こ
と
か

ら
「
速

や
か
に
」
と
規
定
し
て
い
る
。
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- 9
 - 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
記
載
方
針
（

案
）

 
完
了
時
間
 

完
了
時
間

（
Ａ
Ｏ

Ｔ
）
の
設
定
の
考
え
方

 

G.
 
モ
ー
ド
５
、

６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い

る
期
間
に
お
い
て
動
作

可
能
な
潮
位
計
が
２
台

未
満
で
あ
る
場
合
 

G
.
1
 
当
直
課
長

は
、
動

作
不
能
と
な
っ
て
い
る

潮
位
計
を
動

作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び

 

G
.
2
 
原
子
燃
料

課
長
は

、
照
射
済
燃
料
移
動
中

の
場
合
は
、

照
射
済
燃
料
の

移
動
を
中
止
す
る

。
 

お
よ
び

 

G
.
3
 
当
直
課
長

は
、
１

次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度
が
低
下

す
る
操
作
を
全

て
中
止
す
る
。
 

お
よ
び

 

G
.
4
 
当
直
課
長

は
、
１

次
冷
却
系
の
水
抜
き
操

作
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す

る
。

 

お
よ
び
 
 

G
.
5
 
当
直
課
長

は
、
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
を
閉

止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

潮
位
計
を
可
能
な

限
り
短
時
間
で
復
旧
す

る
措
置
を
開

始
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ

と
か
ら
「
速

や
か
に
」
と
規
定
し
て

い
る
。

 

  停
止
状
態
で
あ
っ

て
も
、
可
能
な
限
り
短

時
間
で
、
安

全
側
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
「
速
や
か

に
」
と

規
定
し
て
い
る
。
 

 

 

 

H.
 
モ
ー
ド
１
、

２
、
３
 

お
よ
び
４
に
お
い
て
動

作
可
能
な
衛
星
電
話

（
津
波
防
護
用
）
が
４

台
未
満
で
あ
る
場
合

 

H.
1
 
電
気
保
修
課

長
は
、

動
作
不
能
と
な
っ

て
い
る
設

備
を
動

作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び

 

H
.
2
 
電
気
保
修

課
長
は

、
代
替
手
段

※
８
を
確
保
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

 

潮
位
計
と
同
様
に

衛
星
電
話
（
津
波
防
護

用
）
を
可
能

な
限
り
短
時
間
で
復
旧
す
る
措

置
を
開
始
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
か

ら
「
速
や
か
に
」
と
規
定

し
て
い

る
。

 

 

代
替
手
段
を
可
能

な
限
り
短
時
間
で
実
施

す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
速
や

か
に
」
と
規

定
し
て
い
る
。
 

な
お
、
こ
の
場
合

具
体
的
に
は
「
Ｌ
Ｃ
Ｏ
逸

脱
か
ら

10
分
以
内
」
に
実
施
す

る
。
（
詳
細

は
別
添
２

参
照
）

 

I.
 
条
件

Ｈ
の
措

置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合

 

I.
1
 
電
気
保
修
課

長
は
、

衛
星
電
話
（
津
波

防
護
用
）

ま
た
は

代
替
手
段
以

外
の
通
信
手
段

※
９
を
確
保
す
る
。

 

お
よ
び

 

I
.
2
当
直
課
長

は
、
I
.
1
の
措
置
を
実
施
後
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

 

お
よ
び
 
 

I
.
3
 
当
直
課
長

は
、
モ

ー
ド
５
に
す
る
。

 

お
よ
び
 
 

I
.
4
 
当
直
課
長

は
、
モ

ー
ド
５
到
達
後
、
取
水

路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
閉
止
す

る
。

 

速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

 速
や
か
に
 

 

代
替
手
段
以
外
の

通
信
手
段
を
可
能
な
限

り
短
時
間
で

確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
「
速
や
か

に
」
と
規
定
し
て
い
る

。
 

な
お
、
こ
の
場
合
、
具
体

的
に
は

代
替
手
段
の
確
認
も
含
め
「
Ｌ
Ｃ
Ｏ

逸
脱
か
ら

1
0
分
以
内
」
に
実
施
す
る
。
（
詳

細
は
別
添
２
参

照
）
 

「
12

時
間
」

は
モ
ー
ド

3
へ
、
「
5
6
時
間
」
は
モ
ー
ド

5
へ
の
移
行
時
間
を
規

定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
時
間
は
、

通
常
の
手
順
に

よ
り
プ
ラ
ン
ト
の
各
系
統

に
無
理

な
負
荷
を
か
け
ず
に
、
定
格
出
力
状

態
か
ら
要
求
さ
れ

る
運
転
状
態
に
至

る
時
間
と
し
て
、
我
が

国

で
の
運
転
経
験
に
基
づ
き

設
定
し

て
い
る
。
（
B
.1
、
B
.
2
同
様
）
 

 モ
ー
ド
５
到
達
後

に
、
可
能
な
限
り
短
時

間
で
、
防
潮

ゲ
ー
ト
を
閉
止
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ

と
か
ら
「
速
や
か
に
」

と
規
定

し
て
い
る
。
 

J.
 
条
件

Ｉ
の
措

置
を
完
了

時
間
内
に
達
成
で
き
な

い
場
合

 

ま
た
は

 

 
 
条
件

Ｉ
で
要

求
さ
れ
る

措
置
を
実
施
中
に
、
衛

星
電
話
（
津
波
防
護

用
）
も
し
く
は
代
替
手

段
以
外
の
通
信
手
段
に

よ
る
中
央
制
御
室
間
の

連
携
が
で
き
な
く
な
っ

た
場
合

 

 

J.
1
 当

直
課
長
は
、
取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止

す
る
。
 

速
や
か
に
 

「
条
件
Ｉ
の
措
置

を
完
了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場

合
」
ま

た
は
「
条
件
Ｉ
で
要
求

さ
れ
る
措
置

を
実
施
中
に
、
衛
星
電

話
（
津

波
防
護
用
）
も
し

く
は
代
替
手
段
以
外
の
通

信
手
段
に

よ
る
中

央
制
御
室
間
の
連
携
が

で
き
な
く
な

っ
た
場
合
」
は
、
取
水

路
防
潮

ゲ
ー
ト
の
閉
止
が

必
要
な
こ
と
か
ら
「
速
や

か
」
と
規

定
し
て

い
る
。
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- 1
0 

- 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
記
載
方
針
（

案
）

 
完
了
時
間
 

完
了
時
間

（
Ａ
Ｏ

Ｔ
）
の
設
定
の
考
え
方

 

K.
 モ

ー
ド
５
、
６
お
よ
び

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い

る
期
間
に
お
い
て
動
作

可
能
な
衛
星
電
話
（
津

波
防
護
用
）
が
４
台
未

満
で
あ
る
場
合

 

K.
1
 
電
気
保
修
課

長
は
、

動
作
不
能
と
な
っ

て
い
る
設

備
を
動

作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び

 

K
.
2
 
電
気
保
修

課
長
は
、
代
替
手
段
ま

た
は
代
替
手
段
以
外
の
通
信
手
段
を

確
保
す
る

。
 

お
よ
び

 

K
.
3
 
原
子
燃
料

課
長
は

、
照
射
済
燃
料
移
動
中

の
場
合
は
、

照
射
済
燃
料
の

移
動
を
中
止
す
る

。
 

お
よ
び

 

K
.
4
 
当
直
課
長

は
、
１

次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素

濃
度
が
低
下

す
る
操
作
を
全

て
中
止
す
る
。
 

お
よ
び

 

K
.
5
 
当
直
課
長

は
、
１

次
冷
却
系
の
水
抜
き
操

作
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す

る
。

 

お
よ
び
 
 

K.
6
 当

直
課
長
は
、
取

水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止

す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

潮
位
計
と
同
様
に

衛
星
電
話
（
津
波
防
護

用
）
を
可
能

な
限
り
短
時
間
で
復
旧
す
る
措

置
を
開
始
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
か

ら
「
速
や
か
に
」
と
規
定

し
て
い

る
。

 

 代
替
手
段
ま
た
は

代
替
手
段
以
外
の
通
信

手
段
を
可
能

な
限
り

短
時
間
で
実
施
す
る
こ

と
が
必
要
で

あ
る
こ
と
か
ら
「
速
や

か
に
」

と
規
定
し
て
い
る
。

 

  
停
止
状
態
で
あ
っ
て
も

、
可
能

な
限
り
短
時
間
で
安
全
側
の
措
置
を

実
施
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
「
速
や
か
に
」
と

規

定
し
て
い
る
。

 

 

※
６
：
取
水
路
防

潮
ゲ
ー

ト
の
閉
止
判
断
基

準
に
係
る

潮
位
変

動
と
は
、
潮
位
計
の
観

測
潮
位
が
 
1
0 
分
以
内
に
 
0
.
5
 m

※
７
以
上
下
降

し
、
そ
の

後
、
最

低
潮
位
か
ら
 
1
0
 
分
以

内
に
 0
.
5 
m
※

７
以
上
上
昇

す
る
こ

と
、
ま
た
は
 
10
 
分
以

内
に
 0
.
5 
m
※

７
以
上
上
昇
し
、
そ

の
後
、
最

高
潮
位

か
ら
 1
0
 
分
以
内
に
 
 
0.
5
 m

※
７
以
上
下
降
す
る
こ
と
を
い

う
。
 

※
７
：
潮
位
変
動

値
の
許

容
範
囲
（
設
定
値

）
は

0
.4
5
m
 
と
す
る

。
（
以

下
、
同
じ
）
 

※
８
：
保
安
電
話

（
携
帯

）
、
保
安
電
話
（

固
定
）
、

運
転
指

令
設
備
お
よ
び
衛
星
電

話
（
固
定
）

の
い
ず
れ
か
に
よ
る
通

信
手
段

を
い
う
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同

じ
）
。
 

※
９
：
加
入
電
話

お
よ
び

携
行
型
通
話
装
置

の
い
ず
れ

か
に
よ

る
通
信
手
段
を
い
う
（

以
下
、
本
条

に
お
い
て
同
じ
）
。
 

 
以
 
上
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別添１ 

潮位計のＬＣＯ逸脱時の対応について 

 

１．潮位計のＬＣＯについて  

潮位計は、合計４台設置し、１台は予備としている。また、2 out of 3 の扱いとし、単

一故障を想定しても動作を保証する設備数として、３台を所要台数としている。 

 本資料は、潮位計のＬＣＯ逸脱時の対応を整理したものである。 

 

２．潮位計のＬＣＯ逸脱時の対応 

  潮位計のＬＣＯ逸脱時の対応について、動作可能な潮位計が「（１）２台となった場

合」と「（２）２台未満となった場合」に分けて、以下に整理する。 

 

（１）動作可能な潮位計が２台の場合 

    動作可能な潮位計が２台となった場合、動作不能となっている潮位計１台を取水

路防潮ゲート閉止判断基準に係る潮位変動を確認した（津波検知）と扱うこととし

ている。 

    これは、動作可能な潮位計が残り２台となった場合に、故障による検知失敗の可

能性を低減し、３台中２台の検知による判断と同等の信頼性を確保するためにこの

ような扱いとしているものである。 

よって、動作可能な潮位計による津波の検知がなければこの条件では取水路防潮

ゲートは閉止しない。 

（ＡＯＴ記載方針） 
条 件 要求される措置 完了時間 

D.２台の潮位計が動作可能である

場合 

 

 

D.1 当直課長は、３台のうち動作不能となっている潮位計１台にて取水

路防潮ゲートの閉止判断基準に係る潮位変動※６を確認したとみな

す。 

および 

D.2 当直課長は、動作不能となっている潮位計を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

（２）動作可能な潮位計が２台未満の場合 

    動作可能な潮位計が２台未満となった状態では、津波検知ができず、津波防護機

能を喪失している状況であることから、津波襲来の有無に係わらず取水路防潮ゲー

トを閉止する。 

（ＡＯＴ記載方針） 
条 件 要求される措置 完了時間 

E. モード１、２、３および４にお

いて動作可能な潮位計が２台未

満である場合 

E.1 当直課長は、動作不能となっている潮位計を動作可能な状態に復旧

する措置を開始する。 

および 

E.2 当直課長は、発電所構外の観測潮位に故障を示す指示変動や欠測が

ないことを確認する。 

および 

E.3 当直課長は、E.2 の措置を実施後、モード３にする。 

および  

E.4 当直課長は、モード５にする。 

および  

E.5 当直課長は、モード５到達後、取水路防潮ゲートを閉止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

１２時間 

 

５６時間 

 

速やかに 
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  【動作可能な潮位計が２台未満である場合のＡＯＴの考え方】 

・動作可能な潮位計が２台未満となった場合、取水路防潮ゲートが「開」状態のま

ま、警報なし津波が襲来する可能性があるため、この場合の影響と対応について、

押し波と引き波に分けて表１に整理する。 

表１ 取水路防潮ゲートが閉止できない場合の影響と対応 
 取⽔路防潮ゲートが閉⽌できない場合の影響 対応 

押し波 
1.海水ポンプモータ下端まで津波が到達し、機能保持できない
可能性がある。 
2.津波が敷地へ遡上する可能性がある。 

1.津波により海水ポンプが機能喪失した場合には既に整備済
みの海水系機能喪失時の手順により対応する。 
2.津波襲来に備え、作業中断、⼈と⾞両の退避を⾏う。 

引き波 
1.海水ポンプの取水可能水位を下回り、機能保持できない可
能性がある。 

1.津波により海水ポンプが機能喪失した場合には既に整備済
みの海水系機能喪失時の手順により対応する。 

＜海水系機能喪失時の手順＞ 

①現場確認を行い、海水系統の機能回復操作を試みる。 

引き波により運転中の海水ポンプが停止した場合には、他の停止中（待機中）の予

備機の海水ポンプを使用することで、海水冷却機能が回復すれば、モード５(低温停

止)に移行することが可能である。 

②海水冷却機能が回復しない場合であっても、２次系（蒸気発生器）による原子炉の

冷却を行いつつ、大容量ポンプによる代替補機冷却水通水および格納容器内自然対

流冷却の準備(想定準備時間約 7.5 時間)を並行して進める。代替補機冷却の準備完

了後は、余熱除去系統の冷却による原子炉の冷温停止に移行する。 

 

・表１より、プラントへの影響としては、押し波、引き波のいずれの場合においても

海水ポンプの機能喪失が考えられる。 

・取水路防潮ゲート閉止にあたっては原子炉停止が必要なところ、津波が襲来してい

る状態ではないことから、原子炉を通常停止した後に取水路防潮ゲートを閉止する

こととし、ＡＯＴ設定にあたっては、影響を受ける可能性のある 「海水ポンプ」が

機能喪失した場合の原子炉停止に係るＡＯＴを参照した。（添付１参照） 

・具体的には、「動作可能な潮位計が２台未満となった場合」（海水ポンプは機能喪

失していない）においても同様に、１２時間以内にモード３、５６時間以内にモー

ド５に移行し、モード５到達後も津波防護機能は要求されるため、速やかに取水路

防潮ゲートを閉止することについて規定する。 

・また、津波防護機能を早期に回復させる観点から、機能喪失した潮位計を可能な限

り短時間で復旧することが重要と考え、動作不能となった潮位計を速やかに復旧す

る措置を開始することも規定する。 

  ・なお、海水ポンプのＬＣＯ逸脱時の措置として、２系統動作不能時の要求される措

置は記載がないため、保安規定第８８条に基づき、通常の停止操作を行うこととし

ている。（１３時間以内にモード３、３７時間以内にモード４、５７時間以内にモ

ード５へ移行する）（添付２参照） 
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【発電所構外の観測潮位の活用】 

    取水路防潮ゲート閉止までのモード移行中は津波防護機能が喪失した状況である

ことを踏まえると、「動作可能な潮位計が２台未満」という状況においても、津波

防護機能を確保するため発電所構外の観測潮位※１を活用することとした。 

具体的には、図１のフローに基づき対応することを保安規定に定め、取水路防潮

ゲート閉止（原子炉停止）までの期間においても津波防護機能を確保する措置を講

じる。 

また、取水路防潮ゲートを閉止できない場合には、津波が敷地へ遡上しプラント

以外への影響の可能性もあるため、施設影響のある範囲について「作業中断」並び

に「人および車両の退避」に係る措置も講じることとする。 

詳細運用については、大津波警報時の対応を参考に規定することとする。（取水

路防潮ゲート開状態における津波水位は添付３参照） 

なお、発電所構外の観測潮位に故障を示す指示変動や欠測がないことを速やかに

確認できない場合や、モード移行を含む措置の実施中において発電所構外で津波と

想定される潮位の変動や欠測があった場合は、速やかに取水路防潮ゲートを閉止す

ることとする。 

 

※１：構外の観測潮位は「予防保全を目的とした点検・保修」や「車両退避」等に係る運用において

も活用することを保安規定に規定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 動作可能な潮位計が２台未満の状況における対応フロー 

  以 上 

（添付） 

１．保安規定第６８条（抜粋） 

２．保安規定第８８条（抜粋）および解釈 

３．取水路防潮ゲート開状態における施設影響の整理  
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添付１ 

保安規定第６８条（抜粋） 
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添付２ 

保安規定第８８条（抜粋）および解釈

 
 
 

（原子炉施設保安規定に係る技術資料（抜粋）） 

第５項（解釈） 

運転上の制限を満足していない状態であって、「この規定第３項」に示すいずれの条件にも該当しない場合の措置として 

・１３時間以内にモード３ 

・３７時間以内にモード４ 

・５７時間以内にモード５ 

へ移行することを規定している。例えば、非常用炉心冷却系（モード１、２、３および４）の２系列動作不能時（措置に記載なし）等

が該当する。 

なお、第３４条（計測および制御設備）の「燃料落下および燃料建屋空気浄化系計装」のように、原子炉の運転状態によらない規定に

おいて本項を適用することは、不必要な原子炉停止を要求することとなるため適用しない。本項を適用しない主な条番号について以下

に記載する。 

・第３４条（計測および制御設備）のうち「燃料落下および燃料建屋空気浄化系計装」 

・第７１条（燃料取扱建屋空気浄化系） 

・第８４条（使用済燃料ピットの水位および水温） 

本項において、モード移行時間が「この規定第３項」のモード移行時間と異なるのは、いずれの条件にも該当しないと判断した場

合、その判断した時間から手順書確認、負荷降下のための中給指令所への連絡等の諸準備が必要なことから、１時間の準備時間を考慮

しているためである。 
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添付３ 

取水路防潮ゲート開状態における施設影響の整理 

 

１．取水路防潮ゲート開状態における津波水位 

基準津波３及び基準津波４の取水路防潮ゲート開状態における津波水位計算結果は表１のとおりで

ある。図１に基準津波３の最高水位分布図・最大浸水深分布図、図２に基準津波４の最高水位分布

図・最大浸水深分布図を示す。 

また、表 1の津波水位計算結果に、耐津波設計で考慮される潮位のばらつき（水位上昇側：

+0.15m、水位下降側：-0.17m）と高潮の裕度（水位上昇側：+0.49m）を加味した値を、表２に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

図１ 基準津波３の最高水位分布図・最大浸水深分布図 

  

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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図２ 基準津波４の最高水位分布図・最大浸水深分布図 

 

表１ 基準津波３及び基準津波４の津波水位計算結果 

 
 
 
 
 
 
 

表２ 基準津波３及び基準津波４の津波評価結果 

(潮位のばらつき、高潮裕度を加味した値) 

 
 
 
 
 

 

 

 
枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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２．取水路防潮ゲート開状態の津波水位に対する施設影響の整理 

基準津波３および基準津波４の取水路防潮ゲート開状態の津波水位計算結果に対して施設影響が生

じるか否かの確認は、「①既許可で確認済みの対策での評価」と、参考として「②既許可で確認して

いないが、実力的に発生防止・事象緩和機能を持つ設備や、既許可での評価条件の保守性（上昇側

で、海水ポンプ・循環水ポンプを全台停止している）から、実運転の条件で考慮した機能影響を考慮

した評価（以下、実力評価という。）」の場合に分けて整理した。 

この①、②について、最も津波水位が厳しくなる基準津波３の津波水位計算結果に潮位のばらつき

(上昇側+0.15m、下降側-0.17m)および高潮裕度(上昇側+0.49m)を考慮した水位(表２の水位)に対し、

施設への影響評価を行った結果を表３に示す。 

本評価結果より、①の既許可で確認済みの対策での評価の場合、水位上昇側、水位下降側ともに、

施設影響が生じることを確認した。具体的には、高浜１，２号炉は、水位下降側において、「海水ポ

ンプの取水可能水位を下回ること」、高浜３，４号炉は、水位上昇側において、「津波防護対象施設

を内包する建屋への津波の到達・流入が否定できないこと」、「海水ポンプへの津波の到達・流入が

否定できないこと」、「燃料油貯油そうへの津波の到達・流入が否定できないこと」、水位下降側に

おいて、「海水ポンプの設計取水可能水位を下回ること」を確認した。 

なお、参考として、実力評価まで考慮した場合、水位上昇側は、高浜１～４号炉いずれにおいても

施設影響が生じないこと、水位下降側は、高浜１～４号炉いずれにおいても「海水ポンプの取水可能

水位を下回ること」を確認した。
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別添２ 

衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応について 

 
１．衛星電話（津波防護用）のＬＣＯについて 

   １号および２号炉を担当する当直課長または３号および４号炉を担当する当直課長

は、他方の中央制御室の当直課長へ潮位観測システム（防護用）のうち衛星電話（津波

防護用）を用いて、警報発信したことを報告することとし、単一故障を想定しても対応

を保証する設備数（中央制御室毎に２台の合計４台）を所要数とする。 

本資料は、衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応を整理したものである。 

 

２．衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応 

衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応を以下に整理する。 

 

モード１～４において、動作可能な衛星電話（津波防護用）が４台未満（ＬＣＯ逸

脱）になった場合は、「速やか」に「動作可能な状態に復旧する措置を開始する。」こ

とに加え、「速やか（１０分以内※）」に代替手段として「保安電話（携帯）、保安電話

（固定）、運転指令設備」および衛星電話（津波防護用）と同種の通信機器である「衛

星電話（固定）」のいずれかによる通信手段を確保する。 

上記措置ができない場合は、代替手段以外の通信手段（加入電話または携行型通話装

置）を「速やか（１０分以内※）」に確保のうえ、１２時間以内にモード３、５６時間以

内にモード５に移行したうえで、取水路防潮ゲートを閉止することとしている。 

なお、「衛星電話（津波防護用）」または「代替手段以外の通信手段」を速やかに確

保できない場合や、モード移行を含む措置の実施中において「衛星電話（津波防護

用）」または「代替手段以外の通信手段」による中央制御室間の連携ができなくなった

場合は、速やかに取水路防潮ゲートを閉止することとする。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 動作可能な衛星電話（津波防護用）が４台未満の状況における対応フロー 
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※：代替手段等の確保を１０分以内に実施する考え方（図２参照） 

・警報なし津波が発生すると、最初に構外の観測潮位の警報が発信する。（約３７分） 

・構外の観測潮位の警報発信（約３７分）から高浜発電所取水口に津波が到達（約４

３分）するのが最も早い波形で約６分である。 

・取水口到達後、構内潮位計による取水路防潮ゲート閉止判断基準到達（約４９分）ま

で約６分である。 
・以上より、構外の観測潮位の警報発信（約３７分）から構内潮位計にて取水路防潮ゲ

ート閉止判断基準到達（約４９分）までは約１２分要する 
・これにより、構外の観測潮位の警報発信時（約３７分）に衛星電話（津波防護用）が

ＬＣＯ逸脱したとしても、代替手段等が１０分以内に確保出来れば、構内潮位計にて
取水路防潮ゲート閉止判断基準到達時（約４９分）にはＡ・Ｂ中央制御室間の連携は
確保され、津波防護機能は担保される。 

・なお、構外の観測潮位が欠測した場合、速やかに衛星電話（津波防護用）、代替手段、

代替手段以外の通信手段のいずれかにより、中央制御室間の連携が可能であることを

あらかじめ確認する運用を社内標準に定める。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 津居山での警報発信から高浜発電所の津波検知までの考え方 

49.15 分にて警報発信 
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【代替手段の選定について】 

衛星電話（津波防護用）の補助設備である保安電話（携帯）、保安電話（固定）

および運転指令設備については、基準地震動に対する耐性は有していないが、津波

警報等が発表されない可能性のある津波が地震起因でないこと等を踏まえると、代

替手段として有効と考え、保安規定に定めることとする。また、同種の通信機器と

して衛星電話（固定）も有効である。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【代替手段の優先順位（通信連絡設備）】 

 

   優先順位の考え方として、中央制御室間の連携の容易性の観点から、当直課長が

常時携帯している保安電話（携帯）を第１優先、当直課長席等の机上に設置してい

る保安電話（固定）を第２優先、中央制御室に複数台設置している運転指令設備を

第３優先、衛星電話（津波防護用）と同種の通信設備である衛星電話（固定）を第

４優先で使用する。 
 
【代替手段以外の通信手段の選定について】 

（加入電話） 

・既認可で「発電所外連絡用」として設置している通信連絡設備のうち、中央制御室

間の連携に使用できることから選定した。 

（携行型通話装置） 

・中央制御室に保管しており、中央制御室間の連携に使用できることから選定した。 

 

【代替手段以外の通信手段の優先順位（通信連絡設備）】 

 

 

 

 
優先順位の考え方として、中央制御室間の連携の容易性の観点から、常時通話可

能な加入電話を第１優先、通話のための準備が必要な携行型通話装置を第２優先と

した。  

衛星電話
（固定）

衛星電話
（津波防護用）

１号及び２号炉
中央制御室

３号及び４号炉
中央制御室

非常用
電源※

非常用
電源※

非常用
電源※

④ ④

1号炉 2号炉

監視モニタ

潮位検出器

１号炉
海水ポンプ室

2号炉
海水ポンプ室

1号炉 2号炉

１ 2 非常用
電源※

非常用
電源※

3号炉 4号炉

監視モニタ

潮位検出器

3,4号炉
海水ポンプ室

3,4号炉
海水ポンプ室

3号炉 4号炉

3 4非常用
電源※

非常用
電源※

非常用
電源※

①
保安電話
（携帯）

②
保安電話
（固定）

③
運転指令

設備

①
保安電話
（携帯）

②
保安電話
（固定）

③
運転指令

設備

代替手段

図３ 衛星電話（津波防護用）の代替手段 
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【衛星電話（津波防護用）の同時損傷時の対応について】 
 竜巻襲来等にて衛星電話（津波防護用）の屋外構成品であるアンテナ等が同時損傷

することによりＬＣＯを逸脱する可能性がある。この場合、保安規定 添付２（６ 

竜巻）の規定に基づき事象収束後速やかに衛星電話用アンテナ（津波防護用）の点検

を以下の手順にて実施のうえ、予備品を用いて安全機能回復の応急処置を行うととも

に、安全機能回復が困難な場合はプラント停止する手順を整備する。 
 
① 衛星電話（津波防護用）を使用し、通話確認を行い、通信状態・動作状況を確認す

る。 
② 目視確認にてアンテナ（津波防護用）本体の外観、アンテナの損傷・脱落の有無、

接続しているケーブル損傷・切断の有無を目視点検する。また、電波受信レベルを

確認する。 
③ 目視確認によりアンテナ本体やアンテナと接続しているケーブルに損傷が確認さ

れた場合には、予備のアンテナへの取替や予備のケーブルの敷設により応急処置を

実施する。 
④ 応急処置が実施出来ない場合には、保安規定・運転操作手順に従い、プラントを

停止させモード５（冷温停止）に移行する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 中央制御室衛星電話用アンテナ（津波防護用）外観 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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【衛星電話（津波防護用）の補助設備の同時損傷の可能性について】 

衛星電話（津波防護用）の補助設備である保安電話（携帯）、保安電話（固定）および

運転指令設備への竜巻への影響について以下に示す。 

 保安電話（携帯）および運転指令設備は、制御装置および通信路が建屋内または屋外地

下に設置されており竜巻の影響を受ける可能性は低い。また、衛星電話（固定）の通信路

については、一部屋外の地上を経由しているが、衛星アンテナ設置位置と約 170ｍ以上離

れており、竜巻によって同時に損傷する可能性は低い。 

 

【ケーブルルート図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
【予備品を用いた故障復旧について】 

衛星電話（津波防護用）の屋外構成品であるアンテナ等が竜巻により同時損傷しＬ

ＣＯ逸脱した場合、速やかに予備品により安全機能の回復を行う。                              

衛星電話（津波防護用）の予備品については、工認申請中の衛星電話（津波防護

用）と同仕様のものを保有することとしており、ＬＣＯ復帰（予備品取替）後、使用

前事業者検査等を実施し健全性を確認する。 
なお、本取替工事は、「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイドライン」

（参考参照）において工事計画の手続きの対象外と整理される。 
 

以 上 

 

保安電話（携帯）および運転指令電話 建物内ルート 
保安電話（携帯）および運転指令電話 屋外地下ルート 
保安電話（固定）建物内ルート 
保安電話（固定）屋外地下ルート 

衛星アンテナ設置位置 
保安電話（固定）屋外地上ルート 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（参考）「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」抜粋 
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別添３ 

 

潮位計と衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応の整合について 

 

 

１．潮位計と衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ、ＡＯＴの整合について  

本資料は、潮位観測システム（防護用）のＬＣＯ、ＡＯＴ設定のうち潮位計

（動作可能な潮位計が２台未満となった場合）及び衛星電話（津波防護用）の

対応の整合性について整理したものである。 

 
２．潮位計と衛星電話（津波防護用）のＬＣＯ逸脱時の対応について 
  動作可能な潮位系が２台未満となった場合および動作可能な衛星電話（津波

防護用）が４台未満となった場合の対応を図１のタイムチャートで整理した。   
本整理結果を踏まえ、潮位計および衛星電話（津波防護用）の対応フローを

図２のとおり作成した。 

 
３．潮位計の対応フローを踏まえた衛星電話（津波防護用）の対応の考え方 
（１）代替手順について 
  潮位計の代替手順として、発電所構外の観測潮位を活用することとしてい

る。衛星電話（津波防護用）は、代替手段として、「保安電話（携帯）、保安

電話（固定）および運転指令設備」ならびに衛星電話（津波防護用）と同種の

通信機器である「衛星電話（固定）」に加え、代替手段以外の通信手段とし

て、「加入電話および携行型通話装置」の活用が可能である。 
  ここで、代替手段とした通信設備は、設置許可審査で衛星電話（津波防護

用）の補助設備とした既認可のＤＢ設備である。よって、当該設備を図２の

フローにおいて衛星電話（津波防護用）の機能を代替する設備として「速や

かに確保すること」を「動作不能となった衛星電話（津波防護用）を復旧す

る措置を速やかに開始すること」とあわせ記載した。また、「代替手段以外

の通信手段（加入電話および携行型通話装置）」を潮位計のフローにおける

「代替手順（構外の観測潮位）」に対応するものとして記載した。 

 
（２）代替手順が確保される場合の対応（図２フローの右側のライン） 
  代替手段（保安電話（携帯）、保安電話（固定）、運転指令設備および衛星

電話（固定）のいずれか）を速やかに確保できない場合であっても、「衛星電

話（津波防護用）」または「代替手段以外の通信手段」を速やかに確保できる

場合（代替手順が確保される場合）、中央制御室間の連携機能は確保される。 
よって、潮位計のフローにおける「発電所構外の観測潮位による津波検知が

可能な場合」と同様に、代替手順の確保を起点に、１２時間以内にモード３、

５６時間以内にモード５へ移行し、モード５到達後速やかに取水路防潮ゲート

を閉止することとした。 
なお、これら代替手順の継続的な確保に関し、潮位計の場合は「発電所構外

の観測潮位により津波の襲来状況を継続監視すること」、衛星電話（津波防護

用）の場合は「代替手段以外の通信手段等による中央制御室間の連携を維持す

ること」を記載する。 
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（３）代替手順が確保されない場合の対応（図２フローの中央のライン） 
  モード移行を含む措置の実施中において、「衛星電話（津波防護用）」また

は「代替手段以外の通信手段（加入電話および携行型通話装置）」を用いた中

央制御室間の連携ができない場合、潮位計のフローにおける「発電所構外の観

測潮位欠測時（代替手順の機能喪失時）」と同様に、速やかに取水路防潮ゲー

トを閉止することとした。 
 
（４）作業中断、人と車両の退避運用（図２フローの左側のライン） 

  「動作可能な衛星電話（津波防護用）が４台未満」、かつ、「代替手段（保

安電話（携帯）、保安電話（固定）、運転指令設備および衛星電話（固定）の

いずれか）を速やかに確保できない」場合、潮位計と同様に、「作業中断」な

らびに「人および車両の退避」に係る措置を講じることとした。 

 
（５）衛星電話（津波防護用）の対応フローの前提について 

衛星電話（津波防護用）の対応フローの前提は、①構内潮位計および②発電

所構外の観測潮位による津波検知が可能なことである。 
よって、これらが使えない場合の対応について以下に整理した。 
 
＜①構内潮位計について＞ 

津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応として、監視機能

（潮位計）と連携機能（衛星電話）のどちらの機能が喪失しても潮位観測シ

ステム（防護用）の津波防護機能が達成できないことから、構内潮位計と衛

星電話（津波防護用）で個別にＬＣＯ等を設定している。 
したがって、構内潮位計が使えない場合は、ＬＣＯ逸脱時の要求される措

置（図２の対応フロー等）に従い、取水路防潮ゲートを閉止する等の対応を

行う。 
 
＜②発電所構外の観測潮位について＞ 

  衛星電話（津波防護用）がＬＣＯ逸脱した場合、代替手段を「速やか」に

確保、代替手順が確保出来ない場合は代替手段以外の通信手段を「速やか」

に確保することとしており、この時間はＬＣＯ逸脱から１０分以内としてい

る。これは、発電所構外の観測潮位による津波検知から構内潮位計の警報発

信まで最短１２分であることを考慮したものである。 
したがって、発電所構外の観測潮位が健全であることを前提としているこ 

とから、発電所構外の観測潮位が欠測した場合、速やかに衛星電話（津波防

護用）、代替手段、代替手段以外の通信手段により中央制御室間の連携が可

能であることをあらかじめ確認する運用を社内標準に定める。これにより、

仮に発電所構外の観測潮位が欠測した状態で、中央制御室間の連携機能が確

保できない場合が発生しても、図２のフローに従った対応が可能である。 
 
４．保安規定への反映について 

図２の潮位計および衛星電話（津波防護用）の対応フローの記載と保安規定

記載方針との関係をそれぞれ図３、図４に示す。 
なお、保安規定第８８条第１０項の規定により、復旧作業によって、要求さ

れる措置の完了時間内にＬＣＯを満足していると判断した場合、要求される措

置の継続実施はしない。 
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５．実際の対応手順との整合性について 

潮位観測システム（防護用）のＬＣＯ、ＡＯＴの設定と実際の対応との整合

について表１に示す。衛星電話（津波防護用）については、潮位計のＬＣＯ、

ＡＯＴの設定における代替手順が確保される場合と確保されない場合の対応と

の整合性についてもあわせて示す。 

以 上 
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チ
ャ
ー

ト
 

※
1︓

す
べ

て
の

構
内

潮
位

計
が

動
作

不
能

な
場

合
を

含
む

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
※

4︓
12

時
間

以
内

に
モ

ー
ド

3、
56

時
間

以
内

に
モー

ド
5

へ
移

⾏
後

に
速

や
か

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

トを
閉

⽌
 

※
2︓

プ
ラン

ト影
響

の
可

能
性

の
あ

る
津

波
（

10
分

以
内

0.
5m

上
昇

（
下

降
）

）
を

確
認

した
場

合
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

※
5︓

す
べ

て
の

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
が

動
作

不
能

な
場

合
を

含
む

 

※
3︓

構
内

潮
位

計
が

1
台

動
作

可
能

な
場

合
、構

内
潮

位
計

で
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

トの
閉

⽌
判

断
基

準
に

係
る

潮
位

変
動

を
確

認
した

場
合

を
含

む
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図２ 潮位計と衛星電話（津波防護用）の対応フローの比較 
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図
３

 
潮
位

計
の

対
応
フ

ロ
ー

と
保

安
規
定

記
載

方
針
と

の
関

係
 

 
 

※
８

：
保
安

電
話

（
携
帯

）
、

保
安
電

話
（

固
定
）

、
運

転
指
令

設
備

お
よ

び
衛

星
電
話

（
固

定
）
の

い
ず

れ
か
に

よ
る

通
信
手

段
を

い
う

（
以

下
、
本

条
に

お
い
て

同
じ

）
。
 

※
９

：
加
入

電
話

お
よ
び

携
行

型
通
話

装
置

の
い
ず

れ
か

に
よ
る

通
信

手
段

を
い

う
（
以

下
、

本
条
に

お
い

て
同
じ

）
。
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図
４

 
衛

星
電

話
（
津

波
防

護
用

）
の
対

応
フ

ロ
ー
と

保
安

規
定
記

載
方

針
と

の
関
係

282
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表
１

 
潮
位

観
測
シ

ス
テ
ム

（
防

護
用
）

の
Ｌ
Ｃ

Ｏ
、

Ａ
Ｏ
Ｔ

の
設
定

と
実
際

の
対

応
と
の

整
合
に

つ
い

て
（
１

／
２
）

 
 ○
潮

位
観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護
用

）
の

う
ち
潮

位
計

 
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

時
の
状

態
 

実
際

の
対
応

 
Ａ

Ｏ
Ｔ

等
 

整
合

性
説
明

 
構

内
潮

位
計

の
状
態

 

構
外

の
観
測

潮
位
の

状
態

 
（

設
置

許
可

記
載

設
備

の
範

囲
外

に
よ

る
代

替
手

段
で

の

対
応

）
 

対
応

内
容

 
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

 

作
業

中

断
、

人
と

車
両

の
退

避
 

要
求

さ
れ
る

措
置

 
完

了
時

間
 

動
作

可
能
な

潮
位
計

が
２
台

 
（

代
替

手
段

と
し
て

、
動
作

不
能

と

な
っ

て
い
る

潮
位
計

１
台
に

て
取

水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
の
閉

止
判
断

基
準

に

係
る

潮
位
変

動
を
確

認
し
た

と
み

な

す
措

置
を
実

施
す
る

（
設
置

許
可

記

載
設

備
の
範

囲
内
で

の
対
応

）
）

 

－
 

２
台

の
う
ち

１
台
の

潮
位
計

動
作

で

取
水

路
防
潮

ゲ
ー
ト

の
閉
止

判
断

基

準
に

係
る
潮

位
変
動

を
確
認

し
た

と

み
な

す
こ
と

と
す
る

。
 

－
 

－
 

３
台

の
う
ち

動
作
不

能
と
な

っ

て
い

る
潮
位

計
１
台

に
て
取

水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
の
閉

止
判
断

基

準
に

係
る
潮

位
変
動

を
確
認

し

た
と

み
な
す

。
 

速
や

か

に
 

Ｌ
Ｃ

Ｏ
は
逸

脱
し

た
状

態
で

あ
る

が
、

３
台

の
う

ち
動

作
不

能

の
１

台
の
潮

位
計

を
速

や
か

に
検

知
と

み
な

す
こ

と
か

ら
、

残

り
の

１
台
の

動
作

で
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
を

判
断

す
る

こ

と
で

、
2 

ou
t o

f 3
に

よ
る

判
断

と
同

等
の

信
頼

性
を

確
保

し
て

お
り

、
実
際

の
対

応
手

順
と

整
合

し
て

い
る

。
 

Ｌ
Ｃ

Ｏ
を
満

足
す
る

状
態
に

復
旧

す

る
措

置
を
開

始
す
る

。
 

－
 

－
 

動
作

不
能
と

な
っ
て

い
る
潮

位

計
を

動
作
可

能
な
状

態
に
復

旧

す
る

措
置
を

開
始
す

る
。

 

速
や

か

に
 

Ｌ
Ｃ

Ｏ
を
逸

脱
し

て
い

る
状

態
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
速

や
か

に

復
旧

措
置
を

開
始

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

実
際

の
対

応
手

順

と
整

合
し
て

い
る

。
 

動
作

可
能
な

潮
位
計

が
２
台

未
満

 
（

す
べ

て
の

構
内
潮

位
計
が

動
作

不

能
な

場
合
を

含
む
）

 

－
 

Ｌ
Ｃ

Ｏ
を
満

足
す
る

状
態
に

復
旧

す

る
措

置
を
開

始
す
る

。
 

実
施

 
実

施
 

動
作

不
能
と

な
っ
て

い
る
潮

位

計
を

動
作
可

能
な
状

態
に
復

旧

す
る

措
置
を

開
始
す

る
。

 

速
や

か

に
 

潮
位

計
機
能

喪
失

の
状

態
に

あ
る

こ
と

か
ら

、
速

や
か

に
復

旧

措
置

を
開
始

す
る

と
と

も
に

、
モ

ー
ド

５
へ

移
行

後
速

や
か

に

取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

実
際

の

対
応

手
順
と

整
合

し
て

い
る

。
ま

た
、

構
外

の
観

測
潮

位
に

て

津
波

の
襲
来

状
況

を
継

続
監

視
す

る
こ

と
、

作
業

中
断

、
人

と

車
両

の
退
避

は
保

安
規

定
添

付
２

に
定

め
る

運
用

と
整

合
し

て

い
る

（
以
下

同
じ

）
。

 

構
外

の
観
測

潮
位
に

故
障
を

示
す

指

示
変

動
や
欠

測
が
な

い
こ
と

を
確

認

後
、

津
波
の

襲
来
状

況
を
継

続
監

視

し
つ

つ
、
通

常
操
作

に
よ
り

防
潮

ゲ

ー
ト

を
閉
止

す
る
。

 

モ
ー

ド
３

 
モ

ー
ド

５
 

モ
ー

ド
５
到

達
後
防

潮
ゲ
ー

ト

閉
止

 

12
時

間
 

56
時

間
 

速
や

か

に
 

発
電

所
構
外

で

津
波

と
想
定

さ

れ
る

潮
位
の

変

動
 

あ
り

 
潮

位
計

機
能

喪
失
状

態
に
お

い
て

、

構
外

観
測
潮

位
で
津

波
と
想

定
さ

れ

る
潮

位
変
動

を
検
知

し
た
こ

と
か

ら
、

速
や
か

に
取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト

を
閉

止
す
る

。
 

実
施

 
実

施
 

防
潮

ゲ
ー
ト

を
閉
止

 
速

や
か

に
 

潮
位

計
機
能

喪
失

状
態

に
お

い
て

、
構

外
観

測
潮

位
の

変
動

を

検
知

し
た
状

態
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
速

や
か

に
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

を
閉
止

す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

実
際

の
対

応
手

順
と

整

合
し

て
い
る

。
 

な
し

 
潮

位
計

機
能

喪
失
状

態
で
あ

る
が

、

構
外

観
測
潮

位
に
て

津
波
を

検
知

可

能
で

あ
る
こ

と
か
ら

、
通
常

操
作

に

よ
り

取
水
路

防
潮
ゲ

ー
ト
を

閉
止

す

る
。

 

実
施

 
実

施
 

モ
ー

ド
３

 
モ

ー
ド

５
 

モ
ー

ド
５
到

達
後
防

潮
ゲ
ー

ト

閉
止

 

12
時

間
 

56
時

間
 

速
や

か

に
 

潮
位

計
機
能

喪
失

状
態

で
あ

る
が

、
構

外
観

測
潮

位
に

て
津

波

を
検

知
可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

モ
ー

ド
５

へ
移

行
後

速
や

か

に
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
実

際

の
対

応
手
順

と
整

合
し

て
い

る
。

 

発
電

所
構
外

の

観
測

潮
位
の

欠

測
 

あ
り

 
（

全
台

欠

測
）

 

潮
位

計
機
能

喪
失
状

態
に
お

い
て

、

構
外

観
測
潮

位
も
欠

測
し
た

こ
と

か

ら
、

速
や
か

に
取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト

を
閉

止
す
る

。
 

実
施

 
実

施
 

防
潮

ゲ
ー
ト

閉
止

 
速

や
か

に
 

潮
位

計
機
能

喪
失

状
態

に
お

い
て

、
構

外
観

測
潮

位
も

欠
測

し

た
こ

と
か
ら

、
速

や
か

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ

と
と

し
て
お

り
、

実
際

の
対

応
手

順
と

整
合

し
て

い
る

。
 

な
し

 
（

１
台

欠

測
or

欠

測
な

し
）

 

潮
位

計
機
能

喪
失
状

態
で
あ

る
が

、

構
外

観
測
潮

位
に
て

津
波
を

検
知

可

能
で

あ
る
こ

と
か
ら

、
通
常

操
作

に

よ
り

取
水
路

防
潮
ゲ

ー
ト
を

閉
止

す

る
。

 

実
施

 
実

施
 

モ
ー

ド
３

 
モ

ー
ド

５
 

モ
ー

ド
５
到

達
後
防

潮
ゲ
ー

ト

閉
止

 

12
時

間
 

56
時

間
 

速
や

か

に
 

潮
位

計
機
能

喪
失

状
態

で
あ

る
が

、
構

外
観

測
潮

位
に

て
津

波

を
検

知
可
能

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

モ
ー

ド
５

へ
移

行
後

速
や

か

に
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
こ

と
と

し
て

お
り

、
実

際

の
対

応
手
順

と
整

合
し

て
い

る
。
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表
１

 
潮
位

観
測
シ

ス
テ
ム

（
防

護
用
）

の
Ｌ
Ｃ

Ｏ
、

Ａ
Ｏ
Ｔ

の
設
定

と
実
際

の
対

応
と
の

整
合
に

つ
い

て
（
２

／
２
）

 
 ○
潮

位
観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護
用

）
の

う
ち
衛

星
電
話

（
津
波

防
護

用
）
（

潮
位
計

の
Ｌ

Ｃ
Ｏ
、

Ａ
Ｏ
Ｔ

の
設
定

に
お

け
る
代

替
手
順

が
確

保
さ
れ

る
場
合

と
確
保

さ
れ

な
い
場

合
の
対

応
と

の
整
合

性
を
含

む
）

 
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱

時
の

状
態

 
実

際
の

対
応

 
Ａ

Ｏ
Ｔ

等
 

整
合

性
説
明

 
衛

星
電

話

（
津

波
防
護

用
）

の
状
態

 

代
替

手
段
の

確
保

※

１
 

（
設

置
許
可

審
査
で

衛
星

電
話
の

補
助
設

備
と

し
た
設

備
で
の

対
応

）
 

代
替

手
段
以

外
の
通

信
手
段

の
確

保
（
設

置
許
可

審
査
で

衛
星

電
話
の

補
助
設

備
と
位

置
付

け
て
い

な
い
設

備
で
の

対
応

）
 

対
応

内
容

 
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

 

作
業

中

断
、

人
と

車
両

の
退

避
 

要
求

さ
れ
る

措
置

 
完

了
時

間
 

動
作

可
能
な

衛
星

電
話

（
津

波
防
護

用
）

が
４
台

未
満

 

「
速

や
か

※

２
」

な
確

保
 

可
能

 

－
 

Ｌ
Ｃ

Ｏ
を

満
足

す
る

状
態

に
復

旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

－
 

－
 

動
作

不
能
と

な
っ
て

い
る
設

備

を
動

作
可
能

な
状
態

に
復
旧

す

る
措

置
を
開

始
す
る

 

速
や

か

に
 

Ｌ
Ｃ

Ｏ
は
逸

脱
し

た
状

態
で

あ
る

が
、

設
置

許
可

審
査

で
衛

星

電
話

（
津
波

防
護

用
）

の
補

助
設

備
と

し
た

設
備

に
よ

る
対

応

を
速

や
か
に

行
う

こ
と

に
よ

り
、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
が

可

能
な

状
態
を

維
持

し
て

い
る

。
 

よ
っ

て
、
実

際
の

対
応

手
順

と
整

合
し

て
い

る
。

 
な

お
、

こ
の

状
態

は
、

潮
位

計
の

「
動

作
可

能
な

潮
位

計
が

２

台
未

満
」
時

の
対

応
と

同
等

で
あ

る
。

 
不

可
 

「
速

や
か

※
２
」

な
確

保
 

可
能

 
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

ま
た

は
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手
段

に

よ
り

中
央

制
御

室
間

の
連

携
が

可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
中

央
制

御

室
間

の
連

携
を

維
持

し
つ

つ
、

通

常
操

作
に

よ
り

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

。
 

実
施

 
実

施
 

モ
ー

ド
３

 
モ

ー
ド

５
 

モ
ー

ド
５
到

達
後
防

潮
ゲ
ー

ト

閉
止

 

12
時

間
 

56
時

間
 

速
や

か

に
 

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）

ま
た

は
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手

段
に

よ
り
、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
は

可
能

な
状

態
で

あ
る

こ

と
か

ら
、
モ

ー
ド

５
へ

移
行

後
速

や
か

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト

を
閉

止
す
る

こ
と

と
し

て
お

り
、

実
際

の
対

応
手

順
と

整
合

し

て
い

る
。
ま

た
、

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
ま

た
は

代
替

手

段
以

外
の
通

信
手

段
に

よ
る

中
央

制
御

室
間

の
連

携
を

維
持

す

る
こ

と
、
作

業
中

断
、

人
と

車
両

の
退

避
は

保
安

規
定

添
付

２

に
定

め
る
運

用
と

整
合

し
て

い
る

。
 

な
お

、
こ
の

状
態

は
、

潮
位

計
の

「
動

作
可

能
な

潮
位

計
が

２

台
未

満
」
時

の
構

外
の

観
測

潮
位

が
健

全
な

状
態

の
対

応
と

同

等
で

あ
る
。

 
不

可
 

中
央

制
御

室
間

の
連

携
機

能
が

喪

失
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

速
や

か

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す

る
。

 
実

施
 

実
施

 

防
潮

ゲ
ー
ト

閉
止

 
速

や
か

に
 

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）

ま
た

は
代

替
手

段
以

外
の

通
信

手

段
も

含
め
、

中
央

制
御

室
間

の
連

携
機

能
が

喪
失

し
て

い
る

こ

と
か

ら
、
速

や
か

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

と

し
て

お
り
、

実
際

の
対

応
手

順
と

整
合

し
て

い
る

。
 

な
お

、
こ
の

状
態

は
、

潮
位

計
の

「
動

作
可

能
な

潮
位

計
が

２

台
未

満
」
時

の
「

構
外

潮
位

の
変

動
あ

り
ま

た
は

欠
測

」
状

態

の
対

応
と
同

等
で

あ
る

。
 

※
１

：
保
安

電
話

（
携
帯

）
、
保

安
電

話
（
固

定
）
、

運
転
指

令
設

備
お
よ

び
衛
星

電
話

（
固
定

）
の
い

ず
れ
か

に
よ

る
通
信

手
段
。

 
※
２

：
代
替

手
段

お
よ
び

代
替
手

段
以

外
の
通

信
手
段

の
確
保

時
間

は
い
ず

れ
も
Ｌ

Ｃ
Ｏ

逸
脱
か

ら
１
０

分
以
内

と
す

る
。
（

構
外
の

観
測

潮
位
に

よ
る
津

波
検
知

か
ら

構
内
潮

位
計
の

警
報

発
信
ま

で
最
短

１
２
分

を
考

慮
。
な

お
、
構

外
の

観
測

潮
位
が

欠
測
し

た
場

合
、
速

や
か
に

衛
星
電

話
（
津

波
防

護
用
）、

代
替
手
段

、
代

替
手
段
以

外
の
通
信
手

段
の
い
ず

れ
か
に

よ
り
中

央
制

御
室
間

の
連
携

が
可

能
で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る

運
用
を

社
内
標

準
に

定
め
る

。
）
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b 添付資料 

添付-１ 運転上の制限に関する所要数、必要容量 

(1) 設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

   
    (2) 設計および工事計画認可申請書（設備仕様、設備リスト、配置図） 
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設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付－１（１）－１ 
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設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付－１（１）－２ 
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設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付－１（１）－３ 
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設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付－１（１）－４ 
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設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付－１（１）－５ 
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設置変更許可申請書 添付八（所要数、必要容量、設備仕様） 

添付－１（１）－６ 
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設計および工事計画認可申請書（設備仕様、設備リスト、配置図） 

添付－１（２）－１ 
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設計および工事計画認可申請書（設備仕様、設備リスト、配置図） 

添付－１（２）－２ 
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設計および工事計画認可申請書（設備仕様、設備リスト、配置図） 

添付－１（２）－３ 

 
 

 

294



   

 

設計及び工事計画認可申請書（設備仕様、設備リスト、配置図） 

添付－１（２）－４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。 
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（参 考） 

 

「保安規定変更に係る基本方針」との整合について（潮位観測システム（防護用）関係） 

 

「保安規定変更に係る基本方針」は、新規制基準対応（主にＳＡ設備等）について、取りまと

められたものであるが、今回の潮位観測システム（防護用）の保安規定への反映にあたっても、

整合性を確認する必要があることから、「保安規定変更に係る基本方針」の関連記載について抜

粋し、以下にその対応について、整理した。 
「保安規定変更に係る基本方針」の記載（抜粋） 対応状況 

1. はじめに 

（略） 

従って、設置（変更）許可で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階におい

ても継続して確保されることを担保するために必要な事項（設置変更認可申請の成

立性の根拠となる事項）を保安規定に要求事項として規定し、その要求事項を満足

するための活動に必要な詳細をＱＭＳ文書に定め運用していくことで、発電用原子

炉設置者が継続的に改善を図りつつ、必要な要求事項を継続して満足させることが

できる。 

（略） 

 

3. 手順、体制の運用管理 

3.2 火災発生時、内部溢水発生時、火山影響等発生時、その他自然災害等※１（地震、津

波、竜巻および火山活動のモニタリング等）、並びに想定される人為事象のうち、

航空機の墜落（航空路の変更状況））およびその他要求事項（誤操作の防止、安全

避難通路、安全施設、全交流動力電源喪失時対策設備、燃料体等の取扱施設および

貯蔵施設、原子炉冷却材圧力バウンダリ、計測制御系統施設、安全保護回路、中央

制御室、監視設備、保安電源設備、緊急時対策所、通信連絡設備(以下、誤操作防

止等という。)）に係る保安規定の記載について 

※１：その他自然災害等に係る保安規定の記載は、原子炉設置変更許可申請

書の記載に準じて保安規定に記載する。（以下、本項において同じ） 

 

3.2.2 保安規定の記載内容について 

保安規定の本文の具体的な記載としては、発電用原子炉施設の保全のために必要

な体制を整備し、その体制を運転段階の運用の中においても維持管理していくため

には、保安規定第３条（品質保証計画）に示すとおり、体制の整備に係る計画を策

定し、実施し、評価し、継続的に改善していく管理の枠組みを適切に構築しておく

ことが重要である。 

よって、火災発生時については、保安規定審査基準の「火災発生時における発電

用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備」にて定めることを求められて

いる内容を記載する。内部溢水発生時については、保安規定審査基準の「内部溢水

発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備」にて定め

ることを求められている内容を記載する。火山影響等発生時については、保安規定

審査基準の「火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行

う体制の整備」にて定めることを求められている内容を記載する。 

（略） 

保安規定の本文を踏まえた添付書類については、前記の各要求内容を踏まえて、

設置変更許可申請書に記載している内容のうち、運用で担保すべき内容およびその

活動に必要な資機材管理について保安規定に記載する。具体的には3.2.2.1 から

3.2.2.6 において記載する。 

 

（略） 

 

4. 設備の運用管理について 

4.1 LCO 等を設定する設備 

（略） 

(3) ＬＣＯ等を設定する設備の範囲について 

重大事故等対処設備については、有効性評価、技術的能力および設備基準適合性

で、重大事故等対処設備と確認された全設備がＬＣＯ等設定の対象となる。 

設計基準対象施設については、「（安全施設において）安全機能を有する系統の

うち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」の対象となる設備の範

囲となる。基本的には、従来の安全設計審査指針に定める「重要度の特に高い安全

機能を有する系統」が対象となる。 

具体的には、設計基準対象施設のうち安全機能を有するもの（安全施設）は、重

要度分類指針における「当該系」の設備と「関連系」の設備に分けられ、当該系の

機能遂行に直接必要となるか否かの観点から、「関連系」はさらに「直接関連系」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上流文書からの要求事項

（運用）については、補足

説明資料の以下の資料に

て、対応をご説明。 

○上流文書（設置許可）か

ら保安規定への記載方針

【警報等が発表されない

可能性のある津波への対

応】 

○上流文書（設計および工

事計画）から保安規定へ

の記載方針【警報等が発

表されない可能性のある

津波への対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮位観測システム（防護

用）については、ＭＳ－１

相当とすることから、ＬＣ

Ｏ対象として設定した。 
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「保安規定変更に係る基本方針」の記載（抜粋） 対応状況 

と「間接関連系」に分けられる。「直接関連系」は「当該系」の機能遂行に直接必

要となる関連系であり、「間接関連系」は「当該系」の信頼性を維持し、または担

保するために必要な関連系である。「間接関連系」は、「当該系」より下位の重要

度を有するものとみなされている。 

このことから、「設計基準対象施設において、安全機能を有する系統のうち、安

全機能の重要度が特に高い安全機能を有するもの」としてＰＳ－１、ＭＳ－１、Ｍ

Ｓ－２（重要度の特に高い安全機能を有する設備等）をＬＣＯ等を設定する設備と

考えると、 

・ＰＳ－１、ＭＳ－１の「当該系」設備およびその「直接関連系」設備 

・ＭＳ－２のうち「重要度の特に高い安全機能を有する設備等」にあたる設備 

のいずれかに該当する場合は、保安規定においてＬＣＯ等を設定し運用管理する必

要がある。（第4.1-1 表） 

（略） 

4.2 サーベランスの設定方針 

発電用原子炉施設の各設備については、設備に応じた常時の運転監視、発電用原

子炉施設の巡視および日常の保守点検（外観点検、バッテリー点検等）等の管理に

加え、特に運転上の制限となる設備については、定期的に運転上の制限を満足して

いるかの確認（以下、サーベランス）を行っている。 

新規制基準を踏まえ、新たに運転上の制限として管理する設備に対するサーベラ

ンスについて整理する。 

(1) サーベランス方法 

運転上の制限（以下、LCO）を満足しているかを確認するため、当該設備の種類

（ポンプ、発電機、タンク、計測制御装置等）および平常時の待機状態（運転／停

止、保有水の有無）に応じて、サーベランス方法を定めることで、適切に機器の状

態を把握し、LCO を満足（設備の動作可否、所要の性能）しているかの判断を行

う。 

サーベランス方法は、プラント停止中のサーベランス※１により所要の性能が維持

できていることを確認、プラント運転中のサーベランスによりポンプ等の主要な機

器の動作確認を組み合わせてLCO を満足していることを確認している。 

ａ．プラント停止中のサーベランス 

設備の性能（揚程、流量等）、および動作状況（振動、異音、異臭、漏れ

等）の確認により運転上の制限を満足していることを判断するため、実系

統、またはテストライン※２により、設備を運転する。 

ｂ．プラント運転中のサーベランス 

設備の動作状況（振動、異音、異臭、漏れ等）の確認により運転上の制限

を満足していることを判断するため、実系統、またはテストライン※１によ

り、設備を運転する。 

また、運転中パラメータ（揚程、流量等）の傾向監視や、訓練に伴う設備

運転中の運転状態、発電用原子炉施設の巡視および日常の保守点検等におい

て、運転上の制限に係る事象が発見された場合には、運転上の制限を満足し

ているかの判断を速やかに行うこととしている。 

※１：プラントの運転状態によらず常に適用モードとなる設備について

は、プラント停止中に限らず、運転中プラントへの影響を考慮した

上で所要の性能が維持できていることの確認を行う。（以下、同

じ。） 

※２：運転中プラント、停止中プラントへの影響を考慮し、試験方法（ラ

イン構成、負荷／無負荷試験等）を定める。 

(2) サーベランス頻度 

a.サーベランス頻度の考え方 

サーベランスは、運転上の制限（以下、「ＬＣＯ」という。）が定義された機

器・系統の動作確認であり、サーベランスの結果、機器・系統について動作不能

と判断された場合、ＬＣＯを逸脱した際の要求される措置を、その措置を実行す

るために許容される時間内に実施することが求められている。 

一方、機器の保全のための管理としては、保安規定に定める保守管理計画に基

づき実施される保守・点検（機器を健全に作動できることを担保するための行

為）でその機能は担保されている。保守管理計画では、事業者が定めた保全計画

に基づき機器・系統の点検、補修等の保全を実施し、点検・補修の結果の確認・

評価を行うこと等が定められている。保全計画の設定にあたっては、使用実績や

故障事例などの運転経験(メーカー推奨を含む)や使用環境、劣化モード、故障モ

ード、科学的知見を踏まえて設定される。この保全計画には、回転機器について

定期的な運転によることも規定している。 

サーベランスの実施は、ＬＣＯを満足しているかの確認であり、サーベランス

の頻度を増やしても設備の健全性が向上することはないことから、サーベランス

頻度と設備の健全性は、必ずしも直接的に関連するものではないが、上記の考え

方を踏まえ、サーベランスは保全計画に基づく定期的な運転頻度以内で実施す

る。 

ＬＣＯを満足していることの確認は、これまでもサーベランスでの確認以外で

も巡視等により実施されており、例えば運転員、保修員による日常の巡視により

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期事業者検査時に潮位

観測システム（防護用）の

うち潮位計の設定値確認お

よび機能の確認を実施する

こととしている。 

また、モード１、２、

３、４、５、６および使用

済燃料ピットに燃料体を貯

蔵している期間、潮位計は

１回／日の頻度で動作可能

であること、衛星電話（津

波防護用）は１回／月の頻

度で通話確認を実施するこ

ととしている。 
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「保安規定変更に係る基本方針」の記載（抜粋） 対応状況 

設備の不具合が確認された場合は、サーベランスによる設備の健全性確認にかか

わらずＬＣＯからの逸脱を宣言し適切な処置を実施している。事業者は、サーベ

ランスによる確認のみに頼ることなく、運転巡視、発電用原子炉施設の巡視およ

び日常の保守点検によってもＬＣＯを満足していることを確認している。 

（略） 

 

4.3 LCO・要求される措置・AOT の設定方針 

(2) AOT 設定の考え方 

（略） 

ａ．参考とする設計基準事故対処設備のAOT 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備のAOT は、平成12年に米

国STSを参考に、日本の運転経験に基づき合理的と判断された値として設定した

ものであり、その後13年間に渡る運転経験においてLCO 逸脱時におけるAOTの長

さに係る不具合等は発生していない実績のある値である。 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備として、ECCS 機器のAOT

を確認すると「10日間」が多く設定され、一部（事故時監視計装）について「30

日間」があり、この「30日間」が最長のAOT として設定されていることから、重

大事故等対処設備のAOT の上限は「30日間」とする。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備のAOT および要求される措置

の例」） 

（略） 

 

ｃ．重大事故等対処設備に対する具体的なAOT の設定 

（略） 

(d) モード変更に係るAOT 

設計基準事故対処設備がAOT 内に復旧できない場合のプラント停止等のモ

ード変更に係るAOT は、日本の運転経験に基づき標準的なプラント停止操作

に必要な時間として設定したものであり、LCO 逸脱時におけるプラント停止

等のモード変更時においてAOT の長さに係る不具合等は発生していない実績

のある値である。 

従って、重大事故等対処設備がAOT 内に復旧できない場合のプラント停止

等のモード変更に係るAOT についても設計基準事故対処設備のAOTを適用する

ことが妥当である。 

（添付－７「参考とする設計基準事故対処設備のAOT および要求される措

置の例」） 

ｄ．プラント停止等のモード変更に係るAOT 

モード変更 AOT 

モード１ ⇒ モード３ １２時間 

モード１ ⇒ モード４ ３６時間 

モード１ ⇒ モード５ ５６時間 

（略） 

 

(3) 要求される措置の考え方 

重大事故等対処設備の要求される措置については「(2) AOT 設定の考え方」同様

に、設計基準事故対処設備の機能喪失を前提に規制上の要求があることを踏まえて

設計基準事故対処設備の要求される措置を参考として定めることとする。 

なお、重大事故等対処設備のうち重大事故防止設備と重大事故緩和設備の取扱い

については、「(2) AOT 設定の考え方」同様に要求される措置の設定の考え方とし

て整理することとする。 

（略） 

 

ａ．参考とする設計基準事故対処設備の要求される措置 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備の要求される措置は、平

成12年に米国STS を参考に、日本の運転経験に基づき合理的な措置として定めた

ものであり、その後13 年間に渡る運転経験においてLCO 逸脱時における要求さ

れる措置に係る不具合等は発生していない実績のある措置である。 

重大事故防止設備が参考とする設計基準事故対処設備のLCO 逸脱時に要求され

る措置は、原則「AOT 内に復旧できなければ適用モード外に移行（プラント停

止）する」ものであるが、プラント停止時における要求される措置については

「速やかに○○を中止する。」や「速やかに○○を開始する。」といった措置が

多い。 

（略） 

 

4.4 予防保全を目的とした点検・補修のために計画的に運転上の制限外に移行する場合

ついて 

(１)基本的な考え方 

保安規定第４章に定める設備・機器が、運転上の制限を満足しない状態に移行す

る場合のうち、予防保全を目的とした点検・保修を実施するために計画的に運転上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮位観測システム（防護

用）のＡＯＴ設定について

は、従来のＤＢ設備を参考

に、その位置づけ等を考慮

し、設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モード変更に係るAOT

は、左記を参考に設定して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潮位観測システム（防護

用）のＡＯＴおよび要求さ

れる措置については、従来

のＤＢ設備を参考に、その

位置づけ等を考慮し、記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取水路防潮ゲートの予防

保全を目的とした点検・補

修についても、左記の考え

方に基づき規定した。 
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「保安規定変更に係る基本方針」の記載（抜粋） 対応状況 

の制限を満足しない状態に移行する場合については、保安規定の運転上の制限の考

え方として、突発的に生じた運転上の制限の逸脱とは明確に区別するべきものであ

ることから、その定義、運用を明確に定める必要があるため、保安規定において、

「予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合」の条文を規定している。 

この条の運用を適用できる点検・保修は、運転上の制限が設定されている設備・

機器およびそれらに直接的に関連する設備・機器（以下、「対象設備・機器」とい

う。）に対して「予防保全を目的とした点検・保修であって、対象設備・機器に要

求される機能が維持されていることはもちろんのこと、故障、損傷等の兆候（軽度

な場合※１を除く）がない状態から実施するもの。」に限定され、機能確認試験や

消耗品の交換、清掃、手入れ等の点検・保修には適用できるが、機器に故障、損傷

の兆候（軽度な場合※１を除く）がある場合やその機能が低下していることに伴う

点検・保修には適用できない。なお、この考え方については、「「運転上の制限を

満足しない場合（第４項および第５項）の運用方法について」平成13 年4 月1 日原

子力事故故障対策室」を参考に記載したものである。以下に、適用の具体例を記載

する。 

基本的な考え方は、予防保全を目的とした点検・保修を実施するために計画的に

運転上の制限を満足しない状態に移行する場合については、運転上の制限を満足し

ない場合とはみなさないというものである。運転上の制限を満足しないという点で

は、故障等による運転上の制限を満足しない場合と等価であるものの、予防保全を

目的とした点検・保修を実施することは、早期に設備に対する危険要素を取り除く

行為であり、このような行為を阻害することはかえって安全レベルの低下につなが

るものであることから、同じく保安規定に定める「運転上の制限を満足しない場

合」とは分けて規定している。この主旨は「予防保全を目的とした点検・保修を実

施する場合」の条文において、予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合の

運転上の制限外への移行は「運転上の制限を満足しない場合とはみなさない」とし

て明記している。 

ここで、予防保全を目的とした点検・保修作業とは以下のものとしている。 

① 法令に基づく点検・保修（例：消防法第３章に基づいて非常用ディーゼル発

電機用軽油タンクの消火設備を保修する際に軽油タンクを空にすることによ

り、軽油タンクの動作不能の状態が生じる場合） 

② 自プラントおよび他プラントの事故・故障の再発防止対策の水平展開として

実施する点検・保修 

③原子炉設置者が自主保安の一環として、定期的に行う点検・保修（放射線モニ

タ点検、可燃性ガス濃度制御系点検、非常用ガス処理系点検、中央制御室非常

用換気空調系点検、変圧器点検、送電線点検等） 

④消耗品等の交換にあたって、交換の目安に達したため実施する点検・保修（フ

ィルタやストレーナの交換、潤滑油やグリース補給等） 

（略） 

 

（２）重大事故等対処設備および設計基準事故対処設備のうち、新規制基準導入に伴い

追加となったＬＣＯ対象設備について 

（略） 

 

b. 設計基準事故対処設備の場合 

設計基準事故対処設備のＬＣＯ逸脱時の措置と同様に、健全側系統機器の健全

性確認を行い、作業時間としては、それらの措置に応じたＡＯＴを適用する。 

上記のＡＯＴ期間では対応作業ができない場合は、保安規定の運転管理に定め

るとおり、ＡＯＴを超えて実施する場合における予め必要な安全措置を定め、炉

主任の確認を得て実施する。 

 

（３）保全計画に基づき定期的に行う点検・保修を実施する場合の措置 

一部の設計基準事故対処設備（号炉間の共用設備等）については、保全計画に

基づき定期的に行う点検・保修を実施する場合、上述（１）③のとおり予防保全

を目的とした点検・保修作業として取り扱っていた。 

重大事故等対処設備のうち、一部設備については、炉心に燃料が無い期間にお

いてもＬＣＯが要求される設備があり、これらについて保全計画に基づき定期的

に点検・保修を実施し、ＬＣＯに抵触する場合、その点検・保修の目的は設計基

準事故対処設備と変わるものではないことから、同様に予防保全を目的とした点

検・保修作業として取り扱う。 

ただし、点検・保修期間中のリスク増加を抑えるため、点検・保修の実施時期

および点検時の措置をあらかじめ保安規定に定めることとする。 

なお、従前から実施していた設計基準事故対処設備の保全計画に基づいた定期

的に行う点検・保修についても同様に点検・保修の実施時期および点検時の措置

をあらかじめ保安規定に定めることとする。 
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添付－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上流文書（設置許可）から保安規定への記載方針 

 

【津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 
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1. 上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載方針 
 

設置変更許可申請書（ＤＢ、技術的能力）の記載内容から保安規定に記載すべ

き内容を整理するに当たっては、保安規定変更に係る基本方針を受け、以下の方

針により記載する。 

 

（1）保安規定変更に係る基本方針の内容（抜粋） 

1. はじめに 

設置変更許可申請書で確認された原子炉施設の安全性が、運転段階におい

ても継続して確保されることを担保するために必要な事項を保安規定に要求

事項として規定 

2.2.1  保安規定に記載すべき事項 

保安規定に法令等へ適合することを確認した内容の行為者及び行為内

容を定める 

 

（2）保安規定の記載方針 
（1）項の「保安規定変更に係る基本方針」を受け、具体的には、以下の方針で

記載する。 

① 設置許可本文は、規制要求事項であるため、設置許可本文のうち運用に係る

事項について実施手段も含めて網羅するように保安規定に記載する。 

   ただし、例示や多様性拡張設備等に相当する部分の記載は任意とする。 

② 設置許可の添付書類は、（1）項の基本方針に沿って、要求事項に適合するた

めの行為内容の部分は保安規定に記載する。 

なお、保安規定反映事項は、設置許可まとめ資料を参照し、保安規定に反映

すべき事項を必要に応じて補足することとする。 

また、2次文書等に記載するものについてはその理由を明確にする。 

③ 保安規定の記載にあっては、保安規定本文には保安規定審査基準にて要求さ

れている内容に応じた記載（行為内容の骨子）とし、具体的な行為内容は、保

安規定添付 2および添付 3に記載する。 

④ 設置許可本文、添付書類の図、表は、法令等へ適合することを確認した内容

の行為者および行為内容に係る部分を保安規定に添付する。 

   ただし、同図、表の内容が保安規定に記載されている場合は任意とする。 
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2. 保安規定の記載方針フォーマットの説明  
 

項  目 説 明 内 容 

設置変更許可申請書 

【本文】 

○「黒字」により、設置変更許可申請書（本文）の内容を記載す

る。 

○「下線」により、設置変更許可申請書における変更申請箇所を

明確にする。 

○「青字」により、保安規定および関連する社内規定文書（2次

文書等）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字」により、関連する社内規定文書（2 次文書等）に記載

すべき内容を明確にする。 

設置変更許可申請書 

【添付書類】 
○「黒字」により、設置変更許可申請書（添付書類）の内容を記

載する。  

○「下線」により、設置変更許可申請書における変更申請箇所を

明確にする。 

○「青字」により、保安規定および関連する社内規定文書（2次

文書等）に記載すべき内容を明確にする。 

○「緑字」により、関連する社内規定文書（2 次文書等）に記載

すべき内容を明確にする。 

原

子

炉

施

設

保

安

規

定 

記載すべき内容 ○「黒字」により、保安規定に記載すべき内容を記載する。 

また、記載に当たっては、文書の体系がわかる範囲で記載す

る。 

○「赤字」により、本申請での変更箇所を明確にする。 
○「青下線」により、要求事項を実施する行為者を明確にする。 

記載の考え方 ○保安規定に記載すべき内容の記載の考え方を記載する。 
○社内規定文書（2 次文書等）に記載すべき内容の記載の考え方

を記載する。 
○保安規定及び社内規定文書（2 次文書等）他に記載しない場合

の考え方を記載する。 

社

内

規

定

文

書 

該当規定文書 ○該当する社内規定文書（2 次文書等）を記載する。 
 

記載内容の概要 ○関連する社内規定文書（2 次文書等）の具体的な記載内容を記

載する。 
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3. 上流文書（設置変更許可申請書）から保安規定への記載内容 

 
 

 上流文書（設置変更許可申請書） 

（１） 本文五号 ＋添付書類八（1.4 耐津波設計（10.6 含む）） 

（２） 本文五号 ＋添付書類八（1.7 竜巻防護に関する基本方針） 

（３） 本文十号 ＋添付書類十（5.1 重大事故等対策） 
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「
実

用
発

電
用

原
子

炉
及

び
そ

の
附

属
施

設
の

位
置

、
構

造
及

び
設

備
の

基
準

に
関

す
る

規
則
（

以
下
「

設
置

許
可

基
準

規
則

」
と

い
う

。
）
第

五
条
（

津
波

に
よ

る
損

傷
の

防
止

）
」
の

「
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
基

準
津

波
に

対
し

て
安

全
機

能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
と

の
要

求
は

、
設

計
基

準
対

象
施

設
の

う
ち

、
安

全
機

能

を
有

す
る

設
備

を
津

波
か

ら
防

護
す

る
こ

と
を

要
求

し
て

い

る
こ

と
か

ら
、

津
波

か
ら

防
護

を
検

討
す

る
対

象
と

な
る

設

備
は

、
設

計
基

準
対

象
施

設
の

う
ち

安
全

機
能

を
有

す
る

設

備
（

ク
ラ

ス
１

、
ク

ラ
ス

２
及

び
ク

ラ
ス

３
設

備
）
で

あ
る

。
 

 
  

 
 

a
.
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

、
基

準
津

波
に

よ
る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

及
び

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
取

水
路

及
び

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
具

体
的

な
設

計
内

容
を

以
下

に
示

す
。

 

 

設
置

許
可

基
準

規
則

の
解

釈
別

記
３

で
は

、
津

波
か

ら
防

護
す

る
設

備
と

し
て

、
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
及

び

津
波

監
視

設
備

を
含

む
耐

震
Ｓ

ク
ラ

ス
に

属
す

る
設

備
が

要

求
さ

れ
て

い
る

。
 

以
上

か
ら

、
津

波
か

ら
防

護
を

検
討

す
る

対
象

と
な

る
設

備
は

、
ク

ラ
ス

１
、
ク

ラ
ス

２
及

び
ク

ラ
ス

３
設

備
並

び
に

津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

を
含

む

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

に
属

す
る

設
備

と
す

る
。
こ

の
う

ち
、
ク

ラ
ス

３
設

備
は

、
損

傷
し

た
場

合
を

考
慮

し
て

、
代

替
設

備
に

よ
り

必
要

な
機

能
を

確
保

す
る

等
の

対
応

を
行

う
設

計
と

す
る

。
 

こ
の

た
め

、
津

波
か

ら
防

護
す

る
設

備
は

ク
ラ

ス
１

、
ク

ラ

ス
２

設
備

並
び

に
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津

波
監

視
設

備
を

含
む

耐
震

Ｓ
ク

ラ
ス

に
属

す
る

設
備

（
以

下

「
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

」
と

い
う

。
）

と
す

る
。

 

(
2
)
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
に

お
け

る
地

形
、

施
設

の
配

置
等

 

津
波

に
対

す
る

防
護

の
検

討
に

当
た

っ
て

は
、

敷
地

周
辺

の
図

面
等

に
基

づ
き

基
本

事
項

と
な

る
発

電
所

の
敷

地
及

び

敷
地

周
辺

に
お

け
る

地
形

及
び

施
設

の
配

置
等

を
把

握
す

る
。

 

 

 
 

 
 

 (
a
)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備
（

津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
、
復

水
タ

ン
ク

は

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

が
地

上
部

か
ら

到
達

及

び
流

入
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
、
津

波
防

護
施

設

及
び

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
し

、
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
を

地
上

部
か

ら
到

達
及

び
流

入
さ

せ
な

い

設
計

と
す

る
。

 

b
.
 
敷

地
に

お
け

る
施

設
の

位
置

、
形

状
等

の
把

握
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
等

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
と

し
て

、
T
.
P
.
＋

3
.
5
m
の

敷
地

に
原

子
炉

格
納

施
設

、
原

子
炉

補
助

建
屋
（

補
助

建
屋

、
燃

料
取

扱
建

屋
、

制
御

建
屋

、
中

間
建

屋
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル

建
屋

）
が

あ
り

、
屋

外
設

備
と

し
て

は
、
T
.
P
.
＋

3
.
5
m
の

敷
地

に
海

水
ポ

ン
プ

室
、

T
.
P
.
＋

5
.
2
m
の

高
さ

に
復

水
タ

ン
ク

、
T
.
P
.
＋

2
4
.
9
m
の

高
さ

に
燃

料
油

貯
油

そ
う

を
設

置
す

る
。

非
常

用
取

水
設

備
と

し

て
、

非
常

用
海

水
路

、
海

水
ポ

ン
プ

室
を

設
置

す
る

。
 

津
波

防
護

施
設

と
し

て
、

取
水

路
上

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

 
ト

、
放

水
口

側
の

敷
地

に
放

水
口

側
防

潮
堤

及
び

防
潮

扉
、
放

水
路

沿
い

の
屋

外
排

水
路

に
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、

放
水

ピ
ッ

ト
に

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
、

中

央
制

御
室

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

潮
位

観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
を

設
置

す
る

。
浸

水
防

止
設

備
と

し

て
、

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

床
面

T
.
P
.
＋

3
.
0
m
に

海
水

ポ
ン

プ

室
浸

水
防

止
蓋

、
循

環
水

ポ
ン

プ
室

床
面

T
.
P
.
＋

0
.
6
m
に

循

環
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
、

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
境

界

壁
の

う
ち

、
中

間
建

屋
及

び
制

御
建

屋
に

水
密

扉
を

設
置

し
、

中
間

建
屋

、
制

御
建

屋
及

び
デ

ィ
ー

ゼ
ル

建
屋

の
壁

貫
通

部

に
貫

通
部

止
水

処
置

を
実

施
す

る
。
津

波
監

視
設

備
と

し
て

、

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P
.
＋

7
.
1
m
及

び
２

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P
.
+
7
.
1
m
に

潮
位

計
並

び
に

３
号

炉
原

子
炉

格
納

施
設

壁

面
T
.
P
.
＋

4
6
.
8
m
及

び
４

号
炉

原
子

炉
補

助
建

屋
壁

面
T
.
P
.

＋
3
6
.
2
m
に

津
波

監
視

カ
メ

ラ
を

設
置

す
る

。
敷

地
内

の
遡

上

域
の

建
物
・
構

築
物

等
と

し
て

は
、
T
.
P
.
＋

3
.
5
m
の

敷
地

に
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

保
管

建
屋

、
協

力
会

社
事

務
所

等
が

あ

る
。

 

 

 
(
3
)
 
入

力
津

波
の

設
定

 

入
力

津
波

を
基

準
津

波
の

波
源

か
ら

各
施

設
・

設
備

等
の

設
置

位
置

に
お

い
て

海
水

面
の

基
準

レ
ベ

ル
か

ら
算

定
し

た

時
刻

歴
波

形
と

し
て

設
定

す
る

。
基

準
津

波
に

よ
る

各
施

設
・

設
備

の
設

置
位

置
に

お
け

る
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
を

第

1
.
4
.
1
図

に
示

す
。

 

入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、
津

波
の

高
さ

、
速

度
及

び
衝

撃
力

に
着

目
し

、
各

施
設
・
設

備
に

お
い

て
算

定
さ

れ
た

数
値

を
安

全
側

に
評

価
し

た
値

を
入

力
津

波
高

さ
や

速
度

と

し
て

設
定

す
る

こ
と

で
、
各

施
設
・
設

備
の

構
造
・
機

能
の

損

傷
に

影
響

す
る

浸
水

高
、
波

力
、
波

圧
に

つ
い

て
安

全
側

に
評

価
す

る
。
耐

津
波

設
計

に
用

い
る

入
力

津
波

高
さ

を
第

1
.
4
.
1

表
に

示
す

。
 

 

a
.
 
水

位
変

動
 

入
力

津
波

の
設

定
に

当
た

っ
て

は
、
潮

位
変

動
と

し
て

、
上

昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
は

朔
望

平
均

満
潮

位
T
.
P
.
＋

0
.
4
9
m
及

び
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

0
.
1
5
m
を

考
慮

し
、

上
昇

側
評

価
水

位
を

設
定

し
、

下
降

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

は
朔

望

平
均

干
潮

位
T
.
P
.
－

0
.
0
1
m
及

び
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

0
.
1
7
m
を

考
慮

し
、
下

降
側

評
価

水
位

を
設

定
す

る
。
ま

た
、
朔

望
平

均

潮
位

及
び

潮
位

の
バ

ラ
ツ

キ
は

敷
地

周
辺

の
観

測
地

点
舞

鶴

検
潮

所
に

お
け

る
潮

位
観

測
記

録
に

基
づ

き
評

価
す

る
。

 

 潮
汐

以
外

の
要

因
に

よ
る

潮
位

変
動

に
つ

い
て

は
、

観
測

地
点

舞
鶴

検
潮

所
（

気
象

庁
所

管
）

に
お

け
る

至
近

約
4
0
年

（
1
9
6
9
～

2
0
1
1
年

）
の

潮
位

観
測

記
録

に
基

づ
き

、
高

潮
発

生

状
況
（

発
生

確
率

、
台

風
等

の
高

潮
要

因
）
を

確
認

す
る

。
観

測
地

点
舞

鶴
検

潮
所

は
敷

地
近

傍
に

あ
り

、
発

電
所

と
同

様

に
若

狭
湾

に
面

し
た

海
に

設
置

さ
れ

て
い

る
。

高
潮

要
因

の

発
生

履
歴

及
び

そ
の

状
況

を
考

慮
し

て
、

高
潮

発
生

可
能

性

と
そ

の
程

度
（

ハ
ザ

ー
ド

）
に

つ
い

て
検

討
す

る
。
基

準
津

波

に
よ

る
水

位
の

年
超

過
確

率
は

1
0
-
4
～

1
0
-
5
程

度
で

あ
り

、
独
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

立
事

象
と

し
て

の
津

波
と

高
潮

が
重

畳
す

る
可

能
性

は
極

め

て
低

い
と

考
え

ら
れ

る
も

の
の

、
高

潮
ハ

ザ
ー

ド
に

つ
い

て

は
、
プ

ラ
ン

ト
運

転
期

間
を

超
え

る
再

現
期

間
1
0
0
年

に
対

す

る
期

待
値

T
.
P
.
＋

1
.
1
3
m
と

、
入

力
津

波
で

考
慮

し
た

朔
望

平

均
満

潮
位

T
.
P
.
＋

0
.
4
9
m
及

び
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

0
.
1
5
m
の

合

計
の

差
で

あ
る

0
.
4
9
m
を

外
郭

防
護

の
裕

度
評

価
に

お
い

て

参
照

す
る

。
 

b
.
 
地

殻
変

動
 

地
震

に
よ

る
地

殻
変

動
に

つ
い

て
も

安
全

側
の

評
価

を
実

施
す

る
。
広

域
的

な
地

殻
変

動
を

評
価

す
べ

き
波

源
は

、
基

準

津
波

１
の

若
狭

海
丘

列
付

近
断

層
と

基
準

津
波

２
の

Ｆ
Ｏ

－

Ａ
～

Ｆ
Ｏ

－
Ｂ

～
熊

川
断

層
で

あ
る

。
基

準
津

波
３

及
び

基

準
津

波
４

の
隠

岐
ト

ラ
フ

海
底

地
す

べ
り

に
つ

い
て

は
、

地

震
に

随
伴

す
る

も
の

で
は

な
い

た
め

考
慮

対
象

外
で

あ
る

。

ま
た

、
高

浜
発

電
所

は
若

狭
湾
（

日
本

海
側

）
に

位
置

し
て

お

り
、

プ
レ

ー
ト

間
地

震
は

考
慮

対
象

外
で

あ
る

。
 

入
力

津
波

に
つ

い
て

は
、「

日
本

海
に

お
け

る
大

規
模

地
震

に
関

す
る

調
査

検
討

会
」

の
波

源
モ

デ
ル

を
踏

ま
え

て
、

M
a
n
s
i
n
h
a
 
a
n
d
 
S
m
y
l
i
e
 
(
1
9
7
1
)
の

方
法

に
よ

り
算

定
し

た

敷
地

地
盤

の
地

殻
変

動
量

は
、

基
準

津
波

１
の

若
狭

海
丘

列

付
近

断
層

で
±

0
m
、

基
準

津
波

２
の

Ｆ
Ｏ

－
Ａ

～
Ｆ

 
Ｏ

－

Ｂ
～

熊
川

断
層

で
0
.
3
0
m
の

隆
起

が
想

定
さ

れ
る

た
め

、
下

降

側
の

水
位

変
動

に
対

し
て

安
全

評
価

を
実

施
す

る
際

に
は

0
.
3
0
m
の

隆
起

を
考

慮
す

る
。
ま

た
、
上

昇
側

の
水

位
変

動
に

対
し

て
安

全
評

価
す

る
際

に
は

、
隆

起
し

な
い

も
の

と
仮

定

し
て

、
対

象
物

の
高

さ
と

上
昇

側
評

価
水

位
を

直
接

比
較

す

る
。

 

ま
た

、
基

準
地

震
動

評
価

に
お

け
る

震
源

に
お

い
て

最
近

地
震

は
発

生
し

て
い

な
い

こ
と

か
ら

広
域

的
な

余
効

変
動

も

生
じ

て
い

な
い

。
 

c
.
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

開
閉

条
件

 

 
経

路
か

ら
の

流
入

に
伴

う
入

力
津

波
に

は
、

基
準

津
波

ご

と
に

特
性

を
考

慮
し

て
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
開

閉
条

件

を
設

定
す

る
。

 

基
準

津
波

に
対

し
て

、
「
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

及
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
」（

以
下

「
敷

地
へ

の
遡

上
」
と

い
う

。
）
並

び
に

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
ぐ

た
め

、
津

波
防

護
施

設
と

し

て
、
取

水
路

上
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口

側
の

敷
地

に

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

、
放

水
路

沿
い

の
屋

外
排

水

路
に

屋
外

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
、

放
水

ピ
ッ

ト
に

１
号

及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

、
中

央
制

御
室

並
び

に
３

号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

を
設

置
す

る
。

 

基
準

津
波

１
に

つ
い

て
は

、
地

震
発

生
後

、
発

電
所

に
津

波

が
到

達
す

る
ま

で
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
こ

と

が
で

き
る

こ
と

、
並

び
に

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

ぐ
た

め
、

発
電

所
を

含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト

を
閉

止
す

る
こ

と
か

ら
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
前

提

と
し

て
入

力
津

波
を

評
価

す
る

。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

基
準

津
波

２
に

つ
い

て
は

、
地

震
発

生
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
ま

で
に

津
波

が
襲

来
す

る
こ

と
や

、
敷

地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
な

い
津

波
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
取

水
路

防
潮

ゲ

ー
ト

開
を

前
提

と
し

て
入

力
津

波
を

評
価

す
る

。
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
若

狭
湾

に
お

け
る

津
波

の
伝

播
特

性
を

踏
ま

え
、

潮
位

観
測

シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波
の

水
位

変

動
量

に
よ

り
津

波
襲

来
を

確
認

し
た

場
合

に
、

循
環

水
ポ

ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉

止
す

る
こ

と
に

よ
り

第
２

波
以

降
の

浸
入

を
防

止
す

る
こ

と

で
津

波
の

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
。
し

た
が

っ
て

、
基

準
津

波
３

及

び
基

準
津

波
４

に
つ

い
て

は
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

が
開

の

状
態

で
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
で

観
測

さ
れ

た
津

波
の

第
１

波
の

水
位

変
動

量
に

よ
り

津
波

襲
来

を
確

認
し

た

場
合

に
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
こ

と
を

前
提

と

し
て

入
力

津
波

を
評

価
す

る
。

 

【
若

狭
湾

に
お

け
る

津
波

の
伝

播
特

性
】

 

・
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路
に

お
い

て

津
波

の
第

１
波

よ
り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

く
な

る
。

 

・
第

１
波

は
、
押

し
波

が
敷

地
へ
遡

上
せ

ず
、
引

き
波

に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
も

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
。

 

・
第

２
波

以
降

は
、
押

し
波

が
敷

地
に
遡

上
す

る
お

そ
れ

が
あ

り
、
引

き
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

も
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
。

 

(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

の
設

定
及

び
閉

止
手

順
 

基
準

津
波

３
及

び
基

準
津

波
４

に
対

す
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
は

、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４

の
波

源
に

関
す

る
「

崩
壊

規
模

」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」
並

び
に

若
狭

湾
に

お
け

る
津

波
の

伝
播

特
性

の
パ

ラ
メ

ー
タ

ス

タ
デ

ィ
の

結
果

を
踏

ま
え

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

津
波

を

網
羅

的
に

確
認

し
た

う
え

で
、

潮
位

の
ゆ

ら
ぎ

等
を

考
慮

し

て
設

定
す

る
。
な

お
、
設

定
に

当
た

っ
て

は
、
平

常
時

及
び

台

風
時

の
潮

位
変

動
の

影
響

を
受

け
な

い
こ

と
も

確
認

す
る

。
 

具
体

的
に

は
、「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、

2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m

以
上

下
降

し
、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、
又

は
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
。
」

と
す

る
。

 

こ
の

条
件

成
立

を
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認

（
以

下
、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
」
と

い
う

。
）
し

た
場

合
、
循

環
水

ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
後

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

                     ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

イ
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 

2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

上
昇

し
、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、
「

敷
地

へ
の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い

う
。

以
下

、
同

じ
。

）
 

                  ・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定
に

記
載

す
る

。
 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関
す

る
事

項
は

、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定
に

記
載

 

                  ・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

                  取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し

た
場

合
に

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

の
判

断
に

基
づ

き
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
、

１
～

４
号

炉
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
操

作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
の

記
載
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

 
d
.
 
評

価
モ

デ
ル

等
の

設
定

 

基
準

津
波

に
よ

る
敷

地
周

辺
の
遡

上
・
浸

水
域

の
評

価
（

以

下
「

津
波

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

」
と

い
う

。
）
に

当
た

っ
て

は
、

遡
上

解
析

上
影

響
を

及
ぼ

す
斜

面
や

道
路

、
取
・
放

水
路
（

取

水
路

及
び

非
常

用
海

水
路

等
）

の
地

形
と

そ
の

標
高

及
び

伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

の
設

置
状

況
を

考
慮

し
、
遡

上
域

の
メ

ッ
シ

ュ
サ

イ
ズ
（

最
小

3
.
1
2
5
m
）
に

合
わ

せ
た

形
状

に
モ

デ
ル

化
す

る
。

 

敷
地

沿
岸

域
及

び
海

底
地

形
は

、
海

上
保

安
庁

等
に

よ
る

海
底

地
形

図
、

海
上

音
波

探
査

結
果

及
び

取
水

口
付

近
の

深

浅
測

量
結

果
を

使
用

す
る

。
ま

た
、
取
・
放

水
路
（

取
水

路
及

び
非

常
用

海
水

路
等

）
の

諸
元

、
敷

地
標

高
に

つ
い

て
は

、
発

電
所

の
竣

工
図

を
使

用
す

る
。

 

 
 

 
 

 
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

に
つ

い
て

、
図

面
を

基
に

津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
上

影
響

を
及

ぼ
す

構
造

物
、

津
波

防

護
施

設
を

考
慮

し
、
遡

上
・
伝

播
経

路
の

状
態

に
応

じ
た

解
析

モ
デ

ル
、

解
析

条
件

が
適

切
に

設
定

さ
れ

た
遡

上
域

の
モ

デ

ル
を

作
成

す
る

。
 

敷
地

周
辺

の
遡

上
・
浸

水
域

の
把

握
に

当
た

っ
て

は
、
敷

地

前
面

・
側

面
及

び
敷

地
周

辺
の

津
波

の
浸

入
角

度
及

び
速

度

並
び

に
そ

れ
ら

の
経

時
変

化
を

把
握

す
る

。
ま

た
、
敷

地
周

辺

の
浸

水
域

の
押

し
波
・
引

き
波

の
津

波
の
遡

上
・
流

下
方

向
及

び
そ

れ
ら

の
速

度
に

つ
い

て
留

意
し

、
敷

地
の

地
形

、
標

高
の

局
所

的
な

変
化

等
に

よ
る
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
回

り
込

み
を

考
慮

す
る

。
 

 
 

 
 

 
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

当
た

っ
て

は
、
遡

上
及

び
流

下
経

路
上

の
地

盤
並

び
に

そ
の

周
辺

の
地

盤
に

つ
い

て
、

地

震
に

よ
る

液
状

化
、
流

動
化

又
は

す
べ

り
、
標

高
変

化
を

考
慮

し
た
遡

上
解

析
を

実
施

し
、
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
到

達
（

回
り

込
み

に
よ

る
も

の
を

含
む

。
）

の
可

能
性

に
つ

い
て

確
認

す

る
。

 

な
お

、
敷

地
の

周
辺

斜
面

が
、
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
到

達
に

対
し

て
障

壁
と

な
っ

て
い

る
箇

所
は

な
い

。
ま

た
、
敷

地
西

側

に
才

谷
川

が
存

在
す

る
が

、
発

電
所

と
才

谷
川

は
標

高
約

1
0
0
m
の

山
を

隔
て

て
お

り
、

敷
地

へ
の
遡

上
波

に
影

響
す

る

こ
と

は
な

い
。

 

 
 

 
 

 
遡

上
波

の
敷

地
へ

の
到

達
の

可
能

性
に

係
る

検
討

に
当

っ

て
は

、
基

準
地

震
動

に
伴

う
地

形
変

化
、
標

高
変

化
が

生
じ

る

可
能

性
に

つ
い

て
検

討
し

、
放

水
口

側
及

び
取

水
口

側
の

そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
、
津

波
水

位
に

及
ぼ

す
影

響
を

評
価

す
る

。
 

 
 

 
 

 
放

水
口

側
の

影
響

評
価

と
し

て
、

放
水

口
付

近
は

埋
立

層

及
び

沖
積

層
が

分
布

し
、
基

準
地

震
動

が
作

用
し

た
場

合
、
地

盤
が

液
状

化
に

よ
り

沈
下

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

こ
と

か
ら

、

有
効

応
力

解
析

結
果

に
よ

り
第

1
.
4
.
3
図

に
示

す
沈

下
量

を

設
定

し
、

沈
下

後
の

敷
地

高
さ

を
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン

の
条

件
と

し
て

考
慮

す
る

。
な

お
、
放

水
口

付
近

に
は
遡

上
経

路
に

影
響

を
及

ぼ
す

斜
面

は
存

在
し

な
い

。
 

 
 

 
 

 
取

水
口

側
の

影
響

評
価

と
し

て
、

取
水

口
側

の
流

入
経

路

の
大

半
は

岩
盤

で
あ

り
取

水
口

に
つ

い
て

も
地

盤
改

良
を

行

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
基

準
地

震
動

が
作

用
し

た
場

合
に

お

い
て

も
沈

下
は

ほ
と

ん
ど

生
じ

る
こ

と
は

な
く

、
取

水
口

及
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か
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容
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本
文
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添
付
書
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八
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【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

び
取

水
路

周
辺

斜
面

に
つ

い
て

も
、

基
準

地
震

動
に

よ
り

津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

影
響

す
る

す
べ

り
は

生
じ

な
い

こ

と
を

確
認

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン

の
条

件
と

し
て

沈
下

及
び

す
べ

り
は

考
慮

し
な

い
。

 

ま
た

、
基

準
津

波
の

評
価

に
お

け
る

取
水

口
側

の
モ

デ
ル

で
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

開
口

幅
を

実
寸

よ
り

広
く

設

定
し

、
取

水
口

ケ
ー

ソ
ン

重
量

コ
ン

ク
リ

ー
ト

を
考

慮
し

な

い
条

件
と

し
て

い
る

が
、

設
備

形
状

の
影

響
評

価
及

び
管

路

解
析

の
影

響
評

価
に

お
い

て
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

開

口
幅

を
実

寸
で

設
定

し
、

取
水

口
ケ

ー
ソ

ン
重

量
コ

ン
ク

リ

ー
ト

を
考

慮
す

る
条

件
や

貝
付

着
を

考
慮

し
な

い
条

件
も

津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
の

条
件

と
し

て
考

慮
す

る
。
さ

ら
に

、

津
波

水
位

を
保

守
的

に
評

価
す

る
た

め
、

こ
れ

ら
の

条
件

の

組
合

せ
を

考
慮

す
る

。
 

基
準

津
波

の
最

高
水

位
分

布
を

第
1
.
4
.
2
図

及
び

第
1
.
4
.
3

図
に

示
す

。
遡

上
高

さ
は

、
大

部
分

に
お

い
て

、
T
.
P
.
＋

5
.
5
m

以
下
（

浸
水

深
2
.
5
m
以

下
）
で

あ
り

、
一

部
に

お
い

て
は

T
.
P
.

＋
6
.
5
m
程

度
（

浸
水

深
3
.
5
m
程

度
）

と
な

っ
て

い
る

。
 

 
な

お
、

取
水

口
及

び
放

水
口

内
外

で
最

高
水

位
や

傾
向

に

大
き

な
差

異
は

な
く

、
取

水
口

及
び

放
水

口
近

傍
で

局
所

的

な
海

面
の

励
起

は
生

じ
て

い
な

い
。

 

 
 

 
 

 
敷

地
前

面
又

は
津

波
浸

入
方

向
に

正
対

し
た

面
に

お
け

る

敷
地

及
び

津
波

防
護

施
設

に
つ

い
て

、
そ

の
標

高
の

分
布

と

施
設

前
面

の
津

波
の
遡

上
高

さ
の

分
布

を
比

較
す

る
と

、
遡

上
波

が
敷

地
に

地
上

部
か

ら
到

達
、

流
入

す
る

可
能

性
が

あ

る
。
遡

上
波

を
施

設
の

設
計

に
使

用
す

る
入

力
津

波
と

し
て

設
定

す
る

場
合

、
施

設
周

辺
の

最
高

水
位

を
安

全
側

に
評

価

し
た

も
の

を
入

力
津

波
高

さ
と

す
る

。
 

（
第

1
.
4
.
2
図

及
び

第
1
.
4
.
3
図

は
、

変
更

前
の

図
及

び

表
に

同
じ

。
）

 

 
 

 
 

 
(
4
)
 
詳

細
設

計
に

お
い

て
作

成
す

る
入

力
津

波
に

つ
い

て
 

基
本

設
計

で
は

、
施

設
に

対
し

て
最

も
影

響
を

及
ぼ

す
津

波
を

耐
津

波
設

計
に

用
い

る
入

力
津

波
と

し
て

設
定

す
る

が
、
そ

れ
だ

け
で

は
な

く
、
津

波
高

さ
と

し
て

は
小

さ
く

て
も

施
設

に
対

し
て

影
響

を
及

ぼ
す

津
波

に
つ

い
て

も
、

そ
の

津

波
の

第
１

波
の

水
位

変
動

量
を

基
本

設
計

で
設

定
し

た
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
で

確
認

で
き

る
こ

と
が

必

要
と

な
る

。
そ

の
際

、
基

本
設

計
で

は
評

価
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

計
装

誤
差

を
考

慮
す

る
た

め
、

詳
細

設
計

で
作

成
す

る

こ
と

と
す

る
。

 

具
体

的
に

は
「

崩
壊

規
模

」
及

び
「

破
壊

伝
播

速
度

」
並

び

に
「

設
備

形
状

の
影

響
評

価
及

び
管

路
解

析
の

影
響

評
価

」
を

考
慮

し
て

津
波

シ
ミ

ュ
レ

ー
シ

ョ
ン

を
行

い
、

入
力

津
波

を

作
成

す
る

。
こ

の
入

力
津

波
の

第
１

波
の

水
位

変
動

量
が

、
基

本
設

計
で

設
定

し
た

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準

に
、

計
装

誤
差

を
考

慮
し

た
場

合
で

も
確

認
で

き
る

こ
と

を

評
価

す
る

。
 

 

 
 

 
 

   

1
.
4
.
1
.
2
 
敷

地
の

特
性

に
応

じ
た

津
波

防
護

の
基

本
方

針
 

津
波

防
護

の
基

本
方

針
は

、
以

下
の

(
1
)
～

(
5
)
の

と
お

り

で
あ

る
。
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設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

(
c
)
 
取

水
路

又
は

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
、
津

波
が

流

入
す

る
可

能
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

上
で

、
流

入
の

可
能

性
の

あ
る

経
路
（

扉
、
開

口
部

及
び

貫
通

口
等

）

を
特

定
し

、
必

要
に

応
じ

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

の
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

に
よ

り
、
津

波

の
流

入
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

 b
.
 
取

水
・
放

水
施

設
及

び
地

下
部

等
に

お
い

て
、
漏

水

す
る

可
能

性
を

考
慮

の
上

、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

を
防

止

す
る

設
計

と
す

る
。
具

体
的

な
設

計
内

容
を

以
下

に

示
す

。
 

(
1
)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取

水
設

備
を

除
く

。
下

記
(
3
)
に

お
い

て
同

じ
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

、
基

準
津

波
に

よ
る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

及
び

流
入

さ
せ

な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
取

水
路

及
び

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

(
2
)
 
取

水
・

放
水

施
設

及
び

地
下

部
等

に
お

い
て

、
漏

水
す

る
可

能
性

を
考

慮
の

上
、

漏
水

に
よ

る
浸

水
範

囲
を

限
定

し
て

、
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
3
)
 
上

記
２

方
針

の
ほ

か
、

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

に
つ

い
て

は
、

浸
水

防
護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

、
津

波
に

よ
る

影
響

等
か

ら
隔

離
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

(
4
)
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

(
5
)
 
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て
は

、
入

力
津

波
に

対
し

て
津

波
監

視
機

能
が

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

以
上

の
基

本
方

針
の

う
ち

、
(
1
)
に

関
し

て
、
敷

地
へ

の

遡
上

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

た
め

、
外

郭
防

護
と

し
て

取
水

路
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口

側
に

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

、
放

水
路

に
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、
放

水
ピ

ッ
ト

に
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

、
中

央
制

御
室

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す
る

。
 

(
2
)
に

関
し

て
、
漏

水
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
た

め
、

外
郭

防
護

と
し

て
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
に

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
、

循
環

水
ポ

ン
プ

室
に

循
環

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

を
設

置
す

る
。

 

(
3
)
に

関
し

て
、
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

よ
る

影
響

等
か

ら
隔

離
可

能
な

設
計

と
す

る
た

め
、

内
郭

防
護

と
し

て
、
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

境
界

壁
の

う
ち

、
中

間
建

屋
及

び
制

御
建

屋
に

水
密

扉
を

設
置

し
、
中

間
建

屋
、

制
御

建
屋

及
び

デ
ィ

ー
ゼ

ル
建

屋
の

壁
貫

通
部

に
貫

通
部

止
水

処
置

を
実

施
す

る
。

 

(
4
)
に

関
し

て
、
引

き
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

た
め

、
取

水
路

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

中
央

制
御

室
並

び
に

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

を
設

置
す

る
。

 

(
5
)
に

関
し

て
、
津

波
が

発
生

し
た

場
合

に
、
そ

の
影

響

を
俯

瞰
的

に
把

握
す

る
た

め
、
津

波
監

視
設

備
と

し
て

、
３

号
炉

原
子

炉
格

納
施

設
壁

面
及

び
４

号
炉

原
子

炉
補

助
建

屋
壁

面
に

津
波

監
視

カ
メ

ラ
、

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

２
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室
に

潮
位

計
を

設
置

す
る

。
 

津
波

影
響

軽
減

施
設

と
し

て
、

発
電

所
周

辺
を

波
源

と

し
た

津
波

の
波

力
を

軽
減

す
る

た
め

に
取

水
口

カ
ー

テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

を
設

置
す

る
。

 

津
波

防
護

対
策

の
設

備
分

類
と

設
置

目
的

を
第

1
.
4
.
2

311



上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

表
に

示
す

。
ま

た
、
敷

地
の

特
性

に
応

じ
た

津
波

防
護

の
概

要
を

第
1
.
4
.
4
図

に
示

す
。

 

 

 
1
.
4
.
1
.
3
 
敷

地
へ

の
浸

水
防

止
（

外
郭

防
護

１
）

 

(
1
)
 
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

の
防

止
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設

備
を

除
く

。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

並
び

に
海

水
ポ

ン

プ
室

が
設

置
さ

れ
て

い
る

周
辺

敷
地

高
さ

は
T
.
P
.
＋

3
.
5
m
、

復
水

タ
ン

ク
に

つ
い

て
は

T
.
P
.
＋

5
.
2
m
に

設
置

さ
れ

て
お

り
、
取

水
路

、
放

水
路

か
ら

津
波

に
よ

る
遡

上
波

が
地

上
部

か

ら
到

達
・
流

入
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
、

放
水

口
側

防
潮

堤
、
防

潮
扉

、
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

並

び
に

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
を

設
置

す
る

。

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

押
し

波
の

地
上

部
か

ら

の
到

達
及

び
流

入
を

防
止

す
る

た
め

、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

燃
料

油
貯

油
そ

う
に

つ
い

て
は

、
T
.
P
.
＋

2
4
.
9
m
に

設
置

さ

れ
て

お
り

、
津

波
に

よ
る
遡

上
波

は
地

上
部

か
ら

到
達

、
流

入

し
な

い
。

 

ま
た

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入
の

防
止

と
し

て
、
津

波
防

護
施

設
を

設
置

す
る

以
外

に
、
地

山
斜

面
、
盛

土

斜
面

等
の

活
用

は
し

て
い

な
い

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
a
)
当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

循
環

水
ポ

ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。

ま
た

、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作

を
実

施
す

る
。

 

た
だ

し
、
以

下
の

場
合

は
そ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で

あ
っ

て
、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

発
電

所
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ

た
場

合
又

は
震

源
の

位
置

、
取

水
ピ

ッ
ト

水
位

に
よ

り
、

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
の

循
環

水
ポ

ン
プ

（
プ

ラ
ン

ト
）

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
 

 
(
2
)
 
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

 

敷
地

へ
の

海
水

流
入

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
を

第
1
.
4
.
3

表
に

示
す

。
 

特
定

し
た

流
入

経
路

か
ら

、
津

波
が

流
入

す
る

可
能

性
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
高

潮
ハ

ザ
ー

ド
の

再
現

期
間

1
0
0
年

に
対

す
る

期
待

値
を

踏
ま

え
た

裕
度

と
比

較
し

て
、

十
分

に

余
裕

の
あ

る
設

計
と

す
る

。
 

 
 

 
 

 
特

定
し

た
流

入
経

路
か

ら
、

津
波

が
流

入
す

る
こ

と
を

防

止
す

る
た

め
、

津
波

防
護

施
設

と
し

て
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
、

放
水

口
側

防
潮

堤
、

防
潮

扉
、

屋
外

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
並

び
に

１
号

及
び

２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

を
設

置
す

る
。

大
津

波
警

報
が

発

表
さ

れ
た

場
合

、
特

定
し

た
流

入
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入

を
防

止
す

る
た

め
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン

ト
停

止
）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

手
順

を
整

備

す
る

。
 

ま
た

、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４
は

、
第

１
波

の
押

し

波
が

特
定

し
た

流
入

経
路

か
ら

流
入

し
な

い
も

の
の

、
取

水

路
か

ら
海

水
ポ

ン
プ

室
に

至
る

経
路

に
お

い
て

第
１

波
よ

り

第
２

波
以

降
の

水
位

変
動

量
が

大
き

い
た

め
、

第
２

波
以

降

の
押

し
波

が
特

定
し

た
流

入
経

路
か

ら
流

入
す

る
お

そ
れ

が

あ
る

。
そ

の
た

め
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を

確
認

し
た

場
合

、
特

定
し

た
流

入
経

路
か

ら
、
津

波
が

流
入

す

る
こ

と
を

防
止

す
る

た
め

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン

ト
停

止
）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

手
順

を
整

備

す
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

イ
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 

2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

上
昇

し
、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し

た
場

合
に

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

の
判

断
に

基
づ

き
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
、

１
～

４
号

炉
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
操

作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
の

記
載
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ま
た

、
浸

水
対

策
の

実
施

に
よ

り
、
特

定
し

た
流

入
経

路
か

ら
の

津
波

の
流

入
防

止
が

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

結

果
を

第
1
.
4
.
4
表

に
示

す
。

 

（
第

1
.
4
.
3
表

及
び

第
1
.
4
.
4
表

は
、

変
更

前
の

表
に

同

じ
。
）

 

 

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、
「

敷
地

へ
の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い

う
。

以
下

、
同

じ
。

）
 

d
.
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。
そ

の

た
め

、
海

水
ポ

ン
プ

に
つ

い
て

は
、
基

準
津

波
に

よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

、
津

波
防

護
施

設
を

設
置

し
、
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
、
か

つ
冷

却
に

必
要

な
海

水
が

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動
・
堆

積
及

び
漂

流
物

に
対

し
て

非
常

用
海

水
路

及
び

海

水
ポ

ン
プ

室
の

通
水

性
が

確
保

で
き

、
か

つ
取

水
口

か
ら

の
砂

の
混

入
に

対
し

て
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

 

1
.
4
.
1
.
6
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
防

止
 

(
1
)
 
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
性

 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
伴

う
取

水
路

等
の

特
性

を
考

慮
し

た
海

水
ポ

ン
プ

位
置

の
評

価
水

位
を

適
切

に
算

出

す
る

た
め

、
津

波
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

お
い

て
管

路
部

分

に
仮

想
ス

ロ
ッ

ト
モ

デ
ル

に
よ

る
一

次
元

不
定

流
の

連
続

式

及
び

運
動

方
程

式
を

組
み

込
ん

だ
詳

細
数

値
計

算
モ

デ
ル

に

よ
り

管
路

解
析

を
あ

わ
せ

て
実

施
す

る
。
ま

た
、
そ

の
際

、
取

水
口

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
系

を
モ

デ
ル

化
し

、
管

路

の
形

状
、

材
質

及
び

表
面

の
状

況
に

応
じ

た
摩

擦
損

失
を

考

慮
す

る
と

共
に

、
貝

付
着

や
ス

ク
リ

ー
ン

の
有

無
を

考
慮

し
、

計
算

結
果

に
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ

の
加

算
や

安
全

側
に

評
価

し

た
値

を
用

い
る

等
、

計
算

結
果

の
不

確
実

性
を

考
慮

し
た

評

価
を

実
施

す
る

。
 

引
き

波
時

の
水

位
の

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

た
め

、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
及

び
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
を

設

置
す

る
。

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し

て
い

る
た

め
、

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表

さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン

ト
停

止
）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

手
順

を
整

備

す
る

。
 

ま
た

、
基

準
津

波
３

及
び

基
準

津
波

４
は

、
第

１
波

の
引

き

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持

で
き

る
も

の
の

、
取

水
路

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
室

に
至

る
経

路

に
お

い
て

第
１

波
よ

り
第

２
波

以
降

の
水

位
変

動
量

が
大

き

い
た

め
、

第
２

波
以

降
の

引
き

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

な
い

お
そ

れ
が

あ
る

。

そ
の

た
め

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
量

を

確
保

す
る

た
め

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
手

順
を

整
備

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
a
)
当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

循
環

水
ポ

ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作

を
実

施
す

る
。

 

た
だ

し
、
以

下
の

場
合

は
そ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で

あ
っ

て
、

発
電

所
を

含
む

地
域

に
、

到
達

す
る

ま
で

の
時

間
経

過
で

、
大

津
波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場
合

 
ｈ

．
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

イ
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 

2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

上
昇

し
、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、
「

敷
地

へ
の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

発
電

所
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ

た
場

合
又

は
震

源
の

位
置

、
取

水
ピ

ッ
ト

水
位

に
よ

り
、

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
の

循
環

水
ポ

ン
プ

（
プ

ラ
ン

ト
）

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
 

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し
た

場
合

に
津

波
の

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
の

判
断

に
基

づ
き

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
、

１
～

４
号

炉
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
操

作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
の

記
載
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い

う
。

以
下

、
同

じ
。

）
 

e
.
 
津

波
防

護
施

設
及

び
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て

は
、
入

力
津

波
（

施
設

の
津

波
に

対
す

る
設

計
を

行

う
た

め
に

、
津

波
の

伝
播

特
性

及
び

浸
水

経
路

等
を

考
慮

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

施
設

に
対

し
て

設
定

す
る

も
の

を
い

う
。
以

下
同

じ
。
）
に

対
し

て
津

波
防

護

機
能

及
び

浸
水

防
止

機
能

が
保

持
で

き
る

設
計

と

す
る

。
ま

た
、
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て
は

、
入

力

津
波

に
対

し
て

津
波

監
視

機
能

が
保

持
で

き
る

設

計
と

す
る

。
 

こ
の

評
価

の
結

果
、

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

入
力

津
波

高
さ

は
、

T
.
P
.
－

2
.
3
m
で

あ
り

、
水

理
試

験
に

て
確

認
し

た
海

水

ポ
ン

プ
の

取
水

可
能

水
位

は
、
T
.
P
.
－

3
.
2
1
m（

地
盤

変
動

量

0
.
3
0
m
隆

起
を

考
慮

し
た

場
合

T
.
P
.
－

2
.
9
1
m
）
を

上
回

る
こ

と
か

ら
、

水
位

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で

き
る

。
 

 
 

 
 

f
.
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

の
設

計
に

当
た

っ
て

は
、
地

震
に

よ
る

敷
地

の

隆
起

・
沈

降
、
地

震
（

本
震

及
び

余
震

）
に

よ
る

影

響
、
津

波
の

繰
返

し
の

襲
来

に
よ

る
影

響
、
津

波
に

よ
る

二
次

的
な

影
響
（

洗
掘

、
砂

移
動

及
び

漂
流

物

等
）
及

び
自

然
条

件
（

積
雪

、
風

荷
重

等
）

を
考

慮

す
る

。
 

 
 

 
 

 

g
.
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

の
設

計
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
の

評

価
に

当
た

っ
て

は
、
入

力
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に

対
し

て
朔

望
平

均
潮

位
を

考
慮

し
て

安
全

側
の

評

価
を

実
施

す
る

。
な

お
、
そ

の
他

の
要

因
に

よ
る

潮

位
変

動
、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

に
つ

い
て

も
適

切
に

評

価
し

考
慮

す
る

。
ま

た
、
地

震
に

よ
り

陸
域

の
隆

起

又
は

沈
降

が
想

定
さ

れ
る

場
合

、
想

定
さ

れ
る

地
震

の
震

源
モ

デ
ル

か
ら

算
定

さ
れ

る
、
敷

地
の

地
殻

変

動
量

を
考

慮
し

て
安

全
側

の
評

価
を

実
施

す
る

。
 

(
2
)
 
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

の
機

能
保

持
確

認
 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

海
底

の
砂

移
動

・
堆

積
及

び
漂

流
物

に
対

し
て

、
非

常
用

海
水

路
及

び
海

水
ポ

ン

プ
室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

ま
た

、
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴

う
浮

遊
砂

等
の

混
入

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す

る
。

 

a
.
 
砂

移
動

・
堆

積
の

影
響

 

取
水

口
は

、
非

常
用

海
水

路
呑

み
口

底
面

が
T
.
P
.
－

5
.
0
m

で
あ

り
、

取
水

口
底

版
T
.
P
.
－

6
.
2
m
よ

り
約

1
.
2
m
高

い
位

置

に
あ

る
。
ま

た
、
非

常
用

海
水

路
の

高
さ

は
約

2
.
0
m
、
幅

は
約

2
.
0
m
、
海

水
ポ

ン
プ

室
は

、
海

水
ポ

ン
プ

下
端

か
ら

床
面

ま
で

約
5
.
9
5
m
と

な
っ

て
い

る
。

 

砂
移

動
に

関
す

る
数

値
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

実
施

し
た

結
果

、
基

準
津

波
に

よ
る

砂
移

動
に

伴
う

砂
堆

積
量

は
、
非

常

用
海

水
路

呑
み

口
に

お
い

て
約

0
.
0
2
m
、
海

水
ポ

ン
プ

室
に

お

い
て

約
0
.
2
4
m
で

あ
り

、
砂

の
堆

積
に

伴
っ

て
、
非

常
用

海
水

路
呑

み
口

か
ら

海
水

ポ
ン

プ
下

端
ま

で
の

海
水

取
水

経
路

が

閉
塞

す
る

こ
と

は
な

い
。

 

b
.
 
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

浮
遊

砂
の

影
響

 

海
水

ポ
ン

プ
取

水
時

に
浮

遊
砂

の
一

部
が

軸
受

潤
滑

水
と

し
て

ポ
ン

プ
軸

受
に

混
入

し
た

と
し

て
も

、
海

水
ポ

ン
プ

の

軸
受

に
設

け
ら

れ
た

異
物

逃
が

し
溝

か
ら

排
出

さ
れ

る
構

造

と
す

る
。
ま

た
、
仮

に
砂

が
混

入
し

た
場

合
に

お
い

て
も

、
海

 
 

 
 

314



上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

水
ポ

ン
プ

の
軸

受
に

設
け

ら
れ

た
約

3
.
7
m
m
の

異
物

逃
が

し

溝
か

ら
排

出
さ

れ
る

構
造

と
す

る
。

 

こ
れ

に
対

し
て

、
発

電
所

周
辺

の
砂

の
平

均
粒

径
は

約

0
.
2
m
m
で

、
数

ミ
リ

以
上

の
砂

は
ご

く
わ

ず
か

で
あ

る
こ

と
に

加
え

て
、

粒
径

数
ミ

リ
の

砂
は

浮
遊

し
難

い
も

の
で

あ
る

こ

と
を

踏
ま

え
る

と
、

大
き

な
粒

径
の

砂
は

ほ
と

ん
ど

混
入

し

な
い

と
考

え
ら

れ
、

砂
混

入
に

対
し

て
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水

機
能

は
保

持
で

き
る

。
 

h
.
 
a
.
 
及

び
d
.
 
の

方
針

に
お

い
て

、
津

波
警

報
等

が

発
表

さ
れ

な
い

場
合

の
基

準
津

波
に

対
す

る
耐

津

波
設

計
は

、
構

内
の

観
測

潮
位

に
よ

る
水

位
変

動
に

よ
り

津
波

襲
来

を
確

認
し

た
場

合
に

、
津

波
防

護
施

設
に

よ
り
「
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入

及
び

取
水

路
、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
」（

以

下
「

敷
地

へ
の
遡

上
」
と

い
う

。
）
並

び
に

水
位

の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る

設
計

と
す

る
。
こ

の
設

計
に

当
た

っ
て

、
津

波
警

報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

場
合

の
基

準
津

波
は

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

津
波

を
網

羅
す

る
必

要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、
水

位
変

動
に

影
響

す
る

波
源

の

特
性

値
を

固
定

せ
ず

に
策

定
す

る
。

 

（
第

5
.
1
0
図

は
、

変
更

前
の

図
に

同
じ

。
）

 

 

c
.
 
漂

流
物

の
取

水
性

へ
の

影
響

 

(
a
)
 
漂

流
物

の
抽

出
方

法
 

第
1
.
4
.
6
図

を
変

更
す

る
。

第
1
.
4
.
6
図

以
外

は
変

更
前

の

「
(
a
)
漂

流
物

の
抽

出
方

法
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

(
b
)
 
抽

出
さ

れ
た

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
の

影
響

確
認

 

基
準

津
波

の
遡

上
解

析
結

果
に

よ
る

と
、

取
水

口
付

近
に

つ
い

て
は

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

ま
で

、
放

水
口

物
揚

岸
壁

付

近
に

つ
い

て
は

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

ま
で

津
波

が

遡
上

す
る

。
ま

た
、
基

準
地

震
動

に
よ

る
液

状
化

等
に

伴
う

敷

地
の

変
状

や
潮

位
の

バ
ラ

ツ
キ
（

0
.
1
5
m
）
を

考
慮

し
た

場
合

、

３
号

及
び

４
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

付
近

も
津

波
が
遡

上
す

る
。

こ
れ

ら
を

踏
ま

え
、

基
準

津
波

に
よ

り
漂

流
物

と
な

る
可

能

性
の

あ
る

施
設

・
設

備
が

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

確
保

へ
影

響

を
及

ぼ
さ

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

こ
の

結
果

、
発

電
所

構
内

で
漂

流
す

る
可

能
性

が
あ

る
も

の
と

し
て

、
放

水
口

側
の

協
力

会
社

事
務

所
等

が
あ

る
が

、
放

水
口

側
防

潮
堤

及
び

防
潮

扉
で

防
護

さ
れ

る
た

め
、

取
水

性

へ
の

影
響

は
な

い
。
ま

た
、
こ

れ
ら

の
設

置
位

置
及

び
津

波
の

流
向

を
考

慮
す

る
と

漂
流

物
は

取
水

口
へ

は
向

か
わ

な
い

。
 

な
お

、
発

電
所

構
内

の
物

揚
岸

壁
に

停
泊

す
る

燃
料

等
輸

送
船

は
、
津

波
警

報
等

発
令

時
に

は
緊

急
退

避
す

る
た

め
、
漂

流
物

と
は

な
ら

な
い

。
一

方
、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
ず

、

か
つ

、
荷

役
中

に
発

電
所

構
外

に
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
は

、
燃

料
等

輸
送

船
は

緊
急

退

避
し

な
い

が
、
物

揚
岸

壁
へ

の
係

留
が

維
持

で
き

る
こ

と
、
物

揚
岸

壁
に

乗
り

上
が

ら
な

い
こ

と
及

び
着

底
や

座
礁

に
よ

り

航
行

不
能

に
な

ら
な

い
こ

と
を

確
認

し
て

お
り

、
漂

流
物

と

は
な

ら
な

い
。
ま

た
、
荷

役
中

以
外

で
も

、
燃

料
等

輸
送

船
は

緊
急

退
避

し
な

く
て

も
物

揚
岸

壁
へ

の
係

留
が

維
持

で
き

る

こ
と

、
物

揚
岸

壁
に

乗
り

上
が

ら
な

い
こ

と
及

び
着

底
や

座

礁
に

よ
り

航
行

不
能

に
な

ら
な

い
こ

と
を

確
認

し
て

お
り

、

漂
流

物
と

は
な

ら
な

い
が

、
よ

り
安

全
性

を
高

め
る

た
め

に

緊
急

退
避

す
る

。
 

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
の

外
側

に
存

在
す

る
車

両
は

、
津

波
の

流
況

及
び

地
形

並
び

に
車

両
位

置
と

津
波

防

護
施

設
と

の
位

置
関

係
を

踏
ま

え
、

津
波

防
護

施
設

へ
の

影

響
を

確
認

し
、

津
波

防
護

施
設

に
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
方

針

と
す

る
。

 

発
電

所
構

外
で

漂
流

す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の

と
し

て
、

発
電

所
近

傍
で

航
行

不
能

に
な

っ
た

漁
船

が
挙

げ
ら

れ
る

が
、
取

水
口

側
は

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口

側
は

放
水

口

側
防

潮
堤

及
び

防
潮

扉
に

よ
り

防
護

さ
れ

る
た

め
、

取
水

性

へ
の

影
響

は
な

い
。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、
放

水
口

側
防

潮
堤

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
お

よ
び

自
然

災
害

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施

基
準
（

第
１

８
条

、
第

１
８

条
の

２
、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

関
連

）
 

５
 
津

波
 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 

ｄ
．

車
両

の
管

理
 

安
全

・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に

な
る

お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
、

漂
流

物
と

な

ら
な

い
管

理
を

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
b
)
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
に

関

し
、

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る
措

置
を

実
施

す
る

。
 

(
c
)
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

燃
料

等
輸

送
船

に

関
し

、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、

荷
役

作
業

を
中

断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び
輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る
措

置
な

ら
び

に
漂

流
物

化
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

(
d
)
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長

は
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る
情

報
連

絡
を

行
う

。
 

(
f
)
 
安

全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構

内
の

放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 

(
b
)
 
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

 

オ
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作

業
員

お
よ

び
輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る
措

置

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

係
留

強
化

す
る

船

側
と

情
報

連
絡

を
行

う
。

 

カ
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
原

子
力

発
電

所
使

用
済

燃
料

輸

送
要

綱
 

・
原

子
力

発
電

所
放

射
線
・
化

学

管
理

業
務

要
綱

 

・
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
 

・
放

射
線

管
理

業
務

所
則

 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

 

構
内

輸
送

・
荷

役
作

業
時

に
地

震
又

は
津

波
が

発

生
し

た
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

記
載

。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

及
び

防
潮

扉
の

設
計

に
お

い
て

は
、

漂
流

物
と

し
て

衝
突

す

る
可

能
性

が
あ

る
も

の
の

う
ち

、
最

も
重

量
が

大
き

い
総

ト

ン
数

1
0
t
級
（

排
水

ト
ン

数
3
0
t
）
の

小
型

漁
船

を
衝

突
荷

重
と

し
て

評
価

す
る

。
 

一
部

、
取

水
口

に
向

か
う

漁
船

に
つ

い
て

は
、
取

水
路

に
沿

っ
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

に
向

か
う

が
、
万

一
、
取

水
路

内
を

漂
流

す
る

場
合

に
お

い
て

も
、

非
常

用
海

水
路

呑
み

口
前

に

と
ど

ま
る

こ
と

は
な

く
、
ま

た
、
非

常
用

海
水

路
呑

み
口

前
面

に
閉

塞
防

止
措

置
を

施
す

こ
と

か
ら

、
漂

流
物

に
よ

り
非

常

用
海

水
路

呑
み

口
が

閉
塞

す
る

こ
と

は
な

い
。
な

お
、
閉

塞
防

止
措

置
に

つ
い

て
は

、
非

常
用

海
水

路
の

通
水

機
能

に
影

響

の
な

い
設

計
と

す
る

。
 

発
電

所
近

傍
を

通
過

す
る

定
期

船
に

関
し

て
は

、
発

電
所

沖
合

約
1
4
k
m
に

定
期

航
路

が
あ

る
が

、
半

径
5
k
m
以

内
の

敷
地

前
面

海
域

に
な

い
こ

と
か

ら
発

電
所

に
対

す
る

漂
流

物
と

な

ら
な

い
。

 

除
塵

装
置

で
あ

る
ロ

ー
タ

リ
ー

ス
ク

リ
ー

ン
に

つ
い

て

は
、
基

準
津

波
の

流
速

に
対

し
、
ス

ク
リ

ー
ン

の
水

位
差

が
、

設
計

水
位

差
以

下
で

あ
る

た
め

、
損

傷
す

る
こ

と
は

な
く

漂

流
物

と
な

ら
な

い
こ

と
か

ら
、

取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す

こ

と
は

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。

 

 

役
中

の
場

合
、

荷
役

作
業

を
中

断
し

、
陸

側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す
る

措

置
な

ら
び

に
漂

流
物

化
防

止
対

策
を

実
施

す

る
と

と
も

に
、

係
留

強
化

す
る

船
側

と
情

報

連
絡

を
行

う
。
な

お
、
荷

役
作

業
中

は
、
発

電

所
構

外
に

お
け

る
潮

位
の

観
測

を
実

施
す

る
。

 

キ
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長

は
、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
以

外
の

場
合

、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 

 
1
.
4
.
1
.
7
 
津

波
監

視
 

敷
地

へ
の

津
波

の
繰

返
し

の
襲

来
を

察
知

し
、

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
の

機
能

を
確

実
に

確
保

す
る

た
め

に
、

津
波

監
視

設
備

を
設

置
す

る
。
津

波
監

視
設

備
と

し
て

は
、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

及
び

潮
位

計
を

設
置

す
る

。
各

設
備

は
海

水

ポ
ン

プ
室

前
面

及
び

２
号

炉
海

水
ポ

ン
プ

室
前

面
の

入
力

津

波
高

さ
T
.
P
.
＋

2
.
6
m
に

対
し

て
波

力
、

漂
流

物
の

影
響

を
受

け
な

い
位

置
に

設
置

し
、

津
波

監
視

機
能

が
十

分
に

保
持

で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
基

準
地

震
動

に
対

し
て

、
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
設

計
に

当
た

っ
て

は
、
自

然
条

件

（
積

雪
、

風
荷

重
等

）
と

の
組

合
せ

を
適

切
に

考
慮

す
る

。
 

(
1
)
 
津

波
監

視
カ

メ
ラ

 

変
更

前
の

「
(
1
)
 
津

波
監

視
カ

メ
ラ

」
の

記
載

に
同

じ
。

 

(
2
)
 
潮

位
計

 

１
号

炉
及

び
２

号
炉

共
用

設
備

で
あ

る
潮

位
計

は
、

津
波

高
さ

計
測

を
目

的
と

し
て

、
海

水
ポ

ン
プ

室
T
.
P
.
＋

7
.
1
m
及

び
２

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

T
.
P
.
＋

7
.
1
m
に

設
置

し
、

上
昇

側

及
び

下
降

側
の

津
波

高
さ

を
計

測
で

き
る

よ
う

、
T
.
P
.
約

－

9
.
9
m
～

T
.
P
.
約

＋
6
.
6
m
を

測
定

範
囲

と
し

、
中

央
制

御
室

か

ら
監

視
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

 

 
 

 
 

 (
ⅱ

)
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
対

す
る

耐
津

波
設

計
 

 重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
基

準
津

波
に

対
し

て
、

以
下

の
方

針
に

基
づ

き
耐

津
波

設
計

を
行

い
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
設

計
と

す
る

。
基

準
津

波
の

定
義

位

置
を

第
5
.
1
0
図

に
、

時
刻

歴
波

形
を

第
5
.
1
1
図

に
示

す
。

 

1
.
4
.
2
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
耐

津
波

設
計

 

1
.
4
.
2
.
1
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
耐

津
波

設
計

の
基

本
方

針
 重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、

基
準

津
波

に
対

し
て

重
大

事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 

(
1
)
 
津

波
防

護
対

象
の

選
定

 

第
1
.
4
.
5
表

を
変

更
す

る
。

第
1
.
4
.
5
表

以
外

は
変

更
前

の

「
(
1
)
 
津

波
防

護
対

象
の

選
定

」
の

記
載

に
同

じ
。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ま
た

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
及

び

津
波

監
視

設
備

の
津

波
か

ら
防

護
す

る
設

備
を
「

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

」
と

す
る

。
 

 

(
2
)
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
に

お
け

る
地

形
、

施
設

の
配

置
等

 

a
.
 
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

、
標

高
並

び
に

河
川

の
存

在

の
把

握
 

「
1
.
4
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

耐
津

波
設

計
方

針
」

に

同
じ

。
 

b
.
 
敷

地
に

お
け

る
施

設
の

位
置

、
形

状
等

の
把

握
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
と

し
て

、
「

1
.
4
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設

の
耐

津
波

設
計

方
針

」
で

示
し

た
範

囲
に

加
え

、
緊

急
時

対
策

所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
、

空
冷

式
非

常
用

発
電

装
置

用
給

油
ポ

ン
プ

、
泡

混
合

器
、
仮

設

組
立

式
水

槽
、
可

搬
式

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン

プ
、
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

、
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

、
大

容
量

ポ
ン

プ
、
大

容
量

ポ
ン

プ

（
放

水
砲

用
）
、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

、
送

水
車

、
電

源
車

、
電

源
車
（

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン
プ

用
）
、
電

源
車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
、
ブ

ル
ド

ー
ザ

、
放

水
砲

、
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
、

空
気

供
給

装
置

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ァ

ン
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ
ユ

ニ
ッ

ト
及

び

蓄
電

池
（

３
系

統
目

）
の

区
画

を
設

置
す

る
。（

第
1
.
4
.
7
図

）
 

c
.
 
敷

地
周

辺
の

人
工

構
造

物
の

位
置

、
形

状
等

の
把

握
 

「
1
.
4
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

耐
津

波
設

計
方

針
」

に

同
じ

。
 

(
3
)
 
入

力
津

波
の

設
定

 

「
1
.
4
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

耐
津

波
設

計
方

針
」

に

同
じ

。
 

 

   a
.
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

、
基

準
津

波
に

よ
る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

及
び

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
取

水
路

及
び

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す

る
。

具
体

的
な

設
計

内
容

を
以

下
に

示
す

。
 

   

1
.
4
.
2
.
2
 
敷

地
の

特
性

に
応

じ
た

津
波

防
護

の
基

本
方

針
 

津
波

防
護

の
基

本
方

針
は

、
以

下
の

(
1
)
～

(
5
)
の

と
お

り

で
あ

る
。

 

(
1
)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
下

記
(
3
)
に

お
い

て
同

じ
。
）
を

内
包

す

る
建

屋
及

び
区

画
の

設
置

さ
れ

た
敷

地
に

お
い

て
、

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

又
は

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
取

水
路

及
び

放
水

路
等

の
経

路

か
ら

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。

 

(
2
)
 
取

水
・
放

水
施

設
、
地

下
部

等
に

お
い

て
、
漏

水
す

る
可

能
性

を
考

慮
の

上
、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
3
)
 
上

記
2
方

針
の

ほ
か

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波

防
護

対
象

設
備

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
に

つ
い

て

は
、
浸

水
防

護
を

す
る

こ
と

に
よ

り
、
津

波
に

よ
る

影
響

等

か
ら

隔
離

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

(
4
)
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
5
)
 
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て
は

、
入

力
津

波
に

対
し

て
津

波
監

視
機

能
が

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

以
上

の
基

本
方

針
の

う
ち

、
(
1
)
に

関
し

て
、
敷

地
へ

の

遡
上

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

た
め

、
外

郭
防

護
と

し
て

取
水

路
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

、
放

水
口

側
に

放
水

口
側
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

、
放

水
路

に
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、
放

水
ピ

ッ
ト

に
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

、
中

央
制

御
室

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
を

設
置

す
る

。
 

(
2
)
に

関
し

て
、
漏

水
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
た

め
、

外
郭

防
護

と
し

て
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
に

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
、

循
環

水
ポ

ン
プ

室
に

循
環

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

を
設

置
す

る
。

 

(
3
)
に

関
し

て
、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

に
つ

い
て

は
、

津
波

に
よ

る
影

響
等

か
ら

隔
離

可
能

な
設

計
と

す
る

た
め

、
内

郭
防

護
と

し
て

、
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

境
界

壁
の

う
ち

、

中
間

建
屋

及
び

制
御

建
屋

に
水

密
扉

を
設

置
し

、
中

間
建

屋
、

制
御

建
屋

及
び

デ
ィ

ー
ゼ

ル
建

屋
の

壁
貫

通
部

に
貫

通
部

止
水

処
置

を
実

施
す

る
。

 

(
4
)
に

関
し

て
、
引

き
波

に
よ

る
水

位
の

低
下

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

た
め

、
取

水
路

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

中
央

制
御

室
並

び
に

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

を
設

置
す

る
。

 

(
5
)
に

関
し

て
、
津

波
が

発
生

し
た

場
合

に
、
そ

の
影

響

を
俯

瞰
的

に
把

握
す

る
た

め
、

津
波

監
視

設
備

と
し

て
、

３
号

炉
原

子
炉

格
納

施
設

壁
面

及
び

４
号

炉
原

子
炉

補
助

建
屋

壁
面

に
津

波
監

視
カ

メ
ラ

、
海

水
ポ

ン
プ

室
及

び
２

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

に
潮

位
計

を
設

置
す

る
。

 

津
波

影
響

軽
減

施
設

と
し

て
、

発
電

所
周

辺
を

波
源

と

し
た

津
波

の
波

力
を

軽
減

す
る

た
め

に
取

水
口

カ
ー

テ
ン

ウ
ォ

ー
ル

を
設

置
す

る
。

 

緊
急

時
対

策
所
（

緊
急

時
対

策
所

建
屋

内
）
、
空

冷
式

非

常
用

発
電

装
置

、
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
用

給
油

ポ
ン

プ
、

泡
混

合
器

、
仮

設
組

立
式

水
槽

、
可

搬
式

代
替

低
圧

注
水

ポ
ン

プ
、

シ
ル

ト
フ

ェ
ン

ス
、

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ
、

大
容

量
ポ

ン
プ

、
大

容
量

ポ
ン

プ
（

放
水

砲
用

）
、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

、
送

水
車

、
電

源
車

、
電

源
車
（

可
搬

式
代

替
低

圧
注

水
ポ

ン
プ

用
）
、

電
源

車
（

緊
急

時
対

策
所

用
）
、

ブ

ル
ド

ー
ザ

、
放

水
砲

、
油

圧
シ

ョ
ベ

ル
、
空

気
供

給
装

置
、

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ァ
ン

、
緊

急
時

対
策

所
非

常
用

空
気

浄
化

フ
ィ

ル
タ

ユ
ニ

ッ
ト

及
び

蓄
電

池

（
３

系
統

目
）

の
区

画
は

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

位
置

に
設

置
さ

れ
て

お
り

、
新

た
な

津
波

防
護

対
策

は
必

要
な

い
。

 

津
波

防
護

対
策

の
設

備
分

類
と

設
置

目
的

を
第

1
.
4
.
2

表
に

示
す

。
ま

た
、

敷
地

の
特

性
に

応
じ

た
津

波
防

護
の

概
要

を
第

1
.
4
.
4
図

に
示

す
。

 

 

  (
a
)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
、
復

水
タ

ン

1
.
4
.
2
.
3
 
敷

地
へ

の
浸

水
防

止
（

外
郭

防
護

１
）

 

(
1
)
 
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
・

流
入

の
防

止
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
が

設
置

さ
れ

て
い

る
周

辺
敷

地
高

さ
は

T
.
P
.
＋
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ク
は

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

が
地

上
部

か
ら

到

達
及

び
流

入
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
、
津

波
防

護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
し

、
基

準
津

波
に

よ
る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

及
び

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。

 

(
b
)
 
上

記
(
a
)
の
遡

上
波

の
到

達
防

止
に

当
た

っ
て

の

検
討

は
、「

(
ⅰ

)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る
耐

津
波

設
計

」
を

適
用

す
る

。
 

(
c
)
 
取

水
路

又
は

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
、
流

入
の

可

能
性

に
つ

い
て

検
討

し
た

上
で

、
流

入
の

可
能

性
の

あ
る

経
路
（

扉
、
開

口
部

及
び

貫
通

口
等

）
を

特
定

し
、
必

要
に

応
じ

て
実

施
す

る
浸

水
対

策
に

つ
い

て

は
、「

(
ⅰ

)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る
耐

津
波

設
計

」
を

適
用

す
る

。
 

3
.
5
m
、

復
水

タ
ン

ク
に

つ
い

て
は

T
.
P
.
＋

5
.
2
m
に

設
置

さ
れ

て
お

り
、
取

水
路

、
放

水
路

か
ら

津
波

に
よ

る
遡

上
波

が
地

上

部
か

ら
到

達
・
流

入
す

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
。

 

 遡
上

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

防
止

に
当

た
っ

て
の

検
討

は
、「

1
.
4
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

耐
津

波
設

計
方

針
」
を

適
用

す
る

。
 

(
2
)
 
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

防
止

 

取
水

路
又

は
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

、
津

波
が

流
入

す
る

可
能

性
の

あ
る

経
路
（

扉
、
開

口
部

及
び

貫
通

口
等

）
を

特
定

し
、

必
要

に
応

じ
て

実
施

す
る

浸
水

対
策

に
つ

い
て

は

「
1
.
4
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

耐
津

波
設

計
方

針
」

を
適

用
す

る
。

 

 

  b
.
 
取

水
・
放

水
施

設
及

び
地

下
部

等
に

お
い

て
、
漏

水

す
る

可
能

性
を

考
慮

の
上

、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必

要
な

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
具

体
的

に
は

「
(
ⅰ

)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る

耐
津

波
設

計
」

を
適

用
す

る
。

 

1
.
4
.
2
.
4
 
漏

水
に

よ
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

（
外

郭
防

護
２

）
 

取
水
・
放

水
設

備
及

び
地

下
部

等
に

お
い

て
、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的

に
は

、
「

1
.
4
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

耐
津

波
設

計
方

針
」

を
適

用
す

る
。

 

 

 
 

 
 

d
.
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。
そ

の
た

め
、
海

水
ポ

ン
プ

に
つ

い
て

は
、「

(
ⅰ

)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る
耐

津
波

設
計

」
を

適
用

す
る

。
 

  

ま
た

、
大

容
量

ポ
ン

プ
及

び
送

水
車

に
つ

い
て

は
、

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
の

変
動

に
対

し
て

取
水

性
を

確
保

で
き

、
取

水
口

か
ら

の
砂

の
混

入
に

対
し

て
、
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

e
.
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

の
機

能
の

保
持

に
つ

い
て

は
、「

(
ⅰ

)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る
耐

津
波

設
計

」
を

適
用

す

る
。

 

f
.
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

の
設

計
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

の

評
価

に
お

け
る

入
力

津
波

の
評

価
に

当
た

っ
て

は
、

「
(
ⅰ

)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る
耐

津
波

設

計
」

に
対

す
る

耐
津

波
設

計
を

適
用

す
る

。
 

g
.
 
a
.
 
及

び
d
.
 
の

方
針

に
お

い
て

、
津

波
警

報
等

が

発
表

さ
れ

な
い

場
合

の
基

準
津

波
に

対
す

る
耐

津

波
設

計
は

、「
(
ⅰ

)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
に

対
す

る

耐
津

波
設

計
」

を
適

用
す

る
。

 

（
第

5
.
1
0
図

は
、

変
更

前
の

図
に

同
じ

。
）

 

1
.
4
.
2
.
6
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止

 

(
1
)
 
重

大
事

故
時

に
使

用
す

る
ポ

ン
プ

の
取

水
性

 

水
位

変
動

に
伴

う
取

水
性

低
下

に
よ

る
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

設
計

と

す
る

。
そ

の
た

め
、
海

水
ポ

ン
プ

に
つ

い
て

は
、「

1
.
4
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

耐
津

波
設

計
方

針
」

を
適

用
す

る
。

 

ま
た

、
重

大
事

故
等

に
使

用
す

る
大

容
量

ポ
ン

プ
及

び
送

水
車

は
投

込
み

式
で

あ
り

、
水

位
変

動
に

対
す

る
追

従
性

が

あ
る

た
め

、
取

水
性

に
影

響
は

な
い

。
 

 (
2
)
 
津

波
の

二
次

的
な

影
響

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

の
機

能
保

持
確

認
 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

海
底

の
砂

移
動

・
堆

積
及

び
漂

流
物

に
対

し
て

、
非

常
用

海
水

路
、
海

水
ポ

ン
プ

室

の
通

水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

ま
た

、
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴

う
浮

遊
砂

等
の

混
入

に
対

し
て

海
水

ポ
ン

プ
、

大
容

量
ポ

ン
プ

及
び

送
水

車

は
機

能
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、
「

1
.
4
.
1
 

設
計

基
準

対
象

施
設

の
耐

津
波

設
計

方
針

」
を

適
用

す
る

。
 

 

 
 

 
 

(
ⅲ

)
 
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

に
対

す
る

耐
津

波

設
計

 

（
中

略
）

 

1
.
4
.
3
 
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
耐

津
波

設
計

 

 

（
中

略
）
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

e
.
 
基

準
津

波
の

う
ち

、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

も
の

に
対

す
る

a
.
の

規
定

に
関

す
る

設
計

に
つ

い
て

は
、

(
ⅰ

)
 
設

計
基

準

対
象

施
設

に
対

す
る

耐
津

波
設

計
を

適
用

す
る

。

（
第

5
.
1
0
図

は
、

変
更

前
の

図
に

同
じ

）
 

 (
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

事
項

 

(
ⅲ

)
 
浸

水
防

護
設

備
 

1
0
.
6
 
津

波
及

び
内

部
溢

水
に

対
す

る
浸

水
防

護
設

備
 

1
0
.
6
.
1
 
津

波
に

対
す

る
損

傷
防

止
 

1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

 
 

 
 

a
.
 
津

波
に

対
す

る
防

護
設

備
 

設
計

基
準

対
象

施
設

は
、
基

準
津

波
に

対
し

て
、
そ

の
安

全
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

、
ま

た
、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、
基

準
津

波
に

対
し

て
、
重

大
事

故
等

に
対

処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
か

ら
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、
放

水
口

側
防

潮
堤

、
防

潮
扉

、
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト

止
水

板
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
並

び
に

海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

、
循

環
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防

止
蓋

、
中

間
建

屋
水

密
扉

、
制

御
建

屋
水

密
扉

、
貫

通

部
止

水
処

置
に

よ
り

、
津

波
か

ら
防

護
す

る
設

計
と

す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

は
、
防

潮
壁

、
ゲ

ー
ト

落
下

機

構
（

電
源

系
及

び
制

御
系

を
含

む
。
）
及

び
ゲ

ー
ト

扉

体
等

で
構

成
さ

れ
、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
に

至
る

前
に

遠
隔

閉
止

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

、

重
要

安
全

施
設

（
Ｍ

Ｓ
－

１
）

と
し

て
設

計
す

る
。

 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
は

、
潮

位
計
（

潮

位
検

出
器

、
監

視
モ

ニ
タ
（

デ
ー

タ
演

算
機

能
及

び
警

報
発

信
機

能
を

有
し

、
電

源
設

備
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設

備
を

含
む

。
）
）

及
び

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
等

に
よ

り
構

成
さ

れ
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

判
断

を
行

う
た

め
の

設
備

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
重

要
安

全
施

設
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
（

Ｍ
Ｓ

－
１

）
と

同
等

の
設

計
と

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

 

（
１

号
、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
一

部
既

設
）
 

個
 

数
 

1
 

放
水

口
側

防
潮

堤
（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
既

設
）

 

個
 

数
 

1
 

防
潮

扉
（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
既

設
）

 

個
 

数
 

1
 

屋
外

排
水

路
逆

流
防

止
設

備
 

（
１

号
、

２
号

、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
既

設
）

 

個
 

数
 

5
 

１
号

及
び

２
号

炉
放

水
ピ

ッ
ト

止
水

板
 

（
１

号
、

２
号

、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
既

設
）

 

個
 

数
 

2
 

1
0
.
6
.
1
.
1
.
1
 
概

要
 

原
子

炉
施

設
の

耐
津

波
設

計
に

つ
い

て
は

、「
設

計
基

準
対

象
施

設
は

、
施

設
の

供
用

中
に

極
め

て
ま

れ
で

は
あ

る
が

発

生
す

る
可

能
性

が
あ

り
、

施
設

に
大

き
な

影
響

を
与

え
る

お

そ
れ

が
あ

る
津

波
（

以
下
「

基
準

津
波

」
と

い
う

。
）
に

対
し

て
、

そ
の

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

」
こ

と
を

目
的

と
し

て
、
津

波
の

敷
地

へ

の
流

入
防

止
、
漏

水
に

よ
る

安
全

機
能

へ
の

影
響

防
止

、
津

波

防
護

の
多

重
化

及
び

水
位

低
下

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影

響

防
止

を
考

慮
し

た
津

波
防

護
対

策
を

講
じ

る
。

 

津
波

か
ら

防
護

す
る

設
備

は
、
ク

ラ
ス

１
、
ク

ラ
ス

２
設

備

並
び

に
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設

備
を

含
む

耐
震

S
ク

ラ
ス

に
属

す
る

設
備
（

以
下
「

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
」

と
い

う
。
）

と
す

る
。

 

津
波

の
敷

地
へ

の
流

入
防

止
は

、
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

、
基

準
津

波

に
よ

る
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

の
防

止
及

び

取
水

路
、

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
流

入
の

防
止

対
策

を
講

じ

る
。

 

漏
水

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影

響
防

止
は

、
取

水
・
放

水
施

設
、
地

下
部

等
に

お
い

て
、
漏

水
の

可
能

性
を

考
慮

の
上

、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
限

定
し

て
、

重
要

な
安

全
機

能
へ

の

影
響

を
防

止
す

る
対

策
を

講
じ

る
。

 

津
波

防
護

の
多

重
化

と
し

て
、

上
記

2
つ

の
対

策
の

ほ
か

、

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

は
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

に
お

い
て

、
浸

水
防

護
を

す
る

こ
と

に
よ

り
津

波
に

よ
る

影
響

等
か

ら
隔

離
す

る

対
策

を
講

じ
る

。
 

水
位

低
下

に
よ

る
安

全
機

能
へ

の
影

響
防

止
は

、
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響

を
防

止
す

る
対

策
を

講
じ

る
。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
 

（
１

号
、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
一

部
既

設
）
 
 

個
 
数

 
一

式
 

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
 

個
 

数
 

1
4
 

循
環

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

 

個
 

数
 

5
 

中
間

建
屋

水
密

扉
 

（
「

津
波

に
対

す
る

防
護

設
備

」
及

び
「

内
部
溢

水
に

対
す

る
防

護
設

備
」

と
兼

用
）

 

個
 

数
 

 
2
 

制
御

建
屋

水
密

扉
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
）

 

（
「

津
波

に
対

す
る

防
護

設
備

」
及

び
「

内
部
溢

水
に

対
す

る
防

護
設

備
」

と
兼

用
）

 

個
 

数
 

 
3
 

貫
通

部
止

水
処

置
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
）

 

（
「

津
波

に
対

す
る

防
護

設
備

」
及

び
「

内
部
溢

水
に

対
す

る
防

護
設

備
」

と
兼

用
）

 

個
 

数
 

 
一

式
 

 
1
0
.
6
.
1
.
1
.
2
 
設

計
方

針
 

設
計

基
準

対
象

施
設

は
、

基
準

津
波

に
対

し
て

安
全

機
能

が
損

な
わ

れ
る

お
そ

れ
が

な
い

設
計

と
す

る
。

 

耐
津

波
設

計
に

当
た

っ
て

は
、

以
下

の
方

針
と

す
る

。
 

(
1
)
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取

水
設

備
を

除
く

。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

の
設

置
さ

れ
た

敷
地

に
お

い
て

、
基

準
津

波
に

よ
る
遡

上
波

を
地

上

部
か

ら
到

達
及

び
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
取

水
路

及
び

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
具

体
的

な
設

計
内

容
を

以
下

に
示

す
。

 

a
.
 
設

計
基

準
対

象
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

並
び

に
海

水

ポ
ン

プ
室

、
復

水
タ

ン
ク

は
基

準
津

波
に

よ
る
遡

上
波

が

到
達

す
る

可
能

性
が

あ
る

た
め

、
津

波
防

護
施

設
及

び
浸

水
防

止
設

備
を

設
置

し
、

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

及
び

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。

 

b
.
 
上

記
a
.
の
遡

上
波

に
つ

い
て

は
、
敷

地
及

び
敷

地
周

辺
の

地
形

及
び

そ
の

標
高

、
河

川
等

の
存

在
並

び
に

地
震

に
よ

る
広

域
的

な
隆

起
・
沈

降
を

考
慮

し
て

、
遡

上
波

の
回

り
込

み
を

含
め

敷
地

へ
の
遡

上
の

可
能

性
を

検
討

す
る

。
ま

た
、

地
震

に
よ

る
変

状
又

は
繰

返
し

襲
来

す
る

津
波

に
よ

る
洗

掘
・

堆
積

に
よ

り
地

形
又

は
河

川
流

路
の

変
化

等
が

考
え

ら
れ

る
場

合
は

、
敷

地
へ

の
遡

上
経

路
に

及
ぼ

す
影

響
を

検
討

す
る

。
 

c
.
 
取

水
路

又
は

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
、
津

波
が

流
入

す
る

可
能

性
に

つ
い

て
検

討
し

た
上

で
、

流
入

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
（

扉
、
開

口
部

及
び

貫
通

口
等

）
を

特
定

し
、
必

要

に
応

じ
浸

水
対

策
を

施
す

こ
と

に
よ

り
、

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。

 

(
2
)
 
取

水
・

放
水

施
設

及
び

地
下

部
等

に
お

い
て

、
漏

水
す

る
可

能
性

を
考

慮
の

上
、

漏
水

に
よ

る
浸

水
範

囲
を

限
定
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

し
て

、
重

要
な

安
全

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
具

体
的

な
設

計
内

容
を

以
下

に
示

す
。

 

a
.
 
取

水
・
放

水
設

備
の

構
造

上
の

特
徴

等
を

考
慮

し
て

、
取

水
・

放
水

施
設

及
び

地
下

部
等

に
お

け
る

漏
水

の
可

能
性

を
検

討
し

た
上

で
、

漏
水

が
継

続
す

る
こ

と
に

よ
る

浸
水

範
囲

を
想

定
（

以
下
「

浸
水

想
定

範
囲

」
と

い
う

。
）
す

る

と
と

も
に

、
同

範
囲

の
境

界
に

お
い

て
浸

水
の

可
能

性
の

あ
る

経
路

及
び

浸
水

口
（

扉
、
開

口
部

及
び

貫
通

口
等

）
を

特
定

し
、

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
す

る
こ

と
に

よ
り

浸
水

範
囲

を
限

定
す

る
設

計
と

す
る

。
 

b
.
 
浸

水
想

定
範

囲
及

び
そ

の
周

辺
に

設
計

基
準

対
象

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
が

あ
る

場
合

は
、

防
水

区
画

化
す

る
と

と
も

に
、
必

要
に

応
じ

て
浸

水
量

評
価

を
実

施
し

、
安

全
機

能
へ

の
影

響
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

c
.
 
浸

水
想

定
範

囲
に

お
け

る
長

期
間

の
冠

水
が

想
定

さ
れ

る
場

合
は

、
必

要
に

応
じ

排
水

設
備

を
設

置
す

る
。

 

(
3
)
 
(
1
)
(
2
)
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

設
計

基
準

対
象

施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

に
つ

い
て

は
、

浸
水

対
策

を
行

う
こ

と
に

よ
り

津
波

に
よ

る
影

響
等

か
ら

隔
離

す
る

。
そ

の
た

め
、

浸
水

防
護

重
点

化
範

囲
を

明
確

化
す

る
と

と
も

に
、

津
波

に
よ

る
溢

水
を

考
慮

し
た

浸
水

範
囲

及
び

浸
水

量
を

保
守

的
に

想
定

し
た

上
で

、
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

へ
の

浸
水

の
可

能
性

の
あ

る
経

路
及

び
浸

水
口
（

扉
、
開

口

部
及

び
貫

通
口

等
）
を

特
定

し
、
そ

れ
ら

に
対

し
て

必
要

に

応
じ

浸
水

対
策

を
施

す
設

計
と

す
る

。
 

(
4
)
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
要

な
安

全
機

能
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

設
計

と
す

る
。
そ

の
た

め
、
海

水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

の
低

下
に

対
し

て
、
津

波
防

護
施

設
を

設
置

し
、
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能

保
持

で
き

、
か

つ
冷

却
に

必
要

な
海

水
が

確
保

で
き

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
基

準
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
伴

う
砂

の
移

動
・

堆
積

及
び

漂
流

物
に

対
し

て
非

常
用

海
水

路
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
の

通
水

性
が

確
保

で
き

、
か

つ
取

水
口

か
ら

の
砂

の
混

入
に

対
し

て
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

(
5
)
 
津

波
防

護
施

設
及

び
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
は

、
入

力
津

波
（

施
設

の
津

波
に

対
す

る
設

計
を

行
う

た
め

に
、
津

波
の

伝
播

特
性

及
び

浸
水

経
路

等
を

考
慮

し
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

施
設

に
対

し
て

設
定

す
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同

じ
。
）
に

対
し

て
津

波
防

護
機

能
及

び
浸

水
防

止
機

能
が

保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま

た
、
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て

は
、

入
力

津
波

に
対

し
て

津
波

監
視

機
能

が
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

具
体

的
な

設
計

内
容

を
以

下
に

示
す

。
 

a
.
 
津

波
防

護
施

設
」
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、
放

水
口

側

防
潮

堤
、
防

潮
扉

、
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備

、
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

並
び

に
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
と

す
る

。「
浸

水
防

止
設

備
」
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

、
循

環
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
、
中

間
建

屋
水

密
扉

、
制

御
建

屋
水

密
扉

及
び

貫
通

部
止

水
処

置
と

す
る

。
ま

た
、「

津
波

監
視

設
備

」
は

、
潮

位
計

及
び
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

津
波

監
視

カ
メ

ラ
と

す
る

。
「

津
波

影
響

軽
減

施
設

」
は

、

取
水

口
カ

ー
テ

ン
ウ

ォ
ー

ル
と

す
る

。
 

b
.
 
入

力
津

波
に

つ
い

て
は

、
基

準
津

波
の

波
源

か
ら

の
数

値

計
算

に
よ

り
、
各

施
設
・
設

備
の

設
置

位
置

に
お

い
て

算
定

さ
れ

る
時

刻
歴

波
形

と
す

る
。
数

値
計

算
に

当
た

っ
て

は
、

敷
地

形
状

、
敷

地
沿

岸
域

の
海

底
地

形
、
津

波
の

敷
地

へ
の

浸
入

角
度

、
河

川
の

有
無

、
陸

上
の
遡

上
・
伝

播
の

効
果

及

び
伝

播
経

路
上

の
人

工
構

造
物

等
を

考
慮

す
る

。
ま

た
、
津

波
に

よ
る

港
湾

内
の

局
所

的
な

海
面

の
固

有
振

動
の

励
起

を
適

切
に

評
価

し
考

慮
す

る
。

 

c
.
 
津

波
防

護
施

設
に

つ
い

て
は

、
そ

の
構

造
に

応
じ

、
波

力

に
よ

る
侵

食
及

び
洗

掘
に

対
す

る
抵

抗
性

並
び

に
す

べ
り

及
び

転
倒

に
対

す
る

安
定

性
を

評
価

し
、

越
流

時
の

耐
性

に
も

配
慮

し
た

上
で

、
入

力
津

波
に

対
す

る
津

波
防

護
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

d
.
 
浸

水
防

止
設

備
に

つ
い

て
は

、
浸

水
想

定
範

囲
等

に
お

け

る
浸

水
時

及
び

冠
水

後
の

波
圧

等
に

対
す

る
耐

性
等

を
評

価
し

、
越

流
時

の
耐

性
に

も
配

慮
し

た
上

で
、
入

力
津

波
に

対
し

て
浸

水
防

止
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

設
計

と
す

る
。

 

e
.
 
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て
は

、
津

波
の

影
響
（

波
力

及
び

漂
流

物
の

衝
突

）
に

対
し

て
、
影

響
を

受
け

に
く

い
位

置
へ

の
設

置
及

び
影

響
の

防
止

策
・
緩

和
策

等
を

検
討

し
、
入

力

津
波

に
対

し
て

津
波

監
視

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

f
.
 
津

波
防

護
施

設
の

外
側

の
発

電
所

敷
地

内
及

び
近

傍
に

お
い

て
建

物
・
構

築
物

及
び

設
置

物
等

が
破

損
、
倒

壊
及

び

漂
流

す
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

に
は

、
津

波
防

護
施

設
及

び
浸

水
防

止
設

備
に

波
及

的
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
、

漂
流

防
止

措
置

又
は

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

へ
の

影
響

の
防

止
措

置
を

施
す

設
計

と
す

る
。

 

g
.
 
上

記
c
.
、
d
.
及

び
f
.
の

設
計

等
に

お
い

て
は

、
耐

津
波

設

計
上

の
十

分
な

裕
度

を
含

め
る

た
め

、
各

施
設
・
設

備
の

機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応
し

た
荷

重
（

浸
水

高
、
波

力
・
波

圧
、

洗
掘

力
及

び
浮

力
等

）
に

つ
い

て
、
入

力
津

波
に

よ
る

荷
重

か
ら

十
分

な
余

裕
を

考
慮

し
て

設
定

す
る

。
ま

た
、
余

震
の

発
生

の
可

能
性

を
検

討
し

た
上

で
、

必
要

に
応

じ
て

余
震

に
よ

る
荷

重
と

入
力

津
波

に
よ

る
荷

重
と

の
組

合
せ

を
考

慮
す

る
。
さ

ら
に

、
入

力
津

波
の

時
刻

歴
波

形
に

基
づ

き
、

津
波

の
繰

返
し

の
襲

来
に

よ
る

作
用

が
津

波
防

護
機

能
及

び
浸

水
防

止
機

能
へ

及
ぼ

す
影

響
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

h
.
 
津

波
防

護
施

設
及

び
浸

水
防

止
設

備
の

設
計

に
当

た
っ

て
、
津

波
影

響
軽

減
施

設
・
設

備
の

効
果

を
考

慮
す

る
場

合

は
、
こ

の
よ

う
な

各
施

設
・
設

備
に

つ
い

て
も

、
入

力
津

波

に
対

し
て

津
波

に
よ

る
影

響
の

軽
減

機
能

が
保

持
さ

れ
る

設
計

と
す

る
と

と
も

に
、

上
記

f
.
及

び
g
.
を

満
た

す
こ

と

と
す

る
。

 

(
6
)
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

の
設

計
に

当
た

っ
て

は
、

地
震

に
よ

る
敷

地
の

隆
起

・
沈

降
、
地

震
（

本
震

及
び

余
震

）
に

よ
る

影
響

、
津

波
の

繰
返

し
の

襲
来

に
よ

る
影

響
及

び
津

波
に

よ
る

二
次

的
な

影
響

（
洗

掘
、
砂

移
動

及
び

漂
流

物
等

）
及

び
自

然
条

件
（

積
雪

、
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

風
荷

重
等

）
を

考
慮

す
る

。
 

(
7
)
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

の
設

計
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
入

力
津

波
に

よ
る

水
位

変
動

に
対

し
て

朔
望

平
均

潮
位

を
考

慮
し

て
安

全
側

の
評

価
を

実
施

す
る

。
な

お
、
そ

の
他

の
要

因
に

よ
る

潮
位

変
動

、
潮

位
の

ゆ
ら

ぎ
等

に
つ

い
て

も
適

切
に

評
価

し
考

慮
す

る
。
ま

た
、
地

震
に

よ
り

陸

域
の

隆
起

又
は

沈
降

が
想

定
さ

れ
る

場
合

、
想

定
さ

れ
る

地
震

の
震

源
モ

デ
ル

か
ら

算
定

さ
れ

る
、

敷
地

の
地

殻
変

動
量

を
考

慮
し

て
安

全
側

の
評

価
を

実
施

す
る

。
 

(
8
)
 
(
1
)
及

び
(
4
)
の

方
針

に
お

い
て

、
基

準
津

波
３

及
び

基

準
津

波
４

に
対

す
る

耐
津

波
設

計
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
に

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
こ

の
設

計
に

当
た

っ
て

、
基

準
津

波
３

及
び

基

準
津

波
４

は
、

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

津
波

を
網

羅
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
水

位
変

動
に

影
響

す
る

波
源

の
特

性
値

を
固

定
せ

ず
に

策
定

す
る

。
 

 
1
0
.
6
.
1
.
1
.
3
 
主

要
設

備
 

(
1
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
一

部
既

設
）

 

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

津
波

が
襲

来
し

た
場

合
に

、
津

波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ

の
影

響
を

防
止

し
、

防
護

対
象

設
備

が
機

能
喪

失
す

る
こ

と

の
な

い
設

計
と

す
る

た
め

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

設
置

す

る
（

第
1
0
.
6
.
1
.
1
.
1
図

）
。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
は

、
防

潮
壁

、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
（

電
源

系
及

び
制

御
系

を
含

む
。
）
及

び
ゲ

ー
ト

扉
体

等
で

構
成

さ
れ

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

に

至
る

前
に

遠
隔

閉
止

す
る

こ
と

に
よ

り
津

波
の

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止

す
る

、
津

波
防

護
施

設
か

つ
重

要
安

全
施

設
（

Ｍ
Ｓ

－
１

）
で

あ
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

は
、

基
準

地
震

動
に

よ
る

地
震

力
に

対
し

て
津

波
防

護
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す

る
。
ま

た
、
波

力
に

よ
る

侵
食

及
び

洗
掘

に
対

す
る

抵
抗

性
並

び
に

す
べ

り
及

び
転

倒
に

対
す

る
安

定
性

を
評

価
し

、
越

流

時
の

耐
性

に
も

配
慮

し
た

上
で

、
入

力
津

波
に

対
す

る
津

波

防
護

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き

る
よ

う
に

設
計

す
る

。
設

計

に
当

た
っ

て
は

、
漂

流
物

に
よ

る
荷

重
及

び
自

然
条

件
（

積

雪
、
風

荷
重

等
）
、
地

震
（

余
震

）
と

の
組

合
せ

を
適

切
に

考

慮
す

る
。

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

は
、

操
作

者
が

常
駐

す
る

中
央

制
御

室
に

設
置

し
た

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

ス
イ

ッ
チ

か
ら

の
遠

隔
閉

止

信
号

に
よ

り
、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

機
械

式
又

は
電

磁
式

ク

ラ
ッ

チ
を

解
放

し
、

ゲ
ー

ト
扉

体
を

自
重

落
下

さ
せ

る
設

計

と
す

る
。
ま

た
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
は

、
1
号

炉
、
2
号

炉
、

3
号

炉
及

び
4
号

炉
共

用
と

し
、
共

用
に

当
た

っ
て

は
、
そ

れ
ぞ

れ
の

号
炉

で
は

な
く

、
1
号

炉
及

び
2
号

炉
の

中
央

制
御

室
に

 
 

 
 

324



上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

お
い

て
閉

止
信

号
を

発
信

す
る

こ
と

で
、

津
波

の
襲

来
時

に

お
い

て
も

、
確

実
に

閉
止

し
、
す

べ
て

の
号

炉
の

安
全

性
が

向

上
す

る
設

計
と

す
る

。
 

具
体

的
に

は
、

動
的

機
器

で
あ

る
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
ク

ラ
ッ

チ
及

び
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

（
電

源
系

及
び

制
御

系
を

含

む
。
）
に

つ
い

て
は

多
重

性
又

は
多

様
性

及
び

独
立

性
を

確
保

す
る

。
ゲ

ー
ト

扉
体

は
静

的
機

器
で

津
波

の
継

続
時

間
は

短

期
間

で
あ

る
こ

と
か

ら
多

重
化

の
必

要
は

無
い

。
ゲ

ー
ト

落

下
機

構
に

関
す

る
電

源
系

は
、

無
停

電
電

源
装

置
を

用
い

る

こ
と

で
外

部
電

源
喪

失
時

に
も

ゲ
ー

ト
自

重
落

下
が

可
能

で

あ
り

、
単

一
故

障
に

対
し

て
津

波
防

護
機

能
を

失
わ

な
い

設

計
と

す
る

。
ま

た
、
何

ら
か

の
外

乱
に

よ
り

、
ゲ

ー
ト

落
下

機

構
の

制
御

系
に

異
常

が
発

生
し

、
遠

隔
閉

止
信

号
が

喪
失

し

た
場

合
に

は
、
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

が
動

作
す

る
こ

と
に

よ
り

、

ゲ
ー

ト
扉

体
が

落
下

す
る

フ
ェ

イ
ル
・
セ

ー
フ

設
備

と
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

に
対

す
る

信
頼

性
を

確
保

す
る

。
 

さ
ら

に
、

原
子

炉
の

運
転

中
又

は
停

止
中

に
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

作
動

試
験

又
は

検
査

が
可

能
な

設
計

と
す

る
。

 

な
お

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
時

に
も

海
水

ポ
ン

プ
は

、

非
常

用
海

水
路

か
ら

の
取

水
に

よ
り

取
水

可
能

水
位

を
下

回

ら
な

い
設

計
と

す
る

。
 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

電
源

構
成

概
念

図
を

第
1
0
.
6
.
1
.
1
.
2

図
に

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
概

念
図

を
第

1
0
.
6
.
1
.
1
.
3
図

に
示

す
。

 

（
第

1
0
.
6
.
1
.
1
.
1
図

、
第

1
0
.
6
.
1
.
1
.
2
図

及
び

第

1
0
.
6
.
1
.
1
.
3
図

は
、

変
更

前
の

図
に

同
じ

。
）

 

(
2
)
 
放

水
口

側
防

潮
堤
（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共

用
、

既
設

）
 

変
更

前
の
「

(
2
)
 
放

水
口

側
防

潮
堤
（

１
号

、
２

号
、
３

号

及
び

４
号

炉
共

用
、

既
設

）
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

(
3
)
 
防

潮
扉

（
１

号
、

２
号

、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
既

設
）

 

変
更

前
の
「

(
3
)
 
防

潮
扉
（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号

炉
共

用
、

既
設

）
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

 
(
4
)
 
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備
（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
既

設
）

 

変
更

前
の
「

(
4
)
 
屋

外
排

水
路

逆
流

防
止

設
備
（

１
号

、
２

号
、

３
号

及
び

４
号

炉
共

用
、

既
設

）
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

 
(
5
)
 
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板
（

１
号

、
２

号
、

３
号

炉
及

び
４

号
炉

共
用

、
既

設
）

 

変
更

前
の

「
(
5
)
 
１

号
及

び
２

号
炉

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

（
１

号
、
２

号
、
３

号
炉

及
び

４
号

炉
共

用
、
既

設
）
」
の

記

載
に

同
じ

。
 

 
(
6
)
 
海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋

 

海
水

ポ
ン

プ
エ

リ
ア

床
面

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止

し
、

防
護

対
象

設
備

が
機

能
喪

失
す

る
こ

と
の

な
い

設
計

と

す
る

た
め

、
海

水
ポ

ン
プ

エ
リ

ア
に

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防

止
蓋

を
設

置
す

る
。

海
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
の

設
計

に

お
い

て
は

、
基

準
地

震
動

に
よ

る
地

震
力

に
対

し
て

浸
水

防

止
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

設
計

す
る

。
ま

た
、
浸

水

時
の

波
圧

等
に

対
す

る
耐

性
を

評
価

し
、

入
力

津
波

に
対

す

る
浸

水
防

止
機

能
が

十
分

に
保

持
で

き
る

よ
う

に
設

計
す
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

る
。
設

計
に

当
た

っ
て

は
、
自

然
条

件
（

積
雪

、
風

荷
重

等
）
、

地
震

（
余

震
）

と
の

組
合

せ
を

適
切

に
考

慮
す

る
。

 

(
7
)
 
循

環
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
 

変
更

前
の

「
(
7
)
 
循

環
水

ポ
ン

プ
室

浸
水

防
止

蓋
（

１
号

及
び

２
号

炉
）
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

(
8
)
 
中

間
建

屋
水

密
扉

 

変
更

前
の
「

(
8
)
 
中

間
建

屋
水

密
扉
（

１
号

及
び

２
号

炉
）
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

 
(
9
)
 
制

御
建

屋
水

密
扉

（
１

号
及

び
２

号
炉

共
用

）
 

変
更

前
の
「

(
9
)
制

御
建

屋
水

密
扉
（

１
号

及
び

２
号

炉
共

用
）
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

 
(
1
0
)
 
貫

通
部

止
水

処
置

（
１

号
及

び
２

号
炉

共
用

）
 

変
更

前
の
「

(
1
0
)
 
貫

通
部

止
水

処
置
（

１
号

及
び

２
号

炉

共
用

）
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

(
1
1
)
 
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）（

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

共
用

、
一

部
既

設
）

 

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

津
波

が
襲

来
し

た
場

合
に

、
そ

の

影
響

を
防

止
す

る
重

要
安

全
施

設
で

あ
る

取
水

路
防

潮
ゲ

ー

ト
を

閉
止

す
る

た
め

に
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
を

設
置

す
る

。
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
は

、
潮

位
検

出

器
、
監

視
モ

ニ
タ
（

デ
ー

タ
演

算
機

能
及

び
警

報
発

信
機

能
を

有
し

、
電

源
設

備
及

び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

を
含

む
。
）
及

び
有

線
電

路
で

構
成

さ
れ

る
潮

位
計

、
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

（
ア

ン
テ

ナ
を

含
む

）
並

び
に

こ
れ

ら
の

電
源

等
に

よ
り

構

成
さ

れ
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

す

る
た

め
に

用
い

る
、
津

波
防

護
施

設
か

つ
重

要
安

全
施

設
（

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
（

Ｍ
Ｓ

－
１

）
と

同
等

）
で

あ
る

。
 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
は

、
基

準
地

震
動

に
対

し

て
、
機

能
を

喪
失

し
な

い
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
各

号
炉

の
海

水
ポ

ン
プ

室
前

面
の

入
力

津
波

高
さ

（
１

号
炉

：
T
.
P
.
＋

2
.
6
m
、
２

号
炉
：
T
.
P
.
＋

2
.
6
m
、
３

号
及

び
４

号
炉
：
T
.
P
.
＋

2
.
9
m
）

に
対

し
て

波
力

及
び

漂
流

物
の

影
響

を
受

け
な

い
位

置
に

設
置

し
、

津
波

防
護

機
能

が
十

分
に

保
持

で
き

る
設

計

と
す

る
。
設

計
に

当
た

っ
て

は
、
自

然
条

件
（

積
雪

、
風

荷
重

等
）

と
の

組
合

せ
を

適
切

に
考

慮
す

る
。

 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
潮

位
計

は
、
中

央
制

御
室

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

お
い

て
、「

観
測

潮
位

が
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
下

降
、
又

は
上

昇

し
た

時
点

」
で

警
報

発
信

し
、
そ

の
後

、「
観

測
潮

位
が

最
低

潮
位

か
ら

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
上

昇
、

又
は

最
高

潮
位

か

ら
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
下

降
し

た
時

点
」

で
警

報
発

信
す

る
設

計
と

す
る

。
ま

た
、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
は

、
中

央
制

御
室

並
び

に
３

号
及

び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
お

い
て

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護

用
）
の

う
ち

、
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
を

用
い

て
連

携
す

る
こ

と
に

よ
り

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を

確
認

で
き

る
設

計
と

す
る

。
な

お
、

潮
位

計
は

4
台

設
置

し
、

こ
の

う
ち

1
台

を
予

備
と

し
、
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
は

中
央

制
御

室
並

び
に

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
各

々

3
台

設
置

し
、
こ

の
う

ち
各

々
1
台

を
予

備
と

す
る

。
ま

た
、
中

央
制

御
室

並
び

に
３

号
及

び
４

号
炉

中
央

制
御

室
に

設
置

す
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上
流
文
書
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変
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可
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書
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か
ら
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安
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へ
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記
載
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容
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本
文
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添
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類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

る
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
は

、
互

い
の

中
央

制
御

室
に

設

置
す

る
３

台
い

ず
れ

の
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）
に

対
し

て

も
通

話
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
は

、
観

測
場

所
を

海
水

ポ

ン
プ

室
、
２

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

３
，
４

号
炉

海
水

ポ
ン

プ
室

に
分

散
し

、
複

数
の

場
所

で
潮

位
観

測
を

行
う

こ
と

、
並

び
に

１
号

、
２

号
、
３

号
及

び
４

号
炉

で
共

用
す

る
こ

と
で

取

水
路

全
体

の
潮

位
観

測
が

で
き

る
設

計
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、
2
以

上
の

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
が

向
上

す
る

設
計

と
す

る
。

 

動
的

機
器

で
あ

る
潮

位
検

出
器

、
電

源
箱

、
演

算
装

置
、
監

視
モ

ニ
タ

及
び

有
線

電
路

で
構

成
さ

れ
る

潮
位

計
、

衛
星

電

話
（

津
波

防
護

用
）
並

び
に

こ
れ

ら
の

電
源

系
は

多
重

性
及

び

独
立

性
を

確
保

す
る

。
ま

た
、
電

源
系

は
、
非

常
用

所
内

電
源

か
ら

給
電

す
る

こ
と

で
外

部
電

源
喪

失
時

に
も

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

り
、

単
一

故
障

に
対

し
て

津
波

防
護

機
能

を
失

わ
な

い
設

計

と
す

る
。

 

さ
ら

に
、

原
子

炉
の

運
転

中
又

は
停

止
中

に
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
試

験
が

可
能

な
設

計
と

す
る

。
 

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

概
念

図
を

第

1
0
.
6
.
1
.
1
.
8
図

に
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

電
源

構
成

概
念

図
を

第
1
0
.
6
.
1
.
1
.
9
図

に
示

す
。

 

 
上

記
(
1
)
～

(
9
)
、
(
1
1
)
の

各
施

設
・
設

備
に

お
け

る
許

容
限

界
は

、
地

震
後

、
津

波
後

の
再

使
用

性
や

、
津

波
の

繰
返

し
作

用
を

想
定

し
、
止

水
性

の
面

も
踏

ま
え

る
こ

と
に

よ
り

、
当

該

構
造

物
全

体
の

変
形

能
力

に
対

し
て

十
分

な
余

裕
を

有
す

る

よ
う

、
各

施
設
・
設

備
を

構
成

す
る

材
料

が
弾

性
域

内
に

収
ま

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

 

上
記

(
1
0
)
の

貫
通

部
止

水
処

置
に

つ
い

て
は

、
地

震
後

、
津

波
後

の
再

使
用

性
や

、
津

波
の

繰
返

し
作

用
を

想
定

し
、
止

水

性
の

維
持

を
考

慮
し

て
、

貫
通

部
止

水
処

置
が

健
全

性
を

維

持
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

各
施

設
・
設

備
等

の
設

計
、
評

価
に

使
用

す
る

津
波

荷
重

の

設
定

に
つ

い
て

は
、

入
力

津
波

が
有

す
る

数
値

計
算

上
の

不

確
か

さ
及

び
各

施
設

・
設

備
等

の
機

能
損

傷
モ

ー
ド

に
対

応

し
た

荷
重

の
算

定
過

程
に

介
在

す
る

不
確

か
さ

を
考

慮
す

る
。

 

入
力

津
波

が
有

す
る

数
値

計
算

上
の

不
確

か
さ

の
考

慮
に

当
た

っ
て

は
、
各

施
設
・
設

備
の

設
置

位
置

で
算

定
さ

れ
た

津

波
の

高
さ

を
安

全
側

に
評

価
し

て
入

力
津

波
を

設
定

す
る

こ

と
で

、
不

確
か

さ
を

考
慮

す
る

。
 

各
施

設
・

設
備

等
の

機
能

損
傷

モ
ー

ド
に

対
応

し
た

荷
重

の
算

定
過

程
に

介
在

す
る

不
確

か
さ

の
考

慮
に

当
た

っ
て

は
、
入

力
津

波
の

荷
重

因
子

で
あ

る
浸

水
高

、
速

度
、
津

波
波

力
等

を
安

全
側

に
評

価
す

る
こ

と
で

、
不

確
か

さ
を

考
慮

し
、

荷
重

設
定

に
考

慮
し

て
い

る
余

裕
の

程
度

を
検

討
す

る
。

 

津
波

波
力

の
算

定
に

お
い

て
は

、
国

土
交

通
省

の
暫

定
指

針
等

に
記

載
さ

れ
て

い
る

津
波

波
力

算
定

式
等

、
幅

広
く

知

見
を

踏
ま

え
て

、
十

分
な

余
裕

を
考

慮
す

る
。

 

漂
流

物
の

衝
突

に
よ

る
荷

重
の

評
価

に
際

し
て

は
、

津
波

の
流

速
に

よ
る

衝
突

速
度

の
設

定
に

お
け

る
不

確
実

性
を

考
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防
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】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

慮
し

、
流

速
に

つ
い

て
十

分
な

余
裕

を
考

慮
す

る
。

 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
及

び
津

波
監

視
設

備
の

設
計

に
お

い
て

、
基

準
津

波
の

波
源

の
活

動
に

伴
い

発
生

す

る
可

能
性

が
あ

る
余

震
（

地
震

）
に

つ
い

て
そ

の
ハ

ザ
ー

ド
を

評
価

し
た

結
果

、
基

準
津

波
の

波
源

で
あ

る
若

狭
海

丘
列

付

近
断

層
及

び
Ｆ

Ｏ
－

Ａ
～

Ｆ
Ｏ

－
Ｂ

～
熊

川
断

層
に

つ
い

て
、

そ
の

活
動

に
伴

い
発

生
す

る
余

震
に

よ
る

荷
重

を
設

定

す
る

。
 

余
震

荷
重

に
つ

い
て

は
、

基
準

津
波

の
継

続
時

間
の

う
ち

最
大

水
位

変
化

を
生

起
す

る
時

間
帯
（

基
準

津
波

１
：
地

震
発

生
後

約
１

時
間

後
、

基
準

津
波

２
：

地
震

発
生

後
1
0
～

2
0
分

後
）
を

踏
ま

え
過

去
の

地
震

デ
ー

タ
を

抽
出
・
整

理
す

る
こ

と

に
よ

り
余

震
の

規
模

を
想

定
し

、
余

震
と

し
て

の
ハ

ザ
ー

ド

を
考

慮
し

た
安

全
側

の
評

価
と

し
て

、
こ

の
余

震
規

模
か

ら

求
め

た
地

震
動

に
対

し
て

す
べ

て
の

周
期

で
上

回
る

地
震

動

を
既

に
時

刻
歴

波
形

を
策

定
し

て
い

る
弾

性
設

計
用

地
震

動

の
中

か
ら

設
定

す
る

。
 

余
震

荷
重

と
津

波
荷

重
の

組
合

せ
に

つ
い

て
は

、
入

力
津

波
が

若
狭

海
丘

列
付

近
断

層
に

よ
る

津
波

で
決

ま
る

場
合

は
、

弾
性

設
計

用
地

震
動

S
d
－

5
H
 
（

N
S
）

及
び

S
d
－

5
V
を

余

震
荷

重
と

し
て

津
波

荷
重

と
組

み
合

わ
せ

る
。

入
力

津
波

が

Ｆ
Ｏ

－
Ａ

～
Ｆ

Ｏ
－

Ｂ
～

熊
川

断
層

で
決

ま
る

場
合

は
、

弾

性
設

計
用

地
震

動
S
d
－

1
を

余
震

荷
重

と
し

て
津

波
荷

重
と

組
み

合
わ

せ
る

。
な

お
、

入
力

津
波

の
波

源
が

複
数

あ
る

た

め
、

他
方

の
組

合
せ

も
必

要
に

応
じ

て
検

討
す

る
。

 

放
水

口
側

防
潮

堤
及

び
防

潮
扉

は
、

堆
積

層
及

び
盛

土
の

上
に

設
置

さ
れ

て
お

り
、

基
準

地
震

動
が

作
用

し
た

場
合

設

置
位

置
周

辺
の

地
盤

が
液

状
化

す
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

か

ら
、
基

礎
杭

に
作

用
す

る
側

方
流

動
力

の
影

響
を

考
慮

し
、
津

波
防

護
機

能
が

十
分

保
持

で
き

る
よ

う
に

設
計

す
る

。
 

 
1
0
.
6
.
1
.
1
.
4
 
主

要
仕

様
 

第
1
0
.
6
.
1
.
1
.
1
表

を
変

更
す

る
。

第
1
0
.
6
.
1
.
1
.
1
表

以
外

は
変

更
前

の
「

1
0
.
6
.
1
.
1
.
4
 
主

要
仕

様
」

の
記

載
に

同
じ

。
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設
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社
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規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

 
1
0
.
6
.
1
.
1
.
6
 
手

順
等

 
５

．
４

 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 

 
 

 

 

 

(
1
)
 
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
津

波
の

敷
地

へ
の

遡
上

及
び

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
の

判
断

に
基

づ
き

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

の
連

携
に

よ

り
、
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

操
作
（

プ
ラ

ン
ト

停

止
）
、
１

号
及

び
２

号
炉

中
央

制
御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮

ゲ
ー

ト
閉

止
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
し

、
的

確
に

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
a
)
当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

循
環

水
ポ

ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作

を
実

施
す

る
。

 

た
だ

し
、
以

下
の

場
合

は
そ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場
合

 

 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

発
電

所
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ

た
場

合
又

は
震

源
の

位
置

、
取

水
ピ

ッ
ト

水
位

に
よ

り
、

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
の

循
環

水
ポ

ン
プ

（
プ

ラ
ン

ト
）

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
 

 
(
2
)
 
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
が

ト
リ

ッ
プ

し
、

か
つ

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に

は
、

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

の
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

判
断

に
基

づ
き

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

の
連

携
に

よ
り

、
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

を
実

施
す

る
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

ｆ
．

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

 
(
a
)
 
当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 
(
b
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
、

か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に

、
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
 

 
 
(
3
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た

場
合

に
津

波
の

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
の

判
断

に
基

づ
き

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

、
１

～
４

号

炉
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
操

作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
し

、
的

確
に

実
施

す
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 

2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

上
昇

し
、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、
「

敷
地

へ
の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

 

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し

た
場

合
に

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

の
判

断
に

基
づ

き
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
、

１
～

４
号

炉
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
操

作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
の

記
載
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い

う
。

以
下

、
同

じ
。

）
 

 
 
(
4
)
 (
3
)
 
に

て
整

備
す

る
手

順
に

よ
り

、
津

波
の

敷
地

へ
の

遡
上

及
び

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

が
、
こ

れ
に

加
え

、
可

能
な

限
り

早
期

に
津

波
に

対
応

す
る

た
め

の
手

順
を

整
備

す
る

。
具

体
的

に
は

、
「

発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、
2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

1
0
分

以

内
に

0
.
5
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

又
は

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。
」
を

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）
を

用
い

た
連

携

に
よ

り
確

認
し

た
場

合
は

、
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

操
作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

ま
た

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
津

波
と

想
定

さ
れ

る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

は
、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

確
認

等
を

行
う

手
順

を
整

備
し

、
的

確
に

実
施

す
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 

2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

上
昇

し
、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、
「

敷
地

へ
の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い

う
。

。
以

下
、

同
じ

。
）

 
(
b
)
 
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

ま
た

は
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当

直
課

長
は

、
速

や
か

に
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源
系

お
よ

び
制

御
系

に
異

常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 
イ

 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

ウ
 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

 

「
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

又
は

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。

」
を

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

し
た

場
合

は
、

１
～

４
号

炉
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
操

作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
の

記
載

 

   発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

記
載
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

対
応

を
実

施
す

る
。

 
エ

 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂

流
物

に
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車

両
に

つ
い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す
る

こ
と

に
よ

り
漂

流
物

と
な

ら
な

い
措

置
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

 

 
(
5
)
 
防

潮
扉

に
つ

い
て

は
、

原
則

閉
運

用
と

す
る

が
、

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
、

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
お

け
る

閉
止

状
態

の
確

認
及

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

の
手

順
に

基
づ

き
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

 

ｃ
．

防
潮

扉
の

閉
止

状
態

の
管

理
 

防
潮

扉
に

つ
い

て
は

、
原

則
閉

止
運

用
と

し
、

当
直

課
長

は
、

中
央

制
御

室
に

お
い

て
防

潮
扉

の
閉

止
状

態
の

確
認

を
行

う
。
ま

た
、
各

課
（

室
）

長
は

、
防

潮
扉

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
お

よ
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
操

作
を

行
う

。
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

防
潮

扉
に

つ
い

て
は

、
開

放
後

の
確

実
な

閉
止

操

作
、

中
央

制
御

室
に

お
け

る
閉

止
状

態
の

確
認

及
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
す

る
 

 
(
6
)
 
水

密
扉

に
つ

い
て

は
、

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
、

中
央

制
御

室
に

お
け

る
閉

止
状

態
の

確
認

及
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
し

、
的

確
に

実
施

す
る

。
 

ａ
．

水
密

扉
の

閉
止

状
態

の
管

理
 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

当
直

課

長
は

、
Ａ

中
央

制
御

室
に

お
い

て
水

密
扉

監
視

設
備

の
警

報
監

視
に

よ
り

、
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

確
認

お
よ

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
行

う
。

 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、

当
直

課

長
は

、
Ｂ

中
央

制
御

室
に

お
い

て
水

密
扉

監
視

設
備

の
警

報
監

視
に

よ
り

、
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

確
認

お
よ

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
行

う
。

 

ま
た

、
各

課
（

室
）
長

は
、
水

密
扉

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
お

よ
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
操

作
を

行

う
。

 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

水
密

扉
に

つ
い

て
は

、
開

放
後

の
確

実
な

閉
止

操

作
、

中
央

制
御

室
に

お
け

る
閉

止
状

態
の

確
認

及
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。

 

 
(
7
)
 
燃

料
等

輸
送

船
に

関
し

、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、
陸

側
作

業
員

及
び

輸
送

物
を

退
避

さ
せ

る
と

と
も

に
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る
情

報
連

絡
を

行
う

手
順

を
整

備

し
、
的

確
に

実
施

す
る

。
一

方
、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ

ず
、
か

つ
、
荷

役
中

に
発

電
所

構
外

に
て

、
津

波
と

想
定

さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

に
お

い
て

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
及

び
輸

送
物

を
退

避
さ

せ
る

と
と

も
に

、
係

留
強

化
す

る
船

側
と

情
報

連
絡

を
行

う
手

順
を

整
備

し
、
的

確
に

実
施

す
る

。
ま

た
、
荷

役
中

以
外

に
、

発
電

所
構

外
に

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
に

お
い

て
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る
情

報
連

絡
を

行
う

手
順

を
整

備
し

、
的

確
に

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
b
)
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
に

関

し
、

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る
措

置
を

実
施

す
る

。
 

(
c
)
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

燃
料

等
輸

送
船

に

関
し

、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、

荷
役

作
業

を
中

断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

な
ら

び
に

漂

流
物

化
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

(
d
)
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長

は
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関

す
る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 

ｇ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
b
)
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長

は
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
原

子
力

発
電

所
使

用
済

燃
料

輸

送
要

綱
 

・
原

子
力

発
電

所
放

射
線
・
化

学

管
理

業
務

要
綱

 

・
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
 

・
放

射
線

管
理

業
務

所
則

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

  

構
内

輸
送

・
荷

役
作

業
時

に
地

震
又

は
津

波
が

発

生
し

た
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

記
載

。
 

             構
内

輸
送

・
荷

役
作

業
時

の
津

波
警

報
等

が
発

表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

に
つ

い
て

記
載

。
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【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

す
る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 
ｈ

．
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

(
b
)
 
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

ま
た

は
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

の
対

応
 

オ
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

係
留

強
化

す
る

船
側

と
情

報
連

絡
を

行
う

。
 

カ
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

な
ら

び
に

漂
流

物
化

防
止

対
策

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

係
留

強
化

す
る

船
側

と
情

報
連

絡
を

行
う

。
な

お
、
荷

役
作

業
中

は
、
発

電
所

構
外

に
お

け
る

潮
位

の
観

測
を

実
施

す
る

。
 

キ
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長

は
、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
以

外
の

場
合

、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 

 

 
(
8
)
 
津

波
監

視
カ

メ
ラ

及
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

に
係

る
運

用
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
e
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を

実
施

す
る

。
 

ｇ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
c
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を

実
施

す
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 

(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等

を
確

認
※
し

た
場

合
の

対
応

 

イ
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実

施
す

る
。

 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

   

津
波

襲
来

時
に

津
波

監
視

カ
メ

ラ
及

び
潮

位
計

に

よ
る

状
況

監
視

の
手

順
の

記
載

。
 

 
(
9
)
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
津

波
影

響
軽

減
施

設
に

つ
い

て
は

、
各

施
設

及
び

設
備

に
要

求
さ

れ
る

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

適
切

な
施

設
管

理
を

行
う

と
と

も
に

、
故

障
時

に
お

い
て

は
補

修
を

行
う

。
 

ｊ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

お
よ

び
津

波
影

響
軽

減
施

設
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
保

修
業

務
所

則
 

・
土

木
建

築
業

務
所

則
 

 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設

備
、

津
波

影
響

軽
減

施
設

に
対

し
て

施
設

管
理

、
点

検
の

実
施

及
び

補
修

の
実

施
の

記
載

。
 

 

 
(
1
0
)
 
津

波
防

護
に

係
る

手
順

に
関

す
る

教
育

並
び

に
津

波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
津

波
影

響
軽

減
施

設
の

施
設

管
理

に
関

す
る

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 

 

５
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 

(
1
)
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、

津
波

防
護

の
運

用
管

理
に

関
す

る
教

育
訓

練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。
ま

た
、
安

全
・
防

災

室
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、

津
波

発
生

時

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

旨
を

記
載

 

・
津

波
防

護
の

運
用

管
理

お
よ

び
津

波
発

生
時

に
お

け
る

車
両

退
避

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に

実
施

す
る

こ
と

を
記

載
。

 

・
津

波
防

護
に

係
る

手
順

に
関

す
る

教
育

並
び

に
津
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添
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類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

に
お

け
る

車
両

退
避

等
の

訓
練

を
定

期
的

に

実
施

す
る

。
 

(
2
)
 
発

電
室

長
は

、
運

転
員

に
対

し
て

、
津

波

発
生

時
の

運
転

操
作

等
に

関
す

る
教

育
訓

練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 

(
3
)
 
各

課
（

室
）

長
は

、
各

課
員

に
対

し
て

、

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監

視
設

備
お

よ
び

特
重

施
設

の
代

替
設

備
に

対

し
て

基
準

津
波

高
さ

を
一

定
程

度
超

え
る

津

波
を

想
定

し
た

津
波

高
さ

を
考

慮
し

た
水

密

性
を

維
持

す
る

た
め

の
設

備
の

施
設

管
理

、

点
検

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施

す
る

。
 

 
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

津
波

影
響

軽
減

施
設

の
施

設
管

理
に

関
す

る

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
適

切

な
対

応
を

行
え

る
よ

う
に

努
め

る
。

 

 

 
1
0
.
6
.
1
.
2
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

 

1
0
.
6
.
1
.
2
.
1
 
概

要
 

原
子

炉
施

設
の

耐
津

波
設

計
に

つ
い

て
は

、「
重

大
事

故
等

対
処

施
設

は
、
基

準
津

波
に

対
し

て
、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」
こ

と
を

目
的

と
し

て
、
津

波
の

敷
地

へ
の

流
入

防
止

、
漏

水
に

よ
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
、

津
波

防
護

の
多

重
化

及

び
水

位
低

下
に

よ
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
を

考
慮

し
た

津
波

防
護

対
策

を
講

じ

る
。

 

津
波

の
敷

地
へ

の
流

入
防

止
は

、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

及
び

非
常

用
取

水
設

備
は

除
く

。
）
を

内
包

す

る
建

屋
及

び
区

画
の

設
置

さ
れ

た
敷

地
に

お
い

て
、

基
準

津

波
に

よ
る
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

の
防

止
及

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

流
入

の
防

止
対

策
を

講

じ
る

。
 

漏
水

に
よ

る
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
は

、
取

水
・
放

水
施

設
、
地

下
部

等
に

お
い

て
、
漏

水
の

可
能

性
を

考
慮

の
上

、
漏

水
に

よ
る

浸
水

範
囲

を

限
定

し
て

、
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
対

策
を

講
じ

る
。

 

津
波

防
護

の
多

重
化

と
し

て
、
上

記
２

つ
の

対
策

の
ほ

か
、

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

津
波

防
護

対
象

設
備

（
津

波
防

護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設

備
を

除
く

。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

に
お

い
て

、
浸

水

防
護

を
す

る
こ

と
に

よ
り

津
波

に
よ

る
影

響
等

か
ら

隔
離

す

る
対

策
を

講
じ

る
。

 

水
位

低
下

に
よ

る
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
は

、
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下

に
よ

る
重

大
事

故
等

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
機

能
へ

の

影
響

を
防

止
す

る
対

策
を

講
じ

る
。

 

 
 

 
 

 
1
0
.
6
.
1
.
2
.
2
 
設

計
方

針
 

重
大

事
故

等
対

処
施

設
は

、
基

準
津

波
に

対
し

て
重

大
事

故
等

の
対

処
へ

の
機

能
が

損
な

わ
れ

る
お

そ
れ

が
な

い
設

計

と
す

る
。

 

津
波

か
ら

防
護

す
る

設
備

は
、
重

大
事

故
等

対
処

施
設

、
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
、
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

備
及

び
津

波
監

視
設

備
（

以
下
「

重
大

事
故

等
対

処
施

設
の

津

波
防

護
対

象
設

備
」

と
い

う
。
）

と
す

る
。

 

耐
津

波
設

計
に

当
た

っ
て

は
、

以
下

の
方

針
と

す
る

。
 

(
1
)
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

の
設

置

さ
れ

た
敷

地
に

お
い

て
、

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

を
地

上
部

か
ら

到
達

及
び

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。
ま

た
、

取
水

路
及

び
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

流
入

さ
せ

な
い

設
計

と
す

る
。

具
体

的
な

設
計

内
容

を
以

下
に

示
す

。
 

a
.
 
重

大
事

故
等

対
処

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取

水
設

備
を

除
く

。
）
を

内
包

す
る

建
屋

及
び

区
画

並
び

に
海

水
ポ

ン
プ

室
、

復
水

タ
ン

ク
に

つ
い

て
は

基
準

津
波

に
よ

る
遡

上
波

が
到

達
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
た

め
、

津
波

防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備

を
設

置
し

、
基

準
津

波
に

よ
る

遡
上

波
を

地
上

部
か

ら
到

達
及

び
流

入
さ

せ
な

い
設

計
と

す
る

。
 

b
.
 
上

記
a
.
の
遡

上
波

の
到

達
防

止
に

当
た

っ
て

の
検

討
は

、

「
1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
」

を
適

用
す

る
。

 

c
.
 
取

水
路

又
は

放
水

路
等

の
経

路
か

ら
、
津

波
が

流
入

す
る

可
能

性
の

あ
る

経
路
（

扉
、
開

口
部

、
貫

通
口

等
）
を

特
定

し
、

必
要

に
応

じ
て

実
施

す
る

浸
水

対
策

に
つ

い
て

は
、

「
1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
」

を
適

用
す

る
。

 

(
2
)
 
取

水
・

放
水

施
設

及
び

地
下

部
等

に
お

い
て

、
漏

水
す

る
可

能
性

を
考

慮
の

上
、

漏
水

に
よ

る
浸

水
範

囲
を

限
定

し
、

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
具

体
的

に
は
「

1
0
.
6
.
1
.
1
 

設
計

基
準

対
象

施
設

」
を

適
用

す
る

。
 

(
3
)
 
(
1
)
(
2
)
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

重
大

事
故

等
対

処

施
設

の
津

波
防

護
対

象
設

備
（

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水

設
備

を
除

く
。
）

を
内

包
す

る
建

屋
及

び
区

画
に

つ
い

て
は

、
浸

水
対

策
を

行
う

こ
と

に
よ

り
津

波
に

よ
る

影
響

等
か

ら
隔

離
す

る
。

そ
の

た
め

、
浸

水
防

護
重

点
化

範
囲

の
明

確
化

す
る

と
と

も
に

、
必

要
に

応
じ

て
実

施
す

る
浸

水
対

策
に

つ
い

て
は

、

「
1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
」

を
適

用
す

る
。

 

(
4
)
 
水

位
変

動
に

伴
う

取
水

性
低

下
に

よ
る

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
設

計
と

す
る

。
そ

の
た

め
、

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、

「
1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
」

を
適

用
す

る
。

 

ま
た

、
大

容
量

ポ
ン

プ
及

び
送

水
車

に
つ

い
て

は
、
基

準

津
波

に
よ

る
水

位
の

変
動

に
対

し
て

取
水

性
を

確
保

で

き
、
取

水
口

か
ら

の
砂

の
混

入
に

対
し

て
、
ポ

ン
プ

が
機

能

保
持

で
き

る
設

計
と

す
る

。
 

(
5
)
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

の
機

能
の

保
持

に
つ

い
て

は
、
「

1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
」

を
適

用
す

る
。

 

(
6
)
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

及
び

津
波

監
視

設
備

の
設

計
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
等

の
取

水
性

の
評

価
に

お
け

る
入

力
津

波
の

評
価

に
当

た
っ

て
は

、
「

1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計

基
準

対
象

施
設

」
に

対
す

る
耐

津
波

設
計

を
適

用
す

る
。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

(
7
)
 
(
1
)
及

び
(
4
)
の

方
針

に
お

い
て

、
基

準
津

波
３

及
び

基

準
津

波
４

に
対

す
る

耐
津

波
設

計
は

、
「

1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計

基
準

対
象

施
設

」
を

適
用

す
る

。
 

  

 
1
0
.
6
.
1
.
2
.
3
 
主

要
設

備
 

「
1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
」

に
同

じ
。

 

 1
0
.
6
.
1
.
2
.
4
 
主

要
仕

様
 

第
1
0
.
6
.
1
.
1
.
1
表

を
変

更
す

る
。

第
1
0
.
6
.
1
.
1
.
1
表

以
外

は
変

更
前

の
「

1
0
.
6
.
1
.
2
.
4
 
主

要
仕

様
」

の
記

載
に

同
じ

。
 

 1
0
.
6
.
1
.
2
.
5
 
試

験
検

査
 

「
1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
」

に
同

じ
。

 

 1
0
.
6
.
1
.
2
.
6
 
手

順
等

 

「
1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計
基

準
対

象
施

設
」

に
同

じ
。

 

 

 
 

 
 

 
1
0
.
6
.
1
.
3
 
特

定
重

大
事

故
等

対
処

施
設

 

1
0
.
6
.
1
.
3
.
2
 
設

計
方

針
 

（
中

略
）

 

 
 

 
 

 
(
7
)
 
(
1
)
及

び
(
3
)
の

方
針

に
お

い
て

、
基

準
津

波
３

及
び

基

準
津

波
４

に
対

す
る

耐
津

波
設

計
は

、
「

1
0
.
6
.
1
.
1
 
設

計

基
準

対
象

施
設

」
を

適
用

す
る

。
 

 
 

 
 

 
1
0
.
6
.
1
.
3
.
6
 
手

順
等

 

(
1
)
 
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
津

波
の

敷
地

へ
の

遡
上

及
び

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
の

判
断

に
基

づ
き

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

の
連

携
に

よ

り
、
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

操
作
（

プ
ラ

ン
ト

停

止
）
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
閉

止
を

実

施
す

る
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

５
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
a
)
当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、
２

号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

循
環

水
ポ

ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
す

る
。
ま

た
、

Ａ
中

央
制

御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作

を
実

施
す

る
。

 

た
だ

し
、
以

下
の

場
合

は
そ

の
限

り
で

は
な

い
。

 

ア
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
発

電
所

を
含

む
地

域
に

、
到

達
す

る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場
合

 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

 

 

発
電

所
含

む
地

域
に

大
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ

た
場

合
又

は
震

源
の

位
置

、
取

水
ピ

ッ
ト

水
位

に
よ

り
、

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
の

循
環

水
ポ

ン
プ

（
プ

ラ
ン

ト
）

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
 

 
(
2
)
 
地

震
加

速
度

高
に

よ
り

原
子

炉
が

ト
リ

ッ
プ

し
、

か
つ

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に

は
、

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

た
め

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

の
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

判
断

に
基

づ
き

、
１

号
及

び
２

号
炉

当
直

課
長

と
３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

の
連

携
に

よ
り

、
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

を
実

施
す

る
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

ｆ
．

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
の

対
応

 
(
a
)
 
当

直
課

長
は

、
原

則
と

し
て

１
号

炉
、

２
号

炉
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
。

 

(
b
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を

実
施

す
る

。
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
 

則
 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
、

か

つ
発

電
所

を
含

む
地

域
に

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
に

、
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
の

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
す

る
操

作
手

順
の

記
載

。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

 
(
3
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
に

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

の
判

断
に

基
づ

き
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電

話
（

津
波

防
護

用
）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

、
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

操
作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、
中

央
制

御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
:「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 

2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 

1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m
以

上
下

降
し

、
そ

の

後
、

最
低

潮
位

か
ら

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以

内
に

 
0
.
5
 
m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、「
敷

地
へ

の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 

2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 

1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上

上
昇

す
る

こ
と

。
」

を
１

号
炉

お
よ

び
２

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
と

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
衛

星
電

話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」
と

い
う

。
以

下
、

同
じ

。
）

 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
 

則
 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

  

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認

し

た
場

合
に

津
波

の
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

を
防

止
す

る
た

め
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

の
判

断
に

基
づ

き
、

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
、

１
～

４
号

炉
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
操

作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
の

記
載

 

 
(
4
)
 
(
3
)
 
に

て
整

備
す

る
手

順
に

よ
り

、
津

波
の

敷
地

へ
の

遡
上

及
び

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
を

防
止

す
る

が
、
こ

れ
に

加
え

、
可

能
な

限
り

早
期

に
津

波
に

対
応

す
る

た
め

の
手

順
を

整
備

す
る

。
具

体
的

に
は

、「
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）

の
う

ち
、
2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

1
0
分

以

内
に

0
.
5
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

又
は

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

。
」
を

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）
を

用
い

た
連

携

に
よ

り
確

認
し

た
場

合
は

、
１

～
４

号
炉

循
環

水
ポ

ン
プ

停
止

操
作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、
中

央
制

御
室

か
ら

の
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

ま
た

、
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
津

波
と

想
定

さ
れ

る

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 
(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

※
し

た
場

合
の

対
応

 
ア

 
当

直
課

長
は

、
１

号
炉

、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
す

る
。
ま

た
、
Ａ

中
央

制
御

室
か

ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

と
と

も
に

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

実
施

す
る

。
 

※
：
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 

2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 
m

以
上

上
昇

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

上
昇

し
、

そ
の

後
、

最
高

潮
位

か
ら

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
な

ら
び

に
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、

流
入

お
よ

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
操

作
上

の
留

意
事

項
に

関

す
る

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
せ

ず
下

部
規

定

に
記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

       

「
発

電
所

構
外

に
お

い
て

、
敷

地
へ

の
遡

上
及

び

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

又
は

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。

」
を

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３
号

及
び

４
号

炉
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

し
た

場
合

は
、

１
～

４
号

炉
循

環
水

ポ
ン

プ
停

止
操

作
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
、

中
央

制
御

室
か

ら
の

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

閉
止

を
実

施
す

る
手

順
の

記
載

 

   発
電

所
構

外
に

お
い

て
、

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

は
、

ゲ
ー

ト
落

下
機

構
の

確
認

等
を

行
う

手
順

を
整

備
し

、
的

確
に

実
施

す
る

。
 

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
（

以
下

、
「

敷
地

へ
の
遡

上
」
と

い
う

。
）
な

ら
び

に
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

、
そ

の
後

、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
 
2
 
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ
も

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
ま

た
は

 
1
0
 
分

以
内

に
 
0
.
5
 

m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話

（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連

携
に

よ
り

確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
」

と
い

う
。

以
下

、
同

じ
。

）
 

(
b
)
 
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

ま
た

は
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当

直
課

長
は

、
速

や
か

に
ゲ

ー
ト

落
下

機
構

の
電

源
系

お
よ

び
制

御
系

に
異

常
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

ま
た

、
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 
イ

 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

に
よ

る
津

波
の

襲
来

状
況

の
監

視
を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

ウ
 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
保

守
作

業
の

中
断

に
係

る
措

置
を

行
う

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等

の
対

応
を

実
施

す
る

。
 

エ
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
安

全
・
防

災
室

長
は

、

発
電

所
構

内
の

放
水

口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ

漂
流

物
に

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い

て
津

波
の

影
響

を
受

け
な

い
場

所
へ

退
避

す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を

実
施

す
る

。
ま

た
、

発
電

所
構

外
の

観
測

潮

位
欠

測
時

も
同

等
の

対
応

を
実

施
す

る
。

 

  

 

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

記
載

 

 

 
(
5
)
 
防

潮
扉

に
つ

い
て

は
、

原
則

閉
運

用
と

す
る

が
、

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
、

３
号

及
び

４
号

炉
中

央
制

御
室

に
お

け
る

閉
止

状
態

の
確

認
及

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

の
手

順
に

基
づ

き
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

ｃ
．

防
潮

扉
の

閉
止

状
態

の
管

理
 

防
潮

扉
に

つ
い

て
は

、
原

則
閉

止
運

用
と

し
、

当
直

課
長

は
、

中
央

制
御

室
に

お
い

て
防

潮
扉

の
閉

止
状

態
の

確
認

を
行

う
。
ま

た
、
各

課
（

室
）

長
は

、
防

潮
扉

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
お

よ
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
操

作
を

行
う

。
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

防
潮

扉
に

つ
い

て
は

、
開

放
後

の
確

実
な

閉
止

操

作
、

中
央

制
御

室
に

お
け

る
閉

止
状

態
の

確
認

及
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
す

る
 

 
(
6
)
 
水

密
扉

に
つ

い
て

は
、

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
、

中
央

制
御

室
に

お
け

る
閉

止
状

態
の

確
認

及
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
し

、
的

確
に

実
施

す
る

。
 

ａ
．

水
密

扉
の

閉
止

状
態

の
管

理
 

１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
に

つ
い

て
、

当
直

課

長
は

、
Ａ

中
央

制
御

室
に

お
い

て
水

密
扉

監
視

設
備

の
警

報
監

視
に

よ
り

、
水

密
扉

の
閉

止
状

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

水
密

扉
に

つ
い

て
は

、
開

放
後

の
確

実
な

閉
止

操

作
、

中
央

制
御

室
に

お
け

る
閉

止
状

態
の

確
認

及
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
を

実
施

す
る

手
順

を
整

備
す

る
。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

態
の

確
認

お
よ

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
行

う
。

 

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
に

つ
い

て
、

当
直

課

長
は

、
Ｂ

中
央

制
御

室
に

お
い

て
水

密
扉

監
視

設
備

の
警

報
監

視
に

よ
り

、
水

密
扉

の
閉

止
状

態
の

確
認

お
よ

び
閉

止
さ

れ
て

い
な

い
状

態
が

確
認

さ
れ

た
場

合
の

閉
止

操
作

を
行

う
。

 

ま
た

、
各

課
（

室
）
長

は
、
水

密
扉

開
放

後
の

確
実

な
閉

止
操

作
お

よ
び

閉
止

さ
れ

て
い

な
い

状
態

が
確

認
さ

れ
た

場
合

の
閉

止
操

作
を

行

う
。

 

に
記

載
す

る
 

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

 
(
7
)
 
燃

料
等

輸
送

船
に

関
し

、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
お

い
て

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、
陸

側
作

業
員

及
び

輸
送

物
を

退
避

さ
せ

る
と

と
も

に
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る
情

報
連

絡
を

行
う

手
順

を
整

備

し
、
的

確
に

実
施

す
る

。
一

方
、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ

ず
、
か

つ
、
荷

役
中

に
発

電
所

構
外

に
て

、
津

波
と

想
定

さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

に
お

い
て

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
及

び
輸

送
物

を
退

避
さ

せ
る

と
と

も
に

、
係

留
強

化
す

る
船

側
と

情
報

連
絡

を
行

う
手

順
を

整
備

し
、
的

確
に

実
施

す
る

。
ま

た
、
荷

役
中

以
外

に
、

発
電

所
構

外
に

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の

変
動

を
観

測
し

た
場

合
に

お
い

て
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る
情

報
連

絡
を

行
う

手
順

を
整

備
し

、
的

確
に

実
施

す
る

。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
b
)
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
に

関

し
、

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸

送
物

の
退

避
に

関
す

る
措

置
を

実
施

す
る

。
 

(
c
)
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

燃
料

等
輸

送
船

に

関
し

、
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

、

荷
役

作
業

を
中

断
し

、
陸

側
作

業
員

お
よ

び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

な
ら

び
に

漂

流
物

化
防

止
対

策
を

実
施

す
る

。
 

(
d
)
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長

は
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関

す
る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 

ｇ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
b
)
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長

は
、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関

す
る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 
ｈ

．
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津

波
へ

の
対

応
 

(
b
)
 
発

電
所

構
外

に
お

い
て

津
波

と
想

定
さ

れ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
た

場
合

ま
た

は
発

電
所

構
外

の
観

測
潮

位
が

欠
測

し
た

場
合

の
対

応
 

オ
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

係
留

強
化

す
る

船
側

と
情

報
連

絡
を

行
う

。
 

カ
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
の

場
合

、
荷

役
作

業
を

中
断

し
、

陸
側

作
業

員
お

よ
び

輸
送

物
の

退
避

に
関

す
る

措
置

な
ら

び
に

漂
流

物
化

防
止

対
策

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

係
留

強
化

す
る

船
側

と
情

報
連

絡
を

行
う

。
な

お
、
荷

役
作

業
中

は
、
発

電
所

構
外

に
お

け
る

潮
位

の
観

測
を

実
施

す
る

。
 

キ
 
原

子
燃

料
課

長
お

よ
び

放
射

線
管

理
課

長

は
、
燃

料
等

輸
送

船
が

荷
役

中
以

外
の

場
合

、

緊
急

離
岸

す
る

船
側

と
退

避
状

況
に

関
す

る

情
報

連
絡

を
行

う
。

 

 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
原

子
力

発
電

所
使

用
済

燃
料

輸

送
要

綱
 

・
原

子
力

発
電

所
放

射
線
・
化

学

管
理

業
務

要
綱

 

・
原

子
燃

料
管

理
業

務
所

則
 

・
放

射
線

管
理

業
務

所
則

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
一

般
防

災
業

務
所

達
 

 

 

構
内

輸
送

・
荷

役
作

業
時

に
地

震
又

は
津

波
が

発

生
し

た
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

記
載

。
 

         構
内

輸
送

・
荷

役
作

業
時

の
津

波
警

報
等

が
発

表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

に
つ

い
て

記
載

。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.4
 耐

津
波
設
計
 
10
.6
 津

波
及
び
内
部
溢
水
に
対
す
る
浸
水
防
護
設
備
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

 
(
8
)
 
津

波
監

視
カ

メ
ラ

及
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

に
係

る
運

用
手

順
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
e
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を

実
施

す
る

。
 

ｇ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合

の
対

応
 

(
c
)
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を

実
施

す
る

。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の

対
応

 

(
a
)
 
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等

を
確

認
※
し

た
場

合
の

対
応

 

イ
 
当

直
課

長
は

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を
実

施
す

る
。

 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所

則
 

 

津
波

襲
来

時
に

津
波

監
視

カ
メ

ラ
及

び
潮

位
計

に

よ
る

状
況

監
視

の
手

順
の

記
載

。
 

 
(
9
)
 
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備
及

び
津

波
影

響
軽

減
施

設
並

び
に

基
準

津
波

を
一

定
程

度
超

え
る

津
波

に
対

す
る

浸
水

対
策

に
つ

い
て

は
、

各
施

設
及

び
設

備
に

要
求

さ
れ

る
機

能
を

維
持

す
る

た
め

、
適

切
な

施
設

管
理

を
行

う
と

と
も

に
、

故
障

時
に

お
い

て
は

補
修

を
行

う
。

 

ｊ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課
（

室
）
長

は
、
津

波
防

護
施

設
、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設
備

お
よ

び
津

波
影

響
軽

減
施

設
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
、

施
設

管
理

計
画

に
基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、

点
検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
保

修
業

務
所

則
 

・
土

木
建

築
業

務
所

則
 

 

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監
視

設

備
、

津
波

影
響

軽
減

施
設

に
対

し
て

施
設

管
理

、
点

検
の

実
施

及
び

補
修

の
実

施
の

記
載

。
 

 

 
(
1
0
)
 
津

波
防

護
に

係
る

手
順

に
関

す
る

教
育

並
び

に
津

波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、
津

波
監

視
設

備
及

び
津

波
影

響
軽

減
施

設
並

び
に

基
準

津
波

を
一

定
程

度
超

え
る

津
波

に
対

す
る

浸
水

対
策

の
施

設
管

理
に

関
す

る
教

育
を

定
期

的
に

実
施

す
る

。
 

５
．

２
 
教

育
訓

練
の

実
施

 

(
1
)
 
安

全
・
防

災
室

長
は

、
全

所
員

に
対

し
て

、

津
波

防
護

の
運

用
管

理
に

関
す

る
教

育
訓

練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。
ま

た
、
安

全
・
防

災

室
長

は
、

全
所

員
に

対
し

て
、

津
波

発
生

時

に
お

け
る

車
両

退
避

等
の

訓
練

を
定

期
的

に

実
施

す
る

。
 

(
2
)
 
発

電
室

長
は

、
運

転
員

に
対

し
て

、
津

波

発
生

時
の

運
転

操
作

等
に

関
す

る
教

育
訓

練

を
定

期
的

に
実

施
す

る
。

 

(
3
)
 
各

課
（

室
）

長
は

、
各

課
員

に
対

し
て

、

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
、

津
波

監

視
設

備
お

よ
び

特
重

施
設

の
代

替
設

備
に

対

し
て

基
準

津
波

高
さ

を
一

定
程

度
超

え
る

津

波
を

想
定

し
た

津
波

高
さ

を
考

慮
し

た
水

密

性
を

維
持

す
る

た
め

の
設

備
の

施
設

管
理

、

点
検

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施

す
る

。
 

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ

適
合

す
る

事
項

を
確

実

に
実

施
す

る
た

め
に

必

要
な

事
項

は
、
保

安
規

定

に
記

載
す

る
。

 

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

教
育

・
訓

練
を

実
施

す
る

旨
を

記
載

 

・
津

波
防

護
の

運
用

管
理

お
よ

び
津

波
発

生
時

に
お

け
る

車
両

退
避

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に

実
施

す
る

こ
と

を
記

載
。

 

・
津

波
防

護
に

係
る

手
順

に
関

す
る

教
育

並
び

に
津

波
防

護
施

設
、

浸
水

防
止

設
備

、
津

波
監

視
設

備

及
び

津
波

影
響

軽
減

施
設

の
施

設
管

理
に

関
す

る

教
育

を
定

期
的

に
実

施
す

る
こ

と
を

記
載

。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.7
 竜

巻
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ロ
．

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
一

般
構

造
 

 

 
 

 
 

 

(
3
)
 
そ

の
他

の
主

要
な

構
造

 

a
.
 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

1
.
7
 
竜

巻
防

護
に

関
す

る
基

本
方

針
 

1
.
7
.
1
 
設

計
方

針
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
お

よ
び

自

然
災

害
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

関
連

）
 

・
発

電
用

原
子

炉
施

設
に

お
け

る
設

計
の

方
針

に
係

る
事

項
で

あ
り

、
保

安
規

定

に
規

定
し

な
い

。
 

 
 

 
1
.
7
.
1
.
3
 
設

計
竜

巻
か

ら
防

護
す

る
施

設
 

設
計

竜
巻

か
ら

防
護

す
る

施
設

と
し

て
は

、
安

全
施

設
が

設
計

竜
巻

の
影

響
を

受
け

る
場

合
に

お
い

て
も

、
原

子
炉

施
設

の
安

全

性
を

確
保

す
る

た
め

に
、「

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
の

安
全

機

能
の

重
要

度
分

類
に

関
す

る
審

査
指

針
」

で
規

定
さ

れ
て

い
る

ク

ラ
ス

１
、

ク
ラ

ス
２

及
び

ク
ラ

ス
３

に
該

当
す

る
構

築
物

、
系

統

及
び

機
器

と
す

る
。

 

た
だ

し
、
竜

巻
防

護
施

設
を

内
包

す
る

建
屋

は
、「

1
.
7
.
1
.
4
 
竜

巻
防

護
施

設
を

内
包

す
る

施
設

」
と

し
て

抽
出

す
る

。
 

設
計

竜
巻

か
ら

防
護

す
る

施
設

の
う

ち
、

ク
ラ

ス
３

に
属

す
る

施
設

は
損

傷
す

る
場

合
を

考
慮

し
て

、
代

替
設

備
に

よ
り

必
要

な

機
能

を
確

保
す

る
こ

と
、

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

に
修

復
す

る

こ
と

等
の

対
応

が
可

能
な

設
計

と
す

る
こ

と
に

よ
り

、
安

全
機

能

を
損

な
う

こ
と

の
な

い
設

計
と

す
る

こ
と

か
ら

、
ク

ラ
ス

１
及

び

ク
ラ

ス
２

に
属

す
る

施
設

を
竜

巻
防

護
施

設
と

す
る

。
 

な
お

、
ク

ラ
ス

１
に

属
す

る
設

備
の

う
ち

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

と
同

等
の

設
計

と
す

る
潮

位
観

測
シ

ス

テ
ム

（
防

護
用

）
に

つ
い

て
は

、
設

計
竜

巻
に

よ
り

損
傷

す
る

場

合
を

考
慮

し
て

、
応

急
処

置
に

よ
り

安
全

上
支

障
の

な
い

期
間

に

必
要

な
機

能
を

確
保

す
る

こ
と

が
可

能
な

設
計

と
す

る
こ

と
に

よ

り
、
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

と
す

る
こ

と
、
ま

た
、

津
波

防
護

施
設

、
浸

水
防

止
設

備
及

び
津

波
監

視
設

備
に

つ
い

て

は
、

竜
巻

は
気

象
現

象
、

津
波

は
地

震
又

は
海

底
地

す
べ

り
に

よ

り
発

生
し

、
発

生
原

因
が

異
な

り
、

同
時

に
発

生
す

る
こ

と
は

考

え
ら

れ
ず

、
事

象
の

組
み

合
わ

せ
は

考
慮

し
な

い
こ

と
か

ら
、

竜

巻
防

護
施

設
と

し
て

抽
出

し
な

い
。

 

竜
巻

防
護

施
設

は
以

下
に

分
類

で
き

る
。

 

・
建

屋
に

内
包

さ
れ

防
護

さ
れ

る
施

設
（

外
気

と
繋

が
っ

て
い

る

施
設

を
除

く
。
）

 

・
建

屋
に

内
包

さ
れ

る
が

防
護

が
期

待
で

き
な

い
施

設
 

・
屋

外
施

設
及

び
建

屋
内

の
施

設
で

外
気

と
繋

が
っ

て
い

る
施

設
 

竜
巻

防
護

施
設

の
う

ち
、
屋

外
施

設
及

び
建

屋
内

の
施

設
で

外

気
と

繋
が

っ
て

い
る

主
な

施
設

を
、

以
下

の
と

お
り

抽
出

す

る
。
（

屋
外

施
設

）
 

・
海

水
ポ

ン
プ

（
配

管
、

弁
を

含
む

。
）

 

・
海

水
ス

ト
レ

ー
ナ

 

・
復

水
タ

ン
ク

（
配

管
、

弁
を

含
む

。
）

 

・
燃

料
取

替
用

水
タ

ン
ク

（
配

管
、

弁
を

含
む

。
）

 

（
建

屋
内

の
施

設
で

外
気

と
繋

が
っ

て
い

る
施

設
）

 

・
換

気
空

調
設

備
（

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
再

循
環

設
備

、
原

子
炉

格

納
容

器
換

気
設

備
、

補
助

建
屋

換
気

設
備

、
中

央
制

御
室

換
気

設
備

及
び

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

室
の

換
気

空
調

設
備

の
外

気
と

繋
が

る
ダ

ク
ト
・
フ

ァ
ン

及
び

外
気

と
の

境
界

と
な

る
ダ

ン
パ
・

バ
タ

フ
ラ

イ
弁

）
 

・
格

納
容

器
排

気
筒

 

  添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響

等
お

よ
び

自

然
災

害
発

生
時

の
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
、

第
１

８
条

の
２

、
第

１
８

条
の

２
の

２
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

関
連

）
 

６
 
竜

巻
 

６
．

４
 
手

順
書

の
整

備
 

(
1
)
 

ｄ
．

代
替

設
備

ま
た

は
予

備
品

確
保

 

各
課

（
室

）
長

は
、

竜
巻

の
襲

来
に

よ
り

、
安

全
施

設
の

構
造

健
全

性
が

維
持

で
き

な
い

場
合

に
は

、
代

替

設
備

ま
た

は
予

備
品

を
確

保
す

る
。

 

（
中

略
）

 

ｇ
．

施
設

管
理

、
点

検
 

各
課

（
室

）
長

は
、

竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る
た

め
に

、
施

設
管

理
計

画
に

基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、

必
要

に
応

じ
補

修
を

行
う

。
 

 

          ・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ
適

合
す

る
事

項
を

確
実

に
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な

事
項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

 

          ・
運

転
管

理
通

達
 

・
保

守
管

理
通

達
 

・
保

修
業

務
要

綱
 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
保

修
業

務
所

則
 

 

          安
全

施
設

の
う

ち
、
竜

巻
に

対
し

て
構

造
健

全
性

が
維

持

で
き

な
い

場
合

の
代

替
設

備

又
は

予
備

品
の

確
保

を
行

う

こ
と

に
つ

い
て

記
載

。
 

 竜
巻

飛
来

物
防

護
対

策
設

備
の

要
求

機
能

を
維

持
す

る

た
め

に
、
施

設
管

理
計

画
に

基

づ
き

適
切

に
施

設
管

理
、
点

検

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、
必

要

に
応

じ
補

修
を

行
う

こ
と

を

記
載

。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
＋
添
付
書
類
八
）
 

【
1
.7
 竜

巻
防
護
に
関
す
る
基
本
方
針
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

 
1
.
7
.
2
 
手

順
等

 

(
1
0
)
 
竜

巻
の

襲
来

後
、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
又

は
潮

位
観

測
シ

ス

テ
ム
（

防
護

用
）
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
の

措
置

に
つ

い
て

、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
駆

動
機

構
又

は
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム

（
防

護
用

）
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、

安
全

機
能

回
復

の
応

急
処

置
を

行
う

手
順

等
を

整
備

し
、
的

確
に

実
施

す
る

。
ま

た
、

応
急

処
置

が
困

難
と

判
断

さ
れ

た
場

合
に

は
プ

ラ
ン

ト
を

停
止

す
る

手
順

等
を

整
備

し
、

的
確

に
実

施
す

る
。

 

 

ｆ
．

竜
巻

に
よ

り
原

子
炉

施
設

等
が

損
傷

し
た

場
合

の

処
置

 

(
a
)
 
当

直
課

長
は

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

格
納

容
器

排
気

筒
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、

気
体

廃
棄

物
が

放
出

中
で

あ
れ

ば
す

み
や

か
に

放
出

を
停

止
す

る
。

 

(
b
)
 
原

子
炉

保
修

課
長

は
、

３
号

炉
お

よ
び

４
号

炉
格

納
容

器
排

気
筒

に
損

傷
を

発
見

し
た

場
合

、
応

急
補

修
を

行
う

。
 

(
c
)
 
当

直
課

長
は

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

格
納

容
器

排
気

筒
の

補
修

が
困

難
な

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
停

止
操

作
を

行
う

。
 

(
d
)
 
土

木
建

築
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
、

安
全

機
能

回
復

の
応

急
処

置
を

行
う

。
 

(
e
)
 
電

気
保

修
課

長
お

よ
び

計
装

保
修

課
長

は
、

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
に

損
傷

を
発

見
し

た
場

合
は

、
安

全
機

能
回

復
の

応
急

処
置

を
行

う
。

 

(
f
)
 
当

直
課

長
は

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
ま

た
は

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム

（
防

護
用

）
の

安
全

機
能

回
復

が
困

難
な

場
合

、
プ

ラ
ン

ト
停

止
操

作
を

行
う

。
 

                               

・
要

求
事

項
及

び
法

令
等

へ
適

合
す

る
事

項
を

確
実

に
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な

事
項

は
、

保
安

規
定

に
記

載
す

る
。

 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

 

竜
巻

発
生

後
の

対
応

に
つ

い
て

、
排

気
筒

の
損

傷
時

の
対

応
に

つ
い

て
記

載
。

 

 竜
巻

発
生

後
の

対
応

に
つ

い
て

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
お

よ
び

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防

護
用

）
の

損
傷

時
の

対
応

に
つ

い
て

記
載

。
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上
流
文
書
（
設
置
変
更
許
可
申
請
書
）
か
ら
保
安
規
定
へ
の
記
載
内
容
（
本
文
 
十
号
 
＋
 
添
付
書
類
 
十
）
 

【
5
.1

重
大
事
故
等
対
策
】
 

 

 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

本
文

】
 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

設
置

変
更

許
可

申
請

書
【

添
付

書
類

十
】

 

2
0
2
0
.
1
2
.
2
許

可
 

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

規
定

文
書

 

記
載

す
べ

き
内

容
 

記
載

の
考

え
方

 
該

当
規

定
文

書
 

記
載

内
容

の
概

要
 

ハ
．

重
大

事
故

に
至

る
お

そ
れ

が
あ

る
事

故
（

運
転

時
の

異
常

な
過

渡
変

化
及

び
設

計
基

準
事

故
を

除
く

。
）
又

は

重
大

事
故

 

事
故

に
対

処
す

る
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
体

制
並

び
に

発
生

す
る

と
想

定
さ

れ
る

事
故

の
程

度
及

び
影

響

の
評

価
を

行
う

た
め

に
設

定
し

た
条

件
及

び
そ

の
評

価

の
結

果
 

 (
1
)
 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

 

 
(
ⅰ

)
 
重

大
事

故
等

対
策

 

d
.
 
手

順
書

の
整

備
、
教

育
及

び
訓

練
の

実
施

並
び

に
体

制

の
整

備
 

 
(
a
)
 
手

順
書

の
整

備
 

        5
.
 
重

大
事

故
の

発
生

及
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

能
力

 

5
.
1
 
重

大
事

故
等

対
策

 

5
.
1
.
4
 
手

順
書

の
整

備
、

教
育

及
び

訓
練

の
実

施
並

び
に

体
制

の
整

備
 

 
(
1
)
 
手

順
書

の
整

備
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８

条
の

６
関

連
）

 

本
「

実
施

基
準

」
は

、
重

大
事

故
等

発
生

時
ま

た

は
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

対
処

し
う

る
体

制
を

維
持

管
理

し
て

い
く

た
め

の
実

施
内

容
に

つ
い

て
定

め

る
。

ま
た

、
重

大
事

故
等

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
の

運
用

手
順

等
を

、
表

－
１

か
ら

表
－

１
９

に
、

Ａ
Ｐ

Ｃ
等

に
よ

る
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
特

重
施

設
に

よ
る

対
応

に
必

要
な

運
用

手
順

を
表

－
２

１
か

ら
表

－
３

１
に

定
め

る
。
な

お
、

多
様

性
拡

張
設

備
を

使
用

し
た

運
用

手
順

お
よ

び
運

用
手

順
の

詳
細

な
内

容
等

に
つ

い
て

は
、

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

 
 

 

(
a
-
6
)
 
前

兆
事

象
と

し
て

把
握

が
で

き
る

か
、

重
大

事
故

を
引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

か
を

考
慮

し
て

、
設

備
の

安
全

機
能

の
維

持
及

び
事

故
の

未
然

防
止

対
策

を
あ

ら
か

じ
め

検
討

し
て

お
き

、
前

兆
事

象
を

確
認

し
た

時
点

で
事

前
の

対
応

が
で

き
る

体
制

及
び

手
順

を
整

備
す

る
。

 

f
.
 
前

兆
事

象
と

し
て

把
握

が
で

き
る

か
、
重

大
事

故
を

引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

か
を

考
慮

し
て

、
設

備
の

安

全
機

能
の

維
持

及
び

事
故

の
未

然
防

止
対

策
を

あ
ら

か

じ
め

検
討

し
て

お
き

、
前

兆
事

象
を

確
認

し
た

時
点

で

事
前

の
対

応
が

で
き

る
体

制
及

び
手

順
を

整
備

す
る

。
 

ク
 

各
課

（
室

）
長

は
、

前
兆

事
象

と
し

て
把

握
が

で
き

る
か

、
重

大
事

故
を

引
き

起
こ

す
可

能
性

が

あ
る

か
を

考
慮

し
て

、
設

備
の

安
全

機
能

の
維

持

な
ら

び
に

事
故

の
未

然
防

止
対

策
を

あ
ら

か
じ

め

検
討

し
て

お
き

、
前

兆
事

象
を

確
認

し
た

時
点

で

事
前

の
対

応
が

で
き

る
体

制
お

よ
び

手
順

を
社

内

標
準

に
定

め
る

 

 
 

 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
等

に
お

い
て

、

原
則

と
し

て
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

、
原

子
炉

の
停

止
及

び
冷

却
操

作
を

行
う

手
順

を
整

備
す

る
。

 

 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、
原

則
と

し
て

循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

行
う

手

順
を

整
備

す
る

。
ま

た
、
「

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（

防

護
用

）
の

う
ち

、
2
台

の
潮

位
計

の
観

測
潮

位
が

い
ず

れ

も
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
下

降
し

、
そ

の
後

、
最

低
潮

位
か

ら
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
、
又

は

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
上

昇
し

、
そ

の
後

、
最

高
潮

位

か
ら

1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、
並

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い

て
、
遡

上
波

の
地

上
部

か
ら

の
到

達
、
流

入
及

び
取

水
路

、
放

水
路

等
の

経
路

か
ら

の
流

入
並

び
に

水
位

の
低

下
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防
護

用
）
の

う
ち

、
2
台

の

潮
位

計
の

観
測

潮
位

が
い

ず
れ

も
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m

以
上

下
降

す
る

こ
と

、
又

は
1
0
分

以
内

に
0
.
5
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

及
び

２
号

炉
当

直
課

長
と

３

号
及

び
４

号
炉

当
直

課
長

の
潮

位
観

測
シ

ス
テ

ム
（

防

護
用

）
の

う
ち

衛
星

電
話
（

津
波

防
護

用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

以
下

、
こ

の
条

件
成

立
の

確
認

を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

」

と
い

う
。

）
し

た
場

合
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ

ラ
ン

ト
停

止
）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

、
原

子
炉

の
冷

却
操

作
を

行
う

手
順

を
整

備
す

る
。

 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
又

は
取

水
路

防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
し

た
場

合
、
所

員
の

高
台

へ
の

避
難

及
び

水
密

扉
の

閉
止

を
行

い
、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

及
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監

視
を

行
う

手
順

を
整

備
す

る
。

 

(
ｱ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
大

津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

原
則

と
し

て
循

環

水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し

、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
お

よ
び

原
子

炉
の

冷
却

操

作
を

行
う

手
順

、
ま

た
、

所
員

の
高

台
へ

の
避

難

お
よ

び
水

密
扉

の
閉

止
を

行
い

、
津

波
監

視
カ

メ

ラ
お

よ
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監

視
を

行

う
手

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

た
だ

し
、
以

下
の

場
合

は
そ

の
限

り
で

は
な

い
。
 

ａ
 

大
津

波
警

報
が

誤
報

で
あ

っ
た

場
合

 

ｂ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ

て
、

高
浜

発
電

所
を

含
む

地
域

に
到

達
す

る
ま

で

の
時

間
経

過
で

、
大

津
波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場

合
 

(
ｲ
)
 

安
全
・
防

災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、
取

水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
し

た

場
合

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
お

よ
び

原
子

炉

の
冷

却
操

作
を

行
う

手
順

、
ま

た
、

所
員

の
高

台

へ
の

避
難

お
よ

び
水

密
扉

の
閉

止
を

行
い

、
津

波

監
視

カ
メ

ラ
お

よ
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続

監
視

を
行

う
手

順
を

社
内

標
準

に
定

め
る

。
 

・
設

置
変

更
許

可
本

文
記

載

事
項

は
、
保

安
規

定
に

記

載
 

・
運

転
管

理
通

達
 

・
原

子
力

運
転

業
務

要
綱

 

・
第

一
発

電
室

 
事

故
時

操

作
所

則
 

・
第

二
発

電
室

 
事

故
時

操

作
所

則
 

・
Ｓ

Ａ
所

達
 

  

・
大

津
波

警
報

が
発

令
さ

れ
た

場
合

、
原

則
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
、

原
子

炉

の
停

止
お

よ
び

冷
却

操
作

を
行

う
手

順
 

 ・
大

津
波

警
報

が
発

令
さ

れ
た

場
合

、
所

員
の

高
台

へ
の

避
難

お
よ

び
水

密
扉

の
閉

止
を

行

い
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
お

よ
び

潮
位

計
に

よ

る
津

波
の

継
続

監
視

を
行

う
手

順
 

 ・
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

し
た

場
合

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉

止
、

原
子

炉
の

停
止

お
よ

び
冷

却
操

作
を

行

う
手

順
、

 

 ・
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認

し
た

場
合

、
所

員
の

高
台

へ
の

避
難

お

よ
び

水
密

扉
の

閉
止

を
行

い
、

津
波

監
視

カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

継
続

監

視
を

行
う

手
順
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上流文書（設計及び工事計画）から保安規定への記載方針 

 

【津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関西電力株式会社 
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基本設計方針他に記載された運用要求事項の整理 

 

 

１．本資料の構成について 

  今回の整理では、要目表、基本設計方針及び説明書にて記載された運用要求事項は、条

文毎にそれぞれ対応する記載を横並びで整理する。 

 

２．運用要求事項の抽出方法及びその結果について 

  今回の整理における運用要求の抽出は、要目表、基本設計方針及び説明書をそれぞれに

対して以下のステップで実施した。 

（１）運用要求の抽出 

要目表、基本設計方針及び説明書における運用要求の抽出は、以下の手順で実施し

た。抽出のフローを図１に示す。 

Step1※１：基本設計方針について、「設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関

する説明書」に規定する「様式－８」※２にて逐条的に整理された基本設計方

針を要求種別「運用要求」「機能要求」「設置要求」「評価要求」「定義」「冒頭

宣言」に分類し、要求種別が「運用要求」と整理された基本設計方針条文の抽

出を行う。 

Step2※１：Step1 にて抽出の対象とならなかった、要目表及び説明書において「保安規定

に定める」「管理する」「運用する」と記載され、かつ設計所管が運用と定める

事項であると判断した箇所の抽出を行う。 

Step3  ：今回の変更（補正含む）申請に含まれる運用事項に関する条文の変更を示す観

点から、保安規定変更（補正含む）申請の前後で、保安規定及び社内標準の変

更を伴うものを「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」としてまとめ

た。また、変更を伴わないものは別リストとした。 

 

※１ 津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る変更を抽出 

※２ 様式－８：基準適合性を確保するための設計結果と適合性確認状況一覧表 

 

 

上記の抽出フローに基づいて抽出された運用に対し、関連する保安規定、社内標準

名及び社内標準の具体的記載案を整理した。 

結果については、別添１「基本設計方針他に記載された運用事項の整理」にまとめ

た。なお、津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応として、別添２「保

安規定及び社内標準の変更を伴わない運用要求」に整理するものはない。 
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工認記載（要目表、基本設計方針、説明書） 

YES 

運用要求事項として抽出 

STEP-1 

NO 

YES 
STEP-2 

様式-8 において「運

用要求」に分類され

ている事項か？※ 

運用要求事項ではない 

「保安規定に定め

る」等と記載されて

いる事項か？※ 

YES 

別添２「保安規定及び社内標準の

変更を伴わない運用要求」へ記載 

NO 
 

STEP-3 

別添１「基本設計方針他に記載され

た運用要求事項の整理」へ記載 

保安規定及び社内標準

の変更を伴う事項か？ 

図１ 運用要求事項抽出フロー 

NO 

※ 津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る変更を抽出。 
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３．「基本設計方針他に記載された運用要求事項の整理」フォーマットの説明 

項  目 記 載 内 容 

基本設計方針 ○「青字（青下線）」により、定めるべき運用事項の内容について

保安規定および関連する社内規定文書（2次文書等）に記載すべ

き内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、定めるべき運用事項の内容について

関連する社内規定文書（2次文書等）に記載すべき内容を明確に

する。 

○「様式条文」にて様式-８における技術基準規則条文を示す。 

○「施設区分」にて工事計画変更認可申請書における「施設区分」

を示す。 

 

説明書 ○「青字（青下線）」により、定めるべき運用事項の内容について

保安規定および関連する社内規定文書（2次文書等）に記載すべ

き内容を明確にする。 

○「緑字（緑下線）」により、定めるべき運用事項の内容について

関連する社内規定文書（2次文書等）に記載すべき内容を明確に

する。 

○説明書番号／記載ページにて工事計画変更認可申請書（説明書）

における説明書番号及び記載ページを示す。 

 

保安規定（内容） ○「黒字（赤下線）」により、本申請での変更箇所を明確にする。 

 

保安規定（備考） ○「保安規定（内容）」の補足説明を記載する。 

社内標準 ○該当する社内規定文書名（2次文書等）を記載する。 

 

社内標準における具体的

記載案 

○社内標準における具体的記載案を記載する。 
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
6
条
 

（
津

波
）
 

8
-
5
浸
水

防
護

施
設

 

１
．

５
 
津
波

防
護

対
策
 

ａ
．

敷
地
へ
の

浸
水

防
止
（
外
郭
防

護
１

）
 

（
ａ

）
遡
上
波

の
地

上
部
か
ら
の
到

達
、

流
入
の
防
止
 

（
中
略
）
 

評
価

の
結

果
、
遡

上
波

が
地

上
部

か
ら

到
達

し
流

入
す

る
可
能

性
が
あ
る
場
合

は
、
津
波
防
護
対
象

設
備
（
津
波
防
護

施
設
、
浸
水

防
止
設
備
、
津
波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水
設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る
建
屋

又
は

区
画

並
び

に
海

水
ポ
ン
プ

室
（

３
号
機
設
備
、
３
・
４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。）
）
及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
（
「

重
大

事
故

等
時

の
み

３
・

４
号

機
共

用
」
、「

３
号
機
設

備
、
重

大
事
故
等

時
の
み
３
・
４
号
機
共

用
」

（
以

下
同
じ
。）
）
に

、
津
波

防
護

施
設
と
し

て
、
遡
上
波
の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

放
水

口
側

防
潮
堤

、
防

潮
扉
、
屋
外
排
水

路
逆

流
防
止
設

備
、
１
号
及
び
２

号
機

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

、
１

号
及

び
２

号
機

中
央

制
御

室
並
び

に
中
央
制
御
室

に
潮
位
観
測
シ
ス
テ

ム
（

防
護
用

）
を
設

置
す

る
と
と
も
に

、
浸
水

防
止
設
備
と
し

て
、
開
口
部
等
の

浸
水

経
路

か
ら

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋
（
３
号
機
設

備
、
３
・
４
号
機
共
用
（
以
下
同
じ
。）
）

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

つ
い

て
は
、
防
潮

壁
、
ゲ
ー

ト
落
下
機

構
及

び
ゲ

ー
ト

扉
体

等
で
構
成

し
、

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

の
あ

る
潮

位
に

至
る

前
に

遠
隔

閉
止

を
確
実

に
実
施
す
る
た

め
、
重
要
安
全
施
設
（
Ｍ
Ｓ

－
１

）
と
し

て
設

計
す
る
。
潮
位
観

測
シ
ス
テ
ム
（
防

護
用
）
は

、
潮
位

計
（
潮

位
検
出
器
、
監
視
モ

ニ
タ
（
デ

ー
タ

演
算

機
能

及
び
警
報

発
信

機
能

を
有

し
、

電
源

設
備

及
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
を

含
む
。
）
）
及
び
衛
星

電
話
（

津
波
防
護

用
）
等
に

よ
り
構
成
さ
れ
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
判

断
を

行
う

た
め

の
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
重

要
安

全
施

設
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

と
同
等
の
設
計
と
す

る
。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

押
し

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
を
防
止

す
る

た
め

、
原

則
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト
停
止

）
し

、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を
閉
止

す
る

運
用
を
保

安
規

定
に
定
め

て
管

理
す

る
。
ま
た
、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

押
し

波
の
地

上
部
か
ら

の
到

達
、
流
入
を
防

止
す

る
た
め
、
循
環
水

ポ
ン
プ

を
停
止
（

プ
ラ
ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
を

閉
止

す
る
運
用

を
保

安
規
定
に

定
め

て
管

理
す

る
。
 

（
ｂ

）
取
水
路

、
放

水
路
等
の
経
路

か
ら

の
津
波
の
流

入
防
止
 

（
中
略
）
 

評
価
の

結
果

、
流

入
す
る
可

能
性

の
あ
る
経

路
が
あ
る
場
合

は
、
津
波
防
護
対
象
設

備
（
津
波

防
護
施

設
、
浸
水
防

止
設

備
、

津
波
監

視
設
備

及
び
非

常
用
取

水
設

備
を

除
く

。）
を

内
包
す

る
建

屋
又

は
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

復
水

タ
ン

ク
の
、
津

波
防
護
施
設
と

し
て
、
経
路
か
ら

の
津
波
の
流

入
を

防
止
す

る
た
め
の
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト
、
放
水

口
側
防
潮
堤

、
防

潮
扉

、
屋
外
排
水
路
逆

流
防
止
設
備

、
１

号
及
び
２
号

機
放

水
ピ
ッ

ト
止
水
板
並
び

に
潮
位
観
測
シ
ス
テ

ム
（
防
護
用
）
を

設
置
す

る
設
計
と
す
る

。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
経
路
か

ら
の
津
波
の
流

入
を

防
止
す
る
た
め

、
原
則
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停
止
（
プ
ラ

ン
ト

停
止
）
し
、
取
水
路

防
潮
ゲ
ー
ト
を

閉
止
す
る
運

用
を

保
安
規

定
に
定
め
て
管

理
す
る
。
ま
た

、
取

水
路
防
潮
ゲ

ー
ト

の
閉
止

判
断
基
準
を
確

認
し
た
場
合

、
経
路

か
ら
の
津
波

の
流

入
を
防

止
す
る
た
め
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停

止
（
プ

ラ
ン
ト
停

止
）

し
、
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト

を
閉
止
す
る
運

用
を
保
安
規

定
に

定
め
て

管
理
す
る
。
 

（
ａ
）
、（

ｂ
）
に
お
い
て

、
外
郭

防
護
と
し

て
設
置
す
る
津

波
防

護
施
設
及
び
浸

水
防
止
設
備
に
つ
い

て
は
、
各
地
点
の

入
力
津

波
に
対
し
、
設

計
上
の
裕
度
を
考
慮

す
る
。
 

添
2-
1
-

2
-
1-
12
 

資
料

２
－
２
－

１
 

耐
津
波
設

計
の

基
本

方
針
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影
響

評
価
 

(
1)
 敷

地
へ
の

浸
水

防
止
（
外

郭
防

護
１

）
 

a
. 
遡
上

波
の
地
上
部
か

ら
の
到
達
、
流
入

の
防
止
 

（
中

略
）
 

評
価
の

結
果

、
遡
上
波

が
地

上
部
か
ら
到
達

し
流

入
す

る
可
能
性
が
あ

る
場
合
は
、
津
波
防

護
対
象

設
備

(津
波

防
護

施
設
、
浸

水
防

止
設
備
、

津
波
監

視
設

備
及
び
非
常
用

取
水
設
備
を
除
く
。

)を
内

包
す
る

建
屋
又
は
区
画

に
、
遡
上
波
の
流
入

を
防
止

す
る

た
め
の
津
波
防

護
施
設
を
設
置
す
る

と
と
も

に
、

開
口
部
等
の
浸

水
経
路
か
ら
の
流
入

を
防
止

す
る

た
め
の
浸
水
防

止
設
備
を
設
置
す
る

設
計
と

す
る

。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
遡
上
波

の
地

上
部

か
ら
の
到
達
、

流
入
を
防
止
す
る
た

め
、
原

則
、

循
環
水
ポ
ン
プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン
ト

停
止
）

し
、

取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
を
閉
止
す
る
運

用
を
保

安
規

定
に
定
め
て
管

理
す
る
。
ま
た
、
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉
止
判

断
基
準
を
確
認
し
た

場
合
、

遡
上

波
の
地
上
部
か

ら
の
到
達
、
流
入
を

防
止
す

る
た

め
、
循
環
水
ポ

ン
プ
を
停
止
（
プ
ラ

ン
ト
停

止
）

し
、
取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止
す

る
運
用

を
保

安
規
定
に
定
め

て
管
理
す
る
。
 

b
. 
取
水

路
、
放
水
路
等

の
経
路
か
ら
の
津

波
の
流

入
防

止
 

（
中

略
）
 

評
価

の
結
果
、

流
入

す
る
可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ
る

場
合

は
、
津
波

防
護

対
象
設
備
（
津

波
防

護
施
設

、
浸

水
防
止
設

備
、

津
波
監
視
設
備

及
び

非
常
用

取
水

設
備
を
除

く
。
）
を
内

包
す
る
建

屋
及

び
区
画

並
び

に
海
水
ポ

ン
プ

室
及
び
復
水
タ

ン
ク

に
、
経

路
か

ら
の
津
波

の
流

入
を
防
止
す
る

た
め

の
津
波

防
護

施
設
を
設

置
す

る
。
 

大
津

波
警
報
が

発
表

さ
れ
た
場
合
、

経
路

か
ら
の

津
波
の
流
入
を

防
止
す
る
た
め

、
原

則
、
循
環

水
ポ

ン
プ
を
停
止
（

プ
ラ
ン
ト
停
止

）
し

、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
を
閉
止

す
る
運
用
を
保

安
規

定
に
定
め

て
管

理
す
る
。
ま
た

、
取
水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
の
閉
止

判
断

基
準
を
確
認
し

た
場
合
、
経
路

か
ら

の
津
波
の

流
入

を
防
止
す
る
た

め
、
循
環
水
ポ

ン
プ

を
停
止
（

プ
ラ

ン
ト
停
止
）
し

、
取
水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
を
閉
止

す
る

運
用
を
保
安
規

定
に
定
め
て
管

理
す

る
。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基
準
（
第

１
８

条
、

第
１

８
条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２
関

連
）
 

５
 津

波
 

５
．
４

 手
順
書

の
整
備
 

(
1)
 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を

除
く

。
）
は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に
定

め
る
。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合
の
対

応
 

(
a)
当

直
課
長
は

、
原
則
と
し
て
１

号
炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン
ト
停

止
）
す
る
。
ま
た
、
Ａ
中

央
制
御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子
炉
の

冷
却

操
作
を
実

施
す

る
。

 
た
だ
し

、
以
下
の
場
合

は
そ

の
限
り
で
は
な

い
。
 

ア
 
大

津
波
警
報
が
誤

報
で

あ
っ
た
場
合
 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て
、
発
電

所
を

含
む
地
域

に
、
到
達

す
る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波
へ

の
対
応
 

(
a)
 
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の

閉
止
判

断
基
準

等
を
確

認
※
し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当
直
課

長
は
、
１
号
炉
、
２
号
炉
、
３

号
炉
お
よ

び
４
号

炉
の

循
環

水
ポ
ン

プ
を
停

止
（
プ

ラ
ン

ト
停
止
）
す

る
。
ま
た
、
Ａ

中
央
制
御
室
か
ら
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る

と
と
も

に
、
原

子
炉

の
冷
却
操

作
を
実
施
す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測
シ
ス

テ
ム
（
防
護
用
）
の
う

ち
、
 2
 

台
の

潮
位
計
の

観
測

潮
位
が
い

ず
れ

も
 
10
 
分
以

内
に

 0
.
5
 m
以
上

下
降
し
、
そ
の

後
、
最

低
潮
位
か

ら
 
1
0 

分
以

内
に

 
0.
5
 
m以

上
上
昇
す

る
こ
と
、

ま
た

は
 
1
0
 
分
以
内
に

 
0
.5
 
m以

上
上

昇
し
、
そ

の
後

、
最
高
潮

位
か

ら
 
1
0
 
分
以
内
に
 
0
.5
 
m以

上
下

降
す

る
こ

と
、

な
ら

び
に

発
電

所
構

外
に

お
い
て

、
遡
上
波
の

地
上
部
か
ら
の
到

達
、
流

入
お

よ
び
取

水
路
、
放
水

路
等
の
経
路
か
ら

の
流
入
（
以

下
「
敷

地
へ
の
遡

上
」
と

い
う
。
）
な
ら
び

に
水
位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

が
あ
る

潮
位
の
変

動
を

観
測
し
、
そ
の

後
、
潮

位
観

測
シ
ス

テ
ム
（
防

護
用
）
の
う

ち
、
 2
 台

の
潮
位
計

の
観

測
潮
位
が

い
ず

れ
も
 
10
 
分

以
内
に

 
0
.
5 

m
以

上
下

降
す

る
こ

と
、

ま
た

は
 
10
 
分

以
内

に
 

0
.5
 
m
以

上
上

昇
す

る
こ

と
。」

を
１
号

炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用
）
の
う

ち
衛
星
電

話
（
津
波

防
護
用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認
」
と

い
う

。
以
下
、

同
じ

。）
 

－
 

運
転

管
理
通

達
 

原
子
力

運
転
業

務
要
綱
 

設
計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達
 

 第
一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

【
設

計
基
準
事

象
時

に
お
け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た
め
の

活
動
に

関
す
る
所

達
】
 

第
２

編
 
設
計
基
準
事
象

時
に
お
け
る
原
子

炉
施
設
の

保
全

の
た

め
の

活
動
 

第
３

章
 
津
波
発
生
時
に

お
け
る
発
電
用
原

子
炉
施
設

の
保

全
の

た
め

の
活
動
 

３
．
津

波
発

生
時
に
お

け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保

全
の

た
め

の
活
動
 

（
１

）
発
電
所

を
含

む
地
域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ
た
場

合
の
対

応
手

順
 

ａ
．

当
直
課
長
は
、
原

則
と
し
て
循
環
水
ポ

ン
プ
を
停

止
す

る
。
ま
た
、
原

子
炉
を
停
止
さ

せ
Ａ

中
央
制
御

室
か

ら
取

水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
閉
止
す
る

と
と

も
に
、
原

子
炉

の
冷

却
操
作
を
実
施

す
る
こ
と
に
つ

い
て

、「
高
浜
発
電
所

 
事

故
時
操
作
所
則

」
に
よ
り
対
応

す
る

も
の
と
す

る
。
 

た
だ
し

、
以

下
の
場
合

は
そ

の
限
り
で
は
な

い
。
 

（
ａ

）
 
大
津

波
警

報
が
誤
報

で
あ

っ
た

場
合
 

（
ｂ
）

 
遠

方
で
発
生

し
た

地
震
に
伴
う
津

波
で
あ
っ

て
、

発
電
所
を

含
む

地
域
に
、

到
達

す
る

ま
で

の
時
間

経
過
で
、

大
津

波
警
報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｄ
．

当
直
課
長
は
、
津

波
監
視
カ
メ
ラ
、
潮

位
計
に
よ

る
津

波
の
襲
来
状
況

の
監
視
に
係
る

運
用

手
順
に
つ

い
て

は
、

「
高
浜
発
電
所

 
事
故
時
操
作

所
則

」
に
よ
り

対
応

す
る

も
の
と
す
る
。
 

（
３

）
津
波
警

報
等

が
発
表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津
波
へ

の
対
応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト

の
閉

止
判
断
基

準
等
を
確
認

※
し

た
場
合

の
対

応
 

（
ａ

）
 当

直
課

長
は
、
循

環
水

ポ
ン
プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン

ト
停

止
）
す
る
。

ま
た
、
Ａ
中
央

制
御
室
か
ら
取

水
路

防
潮
ゲ
ー
ト
を

閉
止
す
る
と
と

も
に
、
原
子
炉

の
冷

却
操
作
を
実
施

す
る
こ
と
に
つ

い
て
、「

高
浜
発
電

所
 

事
故
時
操
作
所

則
」
に
よ
り
対

応
す
る
も
の
と

す
る

。
 

※
：
「
潮
位

観
測
シ
ス
テ
ム

（
防
護
用
）
の

う
ち
、
 
2 
台

の
潮
位

計
の

観
測
潮
位

が
い

ず
れ
も
 
10
 分

以
内
に
 

0
.5
 
m
以
上

下
降
し
、

そ
の
後
、
最
低
潮
位

か
ら
 
10
 

分
以
内

に
 0
.5
 
m
以

上
上
昇

す
る

こ
と
、
ま

た
は
 
10
 

分
以
内

に
 0
.5
 
m
以

上
上
昇

し
、

そ
の
後
、

最
高
潮
位

か
ら
 
10
 分

以
内
に
 
0.
5 
m
以
上

下
降
す
る

こ
と
、
な

ら
び
に

発
電

所
構
外
に

お
い

て
、
遡
上
波
の

地
上
部
か

ら
の
到

達
、

流
入
お
よ

び
取

水
路
、
放
水
路

等
の
経
路

か
ら
の

流
入

（
以
下
「

敷
地

へ
の
遡
上
」
と

い
う
。
）

な
ら
び

に
水

位
の
低
下

に
よ

る
海
水
ポ
ン
プ

へ
の
影
響

の
お
そ

れ
が

あ
る
潮
位

の
変

動
を
観
測
し
、

そ
の
後
、

潮
位
観

測
シ

ス
テ
ム
（

防
護

用
）
の
う
ち
、

 2
 
台
の

潮
位
計

の
観

測
潮
位
が

い
ず

れ
も
 
10
 分

以
内
に
 
0.
5
 

m
以
上

下
降
す
る
こ
と

、
ま
た
は
 
10
 
分
以

内
に
 
0.
5
 

m
以
上

上
昇
す
る
こ
と

。」
を

１
号

炉
お
よ
び

２
号
炉
を

担
当
す

る
当

直
課
長
と

３
号

炉
お
よ
び
４
号

炉
を
担
当

す
る
当

直
課

長
の
潮
位

観
測

シ
ス
テ
ム
（
防

護
用
）
の

う
ち
衛

星
電

話
（
津
波

防
護

用
）
を
用
い
た

連
携
に
よ

り
確
認

（
こ

の
条
件
の

成
立

確
認
を
「
取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト
の

閉
止

判
断
基
準

等
を

確
認
」
と
い
う

。
以
下
、

同
じ
。
）
 

（
５
）
取
水
路

防
潮
ゲ
ー
ト
の

管
理
 

ａ
．

当
直
課
長
は
、
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
の

対
応
手
順

に
つ

い
て
は
、
「
高
浜
発

電
所

 
事
故
時

操
作

所
則
」
に
よ

り
対

応
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 【
第

一
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

＜
日

本
海
側
を

震
源

と
す
る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京
都
府

の
い

ず
れ
か
に

大
津

波
警
報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
＞
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

ユ
ニ

ッ
ト
が
ト

リ
ッ

プ
し
て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お
よ
び

２
号

機
Ａ
・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制
御
室

か
ら

循
環
水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が
あ
れ

ば
、

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
よ

う
指

示
す

る
。
 

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

機
械
式
用

(電
磁
式
用

)遠
隔
操
作
盤
で
全

て
の

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
。

 
取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

が
閉
止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室
に
連

絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

注
意

事
項
と
し

て
、

誤
報
等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発
表
時

の
対

応
は
実
施

し
な

い
よ
う
に

記
載

。
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号
機
の
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び
循

環
水

ポ
ン
プ
停

止
完

了
の
連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
を

閉
止
す
る

よ
う

指
示
す
る

。
 

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

機
械
式
用

(電
磁
式
用

)遠
隔
操
作
盤
で
全

て
の

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
。

 
取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

が
閉
止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室
に
連

絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

 【
第

二
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

A
中

央
制

御
室

に
取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
の

遠
隔

操
作

に
よ
る
閉

止
を

依
頼
す
る

と
と

も
に
、
閉

止
さ

れ
た

こ
と

を
確

認
す
る
。

ま
た

Ｃ
Ｗ
Ｐ
を

停
止

す
る
と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ
ッ
プ

す
る

。
取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
閉

止
前

に
誤

報
と

判
明

し
た
場
合

は
操

作
を
中
止

す
る

旨
を
記
載
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ
ニ
ッ

ト
停

止
お
よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ
停
止

完
了

の
連
絡
を

行
う

。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
6
条
 

（
津

波
）
 

8
-
5
浸
水

防
護

施
設

 

１
．

５
 
津
波

防
護

対
策
 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取
水

性
低

下
及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必
要
な
機
能

へ
の
影
響
防
止
 

（
ａ

）
海
水
ポ

ン
プ

等
の
取
水
性
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
の

下
降

側
水

位
が

、
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
可

能
水

位
を

上
回

る
こ
と

に
よ

り
、
取
水
機

能
が

保
持
で
き

る
設
計
と

す
る

。
そ
の

た
め
、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
及

び
潮

位
観

測
シ
ス

テ
ム

（
防
護
用

）
を

設
置
す
る
設
計

と
す

る
。
 

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し
て

い
る

た
め
、
発

電
所

を
含
む
地

域
に

大
津
波
警
報
が

発
表
さ
れ
た
場

合
、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、
循
環
水
ポ
ン

プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン
ト
停

止
）
し

、
取
水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用
を

保
安

規
定
に

定
め

て
管

理
す

る
。
ま

た
、
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
の

閉
止
判
断
基
準

を
確
認
し
た
場

合
、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
循

環
水

ポ
ン
プ
を

停
止
（

プ
ラ
ン
ト

停
止
）
し

、
取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る
運

用
を

保
安
規
定
に
定

め
て

管
理
す
る
。
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対
し

て
も

、
取
水

機
能

が
保

持
で

き
る
設

計
と

す
る
。
 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合
に

は
、

引
き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量
を

確
保

す
る
た
め
、
原
則
、
循
環

水
ポ

ン
プ
を
停
止
す

る
運

用
を
保
安

規
定

に
定
め
て
管
理

す
る

。
 

 

添
2-
1
-

2
-
1-
13
 

資
料

２
－
１
－

２
－

１
 
耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影
響

評
価
 

(
4)
 水

位
変
動

に
伴

う
取
水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的
な

影
響

に
よ
る
重

要
な

安
全
機
能
及
び

重
大

事
故
等

時
に

対
処
す
る

た
め

に
必
要
な
機
能

へ
の

影
響
防

止
 

a
. 
海
水

ポ
ン
プ
等
の
取

水
性
 

海
水
ポ

ン
プ

に
つ
い
て

は
、

海
水
ポ
ン
プ
室

の
入

力
津

波
の
下
降

側
水

位
が
、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
を
上
回

る
こ

と
に
よ
り

、
取

水
機

能
が

保
持

で
き

る
設
計
と

す
る

。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
引
き
波

時
に

お
け

る
海
水
ポ

ン
プ

の
取
水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

原
則

、
循
環
水

ポ
ン

プ
を
停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定
め
て

管
理

す
る
。
ま

た
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉
止
判

断
基

準
を
確
認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け
る
海

水
ポ

ン
プ
の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

循
環
水
ポ

ン
プ

を
停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し
、

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定
め
て

管
理

す
る
。
 

地
震
加

速
度

高
に
よ
り

原
子

炉
が
ト
リ
ッ
プ

し
、

か
つ

津
波
警
報

等
が

発
表
さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る
海
水

ポ
ン

プ
の
取
水

量
を

確
保

す
る

た
め
、

原
則
、
循

環
水

ポ
ン
プ
停

止
を

実
施

す
る

運
用

を
保

安
規
定
に

定
め

て
管
理
す

る
。
 

ま
た
、

大
容

量
ポ
ン
プ

（
１

・
２
号
機
共
用

（
以

下
同

じ
。
））
、
大
容
量
ポ

ン
プ
（
放
水
砲
用

）（
１
・

２
号

機
共
用
（

以
下

同
じ
。）
）
、
送
水
車
（

１
・
２

号
機

共
用
（
以

下
同

じ
。
））

に
つ
い

て
も

入
力

津
波

の
水

位
に
対
し

て
、

取
水
性
が

確
保

で
き

る
も

の
を

用
い

る
設
計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基
準
（

第
１
８

条
、

第
１

８
条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２
関

連
）
 

５
 津

波
 

５
．
４

 手
順
書

の
整
備
 

(
1)
 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を

除
く

。
）
は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に
定

め
る
。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合
の
対

応
 

(
a)
当

直
課
長
は

、
原
則
と
し
て
１

号
炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン
ト
停

止
）
す
る
。
ま
た
、
Ａ
中

央
制
御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子
炉
の

冷
却

操
作
を
実

施
す

る
。

 
た
だ
し

、
以
下
の
場
合

は
そ

の
限
り
で
は
な

い
。
 

ア
 
大

津
波
警
報
が
誤

報
で

あ
っ
た
場
合
 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て
、
発
電

所
を

含
む
地
域

に
、
到
達

す
る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波
へ

の
対
応
 

(
a)
 
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の

閉
止
判

断
基
準

等
を
確

認
※
し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当
直
課

長
は
、
１
号
炉
、
２
号
炉
、
３

号
炉
お
よ

び
４
号

炉
の

循
環

水
ポ
ン

プ
を
停

止
（
プ

ラ
ン

ト
停
止
）
す

る
。
ま
た
、
Ａ

中
央
制
御
室
か
ら
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る

と
と
も

に
、
原

子
炉

の
冷
却
操

作
を
実
施
す
る

。
 

※
：「

潮
位
観

測
シ
ス
テ

ム
（
防
護
用
）
の
う
ち
、
 2
 

台
の
潮

位
計
の
観
測
潮

位
が

い
ず
れ
も
 
1
0 

分
以

内
に
 
0.
5
 m

以
上
下
降

し
、
そ
の
後
、
最
低

潮
位

か
ら
 
1
0
 
分
以

内
に
 
0
.
5 

m
以

上
上
昇
す

る
こ

と
、
ま

た
は
 
1
0 

分
以
内
に

 
0.
5 

m
以
上

上
昇

し
、
そ
の
後

、
最
高
潮
位

か
ら
 
10
 
分
以
内
に

 0
.
5
 

m
以

上
下
降
す

る
こ
と

、
な
ら

び
に
発
電

所
構

外
に

お
い

て
、
遡
上

波
の
地

上
部
か

ら
の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放
水

路
等
の

経
路
か

ら
の

流
入
（
以

下
「
敷

地
へ

の
遡
上
」
と

い
う
。）

な
ら
び

に
水
位

の
低

下
に

よ
る
海

水
ポ
ン

プ
へ
の

影
響

の
お
そ
れ

が
あ
る
潮
位
の

変
動

を
観
測
し
、
そ
の

後
、

潮
位
観

測
シ
ス
テ
ム
（
防

護
用
）
の
う
ち

、
 
2 
台

の
潮
位

計
の
観
測
潮
位

が
い

ず
れ
も
 
10
 
分

以
内

に
 0
.
5 
m
以

上
下
降
す

る
こ
と
、
ま
た
は
 
1
0 
分

以
内
に

 
0.
5
 
m
以

上
上
昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お
よ

び
２

号
炉

を
担
当

す
る
当

直
課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担
当

す
る
当

直
課
長

の
潮

位
観
測
シ

ス
テ
ム
（
防

護
用
）
の
う
ち
衛
星
電

話
（
津

波
防
護

用
）

を
用

い
た
連

携
に
よ

り
確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「
取

水
路
防

潮
ゲ
ー

ト
の

閉
止
判
断

基
準
等
を
確
認
」
と
い
う
。
以
下
、
同
じ
。）
 

ｆ
．
地
震
加

速
度

高
に
よ
り

原
子

炉
が
ト
リ

ッ
プ
し
、

か
つ
発

電
所

を
含

む
地
域

に
津
波

警
報
等

が
発

表
さ
れ
た

場
合
の
対
応
 

(
a)
 当

直
課
長

は
、
原
則
と
し
て

１
号
炉

、
２
号

炉
、

３
号
炉

お
よ

び
４

号
炉
の

循
環
水

ポ
ン
プ

を
停

止
す
る
。
 

(
b)
 
当

直
課
長

は
、

津
波
監

視
カ
メ

ラ
お
よ

び
潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を
実

施
す

る
。
 

 

－
 

運
転

管
理
通

達
 

原
子
力

運
転
業

務
要
綱
 

第
一
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

 第
二
発

電
室

事
故

時
操

作
所

則
 

【
第

一
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

＜
日

本
海
側
を

震
源

と
す
る
地

震
に

よ
り

、
福

井
県

と
京
都
府

の
い

ず
れ
か
に

大
津

波
警
報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
＞
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

ユ
ニ

ッ
ト
が
ト

リ
ッ

プ
し
て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お
よ
び

２
号

機
Ａ
・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制
御
室

か
ら

循
環
水
ポ

ン
プ

停
止

完
了

の
連

絡
が
あ
れ

ば
、

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
よ

う
指

示
す

る
。
 

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

機
械
式
用

(電
磁
式
用

)遠
隔
操
作
盤
で
全

て
の

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
。

 
取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

が
閉
止
し

た
こ

と
を

Ｂ
中

央
制

御
室
に
連

絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

注
意

事
項
と
し

て
、

誤
報
等
の

場
合

は
、

大
津

波
警

報
発
表
時

の
対

応
は
実
施

し
な

い
よ
う
に

記
載

。
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号
機
の
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び
循

環
水

ポ
ン
プ
停

止
完

了
の
連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
を

閉
止
す
る

よ
う

指
示
す
る

。
 

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

機
械
式
用

(電
磁
式
用

)遠
隔
操
作
盤
で
全

て
の

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
。

 
取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

が
閉
止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室
に
連

絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

 【
第

二
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

Ａ
中

央
制
御
室

に
取

水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
の

遠
隔

操
作

に
よ
る
閉

止
を

依
頼
す
る

と
と

も
に
、
閉

止
さ

れ
た

こ
と

を
確

認
す
る
。

ま
た

Ｃ
Ｗ
Ｐ
を

停
止

す
る
と
と

も
に

原
子

炉
を

手
動

ト
リ
ッ
プ

す
る

。
取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
閉

止
前

に
誤

報
と

判
明

し
た
場
合

は
操

作
を
中
止

す
る

旨
を
記
載

。
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ
ニ
ッ

ト
停

止
お
よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ
停
止

完
了

の
連
絡
を

行
う

。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

 【
第

一
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

【
第

二
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

地
震

加
速
度
高

に
よ

り
原
子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
、

か
つ

発
電
所
を

含
む

地
域
に
津

波
警

報
等
が
発

表
さ

れ
た

場
合

に
循

環
水
ポ
ン

プ
を

停
止
す
る

操
作

手
順
の
記

載
。
 

添
2-
1
-
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-
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資
料

２
－
１
－

２
－

４
 
入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設
備
へ

の
影

響
評
価
 

3
.5
 水

位
変
動

に
伴

う
取
水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響
に

よ
る

重
要
な
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対
処
す

る
た

め
に
必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
に

係
る
評
価
 

(
3)
 評

価
結
果
 

a
. 
海
水

ポ
ン
プ
等
の
取

水
性
 

(
a)
 海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
性
 

イ
．

水
位
低
下

に
対

す
る
評
価
 

引
き
波
時
の
水

位
の
低
下
に
対

し
て

海
水
ポ
ン

プ
が

機
能
保
持
で
き

る
設
計
と
す
る
た
め

に
取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト
及
び

潮
位
観
測
シ
ス
テ
ム

（
防
護

用
）

を
設
置
す
る
。

循
環
水
ポ
ン
プ
室
及

び
海
水

ポ
ン

プ
室
は
水
路
に

よ
っ
て
連
絡
さ
れ
て

い
る
た

め
、

発
電
所
を
含
む

地
域
に
大
津
波
警
報

が
発
表

さ
れ

た
場
合
、
引
き

波
時
に
お
け
る
海
水

ポ
ン
プ

の
取

水
量
を
確
保
す

る
た
め
、
原
則
、
循

環
水
ポ

ン
プ

を
停
止
（
プ
ラ

ン
ト
停
止
）
し
、
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉
止
す

る
運
用
を
保
安
規
定

に
定
め

て
管

理
す
る
。
ま
た
、

取
水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
の
閉

止
判

断
基
準
を
確
認

し
た
場
合
、
引
き
波

時
に
お

け
る

海
水
ポ
ン
プ
の

取
水
量
を
確
保
す
る

た
め
、

循
環

水
ポ
ン
プ
を
停

止
（
プ
ラ
ン
ト
停
止

）
し
、

取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト

を
閉
止
す
る
運
用
を

保
安
規

定
に

定
め
て
管
理
す

る
。
地
震
加
速
度
高

に
よ
り

原
子

炉
が
ト
リ
ッ
プ

し
、
か
つ
津
波
警
報

等
が
発

表
さ

れ
た
場
合
、
引

き
波
時
に
お
け
る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量
を
確
保

す
る
た
め
、
原
則
、

循
環
水

ポ
ン

プ
停
止
を
実
施

す
る
運
用
を
保
安
規

定
に
定

め
て

管
理
す
る
。
 

こ
の
評
価
の
結

果
、
海
水
ポ
ン

プ
室

前
の
入
力

津
波

高
さ
は
、
T
.P
.
-3
.
3
m
で
あ

り
、
海

水
ポ
ン

プ
の

設
計
取
水
可
能

水
位

T.
P
.
-3
.5
2m

を
上
回

る
こ

と
か
ら
、
水
位

低
下
に
対
し
て
海
水

ポ
ン
プ

は
機

能
保
持
で
き
る

。（
第

3-
2
3
図
）
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
6
条
 

（
津

波
）
 

8
-
5
浸
水

防
護

施
設

 

１
．

５
 
津
波

防
護

対
策
 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取
水

性
低

下
及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必
要
な
機
能

へ
の
影
響
防
止
 

（
ｂ

）
津

波
の

二
次

的
な
影

響
に

よ
る
海

水
ポ

ン
プ

等
の

機
能
保

持
確

認
 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対
し

て
、
非
常

用
海

水
路
（
１
・
２
号
機
共
用
（
以
下

同
じ
。）
）
及
び
海

水
ポ

ン
プ

室
が

閉
塞

す
る
こ

と
な

く
非
常

用
海

水
路

及
び

海
水
ポ

ン
プ

室
の
通
水

性
が

確
保
で
き
る
設

計
と

す
る
。
 

ま
た

、
海

水
ポ

ン
プ

取
水

時
に

浮
遊

砂
が

軸
受

に
混

入
し

た
場

合
に

も
、

海
水

ポ
ン

プ
の
軸

受
部

の
異
物

逃
が

し
溝

か
ら

排
出
す

る
こ

と
で
、
海
水
ポ
ン

プ
が

機
能
保
持
で
き

る
設
計
と
す
る

。
大
容

量
ポ

ン
プ
、
大
容

量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
及
び
送
水
車

は
、
浮
遊

砂
の

混
入

に
対

し
て

取
水
機

能
が

保
持
で

き
る

も
の

を
用

い
る
設

計
と

す
る
。
 

漂
流

物
に

対
し

て
は

、
発

電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と
な

る
可

能
性
の
あ

る
施

設
・
設

備
を
抽
出
し
、
抽

出
さ

れ
た
漂
流
物
と

な
る

可
能
性
の

あ
る

施
設
・
設
備
が
漂
流
し

た
場
合
に
、
海
水
ポ
ン

プ
へ

の
衝

突
及

び
取

水
口
の

閉
塞

が
生
じ

る
こ

と
が

な
く

、
海
水

ポ
ン

プ
の

取
水

性
確

保
並
び

に
非

常
用
海

水
路

及
び

海
水

ポ
ン
プ

室
の

通
水
性
が

確
保

で
き
る
設
計
と

す
る

。
ま
た
、
漂
流

物
化
さ
せ

な
い

運
用

を
行

う
車

両
等
に

つ
い

て
は
、

漂
流

物
化

対
策

の
運
用

を
保

安
規
定
に

定
め

て
管
理
す
る
。
 

添
2-
1
-

2
-
1-
14
 

資
料

２
－
２
－

１
 

耐
津
波
設

計
の

基
本

方
針
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影

響
評
価
 

(
4)
 水

位
変
動

に
伴

う
取
水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響
に

よ
る

重
要
な
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

時
に
対
処

す
る

た
め
に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止
 

b
. 
津
波

の
二
次
的
な
影

響
に
よ
る
海
水
ポ

ン
プ
等

の
機

能
保
持
確

認
 

基
準

津
波
に
よ

る
水

位
変
動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対
し
て
、

取
水

口
が
閉
塞

す
る

こ
と

が
な

く
非

常
用

海
水
路
（

１
・

２
号
機
共

用
（

以
下

同
じ
。
））

及
び

海
水
ポ
ン

プ
室

の
通
水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。
 

海
水

ポ
ン
プ
は

、
取

水
時
に
浮

遊
砂

が
軸

受
に

混
入

し
た

場
合
に
お

い
て

も
、
海
水

ポ
ン

プ
の

軸
受

部
の

異
物

逃
が
し
溝

か
ら

排
出
す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能
保
持

で
き

る
設
計
と

す
る

。
大

容
量

ポ
ン

プ
、

大
容
量
ポ

ン
プ

（
放
水
砲

用
）

及
び

送
水

車
に

つ
い

て
も
、
浮

遊
砂

の
混
入
に

対
し

て
取

水
機

能
が

保
持

で
き
る
も

の
を

用
い
る
設

計
と

す
る

。
 

漂
流

物
に
対
し

て
は

、
発
電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と
な
る
可

能
性

の
あ
る
施

設
・

設
備

を
抽

出
し
、

抽
出
さ
れ

た
漂

流
物
と
な

る
可

能
性

の
あ

る
施

設
・

設
備
が
漂

流
し

た
場
合
に

、
海

水
ポ

ン
プ

ヘ
の

衝
突

及
び
取
水

口
の

閉
塞
が
生

じ
る

こ
と

が
な

く
、

海
水

ポ
ン
プ
の

取
水

性
確
保
並

び
に

非
常

用
海

水
路

及
び

海
水
ポ
ン

プ
室

の
通
水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま
た

、
漂

流
物
化
さ

せ
な

い
運

用
を

行
う

車
両

等
に
つ
い

て
は

、
漂
流
物

化
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に
定
め

て
管

理
す
る
。
 

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基
準
（

第
１
８

条
、

第
１

８
条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２
関

連
）
 

５
．
津

波
 

５
．
２

 教
育
訓

練
の
実
施
 

(
1)
 
安
全
・
防
災
室

長
は

、
全
所

員
に
対
し

て
、
津

波
防

護
の

運
用

管
理

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的

に
実

施
す
る
。
ま
た
、
安
全
・
防
災

室
長

は
、
全
所

員
に

対
し

て
、

津
波

発
生

時
に

お
け

る
車

両
退

避
等
の

訓
練
を
定

期
的

に
実
施
す

る
。
 

５
．
４

 手
順
書

の
整
備
 

(
1)
 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を

除
く

。
）
は
、
津

波
発
生

時
に
お
け

る
原

子
炉
施
設
の

保
全
の
た

め
の

活
動

を
行
う
た

め
に

必
要
な
体
制

の
整
備
と

し
て

、
以

下
の
活
動

を
実

施
す
る
こ
と

を
社
内
標

準
に

定
め

る
。
 

ｄ
．
車

両
の

管
理
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤
お

よ
び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂
流

物
に

な
る

お
そ
れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

、
漂
流

物
と

な
ら

な
い
管
理

を
実

施
す

る
。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合
の
対

応
 

(
f
) 
安

全
・
防
災

室
長

は
、
発
電

所
構
内

の
放
水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し
、
か
つ
漂
流

物
に
な
る
お
そ
れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実
施
す

る
。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の
対
応
 

(
b)
 
発
電
所
構
外

に
お

い
て
津
波

と
想
定

さ
れ
る
潮

位
の

変
動
を
観

測
し

た
場
合
の
対
応
 

エ
 
安
全
・
防
災

室
長

は
、
発
電
所
構
内
の

放
水
口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在
し
、
か
つ
漂
流

物
に
な
る
お
そ

れ
の
あ
る

車
両

に
つ

い
て

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実

施
す

る
。
ま
た

、
発
電
所
構

外
の
観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等
の
対
応
を

実
施
す
る
。
 

 
 

運
転
管

理
通
達
 

原
子

力
運
転

業
務
要

綱

設
計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る
所

達
 

【
設

計
基
準
事

象
時

に
お
け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た
め
の

活
動

に
関
す
る

所
達

】
 

第
１

編
 
全
般
事
項
 

第
２

章
 
教
育
・
訓
練
、

対
応
設
備
の
確
保

及
び
定
期

的
な

評
価
の

実
施
 

設
計

事
象
対
応

教
育

・
訓
練
一

覧
表

 
別

表
１

－
１

（
１
／

１
）
 

津
波
防

護
に

係
る
運
用

管
理

に
関
す
る
教
育
 

・
津

波
襲
来
時
の
運
用

管
理
、
水
密
扉
お
よ

び
防
潮
扉

の
運

用
に
関
す
る

事
項
 

・
津

波
発
生
時
に
お
け

る
車
両
退
避
に
関
す

る
事
項
 

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た
め

の
活
動
 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の
た

め
の
活
動
 

３
．
津

波
発
生
時
に
お

け
る

発
電
用
原
子
炉

施
設
の
保

全
の

た
め
の
活

動
 

（
１

）
発
電
所

を
含

む
地
域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ
た
場

合
の

対
応
手
順
 

ｅ
．

安
全
・
防
災
室
長

は
、
発
電
所
構
内
の

放
水
口
側

防
潮

堤
お
よ
び
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト

の
外

側
お
よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト
に
存

在
し
、
か
つ
漂

流
物

に
な
る
お

そ
れ

の
あ

る
車
両
に
つ
い

て
津
波
の
影
響

を
受

け
な
い
場

所
へ

退
避

す
る
こ
と
に
よ

り
漂
流
物
と
な

ら
な

い
措
置
を

実
施

す
る

。
 

（
３

）
津
波
警

報
等

が
発
表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津
波
へ

の
対

応
 

ｂ
．

発
電
所
構
外
に
お

い
て
津
波
と
想
定
さ

れ
る
潮
位

の
変

動
を
観
測
し
た

場
合
の
対
応
 

（
ａ

）
 安

全
・

防
災
室
長

は
、

発
電
所
構

内
の
放
水
口
側

防
潮

堤
お
よ
び
取

水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
の
外
側
に
存

在
し

、
か
つ
漂
流

物
に
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
車
両

に
つ

い
て
津
波
の
影

響
を
受
け
な
い

場
所
へ
退
避
す

る
こ

と
に
よ
り
漂
流

物
と
な
ら
な
い

措
置
を
実
施
す

る
。

ま
た
、
発
電
所

構
外
の
観
測
潮

位
欠
測
時
も
同

等
の

対
応
を
実
施
す

る
。
 

（
７

）
車
両
の

管
理
 

ａ
．
安
全
・

防
災
室
長
は
、

発
電
所
構
内
の
放

水
口
側
防
潮

堤
お

よ
び
取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト

の
外

側
に

存
在

し
、

か
つ

漂
流

物
に
な
る

お
そ

れ
の
あ
る

車
両

に
つ

い
て

、
漂

流
物

と
な

ら
な
い
管

理
を

実
施
す
る
。
。
 

添
2-
1
-

2
-
4-
42
 

資
料

２
－
１
－

２
－

４
 
入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設
備
へ

の
影

響
評
価
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影
響

評
価
 

(
4)
 水

位
変
動

に
伴

う
取
水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響
に
よ
る

重
要
な
安
全
機
能
及

び
重

大
事

故
等
時
 

b
. 
津
波

の
二
次
的
な
影

響
に
よ
る
海
水
ポ

ン
プ
等

の
機
能

保
持

確
認
 

(
c)
 漂

流
物
に

よ
る

取
水
性
へ

の
影

響
確

認
 

ｲ
. 
取
水

口
、
海
水
取
水

ト
ン
ネ
ル
及
び
海

水
ポ
ン

プ
室
の

閉
塞

の
評
価
 

基
準
津

波
に

伴
う
漂
流

物
に

つ
い
て
検
討
し

た
結

果
、

第
3
-2
0
図
～
第

3-
22

図
に
よ

り
、

各
評

価
フ

ロ
ー

の
整
理
（
第

3
-7

表
及
び
第

3
-8

表
）
の

分
類

Ｄ
と

な
る
よ
う

な
、

海
水
ポ
ン

プ
の

取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す
漂
流

物
は

な
い
こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。

評
価

結
果
を
第

3-
9
表
及
び
第

3-
1
0
表
に

示
す
。
 

ま
た
、

漂
流

物
化
さ
せ

な
い

運
用
を
行
う
車

両
等

に
つ

い
て
は
、

漂
流

物
化
防
止

対
策

の
運

用
を

保
安

規
定

に
定
め
て

管
理

す
る
。
こ

の
う

ち
、

放
水

口
側

防
潮

堤
及
び
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
よ

り
外

側
の

津
波

遡
上

範
囲
に
存

在
し

、
か
つ
漂

流
物

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車
両
に

つ
い

て
は
、
大

津
波

警
報

発
表

時
も

し
く

は
、
発
電

所
構

外
に
お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の
変
動

を
観

測
し
た
場

合
に

、
津

波
の

影
響

を
受

け
な
い
場

所
へ

退
避
す
る

こ
と

と
し

、
以

下
の
 

基
本

方
針
に
基

づ
き

管
理
す
る

。
 

【
津
波
遡
上

範
囲
の
車

両
に

対
す
る
基
本
方

針
】
 

放
水
口
側
防
潮

堤
及
び
取
水
路

防
潮
ゲ
ー
よ

り
外
側
の
津
波
遡
上
範
囲
は
、

原
則
駐
車
禁

止
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
エ

リ
ア
に
作
業

で
入
域
す
る
等

の
発
電
所
運
営

上
必
要
な
場

合
は
停
車
可
と

し
、
こ
の
場
合

に
お
い
て

も
、
運
転
手
が

車
両
付
近
に
常

駐
※
(
荷
役

な
ど

の
車
両
を
用

い
た
作
業
と
の

兼
務
は
可
と

す
る
。
)
し
、
直
ち

に
車

両
を
移
動

さ
せ

る
こ

と
が
可
能
な
体

制
と
す
る
。
 

ま
た

、
当
該
エ

リ
ア

で
の
車
両

を
用

い
た

作
業
は
、
事
前

許
可
制
と
し
、

放
水
口
側
防

潮
堤
の
外
側
及

び
取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
の
外

側
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
退
避

す
る
作
業
車

両
が
１
０
台
以

下
と
な
る
よ
う

管
理
す
る
。

（
※
：
車
両
を

離
れ
る
場
合
は

、
別
の
者
を

運
転
手
に
指
定

す
る
。）
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
51

条
 

（
津

波
）
 

8
-5

浸
水
防

護
施

設
 

１
．

５
 
津
波

防
護

対
策
 

ａ
．

敷
地
へ
の

浸
水

防
止
（
外
郭
防

護
１

）
 

（
ａ

）
遡
上
波

の
地

上
部
か
ら
の
到

達
、

流
入
の
防
止
 

（
中
略
）
 

評
価

の
結

果
、
遡

上
波

が
地

上
部

か
ら

到
達

し
流

入
す

る
可
能

性
が
あ
る
場
合

は
、
津
波
防
護
対
象

設
備
（
津
波
防
護

施
設
、
浸
水

防
止
設
備
、
津
波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水
設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る
建
屋

又
は

区
画

並
び

に
海

水
ポ
ン
プ

室
（

３
号
機
設
備
、
３
・
４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。）
）
及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
（
「

重
大

事
故

等
時

の
み

３
・

４
号

機
共

用
」
、「

３
号
機
設

備
、
重

大
事
故
等

時
の
み
３
・
４
号
機
共

用
」

（
以

下
同
じ
。）
）
に

、
津
波

防
護

施
設
と
し

て
、
遡
上
波
の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

放
水

口
側

防
潮
堤

、
防

潮
扉
、
屋
外
排
水

路
逆

流
防
止
設

備
、
１
号
及
び
２

号
機

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

、
１

号
及

び
２

号
機

中
央

制
御

室
並
び

に
中
央
制
御
室

に
潮
位
観
測
シ
ス
テ

ム
（

防
護
用

）
を
設

置
す

る
と
と
も
に

、
浸
水

防
止
設
備
と
し

て
、
開
口
部
等
の

浸
水

経
路

か
ら

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋
（
３
号
機
設

備
、
３
・
４
号
機
共
用
（
以
下
同
じ
。）
）

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

つ
い

て
は
、
防
潮

壁
、
ゲ
ー

ト
落
下
機

構
及

び
ゲ

ー
ト

扉
体

等
で
構
成

し
、

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

の
あ

る
潮

位
に

至
る

前
に

遠
隔

閉
止

を
確
実

に
実
施
す
る
た

め
、
重
要
安
全
施
設
（
Ｍ
Ｓ

－
１

）
と
し

て
設

計
す
る
。
潮
位
観

測
シ
ス
テ
ム
（
防

護
用
）
は

、
潮
位

計
（
潮

位
検
出
器
、
監
視
モ

ニ
タ
（
デ

ー
タ

演
算

機
能

及
び
警
報

発
信

機
能

を
有

し
、

電
源

設
備

及
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
を

含
む
。
）
）
及
び
衛
星

電
話
（

津
波
防
護

用
）
等
に

よ
り
構
成
さ
れ
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
判

断
を

行
う

た
め

の
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
重

要
安

全
施

設
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

と
同
等
の
設
計
と
す

る
。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

押
し

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
を
防
止

す
る

た
め

、
原

則
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト
停
止

）
し

、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を
閉
止

す
る

運
用
を
保

安
規

定
に
定
め

て
管

理
す

る
。
ま
た
、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

押
し

波
の
地

上
部
か
ら

の
到

達
、
流
入
を
防

止
す

る
た
め
、
循
環
水

ポ
ン
プ

を
停
止
（

プ
ラ
ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
を

閉
止

す
る
運
用

を
保

安
規
定
に

定
め

て
管

理
す

る
。
 

（
ｂ

）
取
水
路

、
放

水
路
等
の
経
路

か
ら

の
津
波
の
流

入
防
止
 

（
中
略
）
 

評
価
の

結
果

、
流

入
す
る
可

能
性

の
あ
る
経

路
が
あ
る
場
合

は
、
津
波
防
護
対
象
設

備
（
津
波

防
護
施

設
、
浸
水
防

止
設

備
、

津
波
監

視
設
備

及
び
非

常
用
取

水
設

備
を

除
く

。）
を

内
包
す

る
建

屋
又

は
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

復
水

タ
ン

ク
の
、
津

波
防
護
施
設
と

し
て
、
経
路
か
ら

の
津
波
の
流

入
を

防
止
す

る
た
め
の
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト
、
放
水

口
側
防
潮
堤

、
防

潮
扉

、
屋
外
排
水
路
逆

流
防
止
設
備

、
１

号
及
び
２
号

機
放

水
ピ
ッ

ト
止
水
板
並
び

に
潮
位
観
測
シ
ス
テ

ム
（
防
護
用
）
を

設
置
す

る
設
計
と
す
る

。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
経
路
か

ら
の
津
波
の
流

入
を

防
止
す
る
た
め

、
原
則
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停
止
（
プ
ラ

ン
ト

停
止
）
し
、
取
水
路

防
潮
ゲ
ー
ト
を

閉
止
す
る
運

用
を

保
安
規

定
に
定
め
て
管

理
す
る
。
ま
た

、
取

水
路
防
潮
ゲ

ー
ト

の
閉
止

判
断
基
準
を
確

認
し
た
場
合

、
経
路

か
ら
の
津
波

の
流

入
を
防

止
す
る
た
め
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停

止
（
プ

ラ
ン
ト
停

止
）

し
、
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト

を
閉
止
す
る
運

用
を
保
安
規

定
に

定
め
て

管
理
す
る
。
 

（
ａ
）、
（
ｂ
）

に
お
い
て
、
外

郭
防
護
と
し
て

設
置

す
る
津

波
防

護
施
設
及

び
浸

水
防
止
設

備
に

つ
い

て
は

、
各

地
点
の

入
力

津
波
に
対

し
、

設
計
上
の

裕
度

を
考

慮
す

る
。
 

添
2-
1
-

2
-
1-
12
 

資
料

２
－
２
－

１
 

耐
津
波
設

計
の

基
本

方
針
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影
響

評
価
 

(
1)
 敷

地
へ
の

浸
水

防
止
（
外

郭
防

護
１

）
 

a
. 
遡
上

波
の
地
上
部
か

ら
の
到
達
、
流
入

の
防
止
 

（
中

略
）
 

評
価
の

結
果

、
遡
上
波

が
地

上
部
か
ら
到
達

し
流

入
す

る
可
能
性
が
あ

る
場
合
は
、
津
波
防

護
対
象

設
備

(津
波

防
護

施
設
、
浸

水
防

止
設
備
、

津
波
監

視
設

備
及
び
非
常
用

取
水
設
備
を
除
く
。

)を
内

包
す
る

建
屋
又
は
区
画

に
、
遡
上
波
の
流
入

を
防
止

す
る

た
め
の
津
波
防

護
施
設
を
設
置
す
る

と
と
も

に
、

開
口
部
等
の
浸

水
経
路
か
ら
の
流
入

を
防
止

す
る

た
め
の
浸
水
防

止
設
備
を
設
置
す
る

設
計
と

す
る

。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
遡
上
波

の
地

上
部

か
ら
の
到
達
、

流
入
を
防
止
す
る
た

め
、
原

則
、

循
環
水
ポ
ン
プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン
ト

停
止
）

し
、

取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
を
閉
止
す
る
運

用
を
保

安
規

定
に
定
め
て
管

理
す
る
。
ま
た
、
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉
止
判

断
基
準
を
確
認
し
た

場
合
、

遡
上

波
の
地
上
部
か

ら
の
到
達
、
流
入
を

防
止
す

る
た

め
、
循
環
水
ポ

ン
プ
を
停
止
（
プ
ラ

ン
ト
停

止
）

し
、
取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止
す

る
運
用

を
保

安
規
定
に
定
め

て
管
理
す
る
。
 

b
. 
取
水

路
、
放
水
路
等

の
経
路
か
ら
の
津

波
の
流

入
防

止
 

（
中

略
）
 

評
価

の
結
果
、

流
入

す
る
可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ
る

場
合

は
、
津
波

防
護

対
象
設
備
（
津

波
防

護
施
設

、
浸

水
防
止
設

備
、

津
波
監
視
設
備

及
び

非
常
用

取
水

設
備
を
除

く
。
）
を
内

包
す
る
建

屋
及

び
区
画

並
び

に
海
水
ポ

ン
プ

室
及
び
復
水
タ

ン
ク

に
、
経

路
か

ら
の
津
波

の
流

入
を
防
止
す
る

た
め

の
津
波

防
護

施
設
を
設

置
す

る
。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
経
路
か

ら
の

津
波

の
流
入
を

防
止

す
る
た
め

、
原

則
、

循
環

水
ポ

ン
プ

を
停
止
（

プ
ラ

ン
ト
停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を
閉
止

す
る

運
用
を
保

安
規

定
に

定
め

て
管

理
す

る
。
ま
た

、
取

水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確
認
し

た
場

合
、
経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入

を
防

止
す
る
た

め
、

循
環
水
ポ

ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止
）
し

、
取

水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用

を
保
安
規

定
に

定
め
て
管

理
す

る
。

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基
準
（

第
１
８

条
、

第
１

８
条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２
関

連
）
 

５
 津

波
 

５
．
４

 手
順
書

の
整
備
 

(
1)
 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を

除
く

。
）
は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に
定

め
る
。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合
の
対

応
 

(
a)
当

直
課
長
は

、
原
則
と
し
て
１

号
炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン
ト
停

止
）
す
る
。
ま
た
、
Ａ
中

央
制
御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子
炉
の

冷
却

操
作
を
実

施
す

る
。

 
た
だ
し

、
以
下
の
場
合

は
そ

の
限
り
で
は
な

い
。
 

ア
 
大

津
波
警
報
が
誤

報
で

あ
っ
た
場
合
 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て
、
発
電

所
を

含
む
地
域

に
、
到
達

す
る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波
へ

の
対
応
 

(
a)
 
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の

閉
止
判

断
基
準

等
を
確

認
※
し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当
直
課

長
は
、
１
号
炉
、
２
号
炉
、
３

号
炉
お
よ

び
４
号

炉
の

循
環

水
ポ
ン

プ
を
停

止
（
プ

ラ
ン

ト
停
止
）
す

る
。
ま
た
、
Ａ

中
央
制
御
室
か
ら
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る

と
と
も

に
、
原

子
炉

の
冷
却
操

作
を
実
施
す
る

。
 

※
：「

潮
位

観
測
シ
ス

テ
ム
（
防
護
用
）
の
う

ち
、
 2
 

台
の
潮

位
計

の
観
測
潮

位
が

い
ず
れ
も
 
10
 
分

以
内

に
 
0
.5
 
m
以
上

下
降

し
、
そ
の

後
、
最
低

潮
位
か
ら

 
10
 
分
以
内

に
 0
.5
 m

以
上
上

昇
す

る
こ
と
、
ま

た
は

 
1
0 
分

以
内
に

 0
.5
 m

以
上
上
昇
し

、
そ
の

後
、
最
高

潮
位
か

ら
 
10
 
分

以
内
に
 
0
.5
 
m
以
上
下

降
す
る
こ

と
、
な
ら

び
に
発
電

所
構

外
に
お
い
て
、
遡
上
波
の

地
上
部
か

ら
の

到
達
、
流
入

お
よ
び
取
水
路

、
放
水
路

等
の
経
路

か
ら

の
流
入
（
以

下
「
敷

地
へ
の
遡

上
」
と

い
う
。）

な
ら
び
に
水
位
の

低
下
に
よ
る
海
水

ポ
ン
プ
へ

の
影

響
の

お
そ

れ
が

あ
る

潮
位

の
変

動
を

観
測

し
、

そ
の
後

、
潮
位
観
測

シ
ス
テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち
、
 

2
 
台
の

潮
位

計
の
観
測

潮
位

が
い
ず
れ
も
 
1
0 

分
以

内
に
 
0
.5
 
m
以
上

下
降
す
る
こ
と

、
ま
た

は
 
1
0
 
分

以
内
に

 0
.
5 
m
以

上
上
昇

す
る

こ
と
。」

を
１
号
炉
お

よ
び

２
号

炉
を

担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担

当
す

る
当

直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防
護
用
）
の

う
ち
衛
星

電
話
（
津
波

防
護
用
）

を
用

い
た

連
携

に
よ

り
確

認
（

こ
の

条
件

の
成

立
確

認
を

「
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

等
を

確
認
」

と
い

う
。
以
下

、
同

じ
。
）
 

－
 

運
転

管
理
通

達
 

原
子
力

運
転
業

務
要
綱
 

設
計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達
 

 第
一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

【
設

計
基
準

事
象

時
に
お
け

る
原
子

炉
施
設

の
保
全

の
た

め
の

活
動

に
関
す
る

所
達

】
 

第
２

編
 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た
め

の
活
動
 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の
た

め
の
活
動
 

３
．

津
波
発
生

時
に

お
け
る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の
活

動
 

（
１

）
発
電
所

を
含

む
地
域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ
た
場

合
の
対
応
手
順
 

ａ
．

当
直
課
長
は
、
原

則
と
し
て
循
環
水
ポ

ン
プ
を
停

止
す

る
。
ま
た
、
原

子
炉
を
停
止
さ

せ
Ａ

中
央
制
御

室
か

ら
取

水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
閉
止
す
る

と
と

も
に
、
原

子
炉

の
冷

却
操
作
を
実
施

す
る
こ
と
に
つ

い
て

、「
高
浜
発
電
所

 
事

故
時
操
作
所
則

」
に
よ
り
対
応

す
る

も
の
と
す

る
。
 

た
だ

し
、
以
下

の
場

合
は
そ
の
限
り

で
は

な
い
。
 

（
ａ
）
 
大
津

波
警
報
が
誤
報

で
あ

っ
た
場
合
 

（
ｂ
）
 
遠
方

で
発
生
し
た
地

震
に

伴
う
津
波

で
あ

っ
て
、
発

電
所
を
含
む
地

域
に

、
到
達
す
る
ま

で
の

時
間
経

過
で
、
大
津
波

警
報

が
見
直
さ
れ
た

場
合
 

ｄ
．

当
直
課
長
は
、
津

波
監
視
カ
メ
ラ
、
潮

位
計
に
よ

る
津

波
の
襲
来
状
況

の
監
視
に
係
る

運
用

手
順
に
つ

い
て

は
、

「
高
浜
発
電
所

 
事
故
時
操
作

所
則

」
に
よ
り

対
応

す
る

も
の
と
す
る
。
 

（
３

）
津
波
警

報
等

が
発
表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津
波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト

の
閉

止
判
断
基

準
等
を
確
認

※
し

た
場
合
の
対
応
 

（
ａ

）
 当

直
課

長
は
、
循

環
水

ポ
ン
プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン

ト
停

止
）
す
る
。

ま
た
、
Ａ
中
央

制
御

室
か
ら
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
を
閉
止

す
る
と
と
も
に

、
原

子
炉
の
冷

却
操

作
を

実
施
す
る
こ
と

に
つ
い
て
、
「
高
浜

発
電

所
 
事
故
時

操
作

所
則
」
に
よ
り

対
応
す
る
も
の

と
す

る
。
 

※
：
「
潮
位

観
測

シ
ス
テ
ム

（
防

護
用
）
の

う
ち
、
 2
 台

の
潮

位
計
の
観
測

潮
位
が
い
ず
れ

も
 
10
 
分
以
内

に
 0
.5
 
m

以
上
下
降
し
、

そ
の
後
、
最
低

潮
位

か
ら
 1
0
 分

以
内
に

 
0
.
5 
m
以
上
上

昇
す
る
こ

と
、

ま
た
は
 
1
0 
分

以
内
に

 
0
.
5 
m
以
上
上

昇
し
、
そ

の
後

、
最
高
潮
位
か

ら
 1
0 
分

以
内
に
 
0.
5
 
m
以

上
下
降
す
る
こ
と

、
な
ら
び

に
発

電
所

構
外
に
お
い
て

、
遡
上
波
の
地

上
部

か
ら
の
到

達
、

流
入

お
よ
び
取
水
路

、
放
水
路
等
の

経
路

か
ら
の
流

入
（

以
下

「
敷
地
へ
の
遡

上
」
と
い
う
。
）
な

ら
び

に
水
位
の
低

下
に

よ
る
海
水
ポ
ン

プ
へ
の
影
響
の

お
そ

れ
が
あ
る

潮
位

の
変

動
を
観
測
し
、

そ
の
後
、
潮
位

観
測

シ
ス
テ
ム

（
防

護
用

）
の
う
ち
、

 2
 台

の
潮
位
計
の

観
測

潮
位
が
い
ず

れ
も
 

1
0
 分

以
内
に
 
0.
5 
m
以
上
下

降
す
る
こ
と
、

ま
た

は
 
10
 

分
以
内
に

 0
.
5 
m
以
上

上
昇
す
る
こ

と
。
」
を
１
号
炉
お

よ
び
２
号
炉
を

担
当
す
る
当
直

課
長

と
３
号
炉

お
よ

び
４

号
炉
を
担
当
す

る
当
直
課
長
の

潮
位

観
測
シ
ス

テ
ム

（
防

護
用
）
の
う
ち

衛
星
電
話
（
津

波
防

護
用
）
を

用
い

た
連

携
に
よ
り
確
認

（
こ
の
条
件
の

成
立

確
認
を
「

取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト
の
閉

止
判
断
基
準
等

を
確

認
」
と
い

う
。

以
下

、
同
じ
。
）
 

（
５

）
取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
の

管
理
 

ａ
．

当
直
課
長
は
、
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
の

対
応
手
順

に
つ

い
て
は
、
「
高
浜
発

電
所

 
事
故
時

操
作

所
則
」
に
よ

り
対

応
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 【
第

一
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】「
A
-
5 

地
震
・
津
波
」
 

＜
日

本
海
側

を
震

源
と
す
る

地
震
に

よ
り
、

福
井
県

と
京

都
府

の
い

ず
れ
か
に

大
津

波
警
報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
＞
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

ユ
ニ

ッ
ト
が
ト

リ
ッ

プ
し
て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お
よ

び
２

号
機
Ａ
・

Ｂ
循
環

水
ポ
ン

プ
の
停

止
を

確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制
御

室
か

ら
循
環
水

ポ
ン
プ

停
止
完

了
の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
よ

う
指

示
す

る
。
 

取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
機
械
式

用
(電

磁
式
用

)遠
隔
操

作
盤

で
全

て
の

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
。

 
取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
が
閉
止

し
た
こ

と
を
Ｂ

中
央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

注
意

事
項
と

し
て

、
誤
報
等

の
場
合

は
、
大

津
波
警

報
発

表
時

の
対

応
は
実
施

し
な

い
よ
う
に

記
載

。
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

351



別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号
機
の
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び
循

環
水

ポ
ン
プ
停

止
完

了
の
連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
を

閉
止
す
る

よ
う

指
示
す
る

。
 

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

機
械
式
用

(電
磁
式
用

)遠
隔
操
作
盤
で
全

て
の

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
。

 
取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

が
閉
止
し

た
こ

と
を

B
中
央
制
御

室
に

連
絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

 【
第

二
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
地

震
・
津
波

）
 

A
中

央
制

御
室
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
遠

隔
操
作

に
よ
る

閉
止
を

依
頼
す
る

と
と

も
に
、
閉

止
さ

れ
た

こ
と

を
確

認
す
る
。
 

ま
た

Ｃ
Ｗ
Ｐ

を
停

止
す
る
と

と
も
に

原
子
炉

を
手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト

閉
止
前

に
誤
報

と
判
明

し
た

場
合

は
操

作
を
中

止
す

る
旨
を
記

載
。
取

水
路
防

潮
ゲ
ー

ト
閉

止
前

に
誤

報
と
判

明
し

た
場
合
は

操
作
を

中
止
す

る
旨
を

記
載

。
水

密
扉

お
よ
び

防
潮

扉
が
開
放

し
て
い

れ
ば
ペ

ー
ジ
ン

グ
等

で
関

係
者

に
連
絡
す

る
こ

と
を
記
載

。
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ
ニ
ッ

ト
停

止
お
よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ
停
止

完
了

の
連
絡
を

行
う

。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
51

条
 

（
津

波
）
 

8
-5

浸
水
防

護
施

設
 

１
．

５
 
津
波

防
護

対
策
 

ａ
．

敷
地
へ
の

浸
水

防
止
（
外
郭
防

護
１

）
 

（
ａ

）
遡
上
波

の
地

上
部
か
ら
の
到

達
、

流
入
の
防
止
 

（
中
略
）
 

評
価

の
結

果
、
遡

上
波

が
地

上
部

か
ら

到
達

し
流

入
す

る
可
能

性
が
あ
る
場
合

は
、
津
波
防
護
対
象

設
備
（
津
波
防
護

施
設
、
浸
水

防
止
設
備
、
津
波
監

視
設

備
及

び
非

常
用

取
水
設
備

を
除

く
。
）
を

内
包

す
る
建
屋

又
は

区
画

並
び

に
海

水
ポ
ン
プ

室
（

３
号
機
設
備
、
３
・
４
号

機
共

用
（

以
下

同
じ

。）
）
及
び

燃
料

油
貯

油
そ

う
（
「

重
大

事
故

等
時

の
み

３
・

４
号

機
共

用
」
、「

３
号
機
設

備
、
重

大
事
故
等

時
の
み
３
・
４
号
機
共

用
」

（
以

下
同
じ
。）
）
に

、
津
波

防
護

施
設
と
し

て
、
遡
上
波
の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
、

放
水

口
側

防
潮
堤

、
防

潮
扉
、
屋
外
排
水

路
逆

流
防
止
設

備
、
１
号
及
び
２

号
機

放
水

ピ
ッ

ト
止

水
板

、
１

号
及

び
２

号
機

中
央

制
御

室
並
び

に
中
央
制
御
室

に
潮
位
観
測
シ
ス
テ

ム
（

防
護
用

）
を
設

置
す

る
と
と
も
に

、
浸
水

防
止
設
備
と
し

て
、
開
口
部
等
の

浸
水

経
路

か
ら

の
流

入
を

防
止

す
る

た
め

の
海

水
ポ

ン
プ

室
浸

水
防

止
蓋
（
３
号
機
設

備
、
３
・
４
号
機
共
用
（
以
下
同
じ
。）
）

を
設

置
す

る
設

計
と

す
る

。
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
に

つ
い

て
は
、
防
潮

壁
、
ゲ
ー

ト
落
下
機

構
及

び
ゲ

ー
ト

扉
体

等
で
構
成

し
、

敷
地

へ
の
遡

上
及

び
水

位
の

低
下

に
よ

る
海

水
ポ

ン
プ

へ
の

影
響

の
お

そ
れ

の
あ

る
潮

位
に

至
る

前
に

遠
隔

閉
止

を
確
実

に
実
施
す
る
た

め
、
重
要
安
全
施
設
（
Ｍ
Ｓ

－
１

）
と
し

て
設

計
す
る
。
潮
位
観

測
シ
ス
テ
ム
（
防

護
用
）
は

、
潮
位

計
（
潮

位
検
出
器
、
監
視
モ

ニ
タ
（
デ

ー
タ

演
算

機
能

及
び
警
報

発
信

機
能

を
有

し
、

電
源

設
備

及
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
を

含
む
。
）
）
及
び
衛
星

電
話
（

津
波
防
護

用
）
等
に

よ
り
構
成
さ
れ
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
判

断
を

行
う

た
め

の
設

備
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
重

要
安

全
施

設
と

し
て

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

（
Ｍ
Ｓ
－
１
）

と
同
等
の
設
計
と
す

る
。
 

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

押
し

波
の

地
上

部
か

ら
の

到
達

、
流

入
を
防
止

す
る

た
め

、
原

則
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停

止
（

プ
ラ

ン
ト
停
止

）
し

、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
を
閉
止

す
る

運
用
を
保

安
規

定
に
定
め

て
管

理
す

る
。
ま
た
、
取
水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

閉
止

判
断

基
準

を
確

認
し

た
場

合
、

押
し

波
の
地

上
部
か
ら

の
到

達
、
流
入
を
防

止
す

る
た
め
、
循
環
水

ポ
ン
プ

を
停
止
（

プ
ラ
ン
ト

停
止

）
し

、
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
を

閉
止

す
る
運
用

を
保

安
規
定
に

定
め

て
管

理
す

る
。
 

（
ｂ

）
取
水
路

、
放

水
路
等
の
経
路

か
ら

の
津
波
の
流

入
防
止
 

（
中
略
）
 

評
価
の

結
果

、
流

入
す
る
可

能
性

の
あ
る
経

路
が
あ
る
場
合

は
、
津
波
防
護
対
象
設

備
（
津
波

防
護
施

設
、
浸
水
防

止
設

備
、

津
波
監

視
設
備

及
び
非

常
用
取

水
設

備
を

除
く

。）
を

内
包
す

る
建

屋
又

は
区

画
並

び
に

海
水

ポ
ン

プ
室

及
び

復
水

タ
ン

ク
の
、
津

波
防
護
施
設
と

し
て
、
経
路
か
ら

の
津
波
の
流

入
を

防
止
す

る
た
め
の
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト
、
放
水

口
側
防
潮
堤

、
防

潮
扉

、
屋
外
排
水
路
逆

流
防
止
設
備

、
１

号
及
び
２
号

機
放

水
ピ
ッ

ト
止
水
板
並
び

に
潮
位
観
測
シ
ス
テ

ム
（
防
護
用
）
を

設
置
す

る
設
計
と
す
る

。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
経
路
か

ら
の
津
波
の
流

入
を

防
止
す
る
た
め

、
原
則
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停
止
（
プ
ラ

ン
ト

停
止
）
し
、
取
水
路

防
潮
ゲ
ー
ト
を

閉
止
す
る
運

用
を

保
安
規

定
に
定
め
て
管

理
す
る
。
ま
た

、
取

水
路
防
潮
ゲ

ー
ト

の
閉
止

判
断
基
準
を
確

認
し
た
場
合

、
経
路

か
ら
の
津
波

の
流

入
を
防

止
す
る
た
め
、
循
環
水
ポ
ン
プ

を
停

止
（
プ

ラ
ン
ト
停

止
）

し
、
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト

を
閉
止
す
る
運

用
を
保
安
規

定
に

定
め
て

管
理
す
る
。
 

（
ａ

）、
（
ｂ
）
に

お
い

て
、
外
郭
防

護
と

し
て

設
置

す
る
津
波
防
護

施
設

及
び

浸
水

防
止

設
備
に

つ
い

て
は
、

各
地

点
の

入
力

津
波
に

対
し

、
設
計
上

の
裕

度
を
考
慮
す
る

。
 

添
2-
1
-

2
-
1-
12
 

資
料

２
－
２
－

１
 

耐
津
波
設

計
の

基
本

方
針
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影
響

評
価
 

(
1)
 敷

地
へ
の

浸
水

防
止
（
外

郭
防

護
１

）
 

a
. 
遡
上

波
の
地
上
部
か

ら
の
到
達
、
流
入

の
防
止
 

（
中

略
）
 

評
価
の

結
果

、
遡
上
波

が
地

上
部
か
ら
到
達

し
流

入
す

る
可
能
性
が
あ

る
場
合
は
、
津
波
防

護
対
象

設
備

(津
波

防
護

施
設
、
浸

水
防

止
設
備
、

津
波
監

視
設

備
及
び
非
常
用

取
水
設
備
を
除
く
。

)を
内

包
す
る

建
屋
又
は
区
画

に
、
遡
上
波
の
流
入

を
防
止

す
る

た
め
の
津
波
防

護
施
設
を
設
置
す
る

と
と
も

に
、

開
口
部
等
の
浸

水
経
路
か
ら
の
流
入

を
防
止

す
る

た
め
の
浸
水
防

止
設
備
を
設
置
す
る

設
計
と

す
る

。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
遡
上
波

の
地

上
部

か
ら
の
到
達
、

流
入
を
防
止
す
る
た

め
、
原

則
、

循
環
水
ポ
ン
プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン
ト

停
止
）

し
、

取
水
路
防
潮
ゲ

ー
ト
を
閉
止
す
る
運

用
を
保

安
規

定
に
定
め
て
管

理
す
る
。
ま
た
、
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉
止
判

断
基
準
を
確
認
し
た

場
合
、

遡
上

波
の
地
上
部
か

ら
の
到
達
、
流
入
を

防
止
す

る
た

め
、
循
環
水
ポ

ン
プ
を
停
止
（
プ
ラ

ン
ト
停

止
）

し
、
取
水
路
防

潮
ゲ
ー
ト
を
閉
止
す

る
運
用

を
保

安
規
定
に
定
め

て
管
理
す
る
。
 

b
. 
取
水

路
、
放
水
路
等

の
経
路
か
ら
の
津

波
の
流

入
防

止
 

（
中

略
）
 

評
価

の
結
果
、

流
入

す
る
可
能

性
の

あ
る

経
路

が
あ
る

場
合

は
、
津
波

防
護

対
象
設
備
（
津

波
防

護
施
設

、
浸

水
防
止
設

備
、

津
波
監
視
設
備

及
び

非
常
用

取
水

設
備
を
除

く
。
）
を
内

包
す
る
建

屋
及

び
区
画

並
び

に
海
水
ポ

ン
プ

室
及
び
復
水
タ

ン
ク

に
、
経

路
か

ら
の
津
波

の
流

入
を
防
止
す
る

た
め

の
津
波

防
護

施
設
を
設

置
す

る
。
 

大
津

波
警
報
が

発
表

さ
れ
た
場

合
、

経
路

か
ら

の
津

波
の

流
入
を
防

止
す

る
た
め
、

原
則

、
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
（
プ

ラ
ン

ト
停
止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉
止
す

る
運

用
を
保
安

規
定

に
定

め
て

管
理

す
る

。
ま
た
、

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
を

確
認
し
た

場
合

、
経
路
か

ら
の

津
波

の
流

入
を

防
止

す
る
た
め

、
循

環
水
ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）
し
、

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安
規
定

に
定

め
て
管
理

す
る

。
 

添
付

３
 

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準
 

（
第

１
８

条
の

５
お

よ
び

第
１

８
条

の
６
関

連
）
 

１
 
重

大
事

故
等
対
策
 

１
．
３

 
手

順
書
の
整

備
 

(
1)
 

ク
 
各

課
（
室
）
長
は
、
前
兆
事
象
と
し
て

把
握
が
で

き
る

か
、

重
大

事
故

を
引

き
起

こ
す

可
能

性
が

あ
る

か
を

考
慮

し
て

、
設

備
の

安
全

機
能

の
維

持
な

ら
び

に
事

故
の

未
然

防
止

対
策

を
あ

ら
か

じ
め

検
討

し
て

お
き

、
前

兆
事

象
を

確
認

し
た

時
点

で
事

前
の

対
応

が
で

き
る

体
制

お
よ

び
手

順
を

社
内

標
準
に

定
め
る
。
 

(
ｱ)
 

安
全
・
防
災

室
長
お
よ
び
発
電
室

長
は
、
大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
、

原
則

と
し

て
循

環
水
ポ

ン
プ
を
停

止
（
プ
ラ
ン

ト
停
止
）
し

、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
お

よ
び

原
子

炉
の

冷
却

操
作

を
行

う
手
順
、
ま

た
、
所
員
の
高

台
へ
の

避
難
お
よ

び
水

密
扉

の
閉

止
を

行
い

、
津

波
監

視
カ

メ
ラ

お
よ

び
潮

位
計

に
よ

る
津

波
の

継
続

監
視

を
行

う
手

順
を

社
内
標
準

に
定

め
る
。
 

た
だ
し

、
以

下
の
場
合

は
そ

の
限
り
で
は
な

い
。
 

ａ
 
大

津
波

警
報
が
誤

報
で

あ
っ
た
場
合
 

ｂ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て

、
高

浜
発

電
所

を
含

む
地

域
に

到
達

す
る

ま
で

の
時

間
経

過
で

、
大

津
波

警
報

が
見

直
さ

れ
た

場
合
 

(
ｲ)
 

安
全
・
防
災

室
長
お
よ
び
発
電
室

長
は
、
取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
し

た
場
合

、
循
環
水
ポ

ン
プ

を
停
止
（
プ
ラ
ン

ト
停
止
）

し
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉

止
お

よ
び

原
子

炉
の
冷

却
操
作
を

行
う

手
順
、
ま
た
、
所
員

の
高
台
へ

の
避

難
お

よ
び

水
密

扉
の

閉
止

を
行

い
、

津
波

監
視

カ
メ

ラ
お

よ
び

潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監

視
を

行
う
手
順

を
社

内
標
準
に

定
め

る
。

 
 

－
 

運
転

管
理
通

達
 

原
子
力

運
転
業

務
要
綱
 

第
一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 

第
一

発
電
室
 

事
故

時
操
作
所

則
（

A-
5
 
地

震
・
津
波
）
 

＜
日

本
海
側

を
震

源
と
す
る

地
震
に

よ
り
、

福
井
県

と
京

都
府

の
い

ず
れ
か
に

大
津

波
警
報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
＞
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

ユ
ニ

ッ
ト
が
ト

リ
ッ

プ
し
て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お
よ
び

２
号

機
Ａ
・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制
御

室
か

ら
循
環
水

ポ
ン
プ

停
止
完

了
の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取
水
路
口

防
潮

ゲ
ー
ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る
。
 

取
水

路
口
防

潮
ゲ

ー
ト
機
械

式
用

(
電
磁
式

用
)
遠
隔

操
作

盤
で

全
て

の
取
水
路

口
防

潮
ゲ
ー
ト

を
閉

止
す

る
。
 

取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
が
閉
止

し
た
こ

と
を
Ｂ

中
央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

注
意

事
項
と

し
て

、
誤
報
等

の
場
合

は
、
大

津
波
警

報
発

表
時

の
対

応
は
実
施

し
な

い
よ
う
に

記
載

。
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号
機
の
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び
循

環
水

ポ
ン
プ
停

止
完

了
の
連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
を

閉
止
す
る

よ
う

指
示
す
る

。
 

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

機
械
式
用

(電
磁
式
用

)遠
隔
操
作
盤
で
全

て
の

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
。

 
取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

が
閉
止
し

た
こ

と
を

B
中

央
制

御
室
に
連

絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

津
波

監
視
カ
メ

ラ
お

よ
び
潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監
視
を

行
う

。
 

海
岸

付
近
か
ら

全
員

避
難
す
る

よ
う

所
内

一
斉

ペ
ー

ジ
ン
グ
を

行
う

。
 

放
水

口
付
近
の

作
業

員
に
対
し

車
両

に
乗

車
し

高
所

に
避
難
す

る
よ

う
所
内
一

斉
ペ

ー
ジ
ン
グ

に
よ

り
指

示
す

る
 

海
岸

付
近
か
ら

全
員

避
難
す
る

。
 

水
密

扉
監
視
設

備
の

警
報
監
視

に
よ

り
、

水
密

扉
の

閉
止
状
態

を
確

認
す
る
。

開
放

さ
れ
て
い

る
場

合
は

、
所

内
一

斉
ペ
ー
ジ

ン
グ

等
に
よ
り

扉
開

放
者
に
閉

止
す

る
よ

う
連

絡
す

る
。
 

 第
二

発
電
室
 

事
故

時
操
作
所

則
（

A-
5
 
地

震
・
津
波
）
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ
ニ
ッ

ト
停

止
お
よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ
停
止

完
了

の
連
絡
を

行
う

。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

津
波

監
視
カ
メ

ラ
お

よ
び
潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
継

続
監
視
を

行
う

。
 

海
岸

付
近
か
ら

全
員

避
難
す
る

よ
う

所
内

一
斉

ペ
ー

ジ
ン
グ
を

行
う

。
 

放
水

口
付
近
の

作
業

員
に
対
し

車
両

に
乗

車
し

高
所

に
避
難
す

る
よ

う
所
内
一

斉
ペ

ー
ジ
ン
グ

に
よ

り
指

示
す

る
 

海
岸

付
近
か
ら

全
員

避
難
す
る

。
 

水
密

扉
監
視
設

備
の

警
報
監
視

に
よ

り
、

水
密

扉
の

閉
止
状
態

を
確

認
す
る
。

開
放

さ
れ
て
い

る
場

合
は

、
所

内
一

斉
ペ
ー
ジ

ン
グ

等
に
よ
り

扉
開

放
者
に
閉

止
す

る
よ

う
連

絡
す

る
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
51

条
 

（
津

波
）
 

8
-5
 

浸
水

防
護
施

設
 

１
．

５
 
津
波

防
護

対
策
 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取
水

性
低

下
及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必
要
な
機
能

へ
の
影
響
防
止
 

（
ａ

）
海
水
ポ

ン
プ

等
の
取
水
性
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
の

下
降

側
水

位
が

、
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
可

能
水

位
を

上
回

る
こ
と

に
よ

り
、
取
水
機

能
が

保
持
で
き

る
設
計
と

す
る

。
そ
の

た
め
、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
及

び
潮

位
観

測
シ
ス

テ
ム

（
防
護
用

）
を

設
置
す
る
設
計

と
す

る
。
 

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し
て

い
る

た
め
、
発

電
所

を
含
む
地

域
に

大
津
波
警
報
が

発
表
さ
れ
た
場

合
、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、
循
環
水
ポ
ン

プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン
ト
停

止
）
し

、
取
水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用
を

保
安

規
定
に

定
め

て
管

理
す

る
。
ま

た
、
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
の

閉
止
判
断
基
準

を
確
認
し
た
場

合
、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
循

環
水

ポ
ン
プ
を

停
止
（

プ
ラ
ン
ト

停
止
）
し

、
取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る
運

用
を

保
安
規
定
に
定

め
て

管
理
す
る
。
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対
し

て
も

、
取
水

機
能

が
保

持
で

き
る
設

計
と

す
る
。
 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合
に

は
、

引
き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量
を

確
保

す
る
た
め
、
原
則
、
循
環

水
ポ

ン
プ
を
停
止
す

る
運

用
を
保
安

規
定

に
定
め
て
管
理

す
る

。
 

 

添
2-
1
-

2
-
1-
13
 

資
料

２
－
１
－

２
－

１
 
耐
津

波
設

計
の

基
本

方
針
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影
響

評
価
 

(
4)
 水

位
変
動

に
伴

う
取
水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的
な

影
響

に
よ
る
重

要
な

安
全
機
能
及
び

重
大

事
故
等

時
に

対
処
す
る

た
め

に
必
要
な
機
能

へ
の

影
響
防

止
 

a
. 
海
水

ポ
ン
プ
等
の
取

水
性
 

海
水
ポ

ン
プ

に
つ
い
て

は
、

海
水
ポ
ン
プ
室

の
入

力
津

波
の
下
降

側
水

位
が
、
海

水
ポ

ン
プ

の
取

水
可

能
水

位
を
上
回

る
こ

と
に
よ
り

、
取

水
機

能
が

保
持

で
き

る
設
計
と

す
る

。
 

大
津
波

警
報

が
発
表
さ

れ
た

場
合
、
引
き
波

時
に

お
け

る
海
水
ポ

ン
プ

の
取
水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

原
則

、
循
環
水

ポ
ン

プ
を
停
止

（
プ

ラ
ン

ト
停

止
）

し
、

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定
め
て

管
理

す
る
。
ま

た
、

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
閉
止
判

断
基

準
を
確
認

し
た

場
合

、
引

き
波

時
に

お
け
る
海

水
ポ

ン
プ
の
取

水
量

を
確

保
す

る
た

め
、

循
環
水
ポ

ン
プ

を
停
止
（

プ
ラ

ン
ト

停
止

）
し
、

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
運

用
を

保
安

規
定

に
定
め
て

管
理

す
る
。
 

地
震
加

速
度

高
に
よ
り

原
子

炉
が
ト
リ
ッ
プ

し
、

か
つ

津
波
警
報

等
が

発
表
さ
れ

た
場

合
、

引
き

波
時

に
お

け
る
海
水

ポ
ン

プ
の
取
水

量
を

確
保

す
る

た
め
、

原
則
、
循

環
水

ポ
ン
プ
停

止
を

実
施

す
る

運
用

を
保

安
規
定
に

定
め

て
管
理
す

る
。
 

ま
た
、

大
容

量
ポ
ン
プ

（
１

・
２
号
機
共
用

（
以

下
同

じ
。
））
、
大
容
量
ポ

ン
プ
（
放
水
砲
用

）（
１
・

２
号

機
共
用
（

以
下

同
じ
。）
）
、
送
水
車
（

１
・
２

号
機

共
用
（
以

下
同

じ
。
））

に
つ
い

て
も

入
力

津
波

の
水

位
に
対
し

て
、

取
水
性
が

確
保

で
き

る
も

の
を

用
い

る
設
計
と

す
る

。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基
準
（

第
１
８

条
、

第
１

８
条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２
関

連
）
 

５
 津

波
 

５
．
４

 手
順
書

の
整
備
 

(
1)
 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を

除
く

。
）
は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に
定

め
る
。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合
の
対

応
 

(
a)
当

直
課
長
は

、
原
則
と
し
て
１

号
炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン
ト
停

止
）
す
る
。
ま
た
、
Ａ
中

央
制
御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子
炉
の

冷
却

操
作
を
実

施
す

る
。

 
た
だ
し

、
以
下
の
場
合

は
そ

の
限
り
で
は
な

い
。
 

ア
 
大

津
波
警
報
が
誤

報
で

あ
っ
た
場
合
 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て
、
発
電

所
を

含
む
地
域

に
、
到
達

す
る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波
へ

の
対
応
 

(
a)
 
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の

閉
止
判

断
基
準

等
を
確

認
※
し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当
直
課

長
は
、
１
号
炉
、
２
号
炉
、
３

号
炉
お
よ

び
４
号

炉
の

循
環

水
ポ
ン

プ
を
停

止
（
プ

ラ
ン

ト
停
止
）
す

る
。
ま
た
、
Ａ

中
央
制
御
室
か
ら
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る

と
と
も

に
、
原

子
炉

の
冷
却
操

作
を
実
施
す
る

。
 

※
：「

潮
位
観

測
シ
ス
テ

ム
（
防
護
用
）
の
う
ち
、
 2
 

台
の
潮

位
計
の
観
測
潮

位
が

い
ず
れ
も
 
1
0 

分
以

内
に
 
0.
5
 m

以
上
下
降

し
、
そ
の
後
、
最
低

潮
位

か
ら
 
1
0
 
分
以

内
に
 
0
.
5 

m
以

上
上
昇
す

る
こ

と
、
ま

た
は
 
1
0 

分
以
内
に

 
0.
5 

m
以
上

上
昇

し
、
そ
の
後

、
最
高
潮
位

か
ら
 
10
 
分
以
内
に

 0
.
5
 

m
以

上
下
降
す

る
こ
と

、
な
ら

び
に
発
電

所
構

外
に

お
い

て
、
遡
上

波
の
地

上
部
か

ら
の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放
水

路
等
の

経
路
か

ら
の

流
入
（

以
下
、「

敷
地
へ

の
遡

上
」
と
い

う
。
）
な
ら
び

に
水
位

の
低

下
に

よ
る
海

水
ポ
ン

プ
へ
の

影
響

の
お
そ
れ

が
あ
る
潮
位
の

変
動

を
観
測
し
、
そ
の

後
、

潮
位
観

測
シ
ス
テ
ム
（
防

護
用
）
の
う
ち

、
 
2 
台

の
潮
位

計
の
観
測
潮
位

が
い

ず
れ
も
 
10
 
分

以
内

に
 0
.
5 
m
以

上
下
降
す

る
こ
と
、
ま
た
は
 
1
0 
分

以
内
に

 
0.
5
 
m
以

上
上
昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お
よ

び
２

号
炉

を
担
当

す
る
当

直
課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担
当

す
る
当

直
課
長

の
潮

位
観
測
シ

ス
テ
ム
（
防

護
用
）
の
う
ち
衛
星
電

話
（
津

波
防
護

用
）

を
用

い
た
連

携
に
よ

り
確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「
取

水
路
防

潮
ゲ
ー

ト
の

閉
止
判
断

基
準
等
を
確
認
」
と
い
う
。
以
下
、
同
じ
。）
 

ｆ
．
地
震
加

速
度

高
に
よ
り

原
子

炉
が
ト
リ

ッ
プ
し
、

か
つ
発

電
所

を
含

む
地
域

に
津
波

警
報
等

が
発

表
さ
れ
た

場
合
の
対
応
 

(
a)
 当

直
課
長

は
、
原
則
と
し
て

１
号
炉

、
２
号

炉
、

３
号
炉

お
よ

び
４

号
炉
の

循
環
水

ポ
ン
プ

を
停

止
す
る
。
 

(
b)
 
当

直
課
長

は
、

津
波
監

視
カ
メ

ラ
お
よ

び
潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を
実

施
す

る
。
 

 

－
 

運
転

管
理
通

達
 

原
子
力

運
転
業

務
要
綱
 

設
計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達
 

 第
一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
業

務
所

則
 

【
設

計
基
準

事
象

時
に
お
け

る
原
子

炉
施
設

の
保
全

の
た

め
の

活
動

に
関
す
る

所
達

】
 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の
た

め
の
活
動
 

３
．

津
波
発
生

時
に

お
け
る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の
活

動
 

（
１

）
発
電
所

を
含

む
地
域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ
た
場

合
の

対
応
手
順
 

ａ
．

当
直
課
長
は
、
原

則
と
し
て
循
環
水
ポ

ン
プ
を
停

止
す

る
。
ま
た
、
原

子
炉
を
停
止
さ

せ
Ａ

中
央
制
御

室
か

ら
取

水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
を
閉
止
す
る

と
と

も
に
、
原

子
炉

の
冷

却
操
作
を
実
施

す
る
こ
と
に
つ

い
て

、「
高
浜
発
電
所

 
事

故
時
操
作
所
則

」
に
よ
り
対
応

す
る

も
の
と
す

る
。
 

た
だ
し

、
以

下
の
場
合

は
そ

の
限
り
で
は
な

い
。
 

（
ａ

）
 
大
津

波
警

報
が
誤
報

で
あ

っ
た

場
合
 

（
ｂ

）
 
遠
方

で
発

生
し
た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て
、
発

電
所

を
含
む
地

域
に

、
到
達
す
る
ま

で
の

時
間
経

過
で

、
大
津
波

警
報

が
見
直
さ
れ
た

場
合
 

ｄ
．

当
直
課
長
は
、
津

波
監
視
カ
メ
ラ
、
潮

位
計
に
よ

る
津

波
の
襲
来
状
況

の
監
視
に
係
る

運
用

手
順
に
つ

い
て

は
、

「
高
浜
発
電
所

 
事
故
時
操
作

所
則

」
に
よ
り

対
応

す
る

も
の
と
す
る
。
 

（
３

）
津
波
警

報
等

が
発
表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津
波
へ

の
対

応
 

ａ
．

 取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト

の
閉

止
判
断
基

準
等
を
確
認

※
し

た
場
合

の
対

応
 

（
ａ

）
 当

直
課

長
は
、
循

環
水

ポ
ン
プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン

ト
停

止
）
す
る
。

ま
た
、
Ａ
中
央

制
御
室
か
ら
取

水
路

防
潮
ゲ
ー
ト
を

閉
止
す
る
と
と

も
に
、
原
子
炉

の
冷

却
操
作
を
実
施

す
る
こ
と
に
つ

い
て
、「

高
浜
発
電

所
 

事
故
時
操
作
所

則
」
に
よ
り
対

応
す
る
も
の
と

す
る

。
 

※
：
「
潮

位
観
測
シ

ス
テ

ム
（
防
護

用
）

の
う
ち
、
 
2 
台

の
潮
位
計
の
観

測
潮
位
が
い
ず

れ
も
 1
0
 分

以
内
に

 
0
.
5 
m
以
上
下

降
し
、
そ

の
後

、
最
低
潮
位
か

ら
 
10
 

分
以
内
に

 0
.
5 
m
以
上

上
昇
す
る

こ
と
、
ま
た

は
 

1
0
 分

以
内
に

 0
.
5 
m
以
上
上

昇
し
、
そ
の
後

、
最

高
潮
位
か
ら
 
10
 
分
以
内
に
 
0.
5
 m

以
上
下
降

す
る

こ
と
、
な
ら
び

に
発
電
所
構
外

に
お
い
て
、
遡

上
波

の
地
上
部
か
ら

の
到
達
、
流
入

お
よ
び
取
水
路

、
放

水
路
等
の
経
路

か
ら
の
流
入
（

以
下
「
敷
地
へ

の
遡

上
」
と
い
う
。
）
な

ら
び

に
水
位
の

低
下

に
よ
る
海

水
ポ
ン
プ
へ
の

影
響
の
お
そ
れ

が
あ
る
潮
位
の

変
動

を
観
測
し
、
そ

の
後
、
潮
位
観

測
シ
ス
テ
ム
（

防
護

用
）
の
う
ち
、

 2
 台

の
潮
位
計
の

観
測

潮
位
が
い

ず
れ
も
 
10
 
分
以

内
に
 
0.
5
 
m
以

上
下
降
す
る

こ
と

、
ま
た
は
 
10
 
分
以
内
に
 
0.
5
 m

以
上
上
昇

す
る

こ
と
。」

を
１
号
炉

お
よ

び
２
号
炉

を
担

当
す
る
当

直
課
長
と
３
号

炉
お
よ
び
４
号

炉
を
担
当
す
る

当
直

課
長
の
潮
位
観

測
シ
ス
テ
ム
（

防
護
用
）
の
う

ち
衛

星
電
話
（
津
波

防
護
用
）
を
用

い
た
連
携
に
よ

り
確

認
（
こ
の
条
件

の
成
立
確
認
を

「
取
水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
の
閉
止
判
断

基
準
等
を
確
認

」
と
い
う
。
以

下
、

同
じ
。）

 
（
５

）
取
水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
の

管
理
 

ａ
．

当
直
課
長
は
、
取

水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
の

対
応
手
順

に
つ

い
て
は
、
「
高
浜
発

電
所

 
事
故
時

操
作

所
則
」
に
よ

り
対

応
す
る
も
の
と

す
る
。
 

 【
第

一
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
」
 

＜
日

本
海
側

を
震

源
と
す
る

地
震
に

よ
り
、

福
井
県

と
京

都
府
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
51

条
 

（
津

波
）
 

8
-5
 

浸
水

防
護
施

設
 

１
．

５
 
津
波

防
護

対
策
 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取
水

性
低

下
及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必
要
な
機
能

へ
の
影
響
防
止
 

（
ａ

）
海
水
ポ

ン
プ

等
の
取
水
性
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
海

水
ポ

ン
プ

室
前

の
入

力
津

波
の

下
降

側
水

位
が

、
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
可

能
水

位
を

上
回

る
こ
と

に
よ

り
、
取
水
機

能
が

保
持
で
き

る
設
計
と

す
る

。
そ
の

た
め
、
津

波
防

護
施

設
と

し
て

、
取
水

路
防

潮
ゲ
ー

ト
及

び
潮

位
観

測
シ
ス

テ
ム

（
防
護
用

）
を

設
置
す
る
設
計

と
す

る
。
 

循
環

水
ポ

ン
プ

室
及

び
海

水
ポ

ン
プ

室
は

隣
接

し
て

い
る

た
め
、
発

電
所

を
含
む
地

域
に

大
津
波
警
報
が

発
表
さ
れ
た
場

合
、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
原

則
、
循
環
水
ポ
ン

プ
を

停
止
（
プ
ラ
ン
ト
停

止
）
し

、
取
水
路
防
潮

ゲ
ー

ト
を

閉
止

す
る

運
用
を

保
安

規
定
に

定
め

て
管

理
す

る
。
ま

た
、
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
の

閉
止
判
断
基
準

を
確
認
し
た
場

合
、
引

き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量

を
確

保
す

る
た

め
、
循

環
水

ポ
ン
プ
を

停
止
（

プ
ラ
ン
ト

停
止
）
し

、
取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る
運

用
を

保
安
規
定
に
定

め
て

管
理
す
る
。
 

海
水

ポ
ン

プ
に

つ
い

て
は

、
津

波
に

よ
る

海
水

ポ
ン

プ
室

前
の

上
昇

側
の

水
位

変
動

に
対
し

て
も

、
取
水

機
能

が
保

持
で

き
る
設

計
と

す
る
。
 

地
震

加
速

度
高

に
よ

り
原

子
炉

が
ト

リ
ッ

プ
し

、
か

つ
津

波
警

報
等

が
発

表
さ

れ
た

場
合
に

は
、

引
き
波

時
に

お
け

る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量
を

確
保

す
る
た
め
、
原
則
、
循
環

水
ポ

ン
プ
を
停
止
す

る
運

用
を
保
安

規
定

に
定
め
て
管
理

す
る

。
 

 

添
2-
1
-

2
-
4-
39
 

資
料

２
－
１
－

２
－

４
 
入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設
備
へ

の
影

響
評
価
 

3
.5
 水

位
変
動

に
伴

う
取
水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響
に

よ
る

重
要
な
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

に
対
処
す

る
た

め
に
必
要

な
機

能
へ

の
影

響
防

止
に

係
る
評
価
 

(
3)
 評

価
結
果
 

a
. 
海
水

ポ
ン
プ
等
の
取

水
性
 

(
a)
 海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
性
 

イ
．

水
位
低
下

に
対

す
る
評
価
 

引
き
波
時
の
水

位
の
低
下
に
対

し
て

海
水
ポ
ン

プ
が

機
能
保
持
で
き

る
設
計
と
す
る
た
め

に
取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト
及
び

潮
位
観
測
シ
ス
テ
ム

（
防
護

用
）

を
設
置
す
る
。

循
環
水
ポ
ン
プ
室
及

び
海
水

ポ
ン

プ
室
は
水
路
に

よ
っ
て
連
絡
さ
れ
て

い
る
た

め
、

発
電
所
を
含
む

地
域
に
大
津
波
警
報

が
発
表

さ
れ

た
場
合
、
引
き

波
時
に
お
け
る
海
水

ポ
ン
プ

の
取

水
量
を
確
保
す

る
た
め
、
原
則
、
循

環
水
ポ

ン
プ

を
停
止
（
プ
ラ

ン
ト
停
止
）
し
、
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉
止
す

る
運
用
を
保
安
規
定

に
定
め

て
管

理
す
る
。
ま
た
、

取
水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
の
閉

止
判

断
基
準
を
確
認

し
た
場
合
、
引
き
波

時
に
お

け
る

海
水
ポ
ン
プ
の

取
水
量
を
確
保
す
る

た
め
、

循
環

水
ポ
ン
プ
を
停

止
（
プ
ラ
ン
ト
停
止

）
し
、

取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト

を
閉
止
す
る
運
用
を

保
安
規

定
に

定
め
て
管
理
す

る
。
地
震
加
速
度
高

に
よ
り

原
子

炉
が
ト
リ
ッ
プ

し
、
か
つ
津
波
警
報

等
が
発

表
さ

れ
た
場
合
、
引

き
波
時
に
お
け
る
海

水
ポ
ン

プ
の

取
水
量
を
確
保

す
る
た
め
、
原
則
、

循
環
水

ポ
ン

プ
停
止
を
実
施

す
る
運
用
を
保
安
規

定
に
定

め
て

管
理
す
る
。
 

こ
の

評
価
の
結

果
、

海
水
ポ
ン

プ
室

前
の

入
力

津
波

高
さ

は
、

T.
P
.-
3.
3m

で
あ
り

、
海
水
ポ

ン
プ

の
設

計
取

水
可
能
水
位

T
.P
.-
3
.5
2m

を
上
回
る

こ
と
か

ら
、

水
位
低
下

に
対

し
て
海
水

ポ
ン

プ
は

機
能

保
持

で
き

る
。
（
第

3-
2
3
図
）

 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基
準
（
第

１
８

条
、

第
１

８
条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２
関

連
）
 

５
 津

波
 

５
．
４

 手
順
書

の
整
備
 

(
1)
 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を

除
く

。
）
は
、
津

波
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、

以
下

の
活

動
を

実
施

す
る

こ
と

を
社

内
標

準
に
定

め
る
。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合
の
対

応
 

(
a)
当

直
課
長
は

、
原
則
と
し
て
１

号
炉
、
２

号
炉

、
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

の
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止

（
プ

ラ
ン
ト
停

止
）
す
る
。
ま
た
、
Ａ
中

央
制
御
室

か
ら

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す

る
と

と
も

に
、

原
子
炉
の

冷
却

操
作
を
実

施
す

る
。

 
た
だ
し

、
以
下
の
場
合

は
そ

の
限
り
で
は
な

い
。
 

ア
 
大

津
波
警
報
が
誤

報
で

あ
っ
た
場
合
 

イ
 

遠
方

で
発

生
し

た
地

震
に

伴
う

津
波

で
あ

っ
て
、
発
電

所
を

含
む
地
域

に
、
到
達

す
る
ま

で
の

時
間

経
過

で
、

大
津

波
警

報
が

見
直

さ
れ

た
場

合
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波
へ

の
対
応
 

(
a)
 
取

水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の

閉
止
判

断
基
準

等
を
確

認
※
し
た

場
合

の
対

応
 

ア
 
当
直
課

長
は
、
１
号
炉
、
２
号
炉
、
３

号
炉
お
よ

び
４
号

炉
の

循
環

水
ポ
ン

プ
を
停

止
（
プ

ラ
ン

ト
停
止
）
す

る
。
ま
た
、
Ａ

中
央
制
御
室
か
ら
取

水
路

防
潮
ゲ

ー
ト

を
閉

止
す
る

と
と
も

に
、
原

子
炉

の
冷
却
操

作
を
実
施
す
る

。
 

※
：「

潮
位
観

測
シ
ス
テ

ム
（
防
護
用
）
の
う
ち
、
 2
 

台
の
潮

位
計
の
観
測
潮

位
が

い
ず
れ
も
 
1
0 

分
以

内
に
 
0.
5
 m

以
上
下
降

し
、
そ
の
後
、
最
低

潮
位

か
ら
 
1
0
 
分
以

内
に
 
0
.
5 

m
以

上
上
昇
す

る
こ

と
、
ま

た
は
 
1
0 

分
以
内
に

 
0.
5 

m
以
上

上
昇

し
、
そ
の
後

、
最
高
潮
位

か
ら
 
10
 
分
以
内
に

 0
.
5
 

m
以

上
下
降
す

る
こ
と

、
な
ら

び
に
発
電

所
構

外
に

お
い

て
、
遡
上

波
の
地

上
部
か

ら
の
到

達
、

流
入

お
よ

び
取

水
路

、
放
水

路
等
の

経
路
か

ら
の

流
入
（

以
下
、「

敷
地
へ

の
遡

上
」
と
い

う
。
）
な
ら
び

に
水
位

の
低

下
に

よ
る
海

水
ポ
ン

プ
へ
の

影
響

の
お
そ
れ

が
あ
る
潮
位
の

変
動

を
観
測
し
、
そ
の

後
、

潮
位
観

測
シ
ス
テ
ム
（
防

護
用
）
の
う
ち

、
 
2 
台

の
潮
位

計
の
観
測
潮
位

が
い

ず
れ
も
 
10
 
分

以
内

に
 0
.
5 
m
以

上
下
降
す

る
こ
と
、
ま
た
は
 
1
0 
分

以
内
に

 
0.
5
 
m
以

上
上
昇
す

る
こ

と
。
」
を

１
号

炉
お
よ

び
２

号
炉

を
担
当

す
る
当

直
課
長

と
３

号
炉

お
よ

び
４

号
炉

を
担
当

す
る
当

直
課
長

の
潮

位
観
測
シ

ス
テ
ム
（
防

護
用
）
の
う
ち
衛
星
電

話
（
津

波
防
護

用
）

を
用

い
た
連

携
に
よ

り
確
認

（
こ

の
条

件
の

成
立

確
認

を
「
取

水
路
防

潮
ゲ
ー

ト
の

閉
止
判
断

基
準
等
を
確
認
」
と
い
う
。
以
下
、
同
じ
。）
 

ｆ
．
地
震
加

速
度

高
に
よ
り

原
子

炉
が
ト
リ

ッ
プ
し
、

か
つ
発

電
所

を
含

む
地
域

に
津
波

警
報
等

が
発

表
さ
れ
た

場
合
の
対
応
 

(
a)
 当

直
課
長

は
、
原
則
と
し
て

１
号
炉

、
２
号

炉
、

３
号
炉

お
よ

び
４

号
炉
の

循
環
水

ポ
ン
プ

を
停

止
す
る
。
 

(
b)
 
当

直
課
長

は
、

津
波
監

視
カ
メ

ラ
お
よ

び
潮
位

計
に

よ
る

津
波

の
襲

来
状

況
の

監
視

を
実

施
す

る
。
 

 

－
 

運
転

管
理
通

達
 

原
子
力

運
転
業

務
要
綱
 

設
計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達
 

 第
一
発

電
室

 
事

故
時

操
作

所
則

 
 第

二
発

電
室

 
業

務
所

則
 

の
い

ず
れ
か
に

大
津

波
警
報
が

発
表

さ
れ

た
場

合
＞
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

ユ
ニ

ッ
ト
が
ト

リ
ッ

プ
し
て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
号

機
お
よ
び

２
号

機
Ａ
・
Ｂ

循
環

水
ポ

ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

Ｂ
中

央
制
御

室
か

ら
循
環
水

ポ
ン
プ

停
止
完

了
の
連

絡
が

あ
れ

ば
、

取
水
路
口

防
潮

ゲ
ー
ト
を

閉
止

す
る

よ
う

指
示

す
る
。
 

取
水

路
口
防

潮
ゲ

ー
ト
機
械

式
用

(
電
磁
式

用
)
遠
隔

操
作

盤
で

全
て

の
取
水
路

口
防

潮
ゲ
ー
ト

を
閉

止
す

る
。
 

取
水

路
防
潮

ゲ
ー

ト
が
閉
止

し
た
こ

と
を
Ｂ

中
央
制

御
室

に
連

絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

注
意

事
項
と

し
て

、
誤
報
等

の
場
合

は
、
大

津
波
警

報
発

表
時

の
対

応
は
実
施

し
な

い
よ
う
に

記
載

。
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

B
中

央
制

御
室

か
ら

3・
4
号
機
の
ユ

ニ
ッ

ト
停

止
お

よ
び
循

環
水

ポ
ン
プ
停

止
完

了
の
連
絡

が
あ

れ
ば

、
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
を

閉
止
す
る

よ
う

指
示
す
る

。
 

取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

機
械
式
用

(電
磁
式
用

)遠
隔
操
作
盤
で
全

て
の

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
を
閉

止
す

る
。

 
取
水

路
防
潮
ゲ

ー
ト

が
閉
止
し

た
こ

と
を

B
中
央
制
御

室
に

連
絡
す

る
。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

  【
第

二
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

A
中

央
制

御
室
に

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
遠

隔
操
作

に
よ
る

閉
止
を

依
頼
す

る
と

と
も
に
、

閉
止
さ

れ
た
こ

と
を
確

認
す

る
。

ま
た

Ｃ
Ｗ
Ｐ

を
停

止
す
る
と

と
も
に

原
子
炉

を
手
動

ト
リ

ッ
プ

す
る

。
取
水

路
防

潮
ゲ
ー
ト

閉
止
前

に
誤
報

と
判
明

し
た

場
合

は
操

作
を
中
止

す
る

旨
を
記
載

。
 

＜
海

底
地
す
べ

り
に

よ
る
津
波

発
生

を
検

知
し

た
場

合
＞
 

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
を
担
当

す
る

当
直

課
長

と
３

号
炉
お
よ

び
４

号
炉
を
担

当
す

る
当
直
課

長
の

潮
位

観
測

シ
ス

テ
ム
（
防

護
用

）
の
う
ち

衛
星

電
話
（
津

波
防

護
用

）
を

用
い

た
連
携
に

よ
り

取
水
路
防

潮
ゲ

ー
ト
の
閉

止
判

断
基

準
等

を
確

認
す
る
。
 

運
転

し
て
い
る

循
環

水
ポ
ン
プ

を
停

止
す

る
。
 

原
子

炉
を
手
動

ト
リ

ッ
プ
さ
せ

る
。
 

循
環

水
ポ
ン
プ

の
停

止
を
確
認

す
る

。
 

A
中

央
制

御
室

へ
ユ
ニ
ッ

ト
停

止
お
よ
び

循
環

水
ポ

ン
プ
停
止

完
了

の
連
絡
を

行
う

。
 

原
子

炉
の
冷
却

操
作

を
実
施
す

る
。
 

 【
第

一
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

【
第

二
発
電
室

 
事

故
時
操
作

所
則

】（
A
-
5 

地
震
・
津
波
）
 

地
震

加
速
度

高
に

よ
り
原
子

炉
ト
リ

ッ
プ
し

、
か
つ

発
電

所
を

含
む

地
域
に

津
波

警
報
等
が

発
表
さ

れ
た
場

合
に
循

環
水

ポ
ン

プ
を

停
止
す
る

操
作

手
順
の
記

載
。
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別
添
１

 「
基

本
設
計

方
針
他
に
記
載
さ
れ
た
運
用
事
項

の
整
理

」
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

 
保

安
規

定
記

載
方

針
 

社
内

標
準

 
社

内
標

準
に

お
け

る
 

具
体

的
記

載
案
 

様
式

条
文

 
施

設
区

分
 

基
本

設
計

方
針

 
説

明
書

番
号

 
／

 
記

載
ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ
 

説
明

書
記

載
 

条
文

 
番

号
 

内
容

 
備

考
 

２
次

 
文

書
 

３
次

 
文

章
 

(要
綱

類
)
 

３
次

 
文

書
 

(
発

電
所

大
)
 

第
51

条
3
8 

（
津

波
）
 

8
-5
 

浸
水

防
護
施

設
 

１
．

５
 
津
波

防
護

対
策
 

ｄ
．

水
位

変
動

に
伴

う
取
水

性
低

下
及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響

に
よ

る
重

要
な

安
全

機
能

及
び

重
大

事
故

等
に

対
処

す
る

た
め

に
必
要
な
機
能

へ
の
影
響
防
止
 

（
ｂ

）
津

波
の

二
次

的
な
影

響
に

よ
る
海

水
ポ

ン
プ

等
の

機
能
保

持
確

認
 

基
準

津
波

に
よ

る
水

位
変

動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対
し

て
、
非
常

用
海

水
路
（
１
・
２
号
機
共
用
（
以
下

同
じ
。）
）
及
び
海

水
ポ

ン
プ

室
が

閉
塞

す
る
こ

と
な

く
非
常

用
海

水
路

及
び

海
水
ポ

ン
プ

室
の
通
水

性
が

確
保
で
き
る
設

計
と

す
る
。
 

ま
た

、
海

水
ポ

ン
プ

取
水

時
に

浮
遊

砂
が

軸
受

に
混

入
し

た
場

合
に

も
、

海
水

ポ
ン

プ
の
軸

受
部

の
異
物

逃
が

し
溝

か
ら

排
出
す

る
こ

と
で
、
海
水
ポ
ン

プ
が

機
能
保
持
で
き

る
設
計
と
す
る

。
大
容

量
ポ

ン
プ
、
大
容

量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
及
び
送
水
車

は
、
浮
遊

砂
の

混
入

に
対

し
て

取
水
機

能
が

保
持
で

き
る

も
の

を
用

い
る
設

計
と

す
る
。
 

漂
流

物
に
対
し

て
は

、
発
電
所
構
内

及
び

構
外
で
漂
流

物
と
な
る

可
能

性
の
あ
る

施
設

・
設
備
を
抽
出

し
、

抽
出
さ
れ
た

漂
流
物
と

な
る

可
能
性
の

あ
る

施
設
・
設
備
が

漂
流

し
た
場
合
に

、
海
水
ポ

ン
プ

へ
の
衝
突

及
び

取
水
口
の
閉
塞

が
生

じ
る
こ
と
が

な
く
、
海

水
ポ

ン
プ
の
取

水
性

確
保
並
び
に
非

常
用

海
水
路
及
び

海
水
ポ
ン

プ
室

の
通
水
性

が
確

保
で
き
る
設
計

と
す

る
。
ま
た
、

漂
流
物
化

さ
せ

な
い
運
用

を
行

う
車
両
等
に
つ

い
て

は
、
漂
流
物

化
対
策
の

運
用

を
保
安
規

定
に

定
め
て
管
理
す

る
。

 

添
2-
1
-

2
-
1-
14
 

資
料

２
－
２
－

１
 

耐
津
波
設

計
の

基
本

方
針
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影

響
評
価
 

(
4)
 水

位
変
動

に
伴

う
取
水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響
に

よ
る

重
要
な
安

全
機

能
及

び
重

大
事

故
等

時
に
対
処

す
る

た
め
に
必

要
な

機
能

へ
の

影
響

防
止
 

b
. 
津
波

の
二
次
的
な
影

響
に
よ
る
海
水
ポ

ン
プ
等

の
機

能
保
持
確

認
 

基
準

津
波
に
よ

る
水

位
変
動
に

伴
う

砂
の

移
動

・
堆

積
に

対
し
て
、

取
水

口
が
閉
塞

す
る

こ
と

が
な

く
非

常
用

海
水
路
（

１
・

２
号
機
共

用
（

以
下

同
じ
。
））

及
び

海
水
ポ
ン

プ
室

の
通
水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。
 

海
水

ポ
ン
プ
は

、
取

水
時
に
浮

遊
砂

が
軸

受
に

混
入

し
た

場
合
に
お

い
て

も
、
海
水

ポ
ン

プ
の

軸
受

部
の

異
物

逃
が
し
溝

か
ら

排
出
す
る

こ
と

で
、

海
水

ポ
ン

プ
が

機
能
保
持

で
き

る
設
計
と

す
る

。
大

容
量

ポ
ン

プ
、

大
容
量
ポ

ン
プ

（
放
水
砲

用
）

及
び

送
水

車
に

つ
い

て
も
、
浮

遊
砂

の
混
入
に

対
し

て
取

水
機

能
が

保
持

で
き
る
も

の
を

用
い
る
設

計
と

す
る

。
 

漂
流

物
に
対
し

て
は

、
発
電
所

構
内

及
び

構
外

で
漂

流
物

と
な
る
可

能
性

の
あ
る
施

設
・

設
備

を
抽

出
し
、

抽
出
さ
れ

た
漂

流
物
と
な

る
可

能
性

の
あ

る
施

設
・

設
備
が
漂

流
し

た
場
合
に

、
海

水
ポ

ン
プ

ヘ
の

衝
突

及
び
取
水

口
の

閉
塞
が
生

じ
る

こ
と

が
な

く
、

海
水

ポ
ン
プ
の

取
水

性
確
保
並

び
に

非
常

用
海

水
路

及
び

海
水
ポ
ン

プ
室

の
通
水
性

が
確

保
で

き
る

設
計

と
す

る
。
ま
た

、
漂

流
物
化
さ

せ
な

い
運

用
を

行
う

車
両

等
に
つ
い

て
は

、
漂
流
物

化
対

策
の

運
用

を
保

安
規

定
に
定
め

て
管

理
す
る
。
 

添
付

２
 

火
災

、
内

部
溢

水
、

火
山

影
響
等

、
自

然
災

害
お

よ
び

有
毒

ガ
ス

発
生

時
の

対
応

に
係

る
実

施
基
準
（

第
１
８

条
、

第
１

８
条
の

２
、

第
１

８
条

の
２

の
２

、
第

１
８

条
の

３
お

よ
び

第
１

８
条

の
３

の
２
関

連
）
 

５
．
津

波
 

５
．
２

 教
育
訓

練
の
実
施
 

(
1
) 
安

全
・
防

災
室
長

は
、
全
所
員

に
対

し
て
、
津

波
防

護
の

運
用

管
理

に
関

す
る

教
育

訓
練

を
定

期
的
に

実
施
す
る

。
ま

た
、
安
全
・
防

災
室

長
は
、

全
所

員
に
対
し

て
、
津
波
発
生
時
に

お
け
る
車

両
退
避

等
の
訓
練

を
定

期
的
に
実
施
す

る
。

 
５
．
４

 手
順
書

の
整
備
 

(
1)
 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を

除
く

。
）
は
、
津

波
発
生

時
に
お
け

る
原

子
炉
施
設
の

保
全
の
た

め
の

活
動

を
行
う
た

め
に

必
要
な
体
制

の
整
備
と

し
て

、
以

下
の
活
動

を
実

施
す
る
こ
と

を
社
内
標

準
に

定
め

る
。
 

ｄ
．
車

両
の

管
理
 

安
全
・

防
災

室
長

は
、

発
電

所
構
内

の
放

水
口

側
防

潮
堤
お

よ
び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー
ト
の

外
側

に
存

在
し

、
か

つ
漂
流

物
に

な
る

お
そ
れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

、
漂
流

物
と

な
ら

な
い
管
理

を
実

施
す

る
。
 

ｅ
．

発
電

所
を

含
む

地
域

に
大

津
波

警
報

が
発

表
さ

れ
た

場
合
の
対

応
 

(
f
) 
安

全
・
防
災

室
長

は
、
発
電

所
構
内

の
放
水
口

側
防

潮
堤

お
よ

び
取

水
路

防
潮

ゲ
ー

ト
の

外
側

に
存

在
し
、
か
つ
漂
流

物
に
な
る
お
そ
れ
の

あ
る

車
両

に
つ

い
て

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実
施
す

る
。
 

ｈ
．

津
波

警
報

等
が

発
表

さ
れ

な
い

可
能

性
の

あ
る

津
波

へ
の
対
応
 

(
b)
 
発
電
所
構
外

に
お

い
て
津
波

と
想
定

さ
れ
る
潮

位
の

変
動
を
観

測
し

た
場
合
の
対
応
 

エ
 
安
全
・
防
災

室
長

は
、
発
電
所
構
内
の

放
水
口
側

防
潮

堤
お

よ
び

取
水

路
防

潮
ゲ

ー
ト

の
外

側
に

存
在
し
、
か
つ
漂
流

物
に
な
る
お
そ

れ
の
あ
る

車
両

に
つ

い
て

津
波

の
影

響
を

受
け

な
い

場
所

へ
退

避
す

る
こ

と
に

よ
り

漂
流

物
と

な
ら

な
い

措
置

を
実

施
す

る
。
ま
た

、
発
電
所
構

外
の
観
測

潮
位

欠
測

時
も

同
等
の
対
応
を

実
施
す
る
。
 

 
－
 

運
転

管
理
通

達
 

原
子

力
運
転

業
務
要

綱

設
計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

に
関

す
る

所
達
 

【
設

計
基
準
事

象
時

に
お
け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た
め
の

活
動

に
関
す
る

所
達

】
 

第
１

編
 
全
般
事
項
 

第
２

章
 
教
育
・
訓
練
、

対
応
設
備
の
確
保

及
び
定
期

的
な

評
価
の

実
施
 

設
計

事
象
対
応

教
育

・
訓
練
一

覧
表

 
別

表
１

－
１

（
１
／

１
）
 

津
波
防

護
に

係
る
運
用

管
理

に
関
す
る
教
育
 

・
津

波
襲
来
時
の
運
用

管
理
、
水
密
扉
お
よ

び
防
潮
扉

の
運

用
に
関
す
る

事
項
 

・
津

波
発
生
時
に
お
け

る
車
両
退
避
に
関
す

る
事
項
 

 
第

２
編

 
設

計
基

準
事

象
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た
め

の
活
動
 

第
３

章
 
津

波
発

生
時

に
お

け
る

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

全
の
た

め
の
活
動
 

３
．

津
波
発
生

時
に

お
け
る
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の

活
動
 

（
１

）
発
電
所

を
含

む
地
域
に

大
津

波
警

報
が

発
表

さ
れ
た
場

合
の

対
応
手
順
 

ｅ
．

安
全
・
防
災
室
長

は
、
発
電
所
構
内
の

放
水
口
側

防
潮

堤
お
よ
び
取
水

路
防
潮
ゲ
ー
ト

の
外

側
に
存
在

し
、

か
つ

漂
流
物
に
な
る

お
そ
れ
の
あ
る

車
両

に
つ
い
て

津
波

の
影

響
を
受
け
な
い

場
所
へ
退
避
す

る
こ

と
に
よ
り

漂
流

物
と

な
ら
な
い
措
置

を
実
施
す
る
。
 

（
３

）
津
波
警

報
等

が
発
表
さ

れ
な

い
可

能
性

の
あ

る
津
波
へ

の
対
応
 

ｂ
．

発
電
所
構
外
に
お

い
て
津
波
と
想
定
さ

れ
る
潮
位

の
変

動
を
観
測
し
た

場
合
の
対
応
 

（
ａ

）
 安

全
・

防
災
室
長

は
、

発
電
所
構

内
の
放
水
口
側

防
潮

堤
お
よ
び
取

水
路
防
潮
ゲ
ー

ト
の
外
側
に
存

在
し

、
か
つ
漂
流

物
に
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
車
両

に
つ

い
て
津
波
の
影

響
を
受
け
な
い

場
所
へ
退
避
す

る
こ

と
に
よ
り
漂
流

物
と
な
ら
な
い

措
置
を
実
施
す

る
。

ま
た
、
発
電
所

構
外
の
観
測
潮

位
欠
測
時
も
同

等
の

対
応
を
実
施
す

る
。
 

（
７

）
車
両
の

管
理
 

ａ
．

安
全
・
防

災
室

長
は
、
発

電
所

構
内

の
放

水
口

側
防
潮

堤
お

よ
び
取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
の
外
側
に
存

在
し
、
か

つ
漂
流

物
に
な
る
お
そ
れ

の
あ
る
車
両
に
つ
い

て
、
漂
流

物
と
な

ら
な
い
管
理
を
実

施
す
る
。
 

添
2-
1
-

2
-
4-
42
 

資
料

２
－
１
－

２
－

４
 
入
力

津
波

に
よ

る
津

波
防

護
対

象
設
備
へ

の
影

響
評
価
 

2
.1
.
5 

入
力
津
波
に
よ

る
津
波
防
護
対
象

設
備
へ

の
影
響

評
価
 

(
4)
 水

位
変
動

に
伴

う
取
水
性

低
下

及
び

津
波

の
二

次
的

な
影
響
に
よ
る

重
要
な
安
全
機
能
及

び
重

大
事

故
等
時
 

b
. 
津
波

の
二
次
的
な
影

響
に
よ
る
海
水
ポ

ン
プ
等

の
機
能

保
持

確
認
 

(
c)
 漂

流
物
に

よ
る

取
水
性
へ

の
影

響
確

認
 

ｲ
. 
取
水

口
、
海
水
取
水

ト
ン
ネ
ル
及
び
海

水
ポ
ン

プ
室
の

閉
塞

の
評
価
 

基
準
津

波
に

伴
う
漂
流

物
に

つ
い
て
検
討
し

た
結

果
、

第
3
-2
0
図
～
第

3-
22

図
に
よ

り
、

各
評

価
フ

ロ
ー

の
整
理
（
第

3
-7

表
及
び
第

3
-8

表
）
の

分
類

Ｄ
と

な
る
よ
う

な
、

海
水
ポ
ン

プ
の

取
水

性
に

影
響

を
及

ぼ
す
漂
流

物
は

な
い
こ
と

を
確

認
し

て
い

る
。

評
価

結
果
を
第

3-
9
表
及
び
第

3-
1
0
表
に

示
す
。
 

ま
た
、

漂
流

物
化
さ
せ

な
い

運
用
を
行
う
車

両
等

に
つ

い
て
は
、

漂
流

物
化
防
止

対
策

の
運

用
を

保
安

規
定

に
定
め
て

管
理

す
る
。
こ

の
う

ち
、

放
水

口
側

防
潮

堤
及
び
取

水
路

防
潮
ゲ
ー

ト
よ

り
外

側
の

津
波

遡
上

範
囲
に
存

在
し

、
か
つ
漂

流
物

と
な

る
お

そ
れ

の
あ

る
車
両
に

つ
い

て
は
、
大

津
波

警
報

発
表

時
も

し
く

は
、
発
電

所
構

外
に
お
い

て
津

波
と

想
定

さ
れ

る
潮

位
の
変
動

を
観

測
し
た
場

合
に

、
津

波
の

影
響

を
受

け
な
い
場

所
へ

退
避
す
る

こ
と

と
し

、
以

下
の
 

基
本

方
針
に
基

づ
き

管
理
す
る

。
 

【
津
波
遡
上

範
囲
の
車

両
に

対
す
る
基
本
方

針
】
 

放
水
口
側
防
潮

堤
及
び
取
水
路

防
潮
ゲ
ー
よ

り
外
側
の
津
波
遡
上
範
囲
は
、

原
則
駐
車
禁

止
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
エ

リ
ア
に
作
業

で
入
域
す
る
等

の
発
電
所
運
営

上
必
要
な
場

合
は
停
車
可
と

し
、
こ
の
場
合

に
お
い
て

も
、
運
転
手
が

車
両
付
近
に
常

駐
※
(
荷
役

な
ど

の
車
両
を
用

い
た
作
業
と
の

兼
務
は
可
と

す
る
。
)
し
、
直
ち

に
車

両
を
移
動

さ
せ

る
こ

と
が
可
能
な
体

制
と
す
る
。
 

ま
た

、
当
該
エ

リ
ア

で
の
車
両

を
用

い
た

作
業
は
、
事
前

許
可
制
と
し
、

放
水
口
側
防

潮
堤
の
外
側
及

び
取
水
路
防
潮

ゲ
ー
ト
の
外

側
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
退
避

す
る
作
業
車

両
が
１
０
台
以

下
と
な
る
よ
う

管
理
す
る
。

（
※
：
車
両
を

離
れ
る
場
合
は

、
別
の
者
を

運
転
手
に
指
定

す
る
。）
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枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので 
公開することはできません。 

（津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る変更箇所抜粋）
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 高浜発電所 第 68 条-2-1/5

（津波防護施設）  

第６８条の２ モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵し

ている期間において、津波防護施設は、表６８の２－１で定める事項を運転上の制限と

する。 

２．津波防護施設が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次の

各号を実施する。 

(1) 計装保修課長は、定期事業者検査時に潮位観測システム（防護用）のうち潮位計（潮

位検出器、監視モニタ（モニタ、電源箱、演算装置）を含む。以下、本条において「潮

位計」という。）の設定値確認および機能の確認を行い、その結果を発電室長に通知す

る。 

(2) 当直課長は、モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯

蔵している期間において、１日に１回、ゲート落下機構の電源系および制御系に異常

がないこと、ならびに潮位計が動作可能であることを確認する。 

(3) 土木建築課長は、モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体

を貯蔵している期間において、１ヶ月に１回、開放している取水路防潮ゲートの外観

点検を行い、動作可能であることを確認する。 

(4) 電気保修課長は、モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体

を貯蔵している期間において、１ヶ月に１回、潮位観測システム（防護用）のうち衛

星電話（津波防護用）（以下、本条において「衛星電話（津波防護用）」という。）の通

話確認を実施する。 

３．計装保修課長、土木建築課長または電気保修課長は、津波防護施設が第１項で定める

運転上の制限を満足していないと判断した場合、当直課長に通知する。当直課長は、通

知を受けた場合、または津波防護施設が第１項で定める運転上の制限を満足していない

と判断した場合、表６８の２－２の措置を講じるとともに照射済燃料の移動を中止する

必要がある場合は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措

置を講じる。 

 

表６８の２－１ 

項 目 運転上の制限 

津波防護施設 

(1) 取水路防潮ゲートが２系統※１のゲート落下機構により動

作可能※２であること 

(2) 潮位計３台が動作可能※３であること 

(3) 衛星電話（津波防護用）４台※４※５が動作可能であること 

※１：２系統とは機械式クラッチおよび電磁式クラッチのゲート落下機構をいう。 

※２：動作可能とは、遠隔閉止信号により、ゲートが落下できることをいう（外部電源喪 

失時も含む）。なお、閉止しているゲートについては、動作可能とみなす（以下、

本条において同じ）。 

※３：動作可能とは、潮位検出器による潮位の観測、演算装置による潮位変化量の演算お

よび監視モニタによる潮位変化量の表示、警報の発信が正常にできることをいう（以

下、本条において同じ）。 

※４：衛星電話（津波防護用）４台とは、Ａ中央制御室およびＢ中央制御室の各々２台を
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いう。また、衛星電話（津波防護用）には、衛星電話（固定）と兼用するものをＡ

中央制御室およびＢ中央制御室で各々１台含めることができる（以下、本条におい

て同じ）。 

※５：衛星電話（津波防護用）と兼用する衛星電話（固定）が動作不能時は、第８５条

（表８５－２０）の運転上の制限も確認する。 

 

表６８の２－２ 

条 件 要求される措置 完了時間 

A. 取水路防潮ゲート

が２系統未満のゲ

ート落下機構によ

り動作可能である

場合 

A.1 当直課長は、取水路防潮ゲートを２系統の

ゲート落下機構により動作可能な状態に

復旧する。 

および 

A.2 当直課長は、残りの系統のゲート落下機構

の電源系および制御系に異常がないこと

を確認する。 

１０日 

 

 

 

４時間 

その後８時

間に１回 

B. モード１、２、３

および４において

条件Ａの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

B.1 当直課長は、モード３にする。 

および  

B.2 当直課長は、モード５にする。 

 

１２時間 

 

５６時間 

 

C. モード５、６およ

び使用済燃料ピッ

トに燃料体を貯蔵

している期間にお

いて条件Ａの措置

を完了時間内に達

成できない場合 

C.1 原子燃料課長は、照射済燃料移動中の場合

は、照射済燃料の移動を中止する。 

および 

C.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度が

低下する操作を全て中止する。 

および 

C.3 当直課長は、１次冷却系の水抜き操作を行

っている場合は、水抜きを中止する。 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 
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表６８の２－２（続き） 

条 件 要求される措置 完了時間 

D.２台の潮位計が動作

可能である場合 

 

 

D.1 当直課長は、３台のうち動作不能となって

いる潮位計１台にて取水路防潮ゲートの閉

止判断基準に係る潮位変動※６を確認したと

みなす。 

および 

D.2 当直課長は、動作不能となっている潮位計

を動作可能な状態に復旧する措置を開始す

る。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

E. モード１、２、３

および４において

動作可能な潮位計

が２台未満である

場合 

E.1 当直課長は、動作不能となっている潮位計

を動作可能な状態に復旧する措置を開始す

る。 

および 

E.2 当直課長は、発電所構外の観測潮位に故障

を示す指示変動や欠測がないことを確認す

る。 

および 

E.3 当直課長は、E.2の措置を実施後、モード３

にする。 

および  

E.4 当直課長は、モード５にする。 

および  

E.5 当直課長は、モード５到達後、取水路防潮ゲ

ートを閉止する。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

１２時間 

 

 

５６時間 

 

速やかに 

 

F. 条件Ｅの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

または 

  条件Ｅで要求され

る措置を実施中

に、発電所構外で

津波と想定される

潮位の変動を観測

した場合もしくは

発電所構外の観測

潮位が欠測した場

合 

F.1 当直課長は、取水路防潮ゲートを閉止する。 速やかに 
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表６８の２－２（続き） 

条 件 要求される措置 完了時間 

G. モード５、６およ

び使用済燃料ピッ

トに燃料体を貯蔵

している期間にお

いて動作可能な潮

位計が２台未満で

ある場合 

G.1 当直課長は、動作不能となっている潮位計

を動作可能な状態に復旧する措置を開始

する。 

および 

G.2 原子燃料課長は、照射済燃料移動中の場合

は、照射済燃料の移動を中止する。 

および 

G.3 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度が

低下する操作を全て中止する。 

および 

G.4 当直課長は、１次冷却系の水抜き操作を行

っている場合は、水抜きを中止する。 

および  

G.5 当直課長は、取水路防潮ゲートを閉止す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

H. モード１、２、３ 

および４において

動作可能な衛星電

話（津波防護用）

が４台未満である

場合 

H.1 電気保修課長は、動作不能となっている

設備を動作可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

および 

H.2 電気保修課長は、代替手段※８を確保す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

I. 条件Ｈの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

I.1 電気保修課長は、衛星電話（津波防護

用）または代替手段以外の通信手段※９を

確保する。 

および 

I.2 当直課長は、I.1 の措置を実施後、モード

３にする。 

および  

I.3 当直課長は、モード５にする。 

および  

I.4 当直課長は、モード５到達後、取水路防潮

ゲートを閉止する。 

速やかに 

 

 

 

１２時間 

 

 

５６時間 

 

速やかに 
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表６８の２－２（続き） 

条 件 要求される措置 完了時間 

J. 条件Ｉの措置を完

了時間内に達成で

きない場合 

または 

  条件Ｉで要求され

る措置を実施中

に、衛星電話（津

波防護用）もしく

は代替手段以外の

通信手段による中

央制御室間の連携

ができなくなった

場合 

J.1 当直課長は、取水路防潮ゲートを閉止す

る。 

速やかに 

K. モード５、６およ

び使用済燃料ピッ

トに燃料体を貯蔵

している期間にお

いて動作可能な衛

星電話（津波防護

用）が４台未満で

ある場合 

K.1 電気保修課長は、動作不能となっている

設備を動作可能な状態に復旧する措置を

開始する。 

および 

K.2 電気保修課長は、代替手段または代替手段

以外の通信手段を確保する。 

および 

K.3 原子燃料課長は、照射済燃料移動中の場合

は、照射済燃料の移動を中止する。 

および 

K.4 当直課長は、１次冷却材中のほう素濃度が

低下する操作を全て中止する。 

および 

K.5 当直課長は、１次冷却系の水抜き操作を行

っている場合は、水抜きを中止する。 

および  

K.6 当直課長は、取水路防潮ゲートを閉止す

る。 

速やかに 

 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

 

 

速やかに 

※６：取水路防潮ゲートの閉止判断基準に係る潮位変動とは、潮位計の観測潮位が 10 分

以内に 0.5 m※７以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内に 0.5 m※７以上上昇

すること、または 10 分以内に 0.5 m※７以上上昇し、その後、最高潮位から 10 分

以内に  0.5 m※７以上下降することをいう。 

※７：潮位変動値の許容範囲（設定値）は0.45m とする。（以下、同じ） 

※８：保安電話（携帯）、保安電話（固定）、運転指令設備および衛星電話（固定）のいず

れかによる通信手段をいう（以下、本条において同じ）。 

※９：加入電話および携行型通話装置のいずれかによる通信手段をいう（以下、本条にお

いて同じ）。 
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（予防保全を目的とした点検・保修を実施する場合） 

第８９条 各課（室）長（品質保証室長、品質保証室課長、安全・防災室長、安全・防災

室課長、所長室長、所長室課長（総務）、技術課長、保全計画課長、電気工事グループ課

長、機械工事グループ課長および土木建築工事グループ課長（以下、「品質保証室長等」

という。本条において同じ。）を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施す

るため、計画的に運転上の制限外に移行する場合は、当該運転上の制限を満足していな

いと判断した場合に要求される措置※１を要求される完了時間の範囲内で実施する※２。な

お、運用方法については、表８８－１の例に準拠するものとする。 

２．各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、予防保全を目的とした点検・保修を実施

するため、計画的に運転上の制限外に移行する場合であって、当該運転上の制限を満足

していないと判断した場合に要求される措置を要求される完了時間の範囲を超えて実施

する場合は、あらかじめ必要な安全措置※１を定め、原子炉主任技術者の確認を得て実施

する※２。 

３．各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、表８９－１で定める設備について、保全

計画に基づき定期的に行う点検・保修を実施する場合は、同表に定める点検時の措置※１

を実施する。 

４．第１項、第２項および第３項の実施については、第８８条第１項の運転上の制限を満

足しない場合とはみなさない。 

５．各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、第１項、第２項または第３項に基づく点

検・保修を行う場合、関係課（室）長と協議し実施する。 

６．第１項、第２項および第３項の実施に当たっては、運転上の制限外へ移行した時点を

点検・保修に対する完了時間の起点とする。 

７．第１項を実施する場合、各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限外

に移行する前に、運転上の制限外に移行した段階で要求される措置※３を順次実施し、そ

の全てが終了した時点から２４時間以内に運転上の制限外に移行する。なお、移行前に

実施した措置については、移行時点で完了したものとみなす。 

８．第１項、第２項または第３項に基づき運転上の制限外に移行する場合は、第８８条第

３項、第７項、第８項、第９項および第１０項に準拠する。なお、第３項に基づき運転

上の制限外に移行する場合は、「要求される措置」を「点検時の措置」に読み替えるもの

とする。 

９．各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、第１項または第３項の場合において要求

される措置または点検時の措置を完了時間内に実施できなかった場合または第２項の場

合において安全措置を実施できなかった場合は、当該運転上の制限を満足していないと

判断する。 

10．各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、運転上の制限外へ移行した場合および運

転上の制限外から復帰していると判断した場合は当直課長に通知する。 

11．各課（室）長（品質保証室長等を除く。）は、第２項に基づく点検・保修および第３項

において、完了時間を超えて点検・保修を実施後、運転上の制限外から復帰していると

判断した場合は、原子炉主任技術者に報告する。 

 

※１：措置を定めるにあたっては、確率論的リスク評価等を用いて、措置の有効性を検証

する。 
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※２：この規定第２項に基づく確認として同様の措置を実施している場合は、これに代え

ることができる。 

※３：点検・保修を実施する当該設備等に係る措置および運転上の制限が適用されない状

態へ移行する措置を除く。また、複数回の実施要求があるものについては、２回目

以降の実施については除く。 
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表
８
９
－
１
 

関
連
条
文
 

点
検
対
象
設
備
 

第
８
９
条
適
用
時
期

 
点
検
時
の
措
置
 

実
施
頻
度
 

第
６
８
条
の
２
 

・
取
水
路
防
潮
ゲ
ー
ト
 

原
子
炉
１
基
以
上
が
モ
ー

ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

以
外
 

・
発
電
所
構
外
の
観
測
潮
位
に
通
常
の
潮
汐
と
は
異
な
る
潮
位
変
動
や
故
障

を
示
す
指
示
変
動
が
な
い
こ
と
、
現
地
の
手
動
操
作
に
必
要
な
資
機
材
が

確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
現
地
の
手
動
操
作
に
よ
り
ゲ
ー
ト
を
落

下
で
き
る
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
８
時
間
に
１
回
 

第
７
０
条
 

・
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
 

点
検
対
象
号
炉
の
他
号
炉

※

４
が
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移

動
中
 

・
点
検
対
象
号
炉
の
他
号
炉

※
４
の
当
該
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
０
日
に
１
回
 

第
７
３
条
 

・
外
部
電
源
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
、
６
お
よ
び
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体

を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

・
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い
て
、
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

・
所
要
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

※
６
す
る
。
 

点
検
前

※
５
 

点
検

期
間

が
完

了
時

間

（
30

日
）
を
超
え
て
点
検

を
実
施
す

る
場
合

は
、
そ

の
後
の
１
ヶ
月
に
１
回
 

第
８
５
条
 

(8
5－

4－
2)
 

(8
5－

4－
2
の

2)
 

・
ア
キ
ュ
ム
レ
ー
タ
 

・
蓄
圧
タ
ン
ク
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
 

・
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

点
検
前

※
５
※
８
 

・
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自

己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

・
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
充
て
ん
／
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
（
自

己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

点
検
前

※
５
 

第
８
５
条
 

(8
5－

12
－
3)
 

・
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
（
広
域
）
 

・
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
（
Ａ
Ｍ
用
） 

・
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア
監
視
カ

メ
ラ
（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
エ
リ
ア

監
視
カ
メ
ラ
空
冷
装
置
を
含
む
）
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期

間
 

・
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が

EL
 

＋
31
.0
 m

以
上
お
よ
び
水
温
が
 6
5 
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

・
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が

EL
 

＋
31
.4
0 
m
以
上
お
よ
び
水
温
が
 6
5 
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
週
間
に
１
回
 

第
８
５
条
 

(8
5－

13
－
1)
 

(8
5－

13
－
1
の

2)
 

・
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、

４
、
５
お
よ
び
６
以
外
 

・
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が

EL
 

＋
31
.0
 m

以
上
お
よ
び
水
温
が
 6
5 
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

・
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が

E 
L

＋
31
.4
0 
m
以
上
お
よ
び
水
温
が
 6
5 
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
週
間
に
１
回
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表
８
９
－
１
（
続
き
）
 

関
連
条
文
 

点
検
対
象
設
備
 

第
８
９
条
適
用
時
期

 
点
検
時
の
措
置
 

実
施
頻
度
 

第
８
５
条
 

(8
5－

15
－
1)
 

(8
5－

15
－
1
の

2)
 

・
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
以
外
 

・
所
要
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
週
間
に
１
回
 

第
８
５
条
 

(8
5－

15
－
3)
 

(8
5－

15
－
3
の

2)
 

・
電
源
車
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
以
外
 

・
所
要
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
週
間
に
１
回
 

第
８
５
条
  

(8
5－

15
－
4
の

2)
 

・
蓄
電
池
（
3
系
統
目
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
 

お
よ
び
６
以
外
 

・
所
要
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

※
６
す
る
。
  

・
所
要
の
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

※
９
す

る
。
 

点
検
前

※
５
  

 

第
８
５
条
 

(8
5－

15
－
6)
 

(8
5－

15
－
6
の

2)
 

・
代
替
所
内
電
気
設
備
分
電
盤
 

・
代
替
所
内
電
気
設
備
変
圧
器
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
以
外
 

・
所
内
電
気
設
備
の
系
統
電
圧
を
確
認
し
、
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

第
８
５
条
 

(8
5－

15
－
7)
 

(8
5－

15
－
7
の

2)
 

・
燃
料
油
貯
油
そ
う
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
以
外
 

・
所
要
の
非
常
用
高
圧
母
線
に
電
力
供
給
可
能
な
外
部
電
源
３
回
線
以
上
の

電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
し

て
独
立
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
週
間
に
１
回
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高浜発電所 第 89 条-5/5 

表
８
９
－
１
（
続
き
）
 

関
連
条
文
 

点
検
対
象
設
備
 

第
８
９
条
適
用
時
期

 
点
検
時
の
措
置
 

実
施
頻
度
 

第
８
５
条
 

(8
5－

16
－
1)
 

(8
5－

16
－
1
の

2)
 

・
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
水
位
 

モ
ー
ド
５
 

・
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
計
装
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

<代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
①
> 

・
格
納
容
器
サ
ン
プ
Ｂ
広
域
水
位
 

<代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
②
> 

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

・
復
水
タ
ン
ク
水
位
 

・
内
部
ス
プ
レ
流
量
積
算
 

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
 

・
原
子
炉
下
部
キ
ャ
ビ
テ
ィ
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
 

 

・
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
の
計
装
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

<代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
①
> 

・
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
広
域
水
位
 

<代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
②
> 

・
燃
料
取
替
用
水
タ
ン
ク
水
位
 

・
復
水
タ
ン
ク
水
位
 

・
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
積
算
 

・
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
出
口
流
量
積
算
 

点
検
前

※
５
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

※
４
：「

他
号
炉
」
と
は
、
１
号
炉
に
つ
い
て
は
２
号
炉
、
２
号
炉
に
つ
い
て
は
１
号
炉
を
、
３
号
炉
に
つ
い
て
は
４
号
炉
、
４
号
炉
に
つ
い
て
は
３
号
炉
を
い
う
。
 

※
５
：
運
転
上
の
制
限
外
に
移
行
す
る
前
に
順
次
実
施
し
、
そ
の
全
て
が
終
了
し
た
時
点
か
ら

24
時
間
以
内
に
運
転
上
の
制
限
外
に
移
行
す
る
。
な
お
、
移
行
前
に
実
施
し
た
措
置
に
つ
い
て
は
、
移
行
時
点
で
 

完
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 

※
６
：「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
」
と
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基

※
７
を
起
動
し
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
第
８
９
条
適
用
時
期
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
 

る
期
間
で
、
か
つ
、
点
検
期
間
が

30
日
を
超
え
な
い
場
合
は
、
至
近
の
記
録
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
７
：
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
以
外
で
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
非
常
用
発
電
機
１
基
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

※
８
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
９
：「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
」
と
は
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
１
台
を
起
動
し
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
点
検
期
間
が

30
日
を
超
え
な
い
場
合
は
、
至
近
の
記
録
に
よ
り
動
作
 

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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高浜発電所 附則-2/24 

附 則（２０２０年３月３０日 平成２６原安管通達第３号－２２） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、令和２年５月１日以降最初に３号炉または４号炉の発電用原子

炉施設に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の

１５の検査（施設定期検査）を終了した日から施行する。 

２．令和２年４月１日以降、前項中の「第４３条の３の１５の検査（施設定期検査）」を

「第４３条３の１６第１項の検査（定期事業者検査）」とする。 

 

附 則（２０２０年１０月７日 平成２６原安管通達第３号－２６） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、２０２０年１０月１２日から施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査対象の特重施設に関連する規定および特重施設要員の確

保に関連する規定（特重施設要員の有毒ガス防護に関連する規定を含む）については、

工事の計画に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降

に適用することとし、それまでの間は従前の例による。 

なお、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１７条第３号の規定に基づく

使用の承認を受ける場合は当該の承認日以降に適用することとし、それまでの間は従前

の例による。 

３．本規定施行の際、使用前検査対象の蓄電池（３系統目）に関連する規定については、

工事の計画に係る全ての工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降

に適用することとし、それまでの間は従前の例による。 

 

附 則（平成  年  月  日 平成２６原安管通達第３号－  ） 

（施行期日） 

第 １ 条 この通達は、    年  月  日から施行する。 

２．本規定施行の際、使用前検査の対象となる規定（第３項を除く。）については、原子炉

に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施設に係る使用前検査終了

日（ただし、３号炉および４号炉の重大事故時の原子炉等への注水手段の一部変更（送

水車の導入等）に係る使用前検査の対象となる規定については、工事の計画に係る全て

の工事が完了した時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日、かつ１号炉、２号炉、３

号炉および４号炉の津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る全ての

工事が完了した時の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の

３の１１第３項の使用前確認完了日（構外の観測潮位を用いた運用を含む）以降に適用

することとし、それまでの間、なお、従前の例による。ただし、上記検査がない設備に

ついては構造、強度または漏えいに係る検査終了日以降に適用する。なお、第１３条（運

転員等の確保）については、２号炉の原子炉に燃料体を挿入することができる状態にな

った時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日以降に適用することとし、それまでの間

のうち、１号炉の原子炉に燃料体を挿入することができる状態になった時の各原子炉施

設に係る使用前検査終了日までは従前の例により、それ以降は別紙－１による。 

３．第８５条（重大事故等対処設備）のうち、原子炉下部キャビティ水位計に係る規定に

ついては、原子炉の運転モード５の期間における使用前検査終了日以降に適用する。 

４．第３０条（熱流束熱水路係数（FQ(Z)））における表３０－１のうち１号炉および２号

炉熱流束熱水路係数 FQ(Z)および図３０－１のうち１号炉および２号炉 K(Z)、第３１条
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高浜発電所 附則-3/24 

（核的エンタルピ上昇熱水路係数（ＦN
ΔH））における表３１－１のうち１号炉および２

号炉核的エンタルピ上昇熱水路係数 FN
ΔH、第３５条（ＤＮＢ比）における表３５－１の

うち１号炉および２号炉ＤＮＢ比、第５１条（蓄圧タンク）における表５１－２のうち

１号炉および２号炉蓄圧タンクほう素濃度、第５４条（燃料取替用水タンク）における

表５４－２のうち１号炉および２号炉燃料取替用水タンクほう素濃度、第５８条（原子

炉格納容器スプレイ系）における表５８－２のうち１号炉および２号炉苛性ソーダ溶液

量、第８１条（１次冷却材中のほう素濃度 －モード６－）における表８１－１のうち

１号炉および２号炉１次冷却材中のほう素濃度、第８５条（重大事故等対処設備）にお

ける表８５－４のうち８５－４－２炉心注水（１号炉および２号炉）アキュムレータほ

う素濃度、表８５－１４のうち８５－１４－３燃料取替用水タンク（１号炉および２号

炉）ほう素濃度および第１０２条（放射性気体廃棄物の管理）における表１０２－１の

うち放出管理目標値については、１号炉および２号炉における高燃焼度（５５，０００

ＭＷd/t）燃料の原子炉内への初回装荷が両号炉ともに開始した日以降に適用し、それま

での間のうち、１号炉または２号炉における高燃焼度（５５，０００ＭＷd/t）燃料の原

子炉内への装荷を開始する日までは別紙－２により、それ以降は別紙－３による。 

５．本規定施行の際、使用前事業者検査対象の津波警報等が発表されない可能性のある津

波への対応に関連する規定については、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の津波警

報等が発表されない可能性のある津波への対応に係る全ての工事が完了した時の核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１１第３項の使用前確

認完了日（構外の観測潮位を用いた運用を含む）、または３号炉および４号炉の重大事故

時の原子炉等への注水手段の一部変更（送水車の導入等）に係る全ての工事が完了した

時の各原子炉施設に係る使用前検査終了日のいずれか遅い日以降に適用することとし、

それまでの間は従前の例による。 
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添付２ 火災、内部溢水、火山影響等、自然災害 

および有毒ガス発生時の対応に係る実施基準 

（第１８条、第１８条の２、第１８条の２の２、第１８条の３ 

および第１８条の３の２関連） 

 

 

 

 

 

 

特重施設および特重施設要員に係る規定は、３号炉および４号炉を対象に適用する。 
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高浜発電所 添付 2-20/29 

 
 

５ 津 波 

安全・防災室長は、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備として、次の５．１項から５．４項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、

各課（室）長は、計画に基づき、津波発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

５．１ 要員の配置 

(1) 所長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合または発生し

た場合に備え、必要な要員を配置する。 

(2) 所長は、原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に備え、第

１２１条に定める必要な要員を配置する。 

 

５．２ 教育訓練の実施 

(1) 安全・防災室長は、全所員に対して、津波防護の運用管理に関する教育訓練を定

期的に実施する。また、安全・防災室長は、全所員に対して、津波発生時における

車両退避等の訓練を定期的に実施する。 

(2) 発電室長は、運転員に対して、津波発生時の運転操作等に関する教育訓練を定期

的に実施する。 

(3) 各課（室）長は、各課員に対して、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備

および特重施設の代替設備に対して基準津波高さを一定程度超える津波を想定し

た津波高さを考慮した水密性を維持するための設備の施設管理、点検に関する教

育訓練を定期的に実施する。 

 

５．３ 資機材の配備 

各課（室）長は、津波発生時に使用する資機材を配備する。 

 

５．４ 手順書の整備 

(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、津波発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを

社内標準に定める。 

ａ．水密扉の閉止状態の管理 

１号炉および２号炉について、当直課長は、Ａ中央制御室において水密扉監

視設備の警報監視により、水密扉の閉止状態の確認および閉止されていない状

態が確認された場合の閉止操作を行う。 

３号炉および４号炉について、当直課長は、Ｂ中央制御室において水密扉監

視設備の警報監視により、水密扉の閉止状態の確認および閉止されていない状

態が確認された場合の閉止操作を行う。 

また、各課（室）長は、水密扉開放後の確実な閉止操作および閉止されてい

ない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 
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ｂ．取水路防潮ゲートの管理 

当直課長は、取水路防潮ゲートの両系列４門全てが閉止した場合、または３

門が閉止した場合は、循環水ポンプを全台停止する。また、運転中の号炉につ

いては原子炉を停止する。 

ｃ．防潮扉の閉止状態の管理 

防潮扉については、原則閉止運用とし、当直課長は、中央制御室において防

潮扉の閉止状態の確認を行う。また、各課（室）長は、防潮扉開放後の確実な

閉止操作および閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作を行う。 

ｄ．車両の管理 

安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの

外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について、漂流物とならな

い管理を実施する。 

ｅ．発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合の対応 

(a)当直課長は、原則として１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポンプ

を停止（プラント停止）する。また、Ａ中央制御室から取水路防潮ゲートを閉

止するとともに、原子炉の冷却操作を実施する。 

ただし、以下の場合はその限りではない。 

ア 大津波警報が誤報であった場合 

イ 遠方で発生した地震に伴う津波であって、発電所を含む地域に、到達する

までの時間経過で、大津波警報が見直された場合 

(b) 原子燃料課長は、燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合、荷役

作業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避に関する措置を実施する。 

(c) 放射線管理課長は、燃料等輸送船に関し、津波警報等が発表された場合、荷

役作業を中断し、陸側作業員および輸送物の退避に関する措置ならびに漂流物

化防止対策を実施する。 

(d) 原子燃料課長および放射線管理課長は、緊急離岸する船側と退避状況に関す

る情報連絡を行う。 

(e) 当直課長は、津波監視カメラおよび潮位計による津波の襲来状況の監視を実

施する。 

(f) 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲートの

外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について津波の影響を受け

ない場所へ退避することにより漂流物とならない措置を実施する。 

ｆ．地震加速度高により原子炉がトリップし、かつ発電所を含む地域に津波警報等

が発表された場合の対応 

(a) 当直課長は、原則として１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポン

プを停止する。 

(b) 当直課長は、津波監視カメラおよび潮位計による津波の襲来状況の監視を実

施する。 
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ｇ．発電所を含む地域に津波警報等が発表された場合の対応 

(a) 当直課長は、速やかにゲート落下機構の電源系および制御系に異常がないこ

とを確認する。 

(b) 原子燃料課長および放射線管理課長は、緊急離岸する船側と退避状況に関す

る情報連絡を行う。 

(c) 当直課長は、津波監視カメラおよび潮位計による津波の襲来状況の監視を実

施する。 

ｈ．津波警報等が発表されない可能性のある津波への対応 

(a) 取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認※した場合の対応 

ア 当直課長は、１号炉、２号炉、３号炉および４号炉の循環水ポンプを停止

（プラント停止）する。また、Ａ中央制御室から取水路防潮ゲートを閉止す

るとともに、原子炉の冷却操作を実施する。 

イ 当直課長は、津波監視カメラおよび潮位計による津波の襲来状況の監視を

実施する。 

※：「潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位がいず

れも 10 分以内に 0.5 m 以上下降し、その後、最低潮位から 10 分以内

に 0.5 m以上上昇すること、または 10 分以内に 0.5 m以上上昇し、そ

の後、最高潮位から 10 分以内に 0.5 m以上下降すること、ならびに発

電所構外において、遡上波の地上部からの到達、流入および取水路、放水

路等の経路からの流入（以下、「敷地への遡上」という。）ならびに水位

の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある潮位の変動を観測し、そ

の後、潮位観測システム（防護用）のうち、 2 台の潮位計の観測潮位が

いずれも 10 分以内に 0.5 m以上下降すること、または 10 分以内に 0.5 

m 以上上昇すること。」を１号炉および２号炉を担当する当直課長と３号

炉および４号炉を担当する当直課長の潮位観測システム（防護用）のうち

衛星電話（津波防護用）を用いた連携により確認（この条件の成立確認を

「取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認」という。以下、同じ。） 

(b) 発電所構外において津波と想定される潮位の変動を観測した場合の対応 

ア 当直課長は、速やかにゲート落下機構の電源系および制御系に異常がない

ことを確認する。また、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施す

る。 

イ 当直課長は、津波監視カメラによる津波の襲来状況の監視を実施する。ま

た、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

ウ 土木建築課長は、取水路防潮ゲート保守作業の中断に係る措置を行う。ま

た、発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 

エ 安全・防災室長は、発電所構内の放水口側防潮堤および取水路防潮ゲート

の外側に存在し、かつ漂流物になるおそれのある車両について津波の影響を

受けない場所へ退避することにより漂流物とならない措置を実施する。また、

発電所構外の観測潮位欠測時も同等の対応を実施する。 
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オ 原子燃料課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷役作業を中断し、陸側

作業員および輸送物の退避に関する措置を実施するとともに、係留強化する

船側と情報連絡を行う。 

カ 放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中の場合、荷役作業を中断し、陸

側作業員および輸送物の退避に関する措置ならびに漂流物化防止対策を実

施するとともに、係留強化する船側と情報連絡を行う。なお、荷役作業中は、

発電所構外における潮位の観測を実施する。 

キ 原子燃料課長および放射線管理課長は、燃料等輸送船が荷役中以外の場合、

緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う。 

(c) 動作可能な潮位計が２台未満となった場合の対応 

ア 当直課長は、発電所構外の観測潮位により津波の襲来状況を継続監視する。

また、動作可能な潮位計１台にて、取水路防潮ゲートの閉止判断基準に係る

潮位変動を確認すれば、取水路防潮ゲートを閉止する。 

イ 安全・防災室長は、作業の中断、所員と車両の退避に係る措置を実施する。 

(d) 動作可能な衛星電話（津波防護用）が４台未満となった場合、かつ、代替手

段を速やかに確保できない場合の対応 

ア 当直課長は、衛星電話（津波防護用）または代替手段以外の通信手段によ

る中央制御室間の連携を維持する。 

イ 安全・防災室長は、作業の中断、所員と車両の退避に係る措置を実施する。 

(e) 取水路防潮ゲート閉止判断基準には到達しない平常時とは異なる潮位変動

を確認した場合（台風等の異常時の潮位変動を除く）の対応 

ア 計装保修課長は、監視モニタと手計算の潮位変化量が整合していることを

確認する。 

i．津波発生時の原子炉施設への影響確認 

各課（室）長は、発電所を含む地域に大津波警報が発表された場合または取水

路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認した場合は、事象収束後、原子炉施設の損

傷の有無を確認するとともに、その結果を所長および原子炉主任技術者に報告す

る。 

j．施設管理、点検 

各課（室）長は、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備および津波影響

軽減施設の要求機能を維持するため、ならびに特重施設の代替設備に対して基準

津波高さを一定程度超える津波を想定した津波高さを考慮した水密性を維持す

るため、施設管理計画に基づき適切に施設管理、点検を実施するとともに、必要

に応じ補修を行う。 

なお、取水路防潮ゲートの遠隔閉止信号を停止する場合は、現地の手動操作に

より敷地への遡上および水位の低下による海水ポンプへの影響のおそれがある

潮位に至る前にゲートを落下できるよう、発電所構外の観測潮位に通常の潮汐と

は異なる潮位変動や故障を示す指示変動がないことを確認し、資機材を確保する

とともに体制を確保し、維持する。 
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k．津波評価条件の変更の要否確認 

(a) 各課（室）長は、設備改造等を行う場合、都度、津波評価への影響確認を

行う。 

(b) 安全・防災室長は、津波評価に係る評価条件を定期的に確認する。 

 

５．５ 定期的な評価 

(1) 各課（室）長は、５．１項から５．４項の活動の実施結果について、１年に１回

以上定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう

に必要に応じて、計画の見直しを行い、安全・防災室長に報告する。 

(2) 安全・防災室長は、各課（室）長からの報告を受け、必要に応じて、計画の見直

しを行う。 

 

５．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課（室）長は、津波の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響をおよぼす

可能性があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に

連絡するとともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

５．７ その他関連する活動 

(1) 原子力技術部門統括（原子力技術）および原子力技術部門統括（土木建築）は、

以下の活動を実施することを社内標準に定める。 

ａ．新たな知見の収集、反映 

原子力技術部門統括（原子力技術）および原子力技術部門統括（土木建築）は、

定期的に新たな知見の確認を行い、新たな知見が得られた場合、耐津波安全性に

関する評価を行い、必要な事項を適切に反映する。  
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６ 竜 巻 

安全・防災室長は、竜巻発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う体制の

整備として、次の６．１項から６．４項を含む計画を策定し、所長の承認を得る。また、

各課（室）長は、計画に基づき、竜巻発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な体制および手順の整備を実施する。 

 

６．１ 要員の配置 

(1) 所長は、災害（原子力災害を除く。）が発生するおそれがある場合または発生し

た場合に備え、必要な要員を配置する。 

(2) 所長は、原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に備え、第

１２１条に定める必要な要員を配置する。 

 

６．２ 教育訓練の実施 

(1) 安全・防災室長は、全所員に対して、竜巻防護の運用管理に関する教育訓練を定

期的に実施する。また、安全・防災室長は、全所員に対して、竜巻発生時における

車両退避等の訓練を実施する。 

(2) 発電室長は、運転員に対して、竜巻発生時の運転操作等に関する教育訓練を定期

的に実施する。 

(3) 各課（室）長は、各課員に対して、竜巻対策設備の施設管理、点検に関する教育

訓練を定期的に実施する。 

 

６．３ 資機材の配備 

各課（室）長は、竜巻対策として固縛に使用する資機材を配備する。 

 

６．４ 手順書の整備 

(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、竜巻発生時における原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制の整備として、以下の活動を実施することを社

内標準に定める。 

ａ．飛来物管理の手順 

(a) 各課（室）長は、飛来時の運動エネルギー、貫通力が設計飛来物である鋼製

材※１ よりも大きなものについて、設置場所等に応じて固縛、建屋内収納また

は撤去により飛来物とならない管理を実施する。 

(b) 各課（室）長は、屋外の重大事故等対処設備について、位置的分散を図るこ

とで、重大事故等対処設備の機能を損なわないよう管理する。また、重大事故

等対処設備が基準事故対処設備に悪影響を与えないよう管理を実施する。 

(c) 安全・防災室長は、車両に関する入構管理を行う。 
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※１：設計飛来物である鋼製材の寸法等は、以下のとおり。 

飛来物の種類 鋼製材 

寸法（m） 
長さ×幅×奥行き 

4.2×0.3×0.2 

質量（kg） 135 

 

ｂ．竜巻の襲来が予想される場合の対応 

(a) 安全・防災室長は、車両に関して停車している場所に応じて退避または固縛す

ることにより飛来物とならない管理を実施する。 

(b) 各課（室）長は、ディーゼル発電機建屋の水密扉の閉止状態の確認するととも

に、換気空調系統のダンパ等の閉止を実施する。 

(c) 原子燃料課長は、燃料取扱作業を中止する。 

(d) 各課（室）長は、１号炉および２号炉の使用済燃料ピット上部を防護ネットで

覆う操作を実施する。 

ｃ．竜巻飛来物防護対策設備の取付けおよび取外操作等 

各課（室）長は、竜巻飛来物防護対策設備の取付および取外操作、飛来物発生防

止のために設置した設備の操作を実施する。 

ｄ．代替設備または予備品確保 

各課（室）長は、竜巻の襲来により、安全施設の構造健全性が維持できない場合

には、代替設備または予備品を確保する。 

ｅ．竜巻発生時の原子炉施設への影響確認 

各課（室）長は、発電所敷地内に竜巻が発生した場合は、事象収束後、原子炉施

設の損傷の有無を確認するとともに、その結果を所長および原子炉主任技術者に報

告する。 

ｆ．竜巻により原子炉施設等が損傷した場合の処置 

(a) 当直課長は、３号炉および４号炉格納容器排気筒に損傷を発見した場合、気

体廃棄物が放出中であればすみやかに放出を停止する。 

(b) 原子炉保修課長は、３号炉および４号炉格納容器排気筒に損傷を発見した場

合、応急補修を行う。 

(c) 当直課長は、３号炉および４号炉格納容器排気筒の補修が困難な場合、プラ

ント停止操作を行う。 

(d) 土木建築課長は、取水路防潮ゲートに損傷を発見した場合、安全機能回復の

応急処置を行う。 

(e) 電気保修課長および計装保修課長は、潮位観測システム（防護用）に損傷を

発見した場合は、安全機能回復の応急処置を行う。 

(f) 当直課長は、取水路防潮ゲートまたは潮位観測システム（防護用）の安全機

能回復が困難な場合、プラント停止操作を行う。 

(g) 各課（室）長は、建屋外において竜巻による火災の発生を確認した場合、消

火用水等による消火活動を行う。 
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ｇ．施設管理、点検 

各課（室）長は、竜巻飛来物防護対策設備の要求機能を維持するために、施設管

理計画に基づき適切に施設管理、点検を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。 

 

６．５ 定期的な評価 

(1) 各課（室）長は、６．１項から６．４項の活動の実施結果について、１年に１回以

上定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるように必

要に応じて、計画の見直しを行い、安全・防災室長に報告する。 

(2) 安全・防災室長は、各課（室）長からの報告を受け、必要に応じて、計画の見直し

を行う。 

 

６．６ 原子炉施設の災害を未然に防止するための措置 

各課（室）長は、竜巻の影響により、原子炉施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性

があると判断した場合は、所長、原子炉主任技術者および関係課（室）長に連絡すると

ともに、必要に応じて原子炉停止等の措置について協議する。 

 

６．７ その他関連する活動 

(1) 原子力技術部門統括（原子力技術）は、以下の活動を実施することを社内標準に定

める。 

ａ．新たな知見の収集、反映 

原子力技術部門統括（原子力技術）は、定期的に新たな知見の確認を行い、新た

な知見が得られた場合の竜巻の評価を行い、必要な事項を適切に反映する。 
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添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 

（第１８条の５および第１８条の６関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特重施設および特重施設要員に係る規定は、３号炉および４号炉を対象に適用する。 
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から必要な連絡体制を整備するなど協力関係を構築するとともに、あらかじめ重大

事故等発生に備え協議および合意の上、外部からの支援計画を策定する。事故発生

後、当社原子力防災組織が発足し協力体制が整い次第、プラントメーカーおよび建

設会社からは設備の設計根拠および機器の詳細な情報、事故収束手段および復旧対

策等の提供、協力会社からは、事象進展予測および放射線影響予測等の評価結果の

情報提供、事故収束および復旧対策活動に必要な支援に係る要員の派遣ならびに燃

料供給会社からは燃料の供給および迅速な物資輸送を可能とするとともに、中長期

的な物資輸送にも対応できるように支援計画を策定する。 

イ 原子力安全部門統括は、他の原子力事業者より、支援に係る要員の派遣、資機材

の貸与および環境放射線モニタリングの支援を受けられる他、原子力緊急事態支援

組織からは、被ばく低減のために遠隔操作可能なロボット等の資機材、資機材操作

の支援および提供資機材を活用した事故収束活動に係る助言を受けられることがで

きるように支援計画を策定する。  

さらに、発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備、予備品およ

び燃料等について支援を受けることによって、発電所内に配備している重大事故等

対処設備に不具合があった場合の代替手段および燃料の確保を行い、継続的な重大

事故等対策を実施できるよう事象発生後６日間までに支援を受けられる体制を確立

する。 

また、原子力事業所災害対策支援拠点から、災害対策支援に必要な資機材として、

食料、その他の消耗品、汚染防護服およびその他の放射線管理に使用する資機材が

継続的に発電所へ供給できる体制を確立する。 

 

１．３ 手順書の整備 

(1) 各課（室）長（当直課長を除く。）は、重大事故等発生時において、事象の種類およ

び事象の進展に応じて、的確かつ状況に応じて柔軟に対処するための内容を社内標準

に定める。 

また、重大事故等の対処に関する事項について、使用主体に応じた内容および重大

事故等対策に用いる特重施設に係る内容を社内標準に定める。 

ア 安全・防災室長および発電室長は、全ての交流動力電源および常設直流電源系統

の喪失、安全系の機器もしくは計測器類の多重故障または１号炉、２号炉、３号炉

および４号炉の同時被災等の過酷な状態において、限られた時間の中で原子炉施設

の状態の把握および実施すべき重大事故等対策の適切な判断に必要な情報の種類、

その入手の方法および判断基準を社内標準に定める。 

イ 安全・防災室長および発電室長は、パラメータを計測する計器故障時に原子炉施

設の状態を把握するための手順、パラメータの把握能力を超えた場合に原子炉施設

の状態を把握するための手順および計測に必要な計器電源が喪失した場合の手順を

社内標準に定める。 

具体的には、表－１５「事故時の計装に関する手順等」の内容を含むものとする。 

ウ 安全・防災室長および発電室長は、炉心の著しい損傷および原子炉格納容器の破

損を防止するために、最優先すべき操作等を迷うことなく判断し実施するため、以

下の判断基準を社内標準に定める。 

(ｱ) 炉心損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損防止の対処に迷うこ

380



高浜発電所 添付 3-15/246 

となく移行できるよう、原子炉格納容器への注水を最優先する判断基準 

(ｲ) 炉心の著しい損傷または原子炉格納容器の破損を防止するために注水する淡水

源が枯渇または使用できない状況においては、迷わず海水注水を行えるようにす

る判断基準 

(ｳ) 全交流動力電源喪失時等において、準備に長時間を要する可搬型設備を必要な

時期に使用可能とするため、準備に掛かる時間を考慮した手順着手の判断基準 

(ｴ) 炉心の著しい損傷時において水素爆発を懸念し、水素濃度制御設備の必要な起

動時期を見失うことがないよう、水素濃度制御設備を速やかに起動する判断基準 

(ｵ) 炉心の著しい損傷および原子炉格納容器の破損を防止するために必要な各操作

については、重大事故等対処設備を必要な時期に使用可能とするための手順着手

の判断基準 

(ｶ) 重大事故等対策時において、設計基準事故時に用いる操作の制限事項が継続し

て適用されることで事故対応に悪影響を及ぼさないよう手順を区別するとともに、

重大事故等発生時には速やかに移行できる判断基準 

(ｷ) 重大事故等対策時において、特重施設の準備を並行して開始し、常設重大事故

等対処設備に期待できない場合、可搬型重大事故等対処設備よりも特重施設を優

先して事故対処を行うための判断基準 

エ 安全・防災室長および発電室長は、財産（設備等）保護よりも安全を優先すると

いう社長の方針に基づき、以下の判断基準を社内標準に定める。 

(ｱ) 発電室長は、重大事故等発生時の運転操作において、当直課長が躊躇せず指示

できる判断基準を社内標準に定める。 

(ｲ) 安全・防災室長は、重大事故等発生時の発電所の緊急時対策本部活動において、

発電所の緊急時対策本部長が方針にしたがった判断を実施するための判断基準を

社内標準に定める。 

(ｳ) 安全･防災室長および発電室長は、原子炉格納容器破損防止対策において、原子

炉格納容器内自然対流冷却操作を・・・（以下略）。 

オ 安全・防災室長および発電室長は、発電所内の実施組織と支援組織が連携し事故

の進展状況に応じて、実効的な重大事故等対策を実施するため、運転員用および支

援組織用の社内標準を定める。 

(ｱ)  運転員用の社内標準は、事故の進展状況に応じて以下のように構成し定める。 

ａ 警報に対処する事項 

機器の異常を検知する警報発信時の対応措置に使用 

ｂ 事象の判別を行う事項 

原子炉トリップおよび非常用炉心冷却設備作動直後に、実施すべき事象の判

別および対応措置に使用 

 

ｃ 故障および設計基準事象に対処する事項 

運転時の異常な過渡変化および設計基準事故の対応措置に使用 

ｄ 炉心の著しい損傷および原子炉格納容器の破損を防止する事項 

安全機器の多重故障等が発生し、設計基準事故を超えた場合の対応措置に使

用 

ｅ 炉心の著しい損傷が発生した場合に対処する事項 
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炉心損傷時に、炉心の著しい損傷の緩和および原子炉格納容器の破損を防止

するために実施する対応措置に使用 

(ｲ) 支援組織用の社内標準に緊急時対策本部が重大事故等対策を的確に実施するた

めの必要事項を明確に定める。 

(ｳ) 運転員用の社内標準は、事故の進展状況に応じて、構成を明確化し、各項目間

を的確に移行できるよう、移行基準を明確に定める。 

ａ 故障および設計基準事故に対処する事項により事故判別ならびに初期対応を

行う。 

ｂ 多重故障等により設計基準事故を超えた場合は、炉心の著しい損傷および原

子炉格納容器破損を防止する事項（事象ベース）に移行する。 

ｃ 事象の判別ならびに初期対応を行っている場合または事象ベースの事項にて

事故対応操作中は、安全機能パラメータを常に監視し、あらかじめ定めた適用

条件が成立すれば、炉心の著しい損傷および原子炉格納容器の破損を防止する

事項の、安全機能ベースの事項に移行する。 

ｄ 原因が明確で、かつその原因除去あるいは対策が優先されるべき場合は、安

全機能ベースの事項には移行せず、その原因に対する事象ベースの事項を優先

する。 

ｅ 多重故障が解消され安全機能が回復すれば、故障および設計基準事故に対処

する事項に戻り処置を行う。 

ｆ 炉心の著しい損傷および原子炉格納容器の破損を防止する事項による対応で、

事故収束せず炉心損傷に至った場合は、炉心の著しい損傷が発生した場合に対

処する事項に移行し対応処置を実施する。 

カ 安全・防災室長および発電室長は、重大事故等対策実施の判断基準として確認さ

れる水位、圧力および温度等の計測可能なパラメータを整理し、社内標準に定める

とともに、以下の重大事故等に対処するための事項についても定める。 

具体的な手順については、表－１５「事故時の計装に関する手順等」参照。 

(ｱ) 監視することが必要なパラメータをあらかじめ選定し、重要な監視パラメータ

と有効な監視パラメータに位置づけること。 

(ｲ) 通常使用するパラメータが故障等により計測不能な場合は、代替パラメータに

て当該パラメータを推定する方法に関すること。 

(ｳ) 記録が必要なパラメータおよび直流電源が喪失しても可搬型計測器により計測

可能なパラメータをあらかじめ選定すること。 

(ｴ) パラメータ挙動予測、影響評価すべき項目および監視パラメータ等に関するこ

と。 

また、有効性評価等にて整理した有効な情報について、運転員が監視すべきパ

ラメータの選定、状況の把握および進展予測ならびに対応処置の参考情報とし、

社内標準に定める。 

キ 安全・防災室長は、緊急時対策本部要員が運転操作を支援するためのパラメータ

挙動予測や影響評価のための判断情報を社内標準に定める。 

ク 各課（室）長は、前兆事象として把握ができるか、重大事故を引き起こす可能性

があるかを考慮して、設備の安全機能の維持ならびに事故の未然防止対策をあらか

じめ検討しておき、前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制および手順
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を社内標準に定める。 

(ｱ) 安全・防災室長および発電室長は、大津波警報が発表された場合、原則として

循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートの閉止および原子炉

の冷却操作を行う手順、また、所員の高台への避難および水密扉の閉止を行い、

津波監視カメラおよび潮位計による津波の継続監視を行う手順を社内標準に定め

る。 

ただし、以下の場合はその限りではない。 

ａ 大津波警報が誤報であった場合 

ｂ 遠方で発生した地震に伴う津波であって、高浜発電所を含む地域に到達する

までの時間経過で、大津波警報が見直された場合 

(ｲ) 安全・防災室長および発電室長は、取水路防潮ゲートの閉止判断基準等を確認

した場合、循環水ポンプを停止（プラント停止）し、取水路防潮ゲートの閉止お

よび原子炉の冷却操作を行う手順、また、所員の高台への避難および水密扉の閉

止を行い、津波監視カメラおよび潮位計による津波の継続監視を行う手順を社内

標準に定める。 

(ｳ) 各課（室）長は、台風進路に想定された場合、屋外設備の暴風雨対策の強化お

よび巡視点検の強化を実施し災害発生時に迅速な対応を行う手順を社内標準に定

める。 

(ｴ) 各課（室）長は、前兆事象を伴う事象に対して、気象情報の収集、巡視点検の

強化および事故の未然防止の対応を行う手順を社内標準に定める。 

ケ 安全・防災室長および発電室長は、有毒ガス発生時に、事故対策に必要な各種の

指示・操作を行うことができるよう、運転員（当直員）、緊急時対策本部要員、緊急

安全対策要員および特重施設要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための

判断基準値以下とするための手順および体制を社内標準に定める。 

(ｱ) 安全・防災室長は、発電所敷地内外の固定源に対して、有毒化学物質の確認、

防液堤等の運用管理および防液堤等の施設管理の実施により、運転員（当直員）、

緊急時対策本部要員、緊急安全対策要員および特重施設要員の吸気中の有毒ガス

濃度を有毒ガス防護のための判断基準値を下回るようにする手順および体制を社

内標準に定める。 

(ｲ) 安全・防災室長および発電室長は、可動源に対して、運転員（当直員）、緊急時

対策本部要員および特重施設要員が事故対策に必要な各種の指示・操作を行うこ

とができるよう立会人の随行、通信連絡手段による連絡、中央制御室換気設備（１

号炉および２号炉）、中央制御室空調装置（３号炉および４号炉）、緊急時対策所

換気設備および・・・（以下略）。 

(ｳ) 安全・防災室長および発電室長は、予期せぬ有毒ガスの発生においても、運転

員（当直員）、緊急時対策本部要員のうち初動対応を行う要員および特重施設要員

に対して配備した防護具を着用することならびに防護具のバックアップ体制を整

備することにより、事故対策に必要な各種の指示・操作を行うことができるよう

手順および体制を社内標準に定める。 

(ｴ) 安全・防災室長は、有毒ガスの発生による異常を検知した場合は、運転員（当

直員）に連絡し、運転員（当直員）が通信連絡設備により、発電所内の必要な要

員に有毒ガスの発生を周知する手順を社内標準に定める。 
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(ｵ) 安全・防災室長は、常設設備と接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対

処設備（原子炉建屋の外から水または電力を供給するものに限る。）の接続を行う

地点における緊急安全対策要員の有毒ガス防護のため、１．２（1)項で配備する

薬品保護具を着用する手順を社内標準に定める。 

コ 各課（室）長は、重大事故等対策における緊急時制御室の居住性に関する手順に

ついて、表－２７「緊急時制御室の居住性に関する手順」を参考に、必要な手順を

社内標準に定める。 

 

(2) 重大事故等対処設備に係る事項 

ア 切替えの容易性 

各課（室）長は、本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用

する設備を含めて、通常時の系統状態から弁操作または工具等の使用により切り替

えられるよう当該操作等について明確にし、通常時の系統状態から速やかに切り替

えるために必要な手順等を社内標準に定める。 

イ 重大事故等発生後の中長期的な対応手順 

安全・防災室長は、重大事故等発生時に原子炉格納容器の設計圧力および温度に

近い状態が継続する場合等に備えて、故障が想定される機器に対してあらかじめ確

保した取替部材を用いた既設系統の復旧手段、および、あらかじめ確保した部材を

用いた仮設系統の構築手段について、手順を整備する。 

 

１．４ 定期的な評価 

(1) 各課（室）長は、１．１項から１．３項の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１

回以上定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき必要な措置を講じ、安全・防

災室長に報告する。 

(2) 安全・防災室長は、(1)の活動の評価結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に計

画の評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必要に応じ

て、計画の見直しを行う。 

(3) 原子力安全部門統括は、１．１項および１．２項の実施内容を踏まえ、１年に１回

以上定期的に評価を行うとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるよう必

要に応じて、計画の見直しを行う。 
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